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○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
と
す
る
。

げ
る
書
類
と
す
る
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

二

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

三

創
立
総
会
が
招
集
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
創
立
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法

三

創
立
総
会
が
招
集
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
創
立
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法

第
八
十
二
条
第
一
項
（
創
立
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
創
立
総

第
八
十
二
条
第
一
項
（
創
立
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
創
立
総

会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す

会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
保
険
会
社
が
株
式
移
転
（

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
保
険
会
社
が
株
式
移
転
（

法
第
九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式
移
転
を
含
む
。
）

法
第
九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式
移
転
を
含
む
。
）

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
に
は
、

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
（
株

こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
（
株

主
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の

主
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面)

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面)

四

事
業
計
画
書

四

事
業
計
画
書

五

直
近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

五

直
近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

こ
と
が
で
き
る
書
類

六

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
（
法
第
四
条
第
一
項
第

六

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
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三
号
に
規
定
す
る
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

規
定
す
る
委
員
会
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
取
締

っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
（
同
号
に
規
定
す
る
指
名
委
員

役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

会
等
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行

役
）
の
履
歴
書

七

会
計
参
与
設
置
会
社
（
法
第
五
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計

七

会
計
参
与
設
置
会
社
（
法
第
五
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計

参
与
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴

参
与
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴

書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し

書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し

た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
以
下
同
じ
。
）

た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
以
下
同
じ
。
）

八

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数

八

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数

を
記
載
し
た
書
面
（
相
互
会
社
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
社
員
に
な
ろ
う
と
す

を
記
載
し
た
書
面
（
相
互
会
社
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
社
員
に
な
ろ
う
と
す

る
者
の
名
簿
）

る
者
の
名
簿
）

九

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の

九

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の

状
況
を
記
載
し
た
書
類

状
況
を
記
載
し
た
書
類

十

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
子
会
社
等
（
法
第
九

十

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
子
会
社
等
（
法
第
九

十
七
条
の
二
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

十
七
条
の
二
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
第
十
条
の
二
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

び
第
十
条
の
二
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類

げ
る
書
類

イ

当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記

イ

当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記

載
し
た
書
類

載
し
た
書
類

ロ

当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

ロ

当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書

行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書

類

類

ハ

当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ハ

当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
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ニ

当
該
子
会
社
等
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以

ニ

当
該
子
会
社
等
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
、
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

下
同
じ
。
）
、
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ホ

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
子
会
社
等

ホ

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
子
会
社
等

の
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

の
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

十
一

当
該
免
許
申
請
に
係
る
保
険
が
第
三
分
野
保
険
（
法
第
三
条
第
四
項
第

十
一

当
該
免
許
申
請
に
係
る
保
険
が
第
三
分
野
保
険
（
法
第
三
条
第
四
項
第

二
号
若
し
く
は
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

二
号
若
し
く
は
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

第
三
分
野
の
元
受
保
険
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る

第
三
分
野
の
元
受
保
険
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る

保
険
の
う
ち
第
三
分
野
の
元
受
保
険
に
係
る
再
保
険
で
あ
っ
て
、
元
受
保
険

保
険
の
う
ち
第
三
分
野
の
元
受
保
険
に
係
る
再
保
険
で
あ
っ
て
、
元
受
保
険

契
約
（
保
険
契
約
の
う
ち
再
保
険
契
約
以
外
の
も
の
を
い
う
。
第
三
十
三
条

契
約
（
保
険
契
約
の
う
ち
再
保
険
契
約
以
外
の
も
の
を
い
う
。
第
三
十
三
条

第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て

第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
す
べ
て
の
保
険
責
任
が
移
転
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
保
険
責

同
じ
。
）
に
係
る
す
べ
て
の
保
険
責
任
が
移
転
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
保
険
責

任
の
全
部
に
相
当
す
る
責
任
準
備
金
が
積
み
立
て
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

任
の
全
部
に
相
当
す
る
責
任
準
備
金
が
積
み
立
て
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
保
険
契
約
（
保
険
期
間
が
一
年
以
下
の
保
険
契
約
（
当
該
保

下
同
じ
。
）
の
保
険
契
約
（
保
険
期
間
が
一
年
以
下
の
保
険
契
約
（
当
該
保

険
契
約
の
更
新
時
に
お
い
て
保
険
料
率
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
を
約
し
た
保

険
契
約
の
更
新
時
に
お
い
て
保
険
料
率
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
を
約
し
た
保

険
契
約
を
除
く
。
）
及
び
第
二
百
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
傷
害

険
契
約
を
除
く
。
）
及
び
第
二
百
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
傷
害

保
険
契
約
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
給
付
を
行
う
保
険
契
約
を
除
く
。
以
下
こ

保
険
契
約
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
給
付
を
行
う
保
険
契
約
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
、
第
十
一
条
第
七
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号

の
条
、
第
十
一
条
第
七
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号

の
三
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
六
号
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
七
号
並
び

の
三
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
六
号
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
七
号
並
び

に
第
二
百
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

に
第
二
百
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

第
三
分
野
保
険
の
保
険
契
約
に
関
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る

第
三
分
野
保
険
の
保
険
契
約
に
関
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
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書
類
の
記
載
事
項
が
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
る

書
類
の
記
載
事
項
が
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
計
理
人
が
確
認
し
た
結
果
を
記
載
し
た
意
見
書

こ
と
に
つ
い
て
、
保
険
計
理
人
が
確
認
し
た
結
果
を
記
載
し
た
意
見
書

十
二

そ
の
他
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な

十
二

そ
の
他
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
第
四
号
の
事
業
計
画
書
に
は
保
険
募
集
の
計
画
及
び
収
支
の
見
込
み
並

２

前
項
第
四
号
の
事
業
計
画
書
に
は
保
険
募
集
の
計
画
及
び
収
支
の
見
込
み
並

び
に
そ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
に
そ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
会
社
以
外
の
株
式
会
社
が
従
前
の
目
的
を
変
更
し
て
保
険
業
を
営
む
た

３

保
険
会
社
以
外
の
株
式
会
社
が
従
前
の
目
的
を
変
更
し
て
保
険
業
を
営
む
た

め
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て

め
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
項
（
第
三

は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
項
（
第
三

号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

す
る
。

一

従
前
の
目
的
を
変
更
し
て
保
険
業
を
営
む
こ
と
を
決
議
し
た
株
主
総
会
の

一

従
前
の
目
的
を
変
更
し
て
保
険
業
を
営
む
こ
と
を
決
議
し
た
株
主
総
会
の

議
事
録

議
事
録

二

従
前
の
定
款
及
び
免
許
申
請
の
際
に
現
に
存
す
る
取
引
の
性
質
を
明
ら
か

二

従
前
の
定
款
及
び
免
許
申
請
の
際
に
現
に
存
す
る
取
引
の
性
質
を
明
ら
か

に
す
る
書
面

に
す
る
書
面

三

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

三

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

（
取
締
役
等
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

（
取
締
役
等
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
四
条
の
二

保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置

第
十
四
条
の
二

保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に

会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
八
条
第
一

あ
っ
て
は
、
執
行
役
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

げ
る
書
類
を
添
付
し
、
当
該
保
険
会
社
を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

類
を
添
付
し
、
当
該
保
険
会
社
を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
が
保
険

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
が
保
険
会
社
又



- -5

会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
書

は
外
国
保
険
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

履
歴
書

二

履
歴
書

三

保
険
会
社
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た

三

保
険
会
社
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た

書
面

書
面

四

保
険
会
社
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

四

保
険
会
社
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

五

当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、
最
終
の
貸

五

当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、
最
終
の
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
面

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
面

及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
）
そ

及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
）
そ

の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載

の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面

し
た
書
面

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
認
可
の
申
請
に
係
る
取
締
役
が
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
対
し

該
認
可
の
申
請
に
係
る
取
締
役
が
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
対
し

、
当
該
認
可
の
申
請
に
係
る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

、
当
該
認
可
の
申
請
に
係
る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
十
四
条
の
四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

第
十
四
条
の
四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記

次
に
掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記

録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示

録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
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す
る
方
法
と
す
る
。

す
る
方
法
と
す
る
。

一

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

一

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

る
場
合
を
含
む
。
）

二

法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

二

法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号

三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号

四

法
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七

四

法
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七

項
第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
、
第
七
十
六
条
第
五
項
（
電
磁
的
方
法

項
第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
、
第
七
十
六
条
第
五
項
（
電
磁
的
方
法

に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事
録
）

に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事
録
）

五

法
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
第
二
号

五

法
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
第
二
号

六

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
七
項

六

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
七
項

第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
、
第
三
百
十
二
条
第
五
項
（
電
磁
的
方
法

第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
、
第
三
百
十
二
条
第
五
項
（
電
磁
的
方
法

に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
三
百
十
八
条
第
四
項
第
二
号
（
議
事
録
）
及

に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
三
百
十
八
条
第
四
項
第
二
号
（
議
事
録
）
及

び
第
三
百
十
九
条
第
三
項
第
二
号
（
株
主
総
会
の
決
議
の
省
略
）

び
第
三
百
十
九
条
第
三
項
第
二
号
（
株
主
総
会
の
決
議
の
省
略
）

七

法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

七

法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
七
項
第
二

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
七
項
第
二

号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）

号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）

八

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
五

八

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
五

項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
三
百
十
八
条
第
四
項
第

項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
三
百
十
八
条
第
四
項
第

二
号
（
議
事
録
）

二
号
（
議
事
録
）

九

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
一
条
第

九

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
一
条
第

二
項
第
二
号
（
議
事
録
等
）

二
項
第
二
号
（
議
事
録
等
）

十

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
四
条
第

十

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
四
条
第
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二
項
第
二
号
（
会
計
参
与
の
権
限
）
及
び
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
第
三
号

二
項
第
二
号
（
会
計
参
与
の
権
限
）
及
び
第
三
百
七
十
八
条
第
二
項
第
三
号

（
会
計
参
与
に
よ
る
計
算
書
類
等
の
備
置
き
等
）

（
会
計
参
与
に
よ
る
計
算
書
類
等
の
備
置
き
等
）

十
一

法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
四

十
一

法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
四

条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
）
（
法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用

条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
）
（
法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）

）

十
二

法
第
五
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号

十
二

法
第
五
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号

十
三

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
新
設
）

三
百
九
十
九
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
）
（
法
第
五
十
三
条
の
二

十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
九
条
の
十
一
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
四

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百

十
三

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百

十
三
条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
）

十
三
条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
）

十
五

法
第
五
十
四
条
の
八
第
三
項
第
三
号

十
四

法
第
五
十
四
条
の
八
第
三
項
第
三
号

十
六

法
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
四
条
第

十
五

法
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
四
条
第

二
項
第
二
号
（
社
債
原
簿
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

二
項
第
二
号
（
社
債
原
簿
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

十
七

法
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三
十

十
六

法
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
三
十

一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事
録
）

一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事
録
）

十
八

法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
三
号

十
七

法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
三
号

十
九

法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七

十
八

法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
四
条
第
七

項
第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）

項
第
二
号
（
議
決
権
の
代
理
行
使
）

二
十

法
第
七
十
四
条
第
三
項
（
法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
九

法
第
七
十
四
条
第
三
項
（
法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
六
条
第
五
項
（
電
磁

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
十
六
条
第
五
項
（
電
磁
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的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事

的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
及
び
第
八
十
一
条
第
三
項
第
二
号
（
議
事

録
）

録
）

二
十
一

法
第
八
十
二
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て

二
十

法
第
八
十
二
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
二

法
第
八
十
七
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
三
号

二
十
一

法
第
八
十
七
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
三
号

二
十
三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

二
十
二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

十
一
条
第
四
項
（
吸
収
分
割
又
は
株
式
交
換
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及

十
一
条
第
四
項
（
吸
収
分
割
又
は
株
式
交
換
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及

び
閲
覧
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
第
三
号

び
閲
覧
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
第
三
号

二
十
四

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

二
十
三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

十
四
条
第
三
項
第
三
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及

十
四
条
第
三
項
第
三
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及

び
閲
覧
等
）

び
閲
覧
等
）

二
十
五

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
一

二
十
四

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
一

条
第
六
項
（
吸
収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
お

条
第
六
項
（
吸
収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
三
号

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
三
号

二
十
六

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
三

二
十
五

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
三

条
第
三
項
第
三
号
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲

条
第
三
項
第
三
号
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲

覧
等
）

覧
等
）

二
十
七

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十

二
十
六

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十

一
条
第
四
項
（
新
設
分
割
又
は
株
式
移
転
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び

一
条
第
四
項
（
新
設
分
割
又
は
株
式
移
転
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び

閲
覧
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
第
三
号

閲
覧
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
第
三
号

二
十
八

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十

二
十
七

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十

五
条
第
六
項
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等

五
条
第
六
項
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等

）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
三
号

）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
第
三
号
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二
十
九

法
第
百
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号

二
十
八

法
第
百
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号

三
十

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号

二
十
九

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号

三
十
一

法
第
百
六
十
五
条
の
九
第
二
項
第
三
号

三
十

法
第
百
六
十
五
条
の
九
第
二
項
第
三
号

三
十
二

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十

三
十
一

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
三

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
三
号

三
十
二

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
二
項
第
三
号

三
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
二
項
第
三
号

三
十
三

法
第
百
六
十
五
条
の
十
九
第
二
項
第
三
号

三
十
五

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
の

三
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
の

二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
六

法
第
百
六
十
六
条
第
三
項
第
三
号

三
十
五

法
第
百
六
十
六
条
第
三
項
第
三
号

三
十
七

法
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
一

三
十
六

法
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
一

条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
等
）

条
第
二
項
第
二
号
（
議
事
録
等
）

三
十
八

法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
六

三
十
七

法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
六

条
第
二
項
第
三
号
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

条
第
二
項
第
三
号
（
貸
借
対
照
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

三
十
九

法
第
百
九
十
六
条
第
五
項
第
三
号

三
十
八

法
第
百
九
十
六
条
第
五
項
第
三
号

四
十

法
第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号

三
十
九

法
第
二
百
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号

四
十
一

法
第
二
百
四
十
条
の
七
第
二
項
第
三
号

四
十

法
第
二
百
四
十
条
の
七
第
二
項
第
三
号

（
電
子
署
名
）

（
電
子
署
名
）

第
十
四
条
の
六

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
署
名
又
は

第
十
四
条
の
六

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
署
名
又
は

記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。

一

法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

法
第
二
十
二
条
第
二
項

二

法
第
五
十
三
条
の
十
六
及
び
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会

二

法
第
五
十
三
条
の
十
六
及
び
第
百
八
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
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社
法
第
三
百
六
十
九
条
第
四
項
（
取
締
役
会
の
決
議
）

社
法
第
三
百
六
十
九
条
第
四
項
（
取
締
役
会
の
決
議
）

三

法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
三
条

三

法
第
五
十
三
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
三
条

第
三
項
（
監
査
役
会
の
決
議
）

第
三
項
（
監
査
役
会
の
決
議
）

四

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三

（
新
設
）

百
九
十
九
条
の
十
第
四
項
（
監
査
等
委
員
会
の
決
議
）

五

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

四

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

二
条
第
四
項
（
指
名
委
員
会
等
の
決
議
）

二
条
第
四
項
（
委
員
会
の
決
議
）

六

法
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
二
条
第
三

五

法
第
六
十
一
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
二
条
第
三

項
（
社
債
原
簿
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
等
）
及
び
第
六
百
九
十

項
（
社
債
原
簿
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
等
）
及
び
第
六
百
九
十

五
条
第
三
項
（
質
権
に
関
す
る
社
債
原
簿
の
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の

五
条
第
三
項
（
質
権
に
関
す
る
社
債
原
簿
の
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の

交
付
等
）

交
付
等
）

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が

２

前
項
に
規
定
す
る
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が

で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も

で
き
る
情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

一

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

二

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
監
査
報
告
の
内
容
等
）

（
監
査
報
告
の
内
容
等
）

第
十
七
条
の
七

会
計
監
査
人
が
作
成
す
べ
き
会
計
監
査
報
告
は
別
紙
様
式
第
一

第
十
七
条
の
七

会
計
監
査
人
が
作
成
す
べ
き
会
計
監
査
報
告
は
別
紙
様
式
第
一

号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
五
）
に
よ
り
、

号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
五
）
に
よ
り
、

監
査
役
、
監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
及
び
監
査
委
員
会
が
作
成
す
べ
き
監
査

監
査
役
、
監
査
役
会
及
び
監
査
委
員
会
が
作
成
す
べ
き
監
査
報
告
は
そ
れ
ぞ
れ
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報
告
は
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
第
一
号
の
三
、
第
一
号
の
三
の
二

別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
第
一
号
の
三
及
び
第
一
号
の
四
（
少
額
短
期
保
険
業

及
び
第
一
号
の
四
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
様
式

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
様
式
第
一
号
の
六
、
第
一
号
の
七
及
び
第
一

第
一
号
の
六
、
第
一
号
の
七
、
第
一
号
の
七
の
二
及
び
第
一
号
の
八
）
に
よ
り

号
の
八
）
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
監
査
に
関
し
、

２

計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
監
査
に
関
し
、

こ
の
府
令
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
及
び
計
算
規

こ
の
府
令
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
施
行
規
則
及
び
計
算
規

則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
計
算
書
類
等
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

（
計
算
書
類
等
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
十
七
条
の
八

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第

第
十
七
条
の
八

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第

四
百
三
十
九
条
（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
特
則
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

四
百
三
十
九
条
（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
特
則
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
（
監
査
役
設
置
会
社
（
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一

定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
（
監
査
役
設
置
会
社
（
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
監
査
役
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
監
査
役

項
に
規
定
す
る
監
査
役
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
監
査
役

会
設
置
会
社
（
法
第
三
十
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
監
査
役
会
設
置
会
社
を

会
設
置
会
社
（
法
第
三
十
条
の
十
第
三
項
に
規
定
す
る
監
査
役
会
設
置
会
社
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三

号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
三
十

一

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
三
十

九
条
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
に
無
限
定

九
条
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
に
無
限
定

適
正
意
見
（
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
書
類
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

適
正
意
見
（
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
書
類
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
書
類
に
係
る
期
間
の
財

ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計
算
書
類
に
係
る
期
間
の
財

産
及
び
損
益
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い

産
及
び
損
益
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
を
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
を
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
、
監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
又

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
、
監
査
役
会
又
は
監
査
委
員
会
の
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は
監
査
委
員
会
の
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第

監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告
に
限
る
。
）
の
内
容

り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告
に
限
る
。
）
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査

と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意

人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

見
が
な
い
こ
と
。

三

第
一
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査

三

第
一
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
会
又
は
監
査
委
員
会
の
監
査
報

委
員
会
の
監
査
報
告
に
付
記
さ
れ
た
内
容
（
監
査
役
会
監
査
報
告
（
計
算
規

告
に
付
記
さ
れ
た
内
容
（
監
査
役
会
監
査
報
告
（
計
算
規
則
第
百
二
十
八
条

則
第
百
二
十
八
条
第
一
項
（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
会
の
監
査
報

第
一
項
（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
会
の
監
査
報
告
の
内
容
等
）
に

告
の
内
容
等
）
に
規
定
す
る
監
査
役
会
監
査
報
告
を
い
う
。
）
の
内
容
が
監

規
定
す
る
監
査
役
会
監
査
報
告
を
い
う
。
）
の
内
容
が
監
査
役
監
査
報
告
（

査
役
監
査
報
告
（
同
項
に
規
定
す
る
監
査
役
監
査
報
告
を
い
う
。
以
下
こ
の

同
項
に
規
定
す
る
監
査
役
監
査
報
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
各
監
査
役
の

。
）
の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
各
監
査
役
の
監
査
役
監
査
報
告

監
査
役
監
査
報
告
の
内
容
、
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
等

の
内
容
又
は
監
査
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
委
員
（
法
第
二
条
第

委
員
（
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
監
査
等
委
員
を
い
う
。
以
下
同
じ

十
九
項
に
規
定
す
る
監
査
委
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
意
見
と
異
な
る

。
）
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
等
委
員
の
意
見
又
は
監
査

場
合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
委
員
の
意
見
を
い
う
。
）
が
前
号
の
意
見
で
な
い

委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
委
員
（
同
項
に
規
定
す
る
監
査
委
員
を

こ
と
。

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
委
員
の

意
見
を
い
う
。
）
が
前
号
の
意
見
で
な
い
こ
と
。

四

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
三
十

四

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
三
十

九
条
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
計
算
規
則
第
百
三
十
二
条
第
三
項
（
会
計
監

九
条
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
計
算
規
則
第
百
三
十
二
条
第
三
項
（
会
計
監

査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
等
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）
の
規
定
に
よ
り
監

査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
等
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）
の
規
定
に
よ
り
監

査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
十
七
条
の
十
五

法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
十
七
条
の
十
五

法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
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は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
（
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
会
社
法
第
二
条
第
二
十
四
号
（

一

最
終
事
業
年
度
（
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
会
社
法
第
二
条
第
二
十
四
号
（

定
義
）
に
規
定
す
る
最
終
事
業
年
度
を
い
い
、
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
当
該

定
義
）
に
規
定
す
る
最
終
事
業
年
度
を
い
い
、
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
当
該

事
業
年
度
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ

事
業
年
度
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ

き
法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
承
認
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に

き
法
第
五
十
四
条
の
六
第
二
項
の
承
認
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け

あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
四
第
三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け

る
当
該
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

る
当
該
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
（
法
第
十
七
条
第
二
項

貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
（
法
第
十
七
条
第
二
項

第
二
号
の
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
十

第
二
号
の
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項

三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項

（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し

（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し

て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九

百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
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第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し

る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

そ
の
旨

て
い
る
場
合

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社

等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の

法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
最

六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
最

終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

第
二
十
条
の
十
二

法
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

第
二
十
条
の
十
二

法
第
三
十
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

十
一
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
創
立
総
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ

十
一
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
創
立
総
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ

い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

２

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

３

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

創
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

一

創
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

二

創
立
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

創
立
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

創
立
総
会
に
出
席
し
た
発
起
人
、
設
立
時
取
締
役
（
法
第
三
十
条
の
十
第

三

創
立
総
会
に
出
席
し
た
発
起
人
、
設
立
時
取
締
役
（
法
第
三
十
条
の
十
第

一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
取
締
役
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
取
締
役
を
い
う
。
第
二
十
条
の
十
八
に
お
い
て
同

）
の
氏
名
又
は
名
称
（
設
立
し
よ
う
と
す
る
相
互
会
社
が
監
査
等
委
員
会
設

じ
。
）
、
設
立
時
会
計
参
与
（
同
項
に
規
定
す
る
設
立
時
会
計
参
与
を
い
う
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置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
設
立
時
監
査
等
委
員
（
同
条
第
二
項
に

。
）
、
設
立
時
監
査
役
（
同
項
に
規
定
す
る
設
立
時
監
査
役
を
い
う
。
第
二

規
定
す
る
設
立
時
監
査
等
委
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
設
立
時
取
締
役
又
は
そ

十
条
の
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
設
立
時
会
計
監
査
人
（
同
項
に

れ
以
外
の
設
立
時
取
締
役
）
、
設
立
時
会
計
参
与
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

規
定
す
る
設
立
時
会
計
監
査
人
を
い
う
。
）
又
は
設
立
時
執
行
役
（
法
第
三

る
設
立
時
会
計
参
与
を
い
う
。
）
、
設
立
時
監
査
役
（
同
項
に
規
定
す
る
設

十
条
の
十
第
六
項
に
規
定
す
る
設
立
時
執
行
役
を
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名

立
時
監
査
役
を
い
う
。
）
若
し
く
は
設
立
時
会
計
監
査
人
（
同
項
に
規
定
す

称

る
設
立
時
会
計
監
査
人
を
い
う
。
）
又
は
設
立
時
執
行
役
（
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
設
立
時
執
行
役
を
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
）

四

創
立
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

四

創
立
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
発
起
人
の
氏
名
又
は
名
称

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
発
起
人
の
氏
名
又
は
名
称

（
相
互
会
社
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

（
相
互
会
社
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
二
十
条
の
十
四

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
十
条
の
十
四

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
当
該
相
互
会
社
が
会
社
等
（
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
、
組

る
も
の
は
、
当
該
相
互
会
社
が
会
社
等
（
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
、
組

合
（
外
国
に
お
け
る
組
合
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

合
（
外
国
に
お
け
る
組
合
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。

ず
る
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
会

）
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
会

社
等
と
す
る
。

社
等
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合

２

前
項
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等

の
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

の
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

。

。

一

会
社
等
（
次
に
掲
げ
る
会
社
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存

一

会
社
等
（
次
に
掲
げ
る
会
社
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
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在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
（
そ
の
実
質
子
会
社
（
法
第
三
十
三
条
の

の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
（
そ
の
実
質
子
会
社
（
法
第
三
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
実
質
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以

二
第
一
項
に
規
定
す
る
実
質
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
の

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
の

数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合

数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合

イ

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る

イ

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る

再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ロ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
更

ロ

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社

ハ

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続

ハ

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手
続

開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等

ニ

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
等
に
準
ず
る
会
社
等

ニ

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
等
に
準
ず
る
会
社
等

二

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

二

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る

る
議
決
権
の
数
の
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合

場
合

イ

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
（
次
に
掲

イ

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
（
次
に
掲

げ
る
議
決
権
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合

げ
る
議
決
権
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合

が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権

 

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権

 

自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関

 

自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関

係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
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自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し

 

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し

て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

ロ

会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
総
数
に

ロ

会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
総
数
に

対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定

対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定

に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
の
割
合

に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
の
割
合

が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

 

自
己
の
役
員
（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
、
理
事
、

 

自
己
の
役
員

監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）

 

自
己
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員

 

自
己
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員

 

自
己
の
使
用
人

 

自
己
の
使
用
人

 
 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者

 
 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者

ハ

自
己
が
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る

ハ

自
己
が
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る

契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い

ニ

会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
に
対
す
る
自
己
が
行
う
融
資
（
債
務
の
保
証

る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
に
対
す
る
自
己
が
行
う
融
資
（
債
務
の
保
証

及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（
自
己
と
出
資

及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（
自
己
と
出
資

、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行

、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行

う
融
資
の
額
を
含
む
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

う
融
資
の
額
を
含
む
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
自
己
が
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て

ホ

そ
の
他
自
己
が
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
の
割
合
が
百

三

会
社
等
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
の
割
合
が
百

分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し

分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し

て
い
な
い
場
合
を
含
み
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

て
い
な
い
場
合
を
含
み
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
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前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

（
利
益
の
供
与
に
関
し
て
責
任
を
と
る
べ
き
取
締
役
等
）

（
利
益
の
供
与
に
関
し
て
責
任
を
と
る
べ
き
取
締
役
等
）

第
二
十
条
の
十
六

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
二
十
条
の
十
六

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
会
社
法
第
百
二
十
条
第
四
項
（
株
主
等
の
権
利
の
行
使
に
関
す
る
利
益
の
供

る
会
社
法
第
百
二
十
条
第
四
項
（
株
主
の
権
利
の
行
使
に
関
す
る
利
益
の
供
与

与
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

利
益
の
供
与
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
の
供
与
を

一

利
益
の
供
与
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
の
供
与
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役

及
び
執
行
役

及
び
執
行
役

二

利
益
の
供
与
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
次
に

二

利
益
の
供
与
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
者

掲
げ
る
者

イ

当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

イ

当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

ロ

当
該
取
締
役
会
に
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し
た
取
締

ロ

当
該
取
締
役
会
に
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し
た
取
締

役
及
び
執
行
役

役
及
び
執
行
役

三

利
益
の
供
与
が
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
。

三

利
益
の
供
与
が
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
者

次
に
掲
げ
る
者

イ

当
該
社
員
総
会
に
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し
た
取
締

イ

当
該
社
員
総
会
に
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し
た
取
締

役

役

ロ

イ
の
議
案
の
提
案
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

ロ

イ
の
議
案
の
提
案
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

、
当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

、
当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

ハ

当
該
社
員
総
会
に
お
い
て
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

ハ

当
該
社
員
総
会
に
お
い
て
当
該
利
益
の
供
与
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

説
明
を
し
た
取
締
役
及
び
執
行
役

説
明
を
し
た
取
締
役
及
び
執
行
役
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（
社
員
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
二
十
条
の
十
七

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に

第
二
十
条
の
十
七

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
株
主
に
よ

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
責
任
追
及

る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る

書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

。一

被
告
と
な
る
べ
き
者

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

（
相
互
会
社
が
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

第
二
十
条
の
十
八

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に

第
二
十
条
の
十
八

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及

る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る

書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

。一

相
互
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を

一

相
互
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を

含
む
。
）

含
む
。
）

二

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に
お
い
て
読
み

二

請
求
対
象
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に

係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無

に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
任

三

請
求
対
象
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
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追
及
等
の
訴
え
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七

任
追
及
等
の
訴
え
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
責
任
追

七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
責
任

及
等
の
訴
え
を
い
う
。
）
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

追
及
等
の
訴
え
を
い
う
。
）
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
削
る
）

２

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
「
請
求
対
象
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
、
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
三
条
の
三
十
七
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
に
係
る
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

発
起
人

二

設
立
時
取
締
役
及
び
設
立
時
監
査
役

三

役
員
等
（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
又
は
会
計
監
査
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四

清
算
人

五

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
百
二
十
条
第

三
項
（
株
主
の
権
利
の
行
使
に
関
す
る
利
益
の
供
与
）
の
利
益
の
供
与
を
受

け
た
者

（
招
集
の
決
定
事
項
）

（
招
集
の
決
定
事
項
）

第
二
十
条
の
十
九

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

第
二
十
条
の
十
九

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
第
五
号
（
株
主
総
会
の
招
集
の
決
定
）
に
規
定

社
法
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
第
五
号
（
株
主
総
会
の
招
集
の
決
定
）
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

一

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
が
定
時
社
員
総
会
で
あ
る

九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
が
定
時
社
員
総
会
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
日
が
前
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
の
日
に

場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
日
が
前
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
の
日
に



- -21

応
当
す
る
日
と
著
し
く
離
れ
た
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
決
定
し
た

応
当
す
る
日
と
著
し
く
離
れ
た
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
決
定
し
た

理
由

理
由

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
の
場
所
が
過
去
に
開
催
し

九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
社
員
総
会
の
場
所
が
過
去
に
開
催
し

た
社
員
総
会
の
い
ず
れ
の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と
き
（
次

た
社
員
総
会
の
い
ず
れ
の
場
所
と
も
著
し
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
と
き
（
次

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
場
所
を
決
定
し
た
理
由

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
場
所
を
決
定
し
た
理
由

イ

当
該
場
所
が
定
款
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

イ

当
該
場
所
が
定
款
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

ロ

当
該
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員

ロ

当
該
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
社
員
総
会
に
出
席
し
な
い
社
員

全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合

全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合

三

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八
条
第

三

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八
条
第

一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が

事
項
（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が

あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
の
決
定
を
取
締
役
に
委
任
す
る
旨
を
決
定
し

あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
の
決
定
を
取
締
役
に
委
任
す
る
旨
を
決
定
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
（
法
第
四
十
一
条
第

イ

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
（
法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
（
株

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一
条
第
一
項
（
株

主
総
会
参
考
書
類
の
交
付
等
）
に
規
定
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
を
い
う

主
総
会
参
考
書
類
の
交
付
等
）
に
規
定
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
条
の
二
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
条
の
二
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記

載
す
べ
き
事
項
（
別
紙
様
式
第
五
号
（
記
載
上
の
注
意
）
９
に
掲
げ
る
も

載
す
べ
き
事
項
（
別
紙
様
式
第
五
号
（
記
載
上
の
注
意
）
９
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

ロ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
一
条

ロ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
（
株
主
総

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
（
株
主
総

会
の
招
集
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経

会
の
招
集
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
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過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使

過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使

の
期
限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

の
期
限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ハ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
一
条

ハ

特
定
の
時
（
社
員
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。

よ
り
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。

）
を
も
っ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す
る
旨
を
定

）
を
も
っ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
と
す
る
旨
を
定

め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時

ニ

社
員
か
ら
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
否
を
記
載
す
る
欄
に
記
載
が
な
い
議

ニ

社
員
か
ら
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
否
を
記
載
す
る
欄
に
記
載
が
な
い
議

決
権
行
使
書
面
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

決
権
行
使
書
面
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
書
面
を
い
う
。
次
号
及
び
第

三
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
書
面
を
い
う
。
次
号
及
び
第

二
十
条
の
二
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
相
互
会
社
に
提
出
さ
れ
た
場
合

二
十
条
の
二
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
相
互
会
社
に
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い
ず
れ
か
の
意

に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い
ず
れ
か
の
意

思
の
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱

思
の
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱

い
の
内
容

い
の
内
容

ホ

第
二
十
条
の
二
十
一
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
社
員
に
対
し

ホ

第
二
十
条
の
二
十
一
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
社
員
に
対
し

て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項

て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項

ヘ

一
の
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

ヘ

一
の
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て

次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で

、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で

あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事

あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事

項
を
定
め
る
と
き
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

項
を
定
め
る
と
き
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項

 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八

 
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法
第
四
十
一
条
第

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法
第
四
十
一
条
第
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一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
（
書
面
に
よ

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
（
書
面
に
よ

る
議
決
権
の
行
使
）

る
議
決
権
の
行
使
）

 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八

 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八

条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法
第
四
十
一
条
第

条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合

法
第
四
十
一
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
（
電
磁
的
方

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
（
電
磁
的
方

法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）

法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）

四

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八
条
第

四

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
八
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
（
定
款
に
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合

る
事
項
（
定
款
に
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
）

イ

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二

イ

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二

百
九
十
九
条
第
三
項
の
承
諾
を
し
た
社
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
当
該
社

百
九
十
九
条
第
三
項
の
承
諾
を
し
た
社
員
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
当
該
社

員
に
対
し
て
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

員
に
対
し
て
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代

え
て
行
う
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一

え
て
行
う
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
す
る

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
す
る

こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ロ

一
の
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準

ロ

一
の
社
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
規

用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
百
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の

定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の

議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お

議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お

け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と

け
る
当
該
社
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と

き
は
、
そ
の
事
項

き
は
、
そ
の
事
項
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五

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
一
項

五

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
条
第
一
項

（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に

（
議
決
権
の
代
理
行
使
）
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に

つ
い
て
、
代
理
権
（
代
理
人
の
資
格
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
方
法
、
代
理

つ
い
て
、
代
理
権
（
代
理
人
の
資
格
を
含
む
。
）
を
証
明
す
る
方
法
、
代
理

人
の
数
そ
の
他
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と

人
の
数
そ
の
他
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と

き
（
定
款
に
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ

き
（
定
款
に
当
該
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ

の
事
項

の
事
項

六

第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

六

第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
議
案
の

社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
議
案
の

概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

概
要
（
議
案
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

イ

役
員
等
（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役
又
は
会
計
監
査
人

イ

役
員
等
の
選
任

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任

ロ

役
員
等
の
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て

ロ

役
員
等
の
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て

相
互
会
社
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て

相
互
会
社
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て

同
じ
。
）

同
じ
。
）

ハ

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ハ

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ニ

定
款
の
変
更

ニ

定
款
の
変
更

ホ

合
併

ホ

合
併

（
社
員
総
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

（
社
員
総
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

第
二
十
条
の
二
十
一

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る

第
二
十
条
の
二
十
一

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出

も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出

す
る
時
か
ら
当
該
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続

す
る
時
か
ら
当
該
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続

し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
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措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー

措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信

ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信

回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用

回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用

に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公

に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公

衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法

衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当

に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
社
員
総
会
参
考
書
類
を
社
員
に

該
事
項
を
記
載
し
た
社
員
総
会
参
考
書
類
を
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と

対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定

み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に

款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

限
る
。

一

議
案

一

議
案

二

第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
社

二

第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を

員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事

項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

四

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

四

社
員
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
、
監
査
等
委

く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
又
は
監
査
委

員
会
又
は
監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
、
同

２

前
項
の
場
合
に
は
、
社
員
に
対
し
て
提
供
す
る
社
員
総
会
参
考
書
類
に
、
同

項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を

項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を

と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め

と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め

の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供

の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供

を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当

を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当

該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
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該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
議
事
録
）

（
議
事
録
）

第
二
十
条
の
二
十
六

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
二
十
条
の
二
十
六

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

会
社
法
第
三
百
十
八
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
社
員
総
会
の
議
事

会
社
法
第
三
百
十
八
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
社
員
総
会
の
議
事

録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

２

社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

３

社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

社
員
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締

一

社
員
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締

役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
社
員
が
社
員
総
会

又
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
執
行
役
、
会
計

に
出
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
社
員
が
社
員
総
会
に
出
席
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

社
員
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

社
員
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発

三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発

言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
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見
の
陳
述
）

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
二
項

ハ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
四
項

ニ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

第
一
項
（
会
計
参
与
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
陳
述
）
（
法
第
五

第
一
項
（
会
計
参
与
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
陳
述
）
（
法
第
五

十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
四
項
及

十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
四
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ホ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

第
二
項
（
法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四

第
二
項
（
法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
一
条

（
新
設
）

第
五
項
（
取
締
役
の
報
酬
等
）

ト

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
一
条

（
新
設
）

第
六
項

チ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
七
条

ハ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
七
条

第
一
項
（
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
）

第
一
項
（
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
）

リ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
九
条

ニ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
九
条

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
酬
等
）

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
酬
等
）

ヌ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条

ホ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条

（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

ル

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
七
条

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
七
条
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第
三
項
（
監
査
役
の
報
酬
等
）

第
三
項
（
監
査
役
の
報
酬
等
）

ヲ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

ト

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

条
第
一
項
（
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
意
見
の
陳
述
）

条
第
一
項
（
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
意
見
の
陳
述
）

ワ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

チ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

条
第
二
項

条
第
二
項

カ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
新
設
）

三
百
九
十
九
条
の
五
（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

四

社
員
総
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会

四

社
員
総
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会

計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

五

社
員
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

社
員
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

六

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

六

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
社
員
総
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

一

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

十
九
条
第
一
項
（
株
主
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
の

十
九
条
第
一
項
（
株
主
総
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
の

決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

イ

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

二
十
条
（
株
主
総
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
へ
の
報

二
十
条
（
株
主
総
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
社
員
総
会
へ
の
報

告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

社
員
総
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

イ

社
員
総
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

社
員
総
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ロ

社
員
総
会
へ
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

（
総
代
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

（
総
代
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

第
二
十
二
条
の
二

総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の

第
二
十
二
条
の
二

総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
総
代
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時

を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
総
代
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時

か
ら
当
該
総
代
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁

か
ら
当
該
総
代
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁

的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第

的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第

十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当

に
限
る
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
総
代

該
事
項
を
記
載
し
た
総
代
会
参
考
書
類
を
総
代
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み

会
参
考
書
類
を
総
代
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項

な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限

の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

る
。

一

議
案

一

議
案

二

第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
総

二

第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を

代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三

次
項
の
規
定
に
よ
り
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

四

総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

四

総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
、
監
査
等
委
員

。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
又
は
監
査
委
員

会
又
は
監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
総
代
に
対
し
て
提
供
す
る
総
代
会
参
考
書
類
に
、
同
項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
総
代
に
対
し
て
提
供
す
る
総
代
会
参
考
書
類
に
、
同
項
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の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と

の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と

る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の

る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の

文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を

文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を

受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該

受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該

情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該

情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該

情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
議
事
録
）

（
議
事
録
）

第
二
十
三
条
の
五

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

第
二
十
三
条
の
五

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

十
八
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
総
代
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い

十
八
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
総
代
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い

て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

総
代
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば

２

総
代
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

総
代
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

３

総
代
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

総
代
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締
役

一

総
代
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締
役

（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
又

、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
総
代
が
総
代
会
に
出

は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
執
行
役
、
会
計
参

席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
総
代
が
総
代
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）
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二

総
代
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

総
代
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
総
代
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言

三

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
総
代
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発
言

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
一
項
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意

見
の
陳
述
）

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
二
項

ハ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
二
条

（
新
設
）

の
二
第
四
項

ニ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

第
一
項
（
会
計
参
与
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
陳
述
）
（
法
第
五

第
一
項
（
会
計
参
与
等
の
選
任
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
陳
述
）
（
法
第
五

十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
四
項
及

十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条
第
四
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ホ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四
十
五
条

第
二
項
（
法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四

第
二
項
（
法
第
五
十
三
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
四

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
一
条

（
新
設
）

第
五
項
（
取
締
役
の
報
酬
等
）

ト

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
一
条

（
新
設
）

第
六
項

チ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
七
条

ハ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
七
条

第
一
項
（
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
）

第
一
項
（
株
主
総
会
に
お
け
る
意
見
の
陳
述
）
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リ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
九
条

ニ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
九
条

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
酬
等
）

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
酬
等
）

ヌ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条

ホ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
四
条

（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

ル

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
七
条

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
七
条

第
三
項
（
監
査
役
の
報
酬
等
）

第
三
項
（
監
査
役
の
報
酬
等
）

ヲ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

ト

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

条
第
一
項
（
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
意
見
の
陳
述
）

条
第
一
項
（
定
時
株
主
総
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
意
見
の
陳
述
）

ワ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

チ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
八

条
第
二
項

条
第
二
項

カ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
新
設
）

三
百
九
十
九
条
の
五
（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）

四

総
代
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会
計

四

総
代
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会
計

監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

五

総
代
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

総
代
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

六

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

六

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

（
補
欠
の
役
員
の
選
任
）

（
補
欠
の
会
社
役
員
の
選
任
）

第
二
十
三
条
の
六

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
欠
の
役
員
（
取
締

第
二
十
三
条
の
六

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
欠
の
会
社
役
員
（

役
、
会
計
参
与
及
び
監
査
役
を
い
い
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
及
び
執
行
役
を
い
う
。
以
下

、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
若
し
く
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
又
は
会
計
参
与

こ
の
条
及
び
第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
こ

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の

の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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２

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
決
議
に
よ
り
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
決
議
に
よ
り
補
欠
の
会
社
役
員
を
選
任

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も
併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も
併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
役
員
で
あ
る
旨

一

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
会
社
役
員
で
あ
る
旨

二

当
該
候
補
者
を
補
欠
の
社
外
取
締
役
（
法
第
五
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規

二

当
該
候
補
者
を
補
欠
の
社
外
取
締
役
（
法
第
五
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項

定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
）
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

に
規
定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
第
二
十
三
条
の
十
九
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

当
該
候
補
者
を
補
欠
の
社
外
監
査
役
（
法
第
五
十
三
条
の
五
第
三
項
に
規

三

当
該
候
補
者
を
補
欠
の
社
外
監
査
役
（
法
第
五
十
三
条
の
五
第
三
項
に
規

定
す
る
社
外
監
査
役
を
い
う
。
）
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

定
す
る
社
外
監
査
役
を
い
う
。
）
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

当
該
候
補
者
を
一
人
又
は
二
人
以
上
の
特
定
の
役
員
の
補
欠
の
役
員
と
し

四

当
該
候
補
者
を
一
人
又
は
二
人
以
上
の
特
定
の
会
社
役
員
の
補
欠
の
会
社

て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定
の
役
員
の
氏
名
（
会
計
参
与

役
員
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定
の
会
社
役
員
の
氏

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
）

名
（
会
計
参
与
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
）

五

同
一
の
役
員
（
二
以
上
の
役
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
あ
っ
て

五

同
一
の
会
社
役
員
（
二
以
上
の
会
社
役
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合

は
、
当
該
二
以
上
の
役
員
）
に
つ
き
二
人
以
上
の
補
欠
の
役
員
を
選
任
す
る

に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
会
社
役
員
）
に
つ
き
二
人
以
上
の
補
欠
の
会

と
き
は
、
当
該
補
欠
の
役
員
相
互
間
の
優
先
順
位

社
役
員
を
選
任
す
る
と
き
は
、
当
該
補
欠
の
会
社
役
員
相
互
間
の
優
先
順
位

六

補
欠
の
役
員
に
つ
い
て
、
就
任
前
に
そ
の
選
任
の
取
消
し
を
行
う
場
合
が

六

補
欠
の
会
社
役
員
に
つ
い
て
、
就
任
前
に
そ
の
選
任
の
取
消
し
を
行
う
場

あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
消
し
を
行
う
た
め
の
手
続

合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
取
消
し
を
行
う
た
め
の
手
続

３

補
欠
の
役
員
の
選
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る
期
間
は
、
定
款
に
別
段

３

補
欠
の
会
社
役
員
の
選
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る
期
間
は
、
定
款
に

の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
決
議
後
最
初
に
開
催
す
る
定
時
社
員
総
会

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
決
議
後
最
初
に
開
催
す
る
定
時
社
員

（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
）
の
開
始
の
時
ま
で
と
す
る

総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
）
の
開
始
の
時
ま
で
と

。
た
だ
し
、
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）
の
決
議

す
る
。
た
だ
し
、
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）
の

に
よ
っ
て
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

決
議
に
よ
っ
て
そ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）
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第
二
十
三
条
の
八

法
第
五
十
三
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
二
十
三
条
の
八

法
第
五
十
三
条
の
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
体
制
は
、
当
該
相
互
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理

一

取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

に
関
す
る
体
制

二

当
該
相
互
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

三

取
締
役
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

確
保
す
る
た
め
の
体
制

体
制

四

当
該
相
互
会
社
の
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る

四

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

た
め
の
体
制

五

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
及
び
そ
の
実
質
子
会
社
か
ら

五

当
該
相
互
会
社
及
び
そ
の
実
質
子
会
社
か
ら
成
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業

成
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す

（
新
設
）

る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
（
法
人
が
業
務
を
執
行
す
る

社
員
で
あ
る
場
合
の
特
則
）
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者

に
相
当
す
る
者
（
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と
い
う
。
）
の
職

務
の
執
行
に
係
る
事
項
の
当
該
相
互
会
社
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
新
設
）

そ
の
他
の
体
制

ハ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的

（
新
設
）

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

ニ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執

（
新
設
）

行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

当
該
相
互
会
社
の
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ

六

監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合
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と
を
求
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
事
項

に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
事
項

七

前
号
の
使
用
人
の
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事

七

前
号
の
使
用
人
の
取
締
役
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

項
八

当
該
相
互
会
社
の
監
査
役
の
第
六
号
の
使
用
人
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性

（
新
設
）

の
確
保
に
関
す
る
事
項

九

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
の
監
査
役
へ
の
報
告
に
関
す

八

取
締
役
及
び
使
用
人
が
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監

る
体
制

査
役
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
及
び
会
計
参
与
並
び
に
使
用
人
が
当
該
相
互

（
新
設
）

会
社
の
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制

ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執

（
新
設
）

行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
又
は

こ
れ
ら
の
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
者
が
当
該
相
互
会
社
の
監
査
役
に
報
告

を
す
る
た
め
の
体
制

十

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

（
新
設
）

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

十
一

当
該
相
互
会
社
の
監
査
役
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前

（
新
設
）

払
又
は
償
還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又

は
債
務
の
処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

十
二

第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
体
制
の
ほ
か
、
監
査
役
の
監
査
が
実

九

前
三
号
の
ほ
か
、
監
査
役
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す

効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

る
た
め
の
体
制

（
取
締
役
会
の
議
事
録
）

（
取
締
役
会
の
議
事
録
）
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第
二
十
三
条
の
九

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

第
二
十
三
条
の
九

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

六
十
九
条
第
三
項
（
取
締
役
会
の
決
議
）
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
会
の
議
事
録

六
十
九
条
第
三
項
（
取
締
役
会
の
決
議
）
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
会
の
議
事
録

の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

２

取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

３

取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締

一

取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締

役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会
計
監
査
人
が
取
締
役
会
に
出
席

又
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
）
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会
計
監

を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

査
人
が
取
締
役
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む

。
）

二

取
締
役
会
が
法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

二

取
締
役
会
が
法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

七
十
三
条
第
二
項
（
特
別
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
の
決
議
）
の
取
締
役
会

七
十
三
条
第
二
項
（
特
別
取
締
役
に
よ
る
取
締
役
会
の
決
議
）
の
取
締
役
会

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

取
締
役
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

三

取
締
役
会
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

旨

旨

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条

第
二
項
（
招
集
権
者
）
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ

第
二
項
（
招
集
権
者
）
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ

れ
た
も
の

れ
た
も
の

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
が
招
集
し
た
も
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
が
招
集
し
た
も
の

ハ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条

ハ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条
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第
二
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
の
請
求

第
二
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
役
の
請
求

を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
も
の

ニ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条

ニ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
役
が
招
集
し
た
も
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
役
が
招
集
し
た
も
の

ホ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
新
設
）

三
百
九
十
九
条
の
十
四
（
監
査
等
委
員
会
に
よ
る
取
締
役
会
の
招
集
）
の

規
定
に
よ
り
監
査
等
委
員
会
が
選
定
し
た
監
査
等
委
員
が
招
集
し
た
も
の

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

ホ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

七
条
第
一
項
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
の
取
締
役
会
の
運
営
）
の
規
定

七
条
第
一
項
（
委
員
会
設
置
会
社
の
取
締
役
会
の
運
営
）
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
指
名
委
員
会
等
の
委
員
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
者
が
招
集
し
た
も

委
員
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
者
が
招
集
し
た
も
の

の
ト

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
執
行
役
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た

七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
執
行
役
の
請
求
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た

も
の

も
の

チ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

ト

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十

七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
執
行
役
が
招
集
し
た
も
の

七
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
執
行
役
が
招
集
し
た
も
の

四

取
締
役
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

四

取
締
役
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

五

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
取
締
役
が
あ

五

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
取
締
役
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
取
締
役
の
氏
名

る
と
き
は
、
当
該
取
締
役
の
氏
名

六

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発

六

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又
は
発

言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
五
条

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
六
十
五
条

第
二
項
（
競
業
及
び
取
締
役
会
設
置
会
社
と
の
取
引
等
の
制
限
）
（
法
第

第
二
項
（
競
業
及
び
取
締
役
会
設
置
会
社
と
の
取
引
等
の
制
限
）
（
法
第
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五
十
三
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
九
条
第
二
項

五
十
三
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
九
条
第
二
項

（
執
行
役
の
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
義
務
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
執
行
役
の
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
義
務
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）

合
を
含
む
。
）

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
六
条

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
六
条

第
一
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
）

第
一
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
）

ハ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
二
条

ハ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
二
条

（
取
締
役
へ
の
報
告
義
務
）

（
取
締
役
へ
の
報
告
義
務
）

ニ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条

ニ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
八
十
三
条

第
一
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
等
）

第
一
項
（
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
等
）

ホ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

（
新
設
）

第
三
百
九
十
九
条
の
四
（
取
締
役
会
へ
の
報
告
義
務
）

ヘ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百

ホ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百

六
条
（
取
締
役
会
へ
の
報
告
義
務
）

六
条
（
取
締
役
会
へ
の
報
告
義
務
）

七

取
締
役
会
に
出
席
し
た
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又

七

取
締
役
会
に
出
席
し
た
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又

は
名
称

は
名
称

八

取
締
役
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

八

取
締
役
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
議
事
録
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
条
（
取

一

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
条
（
取

締
役
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の

締
役
会
の
決
議
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

と
み
な
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

イ

取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
取
締
役
の
氏
名

ロ

イ
の
事
項
の
提
案
を
し
た
取
締
役
の
氏
名
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ハ

取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ハ

取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

ニ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

二

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
二
条
第

二

法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
二
条
第

一
項
（
取
締
役
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
（
法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て

一
項
（
取
締
役
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
（
法
第
五
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い

も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

も
の
と
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

イ

取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

ロ

取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ロ

取
締
役
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

ハ

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

（
監
査
等
委
員
の
報
告
の
対
象
）

第
二
十
三
条
の
十
六
の
二

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

（
新
設
）

用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
九
条
の
五
（
株
主
総
会
に
対
す
る
報
告
義
務
）
に

規
定
す
る
取
締
役
が
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総
代
会
）

に
提
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
資
料
と
す
る
。

（
監
査
等
委
員
会
の
議
事
録
）

第
二
十
三
条
の
十
六
の
三

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準

（
新
設
）

用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
九
条
の
十
第
三
項
（
監
査
等
委
員
会
の
決
議
）
の

規
定
に
よ
る
監
査
等
委
員
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

監
査
等
委
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

監
査
等
委
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

監
査
等
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い

監
査
等
委
員
、
取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
会
計
参

与
又
は
会
計
監
査
人
が
監
査
等
委
員
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

監
査
等
委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
監
査
等
委
員

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名

四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
監
査
等
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
又

は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
五
十
七
条

第
三
項
（
取
締
役
の
報
告
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

同
条
第
一
項

ロ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
五
条

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
告
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
条
第
一
項

ハ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
七

条
第
四
項
（
監
査
役
に
対
す
る
報
告
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項

五

監
査
等
委
員
会
に
出
席
し
た
取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
も
の
を
除
く

。
）
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
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六

監
査
等
委
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百

九
十
九
条
の
十
二
（
監
査
等
委
員
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
監
査

等
委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
監
査
等
委
員
会

の
議
事
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

監
査
等
委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

二

監
査
等
委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

三

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
監
査
等
委
員
の
氏
名

（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
二
十
三
条
の
十
六
の
四

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
に

（
新
設
）

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
取
締
役
及
び
使

用
人
に
関
す
る
事
項

二

前
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
の
当
該
相
互
会
社
の
他
の
取
締
役
（
監
査
等

委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
。
）
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
の
第
一
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
に
対

す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
へ
の
報
告

に
関
す
る
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
。
）

及
び
会
計
参
与
並
び
に
使
用
人
が
当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
に
報

告
を
す
る
た
め
の
体
制
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ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執

行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
（
法

人
が
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
場
合
の
特
則
）
の
職
務
を
行
う
べ
き

者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か

ら
報
告
を
受
け
た
者
が
当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
に
報
告
を
す
る

た
め
の
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
の
職
務
の
執
行
（
監
査
等
委
員
会
の
職
務

の
執
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償

還
の
手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の

処
理
に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

七

そ
の
他
当
該
相
互
会
社
の
監
査
等
委
員
会
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

２

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
体
制
は
、
当
該
相
互
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理

に
関
す
る
体
制

二

当
該
相
互
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
体
制

四

当
該
相
互
会
社
の
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
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五

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
及
び
そ
の
実
質
子
会
社
か
ら

成
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す

る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の

他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
（
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と

い
う
。
）
の
職
務
の
執
行
に
係
る
事
項
の
当
該
相
互
会
社
へ
の
報
告
に
関

す
る
体
制

ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程

そ
の
他
の
体
制

ハ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

ニ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執

行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
社
債
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
に
際
し
て
取
締
役
会
が
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
二
十
三
条
の
十
六
の
五

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
四
項
第
五
号
に
規

（
新
設
）

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

二
以
上
の
募
集
（
法
第
六
十
一
条
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
六
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
決
定
を
委
任
す

る
と
き
は
、
そ
の
旨

二

募
集
社
債
（
法
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
募
集
社
債
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
上
限
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
各
募
集
に
係
る
募
集
社
債
の
総
額
の
上
限
の
合
計
額
）
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三

募
集
社
債
の
利
率
の
上
限
そ
の
他
の
利
率
に
関
す
る
事
項
の
要
綱

四

募
集
社
債
の
払
込
金
額
（
法
第
六
十
一
条
第
九
号
に
規
定
す
る
払
込
金
額

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
最
低
金
額
そ
の
他
の

払
込
金
額
に
関
す
る
事
項
の
要
綱

（
指
名
委
員
会
等
の
議
事
録
）

（
委
員
会
の
議
事
録
）

第
二
十
三
条
の
十
七

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

第
二
十
三
条
の
十
七

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

社
法
第
四
百
十
二
条
第
三
項
（
指
名
委
員
会
等
の
決
議
）
の
規
定
に
よ
る
指
名

社
法
第
四
百
十
二
条
第
三
項
（
委
員
会
の
決
議
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
議

委
員
会
等
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

。
２

指
名
委
員
会
等
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な

２

委
員
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

指
名
委
員
会
等
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な

３

委
員
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

指
名
委
員
会
等
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い

一

委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
取
締
役

取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
が
指
名
委
員
会
等
に
出
席

、
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
が
委
員
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に

を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

指
名
委
員
会
等
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
が
あ
る

三

決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
氏
名

と
き
は
、
そ
の
氏
名

四

指
名
委
員
会
等
が
監
査
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
意

四

委
員
会
が
監
査
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
意
見
又
は

見
又
は
発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

発
言
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
又
は
発
言
の
内
容
の
概
要

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
五
条

イ

法
第
五
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
七
十
五
条
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第
四
項
（
会
計
参
与
の
報
告
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

第
三
項
（
会
計
参
与
の
報
告
義
務
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見

又
は
発
言

又
は
発
言

ロ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
七

ロ

法
第
五
十
三
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
九
十
七

条
第
五
項
（
監
査
役
に
対
す
る
報
告
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

条
第
四
項
（
監
査
役
に
対
す
る
報
告
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意

見
又
は
発
言

見
又
は
発
言

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
九
条

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
九
条

第
一
項
（
執
行
役
の
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
り

第
一
項
（
執
行
役
の
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
べ
き
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
が
監
査
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た

行
う
べ
き
監
査
委
員
に
対
す
る
報
告
が
監
査
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
に
係
る
意
見
又
は
発
言

場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
に
係
る
意
見
又
は
発
言

五

指
名
委
員
会
等
に
出
席
し
た
取
締
役
（
当
該
指
名
委
員
会
等
の
委
員
で
あ

五

委
員
会
に
出
席
し
た
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は

る
も
の
を
除
く
。
）
、
執
行
役
、
会
計
参
与
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は

名
称

名
称

六

指
名
委
員
会
等
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

六

委
員
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

４

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
四

４

法
第
五
十
三
条
の
二
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
十
四

条
（
指
名
委
員
会
等
へ
の
報
告
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
指
名
委
員
会
等
へ
の

条
（
委
員
会
へ
の
報
告
の
省
略
）
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な

報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
指
名
委
員
会
等
の
議
事
録
は
、

い
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
委
員
会
の
議
事
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

項
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

指
名
委
員
会
等
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

一

委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
事
項
の
内
容

二

指
名
委
員
会
等
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

二

委
員
会
へ
の
報
告
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
日

三

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名

三

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
委
員
の
氏
名
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（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
二
十
三
条
の
十
八

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
内

第
二
十
三
条
の
十
八

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
取
締
役
及
び
使
用

一

監
査
委
員
会
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
取
締
役
及
び
使
用
人
に
関
す
る
事
項

人
に
関
す
る
事
項

二

前
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
の
当
該
相
互
会
社
の
執
行
役
か
ら
の
独
立
性

二

前
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
の
執
行
役
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

三

当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会
の
第
一
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
に
対
す

（
新
設
）

る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

四

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会
へ
の
報
告
に

三

執
行
役
及
び
使
用
人
が
監
査
委
員
会
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他

関
す
る
体
制

の
監
査
委
員
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
（
監
査
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、

（
新
設
）

執
行
役
及
び
会
計
参
与
並
び
に
使
用
人
が
当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会

に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制

ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執

（
新
設
）

行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
（
法

人
が
業
務
を
執
行
す
る
社
員
で
あ
る
場
合
の
特
則
）
の
職
務
を
行
う
べ
き

者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か

ら
報
告
を
受
け
た
者
が
当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会
に
報
告
を
す
る
た

め
の
体
制

五

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

（
新
設
）

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

六

当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
の
職
務
の
執
行
（
監
査
委
員
会
の
職
務
の
執

（
新
設
）
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行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の

手
続
そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理

に
係
る
方
針
に
関
す
る
事
項

七

そ
の
他
当
該
相
互
会
社
の
監
査
委
員
会
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ

四

そ
の
他
監
査
委
員
会
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

め
の
体
制

２

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
五
十
三
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

体
制
は
、
当
該
相
互
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

当
該
相
互
会
社
の
執
行
役
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理

一

執
行
役
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

に
関
す
る
体
制

二

当
該
相
互
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

当
該
相
互
会
社
の
執
行
役
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

三

執
行
役
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

確
保
す
る
た
め
の
体
制

体
制

四

当
該
相
互
会
社
の
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る

四

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

た
め
の
体
制

五

次
に
掲
げ
る
体
制
そ
の
他
の
当
該
相
互
会
社
及
び
そ
の
実
質
子
会
社
か
ら

五

当
該
相
互
会
社
及
び
そ
の
実
質
子
会
社
か
ら
成
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業

成
る
企
業
集
団
に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

イ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す

（
新
設
）

る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の

他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
（
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と

い
う
。
）
の
職
務
の
執
行
に
係
る
事
項
の
当
該
相
互
会
社
へ
の
報
告
に
関

す
る
体
制

ロ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
新
設
）

そ
の
他
の
体
制
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ハ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
の
職
務
の
執
行
が
効
率
的

（
新
設
）

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

ニ

当
該
相
互
会
社
の
実
質
子
会
社
の
取
締
役
等
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執

（
新
設
）

行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

（
報
酬
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
三
条
の
十
九

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
二
十
三
条
の
十
九

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
会
社
法
第
四
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
（
責
任
の
一
部
免
除
）
に
規
定
す

る
会
社
法
第
四
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
（
責
任
の
一
部
免
除
）
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額
と
す
る
。

計
額
と
す
る
。

一

役
員
等
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
（
当

一

役
員
等
が
そ
の
在
職
中
に
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
（
当

該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使

該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ

用
人
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ

の
他
の
使
用
人
の
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含
む
。
）
と

の
他
の
使
用
人
の
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
を
含
む
。
）
と

し
て
相
互
会
社
か
ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定

し
て
相
互
会
社
か
ら
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
上
の
利
益
（
次
号
に
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
事
業
年
度
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の
事
業
年
度
（
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
事
業
年
度

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
日
を
含
む
事
業
年
度

及
び
そ
の
前
の
各
事
業
年
度
に
限
る
。
）
ご
と
の
合
計
額
（
当
該
事
業
年
度

及
び
そ
の
前
の
各
事
業
年
度
に
限
る
。
）
ご
と
の
合
計
額
（
当
該
事
業
年
度

の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の

の
期
間
が
一
年
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
を
一
年
当
た
り
の

額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

額
に
換
算
し
た
額
）
の
う
ち
最
も
高
い
額

イ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第

イ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第

四
百
二
十
五
条
第
一
項
の
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、

四
百
二
十
五
条
第
一
項
の
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、

総
代
会
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
行
っ
た
場
合

当

総
代
会
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
行
っ
た
場
合

当
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該
社
員
総
会
の
決
議
の
日

該
社
員
総
会
の
決
議
の
日

ロ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
六

ロ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
六

条
第
一
項
（
取
締
役
等
に
よ
る
免
除
に
関
す
る
定
款
の
定
め
）
の
規
定
に

条
第
一
項
（
取
締
役
等
に
よ
る
免
除
に
関
す
る
定
款
の
定
め
）
の
規
定
に

よ
る
定
款
の
定
め
に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
取
締
役
会
の
決
議

よ
る
定
款
の
定
め
に
基
づ
い
て
責
任
を
免
除
す
る
旨
の
取
締
役
会
の
決
議

を
行
っ
た
場
合

当
該
決
議
の
あ
っ
た
日

を
行
っ
た
場
合

当
該
決
議
の
あ
っ
た
日

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
七

ハ

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
七

条
第
一
項
（
責
任
限
定
契
約
）
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合

責
任
の
原
因

条
第
一
項
（
責
任
限
定
契
約
）
の
契
約
を
締
結
し
た
場
合

責
任
の
原
因

と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上
の
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最

と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
（
二
以
上
の
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最

も
遅
い
日
）

も
遅
い
日
）

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
得
た
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

 

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額

 

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
か
ら
受
け
た
退
職
慰
労
金
の
額

 

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ

 

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
支
配
人
そ

の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
て
い
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
若
し
く
は

の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
て
い
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
若
し
く
は

執
行
役
と
し
て
の
退
職
慰
労
金
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

執
行
役
と
し
て
の
退
職
慰
労
金
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て

の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の

の
退
職
手
当
の
う
ち
当
該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の

対
価
で
あ
る
部
分
の
額

対
価
で
あ
る
部
分
の
額

 
 

又
は 

に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

 
 

又
は 

に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額

ロ

当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲

ロ

当
該
役
員
等
が
そ
の
職
に
就
い
て
い
た
年
数
（
当
該
役
員
等
が
次
に
掲

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
定
め
る
数
が
当
該
年
数
を
超

え
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
）

え
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
）

 

代
表
取
締
役
又
は
代
表
執
行
役

六

 
代
表
取
締
役
又
は
代
表
執
行
役

六

 

代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
（
業
務
執
行
取
締
役
等
（
法
第
五
十
三

 
代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
（
社
外
取
締
役
を
除
く
。
）
又
は
代
表
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条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
取
締
役
等
を
い
う
。
）

執
行
役
以
外
の
執
行
役

四

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
代
表
執
行
役
以
外
の
執
行
役

四

 

取
締
役
（ 

及
び 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
会
計
参
与
、
監

 

社
外
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
又
は
会
計
監
査
人

二

査
役
又
は
会
計
監
査
人

二

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金
等
）

（
責
任
の
免
除
の
決
議
後
に
受
け
る
退
職
慰
労
金
等
）

第
二
十
三
条
の
二
十

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

第
二
十
三
条
の
二
十

法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第

四
百
二
十
五
条
第
四
項
（
責
任
の
一
部
免
除
）
（
法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に

四
百
二
十
五
条
第
四
項
（
責
任
の
一
部
免
除
）
（
法
第
五
十
三
条
の
三
十
六
に

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
六
条
第
八
項
（
取
締
役
等
に
よ
る
免
除

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
二
十
六
条
第
六
項
（
取
締
役
等
に
よ
る
免
除

に
関
す
る
定
款
の
定
め
）
及
び
第
四
百
二
十
七
条
第
五
項
（
責
任
限
定
契
約
）

に
関
す
る
定
款
の
定
め
）
及
び
第
四
百
二
十
七
条
第
五
項
（
責
任
限
定
契
約
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
財
産

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
財
産

上
の
利
益
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

上
の
利
益
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
慰
労
金

一

退
職
慰
労
金

二

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
又
は
執
行
役
を
兼
ね
て
い
た
と

二

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
又
は
執
行
役
を
兼
ね
て
い
た
と

き
は
、
当
該
取
締
役
又
は
執
行
役
と
し
て
の
退
職
慰
労
金

き
は
、
当
該
取
締
役
又
は
執
行
役
と
し
て
の
退
職
慰
労
金

三

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
て
い

三

当
該
役
員
等
が
当
該
相
互
会
社
の
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
て
い

た
と
き
は
、
当
該
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当

た
と
き
は
、
当
該
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
の
退
職
手
当
の
う
ち
当

該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分

該
役
員
等
を
兼
ね
て
い
た
期
間
の
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
る
部
分

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
財
産
上
の
利
益

（
吸
収
合
併
等
の
際
の
資
産
及
び
負
債
の
評
価
）

（
吸
収
合
併
等
の
際
の
資
産
及
び
負
債
の
評
価
）

第
二
十
四
条
の
六

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
条
第
一
号
に
規
定

第
二
十
四
条
の
六

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
条
第
一
号
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
吸
収
合
併
（
法

す
る
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
吸
収
合
併
（
法
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第
百
六
十
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い

第
百
六
十
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
当
該
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
に
よ
る
支
配
取
得
（
相
互
会
社

て
同
じ
。
）
が
当
該
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
に
よ
る
支
配
取
得
（
相
互
会
社

が
他
の
会
社
又
は
当
該
他
の
会
社
の
事
業
に
対
す
る
支
配
を
得
る
こ
と
を
い
う

が
他
の
会
社
又
は
当
該
他
の
会
社
の
事
業
に
対
す
る
支
配
を
得
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
の
吸
収
合
併
対
象
財
産
（
吸
収
合
併
に
よ
り
吸

。
）
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
の
吸
収
合
併
対
象
財
産
（
吸
収
合
併
に
よ
り
吸

収
合
併
存
続
相
互
会
社
が
承
継
す
る
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

収
合
併
存
続
相
互
会
社
が
承
継
す
る
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
時
価
を
付
す
べ
き
場
合
を
除
き
、
吸
収
合
併
対
象
財
産
に
は
、
吸
収

じ
。
）
に
時
価
を
付
す
べ
き
場
合
を
除
き
、
吸
収
合
併
対
象
財
産
に
は
、
吸
収

合
併
消
滅
会
社
（
法
第
百
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
会
社

合
併
消
滅
会
社
（
法
第
百
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
会
社

を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
吸

を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
吸

収
合
併
の
直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
合
併
の
直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
新
設
合
併
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設

２

前
項
の
規
定
は
、
新
設
合
併
（
法
第
百
六
十
一
条
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を

合
併
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
新
設
合
併
に
よ
り
相
互

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
新
設
合
併
に
よ
り
相
互
会
社
が

会
社
が
設
立
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

設
立
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

（
計
算
関
係
書
類
の
提
供
）

第
二
十
七
条

計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

第
二
十
七
条

計
算
関
係
書
類
を
作
成
し
た
取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計
算
関
係
書
類
を
提
供

て
は
、
執
行
役
）
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
て
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
よ
う

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監

と
す
る
と
き
は
、
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
の

査
等
委
員
会
の
指
定
し
た
監
査
等
委
員
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て

指
定
し
た
監
査
委
員
）
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

は
監
査
委
員
会
の
指
定
し
た
監
査
委
員
）
に
対
し
て
も
計
算
関
係
書
類
を
提
供

な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
）

第
二
十
七
条
の
四
の
二

監
査
等
委
員
会
は
、
計
算
関
係
書
類
及
び
会
計
監
査
報

（
新
設
）
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告
（
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
計
算
関
係
書

類
）
を
受
領
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
三
の
二
（
少
額
短
期
保
険
業

者
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
七
の
二
）
に
よ
り
監
査
報
告
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容

が
監
査
等
委
員
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
等
委
員
の
意
見
を

除
く
。
）
は
、
監
査
等
委
員
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

（
会
計
監
査
報
告
の
通
知
期
限
等
）

第
二
十
七
条
の
六

会
計
監
査
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
監
査
報
告
の
区

第
二
十
七
条
の
六

会
計
監
査
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
監
査
報
告
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
特
定
監
査
役
及
び
特
定
取
締
役

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
特
定
監
査
役
及
び
特
定
取
締
役

に
対
し
、
当
該
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
対
し
、
当
該
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
会
計

一

各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
の
会
計

監
査
報
告

次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

監
査
報
告

次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

イ

当
該
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

イ

当
該
計
算
書
類
の
全
部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

ロ

当
該
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し

ロ

当
該
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し

た
日

た
日

ハ

特
定
取
締
役
、
特
定
監
査
役
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定

ハ

特
定
取
締
役
、
特
定
監
査
役
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定

め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

め
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

二

連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告

当
該
連
結
計
算
書
類
の
全

二

連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監
査
報
告

当
該
連
結
計
算
書
類
の
全

部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
取
締
役
、
特
定
監
査

部
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
取
締
役
、
特
定
監
査

役
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

役
及
び
会
計
監
査
人
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
日
）

は
、
そ
の
日
）
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２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
査
役
及
び
特
定
取
締
役
が
前
項
の
規

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
監
査
役
及
び
特
定
取
締
役
が
前
項
の
規

定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監

定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
会
計
監
査
人
の
監

査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
監
査
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し

な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
い
場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、

会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
取
締
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
取
締
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
当
該
相
互
会
社
が
会
計

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
当
該
相
互
会
社
が
会
計

参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
及
び
会
計

参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
及
び
会
計

参
与
）
を
い
う
（
第
二
十
七
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

参
与
）
を
い
う
（
第
二
十
七
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

受
け
る
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者

受
け
る
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
を
受
け
る
べ
き
計
算
関
係
書
類

の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
及
び
執
行
役

の
作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
及
び
執
行
役

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
査
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

５

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
査
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
相
互
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
（
第
二
十
七

げ
る
相
互
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
（
第
二
十
七

条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ

一

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者

イ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

イ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
査
役
を
定
め
た
と
き

当
該

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
査
役
を
定
め
た
と
き

当
該

通
知
を
受
け
る
監
査
役
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
役

通
知
を
受
け
る
監
査
役
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
役



- -54

ロ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ロ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
査
役
を
定
め
て
い
な
い
と
き

会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
る
監
査
役
を
定
め
て
い
な
い
と
き

す
べ
て
の
監
査
役

す
べ
て
の
監
査
役

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
役

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
役

二

監
査
役
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

二

監
査
役
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
役
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を

イ

監
査
役
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を

受
け
る
監
査
役
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
役
と
し
て
定

受
け
る
監
査
役
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
役
と
し
て
定

め
ら
れ
た
監
査
役

め
ら
れ
た
監
査
役

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

す
べ
て
の
監
査
役

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

す
べ
て
の
監
査
役

三

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

（
新
設
）

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
等
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通

知
を
受
け
る
監
査
等
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
等

委
員
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
等
委
員

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
等
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

四

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

三

委
員
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知

イ

監
査
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知

を
受
け
る
監
査
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
委
員
と

を
受
け
る
監
査
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
委
員
と

し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
委
員

し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
委
員

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
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（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

（
会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
七
条
の
七

会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
査
役

第
二
十
七
条
の
七

会
計
監
査
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
監
査
役

に
対
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ

に
対
す
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
に
際
し
て
、
当
該
会
計
監
査
人
に
つ

い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
に
係
る
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
事
項
を
定
め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
当
該
事
項
を
定
め
て
い
な
い
旨
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
す
べ
て
の
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会

、
す
べ
て
の
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
が
既

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
が
既
に
当
該
事
項
を

に
当
該
事
項
を
知
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

知
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に

一

独
立
性
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
法
令
及
び
規
程
の
遵
守
に

関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

二

監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任

二

監
査
、
監
査
に
準
ず
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
業
務
の
契
約
の
受
任

及
び
継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

及
び
継
続
の
方
針
に
関
す
る
事
項

三

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

三

会
計
監
査
人
の
職
務
の
遂
行
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
体
制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

の
体
制
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
等
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）

（
会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
監
査
役
等
の
監
査
報
告
の
通
知
期
限
）

第
二
十
七
条
の
八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
特
定
監
査
役
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
二
十
七
条
の
八

会
計
監
査
人
設
置
会
社
の
特
定
監
査
役
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
監
査
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
特
定
取
締

げ
る
監
査
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
特
定
取
締

役
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

役
及
び
会
計
監
査
人
に
対
し
、
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告

、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

連
結
計
算
書
類
以
外
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告

次
に
掲

一

連
結
計
算
書
類
以
外
の
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告

次
に
掲
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げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

イ

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す

イ

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日
（
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

さ
れ
た
日
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

ロ

特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る

ロ

特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意
に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日

と
き
は
、
そ
の
日

二

連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日

二

連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
監
査
報
告

会
計
監
査
報
告
を
受
領
し
た
日

か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意

か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日
（
特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意

に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
）

に
よ
り
定
め
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
）

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
取
締
役
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規

２

計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
特
定
取
締
役
及
び
会
計
監
査
人
が
前
項
の
規

定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
査
役
（
監
査
等
委
員

定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
査
役
（
委
員
会
設
置

会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ

会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
査
役
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
査
役
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い

場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
査

場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
計
算
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
査

役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等

役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の

設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

（
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
等
）

第
二
十
八
条
の
二
の
二

監
査
等
委
員
会
は
、
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書

（
新
設
）

を
受
領
し
た
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
三
の
二
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に

あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
七
の
二
）
に
よ
り
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容

が
監
査
等
委
員
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
等
委
員
の
意
見
を

除
く
。
）
は
、
監
査
等
委
員
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
役
監
査
報
告
等
の
通
知
期
限
）

（
監
査
役
監
査
報
告
等
の
通
知
期
限
）

第
二
十
八
条
の
四

特
定
監
査
役
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で

第
二
十
八
条
の
四

特
定
監
査
役
は
、
次
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で

に
、
特
定
取
締
役
に
対
し
て
、
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

に
、
特
定
取
締
役
に
対
し
て
、
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告

、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
監
査
役
会
の
監
査
報
告

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

一

事
業
報
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

二

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

二

事
業
報
告
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
一
週
間
を
経
過
し
た
日

三

特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意
し
た
日

三

特
定
取
締
役
及
び
特
定
監
査
役
の
間
で
合
意
し
た
日

２

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
取
締
役
が
前
項
の
規

２

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
特
定
取
締
役
が
前
項
の
規

定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
査
役
（
監
査
等
委
員

定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
日
に
、
監
査
役
（
委
員
会
設
置

会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ

会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
査
役
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
監
査
役
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い

を
す
べ
き
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
し
な
い

場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
（

場
合
に
は
、
当
該
通
知
を
す
べ
き
日
に
、
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
（

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等
設
置

委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み

会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

な
す
。
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４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
取
締
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

４

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
取
締
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
者
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を

受
け
る
者
と
定
め
ら
れ
た
者

受
け
る
者
と
定
め
ら
れ
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
の

作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
又
は
執
行
役

作
成
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
又
は
執
行
役

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
査
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

５

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
査
役
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
相
互
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

げ
る
相
互
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ

一

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
者

イ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

イ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知

監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
を
定
め
た
と
き

当
該
通
知

を
す
べ
き
監
査
役
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
役

を
す
べ
き
監
査
役
と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
役

ロ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ロ

二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
を
定
め
て
い
な
い
と
き

す

監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
を
定
め
て
い
な
い
と
き

す

べ
て
の
監
査
役

べ
て
の
監
査
役

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
役

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
役

二

監
査
役
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

二

監
査
役
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
役
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ

イ

監
査
役
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す
べ

き
監
査
役
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
と
し
て
定
め
ら

き
監
査
役
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
査
役
と
し
て
定
め
ら

れ
た
監
査
役

れ
た
監
査
役

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

す
べ
て
の
監
査
役

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

す
べ
て
の
監
査
役
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三

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

（
新
設
）

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
等
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を

す
べ
き
監
査
等
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
査
等
委
員

と
し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
等
委
員

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
等
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

四

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

三

委
員
会
設
置
会
社

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者

イ

監
査
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知

イ

監
査
委
員
会
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
の
通
知
を
す

を
受
け
る
監
査
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
受
け
る
監
査
委
員
と

べ
き
監
査
委
員
を
定
め
た
場
合

当
該
通
知
を
す
べ
き
監
査
委
員
と
し
て

し
て
定
め
ら
れ
た
監
査
委
員

定
め
ら
れ
た
監
査
委
員

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

監
査
委
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者

（
計
算
書
類
等
の
提
供
）

（
計
算
書
類
等
の
提
供
）

第
二
十
九
条

法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
（
総
代
会
を
設
け
て
い

第
二
十
九
条

法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
（
総
代
会
を
設
け
て
い

る
と
き
は
、
総
代
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ

る
と
き
は
、
総
代
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
対
し
て
行
う
提
供
計
算
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
相
互
会
社
の
区
分

。
）
に
対
し
て
行
う
提
供
計
算
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
相
互
会
社
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

）
の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

会
計
監
査
人
設
置
会
社
以
外
の
相
互
会
社

次
に
掲
げ
る
も
の

一

会
計
監
査
人
設
置
会
社
以
外
の
相
互
会
社

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

計
算
書
類

イ

計
算
書
類

ロ

計
算
書
類
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査

ロ

計
算
書
類
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査

役
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査

役
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査
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役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）
の
各
監
査
役

役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）
の
各
監
査
役

の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
を
除
く
。
）
が
同
一
で

の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日
を
除
く
。
）
が
同
一
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二
以
上
の
監
査
役
の
監
査
報
告
）

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二
以
上
の
監
査
役
の
監
査
報
告
）

ハ

第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

ハ

第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録

録

二

会
計
監
査
人
設
置
会
社

次
に
掲
げ
る
も
の

二

会
計
監
査
人
設
置
会
社

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

計
算
書
類

イ

計
算
書
類

ロ

計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
報

ロ

計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
報

告

告

ハ

会
計
監
査
人
が
存
し
な
い
と
き
（
法
第
五
十
三
条
の
十
二
第
四
項
の
一

ハ

会
計
監
査
人
が
存
し
な
い
と
き
（
法
第
五
十
三
条
の
十
二
第
四
項
の
一

時
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
が
存
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

時
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
が
存
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

会
計
監
査
人
が
存
し
な
い
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的

会
計
監
査
人
が
存
し
な
い
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的

記
録

記
録

ニ

第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

ニ

第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録

録

ホ

計
算
書
類
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
役

ホ

計
算
書
類
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
役

会
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員

会
、
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る

会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は

と
き
は
、
当
該
監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監

、
当
該
監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監
査
役
会

査
役
会
設
置
会
社
を
除
く
。
）
の
各
監
査
役
の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査

設
置
会
社
を
除
く
。
）
の
各
監
査
役
の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
報
告
を

報
告
を
作
成
し
た
日
を
除
く
。
）
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

作
成
し
た
日
を
除
く
。
）
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二

又
は
二
以
上
の
監
査
役
の
監
査
報
告
）
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以
上
の
監
査
役
の
監
査
報
告
）

ヘ

第
二
十
七
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

ヘ

第
二
十
七
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録

録

２

定
時
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
。
以
下
こ

２

定
時
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
。
以
下
こ

の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
招
集
通
知
（
法
第
四

の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
招
集
通
知
（
法
第
四

十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百

九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
株
主
総
会
の
招
集
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る

九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
株
主
総
会
の
招
集
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

通
知
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
計
算
書
類

を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
計
算
書
類

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

提
供
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

提
供
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供



- -62

３

提
供
計
算
書
類
を
提
供
す
る
際
に
は
、
当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度

３

提
供
計
算
書
類
を
提
供
す
る
際
に
は
、
当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度

に
係
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
基
金
等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き

に
係
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
基
金
等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き

事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
年
度
事
項
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提
供

事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
年
度
事
項
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
提
供
計
算
書
類
の
提
供
を
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
提
供
計
算
書
類
の
提
供
を
す
る

時
に
お
け
る
過
年
度
事
項
が
会
計
方
針
の
変
更
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
に
よ
り

時
に
お
け
る
過
年
度
事
項
が
会
計
方
針
の
変
更
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
に
よ
り

当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
に
お
い
て
承
認
又

当
該
事
業
年
度
よ
り
前
の
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
に
お
い
て
承
認
又

は
報
告
を
し
た
も
の
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
修
正
後
の
過
年

は
報
告
を
し
た
も
の
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
修
正
後
の
過
年

度
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

度
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

提
供
計
算
書
類
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
基
金
等
変
動
計
算
書
又
は
貸
借
対
照

４

提
供
計
算
書
類
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
基

表
、
損
益
計
算
書
若
し
く
は
基
金
等
変
動
計
算
書
に
関
連
す
る
注
記
に
限
る
。

金
等
変
動
計
算
書
に
関
連
す
る
注
記
に
限
る
。
）
に
係
る
情
報
を
、
定
時
社
員

）
に
係
る
情
報
を
、
定
時
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定

総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が

時
社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け

法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲

条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を

さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限

使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る

る
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
提
供

、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す

し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が

。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

あ
る
場
合
に
限
る
。

５

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

５

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
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計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に
対
し

６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
書
類
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に
対
し

て
第
二
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

て
第
二
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
が
、
現

お
い
て
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
監
査
委
員
会
が
、
現
に
社
員
に
対
し
て

に
社
員
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
計
算
書
類
が
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
を

提
供
さ
れ
た
計
算
書
類
が
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
を
作
成
す
る
に
際
し

作
成
す
る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
社
員
に
対

て
監
査
を
し
た
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
社
員
に
対
し
て
通
知
す
べ
き

し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求
し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を

旨
を
取
締
役
に
請
求
し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
社
員
に
対
し
て
通

社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

取
締
役
は
、
計
算
書
類
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員
総
会

７

取
締
役
は
、
計
算
書
類
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員
総
会

の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を

の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を

す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ
せ
る

す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ
せ
る

方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
四
項
の
規
定
は
、
提
供
計
算
書
類
に
表
示
す
べ
き
事
項
の
う
ち
基
金
等
変

（
新
設
）

動
計
算
書
又
は
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
若
し
く
は
基
金
等
変
動
計
算
書
に

関
連
す
る
注
記
以
外
の
も
の
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り

社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。

（
事
業
報
告
等
の
社
員
へ
の
提
供
）

（
事
業
報
告
等
の
社
員
へ
の
提
供
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
行
う
提

第
二
十
九
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
行
う
提

供
事
業
報
告
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

供
事
業
報
告
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
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の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
提
供
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

事
業
報
告

一

事
業
報
告

二

事
業
報
告
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
役
会

二

事
業
報
告
に
係
る
監
査
役
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
役
会

、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等

、
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き

設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
報
告
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

は
、
当
該
監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監
査
役
会

監
査
報
告
（
二
以
上
の
監
査
役
が
存
す
る
相
互
会
社
（
監
査
役
会
設
置
会
社

設
置
会
社
を
除
く
。
）
の
各
監
査
役
の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
報
告
を
作

を
除
く
。
）
の
各
監
査
役
の
監
査
報
告
の
内
容
（
監
査
報
告
を
作
成
し
た
日

成
し
た
日
を
除
く
。
）
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二
以
上

を
除
く
。
）
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二
以
上
の
監
査
役

の
監
査
役
の
監
査
報
告
）

の
監
査
報
告
）

三

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

三

第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
又
は
記
録
を
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録

２

定
時
社
員
総
会
の
招
集
通
知
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

２

定
時
社
員
総
会
の
招
集
通
知
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

に
は
、
提
供
事
業
報
告
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ

に
は
、
提
供
事
業
報
告
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ

提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

提
供
事
業
報
告
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面
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に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

提
供
事
業
報
告
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

３

事
業
報
告
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情

３

事
業
報
告
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情

報
を
、
定
時
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定
時
社
員
総
会

報
を
、
定
時
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定
時
社
員
総
会

の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
社

の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
社

員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一

員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一

項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動

項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動

公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
七
項

公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
き
同
項

、
当
該
事
項
に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
社
員

定
め
る
方
法
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ

に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の

の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

（
削
る
）

一

主
要
な
事
業
内
容

一

事
業
の
経
過
及
び
そ
の
成
果
等

二

事
業
の
経
過
及
び
そ
の
成
果
等

（
削
る
）

三

財
産
及
び
損
益
の
状
況
の
推
移

（
削
る
）

四

支
店
等
及
び
代
理
店
の
状
況

（
削
る
）

五

使
用
人
の
状
況

（
削
る
）

六

主
要
な
借
入
先
の
状
況

二

資
金
調
達
の
状
況

七

資
金
調
達
の
状
況

三

設
備
投
資
の
状
況

八

設
備
投
資
の
状
況

四

重
要
な
子
会
社
等
の
状
況

九

重
要
な
子
会
社
等
の
状
況

五

事
業
の
譲
渡
・
譲
受
け
等
の
状
況

十

事
業
の
譲
渡
・
譲
受
け
等
の
状
況
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六

対
処
す
べ
き
課
題

十
一

対
処
す
べ
き
課
題

七

会
社
役
員
（
当
該
相
互
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
及
び
執
行

十
二

会
社
役
員
の
状
況

役
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況

八

会
社
役
員
に
対
す
る
報
酬
等

十
三

会
社
役
員
に
対
す
る
報
酬
等

九

事
業
報
告
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

十
四

事
業
報
告
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
、
監
査
等
委
員
会
又
は

に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
又
は
監
査
委
員
会
が

監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

４

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

４

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に
対
し

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に
対
し

て
第
二
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に

て
第
二
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
監
査
役
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
が
、
現
に
社
員
に
対
し

お
い
て
、
監
査
役
又
は
監
査
委
員
会
が
、
現
に
社
員
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
事

て
提
供
さ
れ
る
事
業
報
告
が
監
査
報
告
を
作
成
す
る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
事

業
報
告
が
監
査
報
告
を
作
成
す
る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
事
業
報
告
の
一
部
で

業
報
告
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
社
員
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請

あ
る
こ
と
を
社
員
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求
し
た
と
き
は
、

求
し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な

取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

６

取
締
役
は
、
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員
総
会

６

取
締
役
は
、
事
業
報
告
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員
総
会

の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を

の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修
正
を
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す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ
せ
る

す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ
せ
る

方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
三
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
連
結
計
算
書
類
の
提
供
）

（
連
結
計
算
書
類
の
提
供
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
五
十
四
条
の
十
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
二
十
九
条
の
三

法
第
五
十
四
条
の
十
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
連
結
計
算
書
類
の
提
供

る
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
社
員
に
対
し
て
連
結
計
算
書
類
の
提
供

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
定
時
社
員
総
会
の
招
集
通
知
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
定
時
社
員
総
会
の
招
集
通
知
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
連
結
計
算
書
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

方
法
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
連
結
計
算
書
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

一

書
面
の
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

連
結
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

連
結
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

ロ

連
結
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

連
結
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
供

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

二

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

連
結
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

イ

連
結
計
算
書
類
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
書
面

に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

ロ

連
結
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当

ロ

連
結
計
算
書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

当
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該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

２

前
項
の
連
結
計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
が
あ
る
場
合

２

前
項
の
連
結
計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
の
内
容
を
も
社
員
に
対
し
て

に
お
い
て
、
当
該
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
の
内
容
を
も
社
員
に
対
し
て

提
供
す
る
こ
と
を
定
め
た
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

提
供
す
る
こ
と
を
定
め
た
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
連
結
計
算
書
類
」
と
あ

同
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
連
結
計
算
書
類
」
と
あ

る
の
は
、
「
連
結
計
算
書
類
（
当
該
連
結
計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又

る
の
は
、
「
連
結
計
算
書
類
（
当
該
連
結
計
算
書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又

は
監
査
報
告
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

は
監
査
報
告
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

３

連
結
計
算
書
類
を
提
供
す
る
際
に
は
、
当
該
連
結
会
計
年
度
よ
り
前
の
連
結

３

連
結
計
算
書
類
を
提
供
す
る
際
に
は
、
当
該
連
結
会
計
年
度
よ
り
前
の
連
結

会
計
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
基
金
等
変

会
計
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
基
金
等
変

動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
年
度
事
項
」
と

動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
過
年
度
事
項
」
と

い
う
。
）
を
併
せ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結

い
う
。
）
を
併
せ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結

計
算
書
類
の
提
供
を
す
る
時
に
お
け
る
過
年
度
事
項
が
会
計
方
針
の
変
更
そ
の

計
算
書
類
の
提
供
を
す
る
時
に
お
け
る
過
年
度
事
項
が
会
計
方
針
の
変
更
そ
の

他
の
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
連
結
会
計
年
度
よ
り
前
の
連
結
会
計
年
度
に
相

他
の
正
当
な
理
由
に
よ
り
当
該
連
結
会
計
年
度
よ
り
前
の
連
結
会
計
年
度
に
相

当
す
る
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
に
お
い
て
報
告
を
し
た
も
の
と
異
な

当
す
る
事
業
年
度
に
係
る
定
時
社
員
総
会
に
お
い
て
報
告
を
し
た
も
の
と
異
な

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
修
正
後
の
過
年
度
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
を

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
修
正
後
の
過
年
度
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

妨
げ
な
い
。

４

連
結
計
算
書
類
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
結
計
算

４

連
結
計
算
書
類
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
結
計
算

書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
を
含
む
。
）
に
表
示
す
べ
き
事
項

書
類
に
係
る
会
計
監
査
報
告
又
は
監
査
報
告
を
含
む
。
）
に
表
示
す
べ
き
事
項

に
係
る
情
報
を
、
定
時
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定
時

に
係
る
情
報
を
、
定
時
社
員
総
会
に
係
る
招
集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
定
時

社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法

社
員
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法

に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条

に
よ
り
社
員
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条

の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ

の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ

れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
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。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項

。
）
を
と
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項

に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

に
つ
き
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置

に
よ
り
社
員
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置

を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

５

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

５

前
項
の
場
合
に
は
、
取
締
役
は
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
連
結
計
算
書
類
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に

６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
連
結
計
算
書
類
に
表
示
し
た
事
項
の
一
部
が
社
員
に

対
し
て
第
一
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場

対
し
て
第
一
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
が

合
に
お
い
て
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
監
査
委
員
会
が
、
現
に
社
員
に
対

、
現
に
社
員
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
連
結
計
算
書
類
が
監
査
報
告
又
は
会
計
監

し
て
提
供
さ
れ
た
連
結
計
算
書
類
が
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
を
作
成
す

査
報
告
を
作
成
す
る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
連
結
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ

る
に
際
し
て
監
査
を
し
た
連
結
計
算
書
類
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
社
員
に
対
し

と
を
社
員
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求
し
た
と
き
は
、
取
締
役

て
通
知
す
べ
き
旨
を
取
締
役
に
請
求
し
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
旨
を
社

は
、
そ
の
旨
を
社
員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

取
締
役
は
、
連
結
計
算
書
類
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員

７

取
締
役
は
、
連
結
計
算
書
類
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
定
時
社
員

総
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修

総
会
の
招
集
通
知
を
発
出
し
た
日
か
ら
定
時
社
員
総
会
の
前
日
ま
で
の
間
に
修

正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ

正
を
す
べ
き
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
修
正
後
の
事
項
を
社
員
に
周
知
さ

せ
る
方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

せ
る
方
法
を
、
当
該
招
集
通
知
と
併
せ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
計
算
書
類
等
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

（
計
算
書
類
等
の
承
認
の
特
則
に
関
す
る
要
件
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
十
九
条
の
四

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
要
件
は
、
次
の
各
号
（
監
査
役
設
置
会
社
で
あ
っ
て
監
査
役
会
設
置
会
社
で

る
要
件
は
、
次
の
各
号
（
監
査
役
設
置
会
社
で
あ
っ
て
監
査
役
会
設
置
会
社
で

な
い
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

な
い
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
と
す
る
。

こ
と
と
す
る
。

一

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監

一

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
会
計
監

査
報
告
の
内
容
に
無
限
定
適
正
意
見
（
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
書
類
が

査
報
告
の
内
容
に
無
限
定
適
正
意
見
（
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
計
算
書
類
が

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
準
拠
し
て
、
当
該
計

算
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お

算
書
類
に
係
る
期
間
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
す
べ
て
の
重
要
な
点
に
お

い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
を
い
う
。
）
が
含
ま

い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
を
い
う
。
）
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
、
監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
又

二

前
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
、
監
査
役
会
又
は
監
査
委
員
会
の

は
監
査
委
員
会
の
監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
役

監
査
報
告
（
監
査
役
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
役
会
監
査
報
告
に
限

会
監
査
報
告
に
限
る
。
）
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は

る
。
）
の
内
容
と
し
て
会
計
監
査
人
の
監
査
の
方
法
又
は
結
果
を
相
当
で
な

結
果
を
相
当
で
な
い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

い
と
認
め
る
意
見
が
な
い
こ
と
。

三

第
一
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
会
、
監
査
等
委
員
会
又
は
監
査

三

第
一
号
の
会
計
監
査
報
告
に
係
る
監
査
役
会
又
は
監
査
委
員
会
の
監
査
報

委
員
会
の
監
査
報
告
に
付
記
さ
れ
た
内
容
（
監
査
役
会
監
査
報
告
の
内
容
が

告
に
付
記
さ
れ
た
内
容
（
監
査
役
会
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
役
監
査
報
告

各
監
査
役
の
監
査
役
監
査
報
告
の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
当
該

の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
各
監
査
役
の
監
査
役
監
査
報
告
の
内

監
査
役
監
査
報
告
の
内
容
、
監
査
等
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
等

容
又
は
監
査
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
委
員
の
意
見
と
異
な
る
場

委
員
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付
記
さ
れ
る
当
該
監
査
等
委
員
の
意
見
又
は

合
に
付
記
さ
れ
る
監
査
委
員
の
意
見
を
い
う
。
）
が
前
号
の
意
見
で
な
い
こ

監
査
委
員
会
の
監
査
報
告
の
内
容
が
監
査
委
員
の
意
見
と
異
な
る
場
合
に
付

と
。

記
さ
れ
る
当
該
監
査
委
員
の
意
見
を
い
う
。
）
が
前
号
の
意
見
で
な
い
こ
と

。
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四

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
第
二
十
七
条
の
八

四

法
第
五
十
四
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
が
第
二
十
七
条
の
八

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ

と
。

と
。

（
基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
し
て
責
任
を
と
る
べ
き
取
締
役
等
）

（
基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
し
て
責
任
を
と
る
べ
き
取
締
役
等
）

第
三
十
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
十
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

基
金
利
息
の
支
払
等
（
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
金
利

一

基
金
利
息
の
支
払
等
（
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
金
利

息
の
支
払
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
金
銭
の
交

息
の
支
払
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
金
銭
の
交

付
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
及
び
執
行
役

付
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
及
び
執
行
役

二

基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
の
決
定
に
係
る
定
時
社
員
総
会
（
総

二

基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
の
決
定
に
係
る
定
時
社
員
総
会
（
総

代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
い
て
基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
た

。
）
に
お
い
て
基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
た

取
締
役
及
び
執
行
役

取
締
役
及
び
執
行
役

三

基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
の
決
定
に
係
る
取
締
役
会
に
お
い
て

三

基
金
利
息
の
支
払
等
に
関
す
る
事
項
の
決
定
に
係
る
取
締
役
会
に
お
い
て

基
金
利
息
の
支
払
等
に
賛
成
し
た
取
締
役

基
金
利
息
の
支
払
等
に
賛
成
し
た
取
締
役

四

利
息
支
払
限
度
額
（
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
息
支
払
限
度

四

利
息
支
払
限
度
額
（
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
息
支
払
限
度

額
を
い
う
。
）
又
は
償
却
等
限
度
額
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
償
却
等
限

額
を
い
う
。
）
又
は
償
却
等
限
度
額
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
償
却
等
限

度
額
を
い
う
。
）
の
計
算
に
関
す
る
報
告
を
監
査
役
、
監
査
等
委
員
会
、
監

度
額
を
い
う
。
）
の
計
算
に
関
す
る
報
告
を
監
査
役
又
は
会
計
監
査
人
が
請

査
委
員
会
又
は
会
計
監
査
人
が
請
求
し
た
と
き
は
、
当
該
請
求
に
応
じ
て
報

求
し
た
と
き
は
、
当
該
請
求
に
応
じ
て
報
告
を
し
た
取
締
役
及
び
執
行
役

告
を
し
た
取
締
役
及
び
執
行
役

２

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

２

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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一

定
時
社
員
総
会
に
議
案
を
提
案
し
た
取
締
役

一

定
時
社
員
総
会
に
議
案
を
提
案
し
た
取
締
役

二

前
号
の
議
案
の
提
案
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

二

前
号
の
議
案
の
提
案
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

、
当
該
取
締
役
会
に
お
い
て
当
該
提
出
に
賛
成
し
た
取
締
役

、
当
該
取
締
役
会
に
お
い
て
当
該
提
出
に
賛
成
し
た
取
締
役

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
条
の
十

法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二

第
三
十
条
の
十

法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
五
十
七
条
第
四
項

項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
五
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

社
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二

社
（
法
第
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二

号
の
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
五
十
四

号
の
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
五
十
四

条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に

条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に

掲
げ
る
も
の

掲
げ
る
も
の

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項

第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十

四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条

四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条

第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項



- -73

三

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で

三

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第

一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て

有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

そ
の
旨

い
る
場
合

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定

第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
総
資
産
額
）

（
総
資
産
額
）

第
三
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
イ
に
規
定

第
三
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
日
（
同
項
第
二
号
又
は
第
二
号

め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
日
（
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し

の
二
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該

た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約

契
約
を
締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
譲

を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
譲
渡
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時

渡
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時
に
限
る
。
）
を
定
め
た
場
合
に

に
限
る
。
）
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
も
っ
て
相
互
会
社

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
も
っ
て
相
互
会
社
の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す

の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

る
。

一

基
金
の
額

一

基
金
の
額

二

基
金
償
却
積
立
金
の
額

二

基
金
償
却
積
立
金
の
額

三

基
金
償
却
積
立
金
減
少
差
益

三

基
金
償
却
積
立
金
減
少
差
益

四

再
評
価
積
立
金
の
額

四

再
評
価
積
立
金
の
額
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五

剰
余
金
の
額

五

剰
余
金
の
額

六

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

六

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相

互
会
社
の
成
立
の
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同

互
会
社
の
成
立
の
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
額

じ
。
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
額

七

最
終
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額

七

最
終
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額

八

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
吸
収
合
併
に
よ
る
他
の
会
社
の
事
業
に
係
る

八

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
吸
収
合
併
に
よ
る
他
の
会
社
の
事
業
に
係
る

権
利
義
務
の
承
継
又
は
他
の
会
社
（
外
国
会
社
及
び
外
国
相
互
会
社
を
含
む

権
利
義
務
の
承
継
又
は
他
の
会
社
（
外
国
会
社
及
び
外
国
相
互
会
社
を
含
む

。
）
の
事
業
の
全
部
の
譲
受
け
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
承

。
）
の
事
業
の
全
部
の
譲
受
け
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
承

継
又
は
譲
受
け
を
し
た
負
債
の
額

継
又
は
譲
受
け
を
し
た
負
債
の
額

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
定
基
準
日
に
お
い
て
法
第
六
十
二
条
の
二

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
算
定
基
準
日
に
お
い
て
法
第
六
十
二
条
の
二

第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
譲
渡
を
す
る
相
互
会
社
が
清
算

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
譲
渡
を
す
る
相
互
会
社
が
清
算
相
互
会
社
（
法
第

相
互
会
社
（
法
第
百
八
十
条
の
二
に
規
定
す
る
清
算
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下

百
八
十
条
の
二
に
規
定
す
る
清
算
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る

同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
イ
に
規
定
す

場
合
に
お
け
る
同
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
百
八
十

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る

条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録

会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り

等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し

作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
を
も
っ
て
相
互
会
社
の
総

た
額
を
も
っ
て
相
互
会
社
の
総
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

（
登
記
に
関
す
る
事
項
）

（
登
記
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
五
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
十
五
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信

も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
す
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信

装
置
の
う
ち
当
該
行
為
を
す
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

装
置
の
う
ち
当
該
行
為
を
す
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合

に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
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で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入

で
あ
っ
て
、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入

力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号

法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
の
規
定

一

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号

法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
措
置

に
よ
る
措
置

二

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
七
号
イ

相
互
会
社
が
行
う
電
子
公
告

二

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
八
号
イ

相
互
会
社
が
行
う
電
子
公
告

２

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
に
掲
げ

２

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
に
掲
げ

る
事
項
で
あ
っ
て
、
決
算
公
告
（
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
事
項
で
あ
っ
て
、
決
算
公
告
（
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

公
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供

公
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供

を
受
け
る
も
の
を
、
当
該
事
項
で
あ
っ
て
決
算
公
告
以
外
の
公
告
の
内
容
で
あ

を
受
け
る
も
の
を
、
当
該
事
項
で
あ
っ
て
決
算
公
告
以
外
の
公
告
の
内
容
で
あ

る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
も
の
と
別
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
も
の
と
別
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
六
条
の
四

法
第
七
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
三
十
六
条
の
四

法
第
七
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
組
織
変
更
を

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
組
織
変
更
を

す
る
株
式
会
社
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社

す
る
株
式
会
社
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社

法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）

法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）

の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁
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ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社

が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

同
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す

三

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す

る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法

る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告

業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

四

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

四

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適

等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規

用
除
外
）
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い

定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

五

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の

五

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の

旨

旨

六

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

六

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

（
保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

第
三
十
八
条
の
三

保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲

第
三
十
八
条
の
三

保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲
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げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
保
険
契
約
者
総
会
に
係
る
招
集

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
保
険
契
約
者
総
会
に
係
る
招
集

通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
当
該
保
険
契
約
者
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る

通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
当
該
保
険
契
約
者
総
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
保
険
契
約
者
が
提
供
を
受
け
る

日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
保
険
契
約
者
が
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ

る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使

る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該

を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
保
険
契
約
者
総
会

事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
を
保
険
契
約
者

参
考
書
類
を
保
険
契
約
者
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ

に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の

の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
決
議
が
あ
る
場
合
に
限
る

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
決
議
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

。一

議
案

一

議
案

二

次
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

二

次
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三

保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

三

保
険
契
約
者
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
、
監
査

を
除
く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
又
は
監

等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事

査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
提
供
す
る
保
険
契
約
者
総
会
参

２

前
項
の
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
提
供
す
る
保
険
契
約
者
総
会
参

考
書
類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う

考
書
類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う

ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て

ち
当
該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て

識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て

識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て

、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ

、
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

と
に
よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
保
険
契
約
者
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置

く
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
）

（
保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
）

第
三
十
八
条
の
八

法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

第
三
十
八
条
の
八

法
第
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
八
十
一
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
者
総
会
の
議

社
法
第
八
十
一
条
第
一
項
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
者
総
会
の
議

事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し

２

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で

３

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
契
約
者
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な

一

保
険
契
約
者
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な

い
取
締
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る

い
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
保
険
契
約

取
締
役
又
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
執
行
役

者
が
保
険
契
約
者
総
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を

、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
者
総

含
む
。
）

会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

保
険
契
約
者
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

保
険
契
約
者
総
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役

三

保
険
契
約
者
総
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役

又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

四

保
険
契
約
者
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

四

保
険
契
約
者
総
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名
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（
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

（
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
の
記
載
の
特
則
）

第
四
十
条
の
四

保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲

第
四
十
条
の
四

保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
保
険
契
約
者
総
代
会
に
係
る
招

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
情
報
を
、
当
該
保
険
契
約
者
総
代
会
に
係
る
招

集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
当
該
保
険
契
約
者
総
代
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過

集
通
知
を
発
出
す
る
時
か
ら
当
該
保
険
契
約
者
総
代
会
の
日
か
ら
三
月
が
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ

す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
（
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用

方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る
場
合
に
は
、
当
該
事

と
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
保
険
契
約
者
総
代
会

項
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
を
総
代
に
対
し

参
考
書
類
を
総
代
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の

て
提
供
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
旨
の
法
第
七

措
置
を
と
る
旨
の
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
決
議
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

十
七
条
第
一
項
の
決
議
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

一

議
案

一

議
案

二

次
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

二

次
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

三

保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も

三

保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
、
監

の
を
除
く
。
）
に
つ
き
こ
の
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
監
査
役
又
は

査
等
委
員
会
又
は
監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該

監
査
委
員
会
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項

事
項

２

前
項
の
場
合
に
は
、
総
代
に
対
し
て
提
供
す
る
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書

２

前
項
の
場
合
に
は
、
総
代
に
対
し
て
提
供
す
る
保
険
契
約
者
総
代
会
参
考
書

類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当

類
に
、
同
項
の
措
置
を
と
る
た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当

該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別

該
措
置
を
と
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別

す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情

す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
情

報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に

報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

よ
っ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

（
新
設
）

電
磁
的
方
法
に
よ
り
総
代
が
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
）

（
保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
）

第
四
十
条
の
九

法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

第
四
十
条
の
九

法
第
七
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
十
一
条
第
一
項
（
議
事
録

七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
十
一
条
第
一
項
（
議
事
録

）
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の

）
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成

２

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の

３

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
契
約
者
総
代
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し

一

保
険
契
約
者
総
代
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し

な
い
取
締
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ

な
い
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
総
代
が

る
取
締
役
又
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
執
行

保
険
契
約
者
総
代
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含

役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
総
代
が
保
険
契
約
者
総
代
会

む
。
）

に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

二

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

保
険
契
約
者
総
代
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査

三

保
険
契
約
者
総
代
会
に
出
席
し
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
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役
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

役
又
は
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

四

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

四

保
険
契
約
者
総
代
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

五

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
役
の
氏
名

（
株
式
会
社
か
ら
相
互
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
株
式
会
社
か
ら
相
互
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
一
条

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
十
一
条

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

組
織
変
更
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二

組
織
変
更
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三

組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
定
款

三

組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
定
款

四

株
主
総
会
の
議
事
録
及
び
保
険
契
約
者
総
会
又
は
保
険
契
約
者
総
代
会
の

四

株
主
総
会
の
議
事
録
及
び
保
険
契
約
者
総
会
又
は
保
険
契
約
者
総
代
会
の

議
事
録

議
事
録

五

貸
借
対
照
表

五

貸
借
対
照
表

六

組
織
変
更
に
要
す
る
費
用
を
記
載
し
た
書
面

六

組
織
変
更
に
要
す
る
費
用
を
記
載
し
た
書
面

七

法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

法
第
七
十
条
第
四
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
が

八

法
第
七
十
条
第
四
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
、
弁
済
し
、
相

あ
る
と
き
は
、
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
、
弁
済
し
、
相

当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
弁

当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
弁

済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託

済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
託

し
た
こ
と
又
は
当
該
組
織
変
更
を
し
て
も
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権

し
た
こ
と
又
は
当
該
組
織
変
更
を
し
て
も
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権

者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九

法
第
七
十
条
第
六
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保
険

九

法
第
七
十
条
第
六
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保
険
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契
約
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
そ

契
約
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
そ

の
者
の
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
金
額
が
法
第
七
十
条
第
六
項
の
金
額
の
総

の
者
の
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
金
額
が
法
第
七
十
条
第
六
項
の
金
額
の
総

額
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

額
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
六

十

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
六

十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の

十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の

規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ

規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部
に
つ

い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
一

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は

十
一

組
織
変
更
を
す
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は

、
法
第
六
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

、
法
第
六
十
九
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
法
第
六
十
九
条

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
法
第
六
十
九
条

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
二

法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
七
十
七
条
第
三
項

十
二

法
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
七
十
七
条
第
三
項

又
は
第
四
項
の
通
知
又
は
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

又
は
第
四
項
の
通
知
又
は
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
三

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

十
三

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

証
す
る
書
面

証
す
る
書
面

十
四

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
同
条
第

十
四

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
同
条
第

五
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保
険
契
約
者
の
総
数
の

五
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保
険
契
約
者
の
総
数
の

五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
そ
の
者
の
第
四
十
条

五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
そ
の
者
の
第
四
十
条

に
規
定
す
る
金
額
が
同
項
の
金
額
の
総
額
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ

に
規
定
す
る
金
額
が
同
項
の
金
額
の
総
額
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

と
を
証
す
る
書
面

十
五

組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置

十
五

組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に

会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
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及
び
執
行
役
）
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
並

と
を
証
す
る
書
面
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
履
歴
書

び
に
こ
れ
ら
の
者
の
履
歴
書

十
六

組
織
変
更
後
相
互
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
組
織

十
六

組
織
変
更
後
相
互
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
組
織

変
更
後
相
互
会
社
の
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を

変
更
後
相
互
会
社
の
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
及
び
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
も
の
の
履
歴
書
（
会
計
参
与

証
す
る
書
面
及
び
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
も
の
の
履
歴
書
（
会
計
参
与

と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
の

と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
の

沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
第
四

沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
第
四

十
六
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
六
条
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
七

基
金
の
募
集
を
し
た
と
き
は
、
基
金
の
拠
出
の
申
込
み
又
は
法
第
七
十

十
七

基
金
の
募
集
を
し
た
と
き
は
、
基
金
の
拠
出
の
申
込
み
又
は
法
第
七
十

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
の
契
約
を
証
す
る
書
面

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
の
契
約
を
証
す
る
書
面

十
八

基
金
の
募
集
を
し
た
と
き
は
、
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

十
八

基
金
の
募
集
を
し
た
と
き
は
、
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
基
金
の
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

す
る
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
基
金
の
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
面

書
面

十
九

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
取
締
役
（
組
織
変

十
九

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
組
織
変
更
後
相
互
会
社
の
取
締
役
（
組
織
変

更
後
相
互
会
社
が
監
査
役
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

更
後
相
互
会
社
が
監
査
役
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

び
監
査
役
）
と
な
る
べ
き
者
の
調
査
報
告
書
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

び
監
査
役
）
と
な
る
べ
き
者
の
調
査
報
告
書
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
会
社
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
の
調
査

用
す
る
会
社
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
の
調
査

報
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
書
類

報
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
書
類

二
十

社
債
原
簿

二
十

社
債
原
簿

二
十
一

そ
の
他
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考

二
十
一

そ
の
他
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）

（
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）
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第
四
十
二
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
四
十
二
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

組
織
変
更
に
関
す
る
議
案
の
内
容

一

組
織
変
更
に
関
す
る
議
案
の
内
容

二

法
第
八
十
六
条
第
四
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

二

法
第
八
十
六
条
第
四
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

三

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

三

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対

あ
っ
て
は
、
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
）
の
内
容

照
表
）
の
内
容

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、

重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え

重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え

る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
（

る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
（

法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
を
い
う

法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
を
い
う

。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
組
織
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま

。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
組
織
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま

で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て

で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限

は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限

る
。
）

る
。
）

四

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が
法
第
百
八

四

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が
法
第
百
八

十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産

十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産

目
録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

目
録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

五

組
織
変
更
株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変

五

組
織
変
更
株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
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更
株
式
交
換
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
は

更
株
式
交
換
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項

、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
の
内
容

イ

組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
の
内
容

ロ

法
第
九
十
六
条
の
七
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の

ロ

法
第
九
十
六
条
の
七
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の

定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
め
が
な
い
こ
と
）

定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
め
が
な
い
こ
と
）

の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

ハ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
社
員
に
対
し
て
交
付
す
る
株
式
等
（
法

ハ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
社
員
に
対
し
て
交
付
す
る
株
式
等
（
法

第
九
十
六
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に

第
九
十
六
条
の
七
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社

（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親

の
株
式
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
定
款

会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
株
式
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
織
変
更

の
定
め

株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
定
款
の
定
め

ニ

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

ニ

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け

に
あ
っ
て
は
、
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け

る
貸
借
対
照
表
）
の
内
容

る
貸
借
対
照
表
）
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
。 

に
お
い
て
同
じ

、
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
。 

に
お
い
て
同
じ

。
）
後
の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に

。
）
後
の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き

あ
っ
て
は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

は
、
当
該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の

 
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の

負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
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じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後
組
織
変
更

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後
組
織
変
更

株
式
交
換
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が

株
式
交
換
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が

存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度

存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度

の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

六

組
織
変
更
株
式
移
転
（
法
第
九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変

六

組
織
変
更
株
式
移
転
（
法
第
九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変

更
株
式
移
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
は

更
株
式
移
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
に
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項

、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

ロ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が

ロ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
八
条
第
三
項
第
三
号
（

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
八
条
第
三
項
第
三
号
（

新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
に
定
め
る
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き

新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
に
定
め
る
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き

は
、
同
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
（
株
式
移
転
計

は
、
同
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
号
（
株
式
移
転
計

画
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
（
当
該

画
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
（
当
該

新
株
予
約
権
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）

新
株
予
約
権
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）

ハ

他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第

ハ

他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第

九
号
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

九
号
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条

に
あ
っ
て
は
、
他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条

の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

）
の
内
容

）
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

 
最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後

、
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後
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の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当

は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

 
最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項

、
他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
又
は
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項

第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大

第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大

な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後

組
織
変
更
株
式
移
転
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事

組
織
変
更
株
式
移
転
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事

業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終

業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終

事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

七

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
組

七

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
組

織
変
更
後
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
債
務
（
法
第
八
十
八
条
第

織
変
更
後
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
債
務
（
法
第
八
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
保

一
項
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
保

険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
（
保
険
契
約
者
そ
の

険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
（
保
険
契
約
者
そ
の

他
保
険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利
（
保
険
金
請
求
権
等
を

他
保
険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利
（
保
険
金
請
求
権
等
を

除
く
。
）
に
係
る
債
務
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す

除
く
。
）
に
係
る
債
務
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す

る
事
項

る
事
項

八

組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後
組
織
変
更
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
の
間

八

組
織
変
更
計
画
備
置
開
始
日
後
組
織
変
更
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
の
間

に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事

に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事

項

項

（
相
互
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
係
る
公
告
事
項
）

（
相
互
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
係
る
公
告
事
項
）
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第
四
十
二
条
の
三

法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
二
条
の
三

法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
資
本
金
の
額

一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
資
本
金
の
額

二

社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

二

社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

三

社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず
る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に

三

社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず
る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に

係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売
却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関

係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売
却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関

し
第
四
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

し
第
四
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

四

組
織
変
更
後
に
お
け
る
保
険
契
約
者
の
権
利
に
関
す
る
事
項

四

組
織
変
更
後
に
お
け
る
保
険
契
約
者
の
権
利
に
関
す
る
事
項

五

第
三
号
の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け

五

第
三
号
の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け

に
関
し
第
四
十
一
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
第
四
十
一
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

六

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
次
に

六

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
次
に

掲
げ
る
も
の

掲
げ
る
も
の

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
組
織
変
更

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
組
織
変
更

を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
頁

れ
て
い
る
頁

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

項
第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会

社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
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ハ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

ハ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引

る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券

終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

ニ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ

ニ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ

の
旨

の
旨

ホ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ホ

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
）

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
四
十
五
条
の
三

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
五
条
の
三

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

発
行
可
能
株
式
総
数
（
会
社
法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
発
行
可
能
株
式
総

一

発
行
可
能
株
式
総
数
（
会
社
法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
発
行
可
能
株
式
総

数
の
定
め
等
）
に
規
定
す
る
発
行
可
能
株
式
総
数
を
い
う
。
）
（
種
類
株
式

数
の
定
め
等
）
に
規
定
す
る
発
行
可
能
株
式
総
数
を
い
う
。
）
（
種
類
株
式

発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
各
種
類
の
株
式
の
発
行
可
能
種
類
株
式
総
数
（
同

発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
各
種
類
の
株
式
の
発
行
可
能
種
類
株
式
総
数
（
同

法
第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
（
定
款
の
変
更
の
手
続
の
特
則
）
に
規
定
す
る

法
第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
（
定
款
の
変
更
の
手
続
の
特
則
）
に
規
定
す
る

発
行
可
能
種
類
株
式
総
数
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）

発
行
可
能
種
類
株
式
総
数
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）

二

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
種
類
株
式
発
行
会
社
を
除
く
。
）
が
発
行
す
る

二

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
種
類
株
式
発
行
会
社
を
除
く
。
）
が
発
行
す
る

株
式
の
内
容
と
し
て
会
社
法
第
百
七
条
第
一
項
各
号
（
株
式
の
内
容
に
つ
い

株
式
の
内
容
と
し
て
会
社
法
第
百
七
条
第
一
項
各
号
（
株
式
の
内
容
に
つ
い

て
の
特
別
の
定
め
）
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
当
該
株
式
の

て
の
特
別
の
定
め
）
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
当
該
株
式
の
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内
容

内
容

三

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
種
類
株
式
発
行
会
社
に
限
る
。
）
が
会
社
法
第

三

組
織
変
更
後
株
式
会
社
（
種
類
株
式
発
行
会
社
に
限
る
。
）
が
会
社
法
第

百
八
条
第
一
項
各
号
（
異
な
る
種
類
の
株
式
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
内
容

百
八
条
第
一
項
各
号
（
異
な
る
種
類
の
株
式
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
内
容

の
異
な
る
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は
、
各
種
類
の
株
式
の

の
異
な
る
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は
、
各
種
類
の
株
式
の

内
容
（
あ
る
種
類
の
株
式
に
つ
き
同
条
第
三
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合

内
容
（
あ
る
種
類
の
株
式
に
つ
き
同
条
第
三
項
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
定
款
の
定
め
に
よ
り
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
当
該
種
類

に
お
い
て
、
当
該
定
款
の
定
め
に
よ
り
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
当
該
種
類

の
株
式
の
内
容
を
定
め
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
種
類
の
株
式
の
内
容
の
要

の
株
式
の
内
容
を
定
め
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
種
類
の
株
式
の
内
容
の
要

綱
）

綱
）

四

単
元
株
式
数
に
つ
い
て
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
単
元
株
式

四

単
元
株
式
数
に
つ
い
て
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
単
元
株
式

数
（
種
類
株
式
発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
各
種
類
の
株
式
の
単
元
株
式
数
）

数
（
種
類
株
式
発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
各
種
類
の
株
式
の
単
元
株
式
数
）

五

次
に
掲
げ
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定

五

次
に
掲
げ
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定

イ

会
社
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
（
譲
渡
等
の
承
認
の
決
定
等
）
、
第
百

イ

会
社
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
（
譲
渡
等
の
承
認
の
決
定
等
）
、
第
百

四
十
条
第
五
項
（
株
式
会
社
又
は
指
定
買
取
人
に
よ
る
買
取
り
）
又
は
第

四
十
条
第
五
項
（
株
式
会
社
又
は
指
定
買
取
人
に
よ
る
買
取
り
）
又
は
第

百
四
十
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
株
式
会
社
が
承
認
を
し
た
と
み

百
四
十
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
株
式
会
社
が
承
認
を
し
た
と
み

な
さ
れ
る
場
合
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

な
さ
れ
る
場
合
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

ロ

会
社
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
（
特
定
の
株
主
か
ら
の
取
得
に
関
す
る

ロ

会
社
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
（
特
定
の
株
主
か
ら
の
取
得
に
関
す
る

定
款
の
定
め
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

定
款
の
定
め
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

ハ

会
社
法
第
百
六
十
七
条
第
三
項
（
効
力
の
発
生
）
に
規
定
す
る
定
款
の

ハ

会
社
法
第
百
六
十
七
条
第
三
項
（
効
力
の
発
生
）
に
規
定
す
る
定
款
の

定
め

定
め

ニ

会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（
取
得
す
る
日
の
決
定
）
又
は
第
百
六

ニ

会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（
取
得
す
る
日
の
決
定
）
又
は
第
百
六

十
九
条
第
二
項
（
取
得
す
る
株
式
の
決
定
等
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

十
九
条
第
二
項
（
取
得
す
る
株
式
の
決
定
等
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

ホ

会
社
法
第
百
七
十
四
条
（
相
続
人
等
に
対
す
る
売
渡
し
の
請
求
に
関
す

ホ

会
社
法
第
百
七
十
四
条
（
相
続
人
等
に
対
す
る
売
渡
し
の
請
求
に
関
す

る
定
款
の
定
め
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

る
定
款
の
定
め
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め
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ヘ

会
社
法
第
三
百
四
十
七
条
（
種
類
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
又
は
監

ヘ

会
社
法
第
三
百
四
十
七
条
（
種
類
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
又
は
監

査
役
の
選
任
等
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

査
役
の
選
任
等
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

ト

会
社
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
（
承
認
し
た
も
の

ト

会
社
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
号
又
は
第
二
号
（
承
認
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

と
み
な
さ
れ
る
場
合
）
に
規
定
す
る
定
款
の
定
め

六

株
主
名
簿
管
理
人
を
置
く
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名

六

株
主
名
簿
管
理
人
を
置
く
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
営
業
所

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
営
業
所

七

定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
項
（
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

七

定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
項
（
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
組
織
変
更

ま
で
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
組
織
変
更

を
す
る
相
互
会
社
に
対
し
て
組
織
変
更
時
発
行
株
式
（
法
第
九
十
二
条
第
一

を
す
る
相
互
会
社
に
対
し
て
組
織
変
更
時
発
行
株
式
（
法
第
九
十
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
組
織
変
更
時
発
行
株
式
を
い
う
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
を

号
に
規
定
す
る
組
織
変
更
時
発
行
株
式
を
い
う
。
第
四
十
五
条
の
四
の
二
及

し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
者
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
事
項

び
第
四
十
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
を
し

よ
う
と
す
る
者
が
当
該
者
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
事
項

（
組
織
変
更
時
発
行
株
式
の
交
付
に
伴
う
義
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
）

（
組
織
変
更
時
発
行
株
式
の
交
付
に
伴
う
義
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
）

第
四
十
五
条
の
四
の
二

次
に
掲
げ
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
組
織
変

第
四
十
五
条
の
四
の
二

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

更
後
株
式
会
社
の
そ
の
他
資
本
剰
余
金
の
額
は
、
当
該
義
務
の
履
行
に
よ
り
組

会
社
法
第
二
百
十
二
条
第
一
項
第
二
号
（
不
公
正
な
払
込
金
額
で
株
式
を
引
き

織
変
更
後
株
式
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
金
銭
又
は
給
付
さ
れ
た
金
銭
以
外

受
け
た
者
等
の
責
任
）
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
号

の
財
産
の
額
が
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
う
義
務
が
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
組
織

一

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
十

変
更
後
株
式
会
社
の
そ
の
他
資
本
剰
余
金
の
額
は
、
当
該
義
務
の
履
行
に
よ
り

二
条
第
一
項
第
二
号
（
不
公
正
な
払
込
金
額
で
株
式
を
引
き
受
け
た
者
等
の

組
織
変
更
後
株
式
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
額
が
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

責
任
）
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
定
め
る
額

の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
う
義
務

二

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
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百
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
（
出
資
の
履
行
を
仮
装
し
た
募
集
株
式
の
引
受

人
の
責
任
）
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
に

定
め
る
行
為
を
す
る
義
務

（
旧
社
員
等
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
四
十
五
条
の
六

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社

第
四
十
五
条
の
六

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社

法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府

法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁

事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）

方
法
）

第
四
十
五
条
の
七

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社

第
四
十
五
条
の
七

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社

法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府

法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該

方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁

事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と

一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と

し
た
資
料
を
含
む
。
）

し
た
資
料
を
含
む
。
）

二

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四

二

請
求
対
象
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
号

に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由
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三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
任

三

請
求
対
象
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責

追
及
等
の
訴
え
（
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

任
追
及
等
の
訴
え
（
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
い
う
。

百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
い
う
。
）
を
提
起

第
四
十
五
条
の
七
の
四
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
起
し
な
い
と
き
は

し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

、
そ
の
理
由

（
削
る
）

２

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
「
請
求
対
象
者
」
と
は
、
法
第
九
十

六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
十
二
条
第
一
項
（

第
一
号
を
除
く
。
）
（
不
公
正
な
払
込
金
額
で
株
式
を
引
き
受
け
た
者
等
の
責

任
）
の
義
務
を
負
う
組
織
変
更
時
発
行
株
式
の
引
受
人
の
う
ち
、
法
第
九
十
六

条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

（
旧
社
員
等
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

第
四
十
五
条
の
七
の
二

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

（
新
設
）

百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え

）
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
十
五

条
の
七
の
四
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
と
す
る
。

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

三

株
式
交
換
等
完
全
親
会
社
（
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会

社
法
第
八
百
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
（
訴
訟
参
加
）
に
規
定
す
る
株
式
交
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換
等
完
全
親
会
社
を
い
う
。
第
四
十
五
条
の
八
の
三
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
株
式
交
換
等
完
全
親
会
社
の
株
主
で
あ

る
旨

（
完
全
親
会
社
）

第
四
十
五
条
の
七
の
三

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

（
新
設
）

会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
株
式
会
社
は
、
あ
る
株
式
会
社
及
び
当
該

あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
（
当
該
あ
る
株
式
会
社
が
発
行
済
株
式
の
全
部

を
有
す
る
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
あ

る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
特
定
の
株
式
会
社
の
発
行
済

株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
あ
る
株
式
会
社
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
あ
る
株
式
会
社
及
び
当
該
あ
る

株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
又
は
当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
他
の
株

式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
株
式
会
社

は
、
完
全
子
会
社
と
み
な
す
。

（
株
式
交
換
等
完
全
子
会
社
が
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通

知
方
法
）

第
四
十
五
条
の
七
の
四

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

（
新
設
）

百
四
十
七
条
の
二
第
七
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
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事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

株
式
交
換
等
完
全
子
会
社
（
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会

社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
交
換
等
完
全
子
会
社

を
い
う
。
第
四
十
五
条
の
八
の
五
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
っ
た
調

査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

二

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
第
四
十

五
条
の
七
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の

判
断
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
任

追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
旧
社
員
等
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）

（
完
全
親
会
社
）

第
四
十
五
条
の
八

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
四
十
五
条
の
八

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社

会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内

法
第
八
百
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
株
主
で
な
く
な
っ
た
者
の
訴
訟
追
行
）

閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は

（
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
株
式
会
社
は
、
あ
る
株

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

式
会
社
及
び
当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
（
当
該
あ
る
株
式
会
社
が
発

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
特
定
の
株
式
会
社
の

発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
あ
る
株
式
会
社
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
あ
る
株
式
会
社
及
び
当
該
あ
る
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株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
又
は
当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
他
の
株

式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
株
式
会
社

は
、
完
全
子
会
社
と
み
な
す
。

（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知

方
法
）

第
四
十
五
条
の
八
の
二

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

（
新
設
）

す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
四
項
（
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出

又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と

し
た
資
料
を
含
む
。
）

二

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八

百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
前
条
第

一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理

由
三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
任

追
及
等
の
訴
え
（
法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
い

う
。
第
四
十
五
条
の
八
の
五
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
起
し
な
い
と

き
は
、
そ
の
理
由

（
旧
社
員
等
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
の
提
起
の
請
求
方
法
）
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第
四
十
五
条
の
八
の
三

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

（
新
設
）

第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の

訴
え
）
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四

十
五
条
の
八
の
五
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

被
告
と
な
る
べ
き
者

二

請
求
の
趣
旨
及
び
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
な
事
実

三

株
式
交
換
等
完
全
親
会
社
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
株
式
交
換
等
完

全
親
会
社
の
株
主
で
あ
る
旨

（
完
全
親
会
社
）

第
四
十
五
条
の
八
の
四

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

（
新
設
）

す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の

訴
え
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
株
式
会
社
は
、
あ
る
株
式
会
社
及
び

当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
（
当
該
あ
る
株
式
会
社
が
発
行
済
株
式
の

全
部
を
有
す
る
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当

該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
特
定
の
株
式
会
社

の
発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
あ
る
株
式
会
社
と
す
る

。
２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
あ
る
株
式
会
社
及
び
当
該
あ
る

株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
又
は
当
該
あ
る
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
が
他
の
株
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式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
全
部
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
株
式
会
社

は
、
完
全
子
会
社
と
み
な
す
。

（
株
式
交
換
等
完
全
子
会
社
が
責
任
追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通

知
方
法
）

第
四
十
五
条
の
八
の
五

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

（
新
設
）

第
八
百
四
十
七
条
の
二
第
七
項
（
旧
株
主
に
よ
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
）
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は

当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す
る
。

一

株
式
交
換
等
完
全
子
会
社
が
行
っ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎

と
し
た
資
料
を
含
む
。
）

二

法
第
九
十
六
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訴
え
に
つ
い
て
の
第

四
十
五
条
の
八
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い

て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由

三

前
号
の
者
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
責
任

追
及
等
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
出
資
の
履
行
の
仮
装
に
関
し
て
責
任
を
と
る
べ
き
取
締
役
等
）

第
四
十
五
条
の
八
の
六

法
第
九
十
六
条
の
四
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

（
新
設
）

令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

出
資
の
履
行
（
法
第
九
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
の
履
行
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仮
装
に
関
す
る
職
務
を
行
っ
た
取
締
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役
及
び
執
行
役

二

出
資
の
履
行
の
仮
装
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

、
次
に
掲
げ
る
者

イ

当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

ロ

当
該
取
締
役
会
に
当
該
出
資
の
履
行
の
仮
装
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し

た
取
締
役
及
び
執
行
役

三

出
資
の
履
行
の
仮
装
が
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
総

代
会
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

当
該
社
員
総
会
に
当
該
出
資
の
履
行
の
仮
装
に
関
す
る
議
案
を
提
案
し

た
取
締
役

ロ

イ
の
議
案
の
提
案
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は

、
当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
賛
成
し
た
取
締
役

ハ

当
該
社
員
総
会
に
お
い
て
当
該
出
資
の
履
行
の
仮
装
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
を
し
た
取
締
役
及
び
執
行
役

（
純
資
産
の
額
）

（
純
資
産
の
額
）

第
四
十
五
条
の
十
二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
を

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
三
項
第
二
号
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
を

要
し
な
い
場
合
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
（

要
し
な
い
場
合
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
算
定
基
準
日

組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
締
結
し
た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を
締

（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
締
結
し
た
日
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
契
約
を

結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
組
織
変
更
株

締
結
し
た
日
と
異
な
る
時
（
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
後
か
ら
当
該
組
織
変
更

式
交
換
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時
に
限
る
。
）
を
定
め
た
場

株
式
交
換
の
効
力
が
生
ず
る
時
の
直
前
ま
で
の
間
の
時
に
限
る
。
）
を
定
め
た
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合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
）
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
）
を
い
う
。
）
に
お
け
る
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
当
該
額

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
当
該

が
五
百
万
円
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
万
円
）
を
も
っ
て
組
織
変
更

額
が
五
百
万
円
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
万
円
）
を
も
っ
て
組
織
変

株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
純
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
純
資
産
額
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一

資
本
金
の
額

一

資
本
金
の
額

二

資
本
準
備
金
の
額

二

資
本
準
備
金
の
額

三

利
益
準
備
金
の
額

三

利
益
準
備
金
の
額

四

会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
（
剰
余
金
の
額
）
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
額

四

会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
（
剰
余
金
の
額
）
に
規
定
す
る
剰
余
金
の
額

五

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組

五

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組

織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算
差
額

織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
の
成
立
の
日
）
に
お
け
る
評
価
・
換
算
差
額

等
に
係
る
額

等
に
係
る
額

六

新
株
予
約
権
の
帳
簿
価
額

六

新
株
予
約
権
の
帳
簿
価
額

七

自
己
株
式
及
び
自
己
新
株
予
約
権
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額

七

自
己
株
式
及
び
自
己
新
株
予
約
権
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額

（
株
式
の
数
）

（
株
式
の
数
）

第
四
十
五
条
の
十
三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
三
項
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
を
要
し
な

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
四
項
（
吸
収
合
併
契
約
等
の
承
認
を
要
し
な

い
場
合
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
う
ち

い
場
合
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
う
ち

い
ず
れ
か
小
さ
い
数
と
す
る
。

い
ず
れ
か
小
さ
い
数
と
す
る
。

一

特
定
株
式
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

一

特
定
株
式
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
株
主
総
会
に

る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
株
主
総
会
に

お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
株
式
を
い

お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
株
式
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
に
二
分
の
一
（
当
該
株
主
総

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
に
二
分
の
一
（
当
該
株
主
総
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会
の
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
当
該
特
定
株
式
の
議
決
権
の
総

会
の
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
当
該
特
定
株
式
の
議
決
権
の
総

数
の
一
定
の
割
合
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら

数
の
一
定
の
割
合
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
定
の
割
合
）
を

な
い
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
定
の
割
合
）
を

乗
じ
て
得
た
数
に
三
分
の
一
（
当
該
株
主
総
会
の
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の

乗
じ
て
得
た
数
に
三
分
の
一
（
当
該
株
主
総
会
の
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の

要
件
と
し
て
当
該
株
主
総
会
に
出
席
し
た
当
該
特
定
株
主
（
特
定
株
式
の
株

要
件
と
し
て
当
該
株
主
総
会
に
出
席
し
た
当
該
特
定
株
主
（
特
定
株
式
の
株

主
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
す
る
議
決
権
の
総
数
の

主
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
す
る
議
決
権
の
総
数
の

一
定
の
割
合
以
上
の
多
数
が
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
款
の
定
め

一
定
の
割
合
以
上
の
多
数
が
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
定
款
の
定
め

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
か
ら
当
該
一
定
の
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合

が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
か
ら
当
該
一
定
の
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合

）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数

）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数

二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六

二

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六

条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て

条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て

一
定
の
数
以
上
の
特
定
株
主
の
賛
成
を
要
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場

一
定
の
数
以
上
の
特
定
株
主
の
賛
成
を
要
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
特
定
株
主
の
総
数
か
ら
株
式
会
社
に
対
し
て
当
該
行
為
に
反

合
に
お
い
て
、
特
定
株
主
の
総
数
か
ら
株
式
会
社
に
対
し
て
当
該
行
為
に
反

対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
数
を
減
じ
て
得
た
数
が
当
該
一
定
の

対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
数
を
減
じ
て
得
た
数
が
当
該
一
定
の

数
未
満
と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特

数
未
満
と
な
る
と
き
に
お
け
る
当
該
行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特

定
株
主
の
有
す
る
特
定
株
式
の
数

定
株
主
の
有
す
る
特
定
株
式
の
数

三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六

三

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六

条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て

条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
決
議
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て

前
二
号
の
定
款
の
定
め
以
外
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

前
二
号
の
定
款
の
定
め
以
外
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
全
部
が
法
第
九
十
六
条
の

行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
全
部
が
法
第
九
十
六
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す

る
株
主
総
会
に
お
い
て
反
対
し
た
と
す
れ
ば
当
該
決
議
が
成
立
し
な
い
と
き

る
株
主
総
会
に
お
い
て
反
対
し
た
と
す
れ
ば
当
該
決
議
が
成
立
し
な
い
と
き

は
、
当
該
行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
有
す
る
特
定
株

は
、
当
該
行
為
に
反
対
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
特
定
株
主
の
有
す
る
特
定
株
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式
の
数

式
の
数

四

定
款
で
定
め
た
数

四

定
款
で
定
め
た
数

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
五
条
の
十
五

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
五

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
に
規
定
す

す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日

替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日

又
は
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第

又
は
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第

七
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け

七
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

社
（
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
及
び
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
を

社
（
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
及
び
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項

（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
又
は
法
第
五

る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
又
は
法
第
五

十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場

十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場

合

次
に
掲
げ
る
も
の

合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て
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い
る
頁

い
る
頁

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
又
は
法
第
六
十
四

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
又
は
法
第
六
十
四

条
第
二
項
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

条
第
二
項
第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

四
百
四
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を

四
百
四
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を

執
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
又
は
法
第

執
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
又
は
法
第

六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

三

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規

三

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規

定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五

定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
法
第
五

十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
金
融

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
が
金
融

商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に

商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有

よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ

価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
規
則

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
規
則

第
六
編
第
二
章
の
規
定
（
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
が
保
険
業
を
営

第
六
編
第
二
章
の
規
定
（
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
が
保
険
業
を
営

む
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
（
特
定
取
引
勘

む
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
（
特
定
取
引
勘

定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
）
又
は
別
紙
様
式
第

定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
）
又
は
別
紙
様
式
第

三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定
取

三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定
取

引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借
対

引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借
対

照
表
の
要
旨
の
内
容

照
表
の
要
旨
の
内
容
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（
共
同
し
て
組
織
変
更
株
式
移
転
を
す
る
株
式
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）

（
共
同
し
て
組
織
変
更
株
式
移
転
を
す
る
株
式
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）

第
四
十
五
条
の
十
七

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
七

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
八
百
三
条
第
一
項
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備

す
る
会
社
法
第
八
百
三
条
第
一
項
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備

置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一

会
社
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
株
式
移
転

一

会
社
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
株
式
移
転

計
画
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

計
画
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

二

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が
会

二

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が
会

社
法
第
八
百
八
条
第
三
項
第
三
号
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
に
定
め
る
新

社
法
第
八
百
八
条
第
三
項
第
三
号
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
に
定
め
る
新

株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第

株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
法
第
七
百
七
十
三
条
第
一
項
第

九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事

九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事

項
（
当
該
新
株
予
約
権
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）

項
（
当
該
新
株
予
約
権
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）

三

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を

三

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を

す
る
相
互
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

す
る
相
互
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は

あ
っ
て
は
、
他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
）
の
内

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
）
の
内

容

容

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
）
後

の
日
を
臨
時
決
算
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
日
を
臨
時
決
算
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
臨
時

最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
臨
時



- -105

計
算
書
類
等
の
内
容

計
算
書
類
等
の
内
容

ハ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ハ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を

他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を

す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務

す
る
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務

の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
（
法
第
九
十

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
（
法
第
九
十

六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
三
条
第
二
項
に
規

六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

定
す
る
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
後
株
式
移
転
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事

同
じ
。
）
後
株
式
移
転
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事

業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事

業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事

業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

四

当
該
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
次
に

四

当
該
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
次
に

掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

イ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る

相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負

相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負

担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た

担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
後
株
式
移
転
の
効

と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
後
株
式
移
転
の
効

力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な

力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た

事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

最
終
事
業
年
度
が
な
い
と
き
は
、
当
該
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第

ロ

最
終
事
業
年
度
が
な
い
と
き
は
、
当
該
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第

九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

九
号
の
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
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五

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
（

五

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
（

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ

り
株
式
移
転
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
が
あ
る
と
き

り
株
式
移
転
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
株
式
移
転
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
組
織
変
更
株
式
移
転
設

は
、
株
式
移
転
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
組
織
変
更
株
式
移
転
設

立
完
全
親
会
社
の
債
務
（
他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式

立
完
全
親
会
社
の
債
務
（
他
の
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式

会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
か
ら
承
継
す
る
債
務
を
除
き
、
当
該

会
社
又
は
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
か
ら
承
継
す
る
債
務
を
除
き
、
当
該

異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。

異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。

）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

六

新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
後
株
式
移
転
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
の

六

新
設
合
併
契
約
等
備
置
開
始
日
後
株
式
移
転
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
の

間
に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該

間
に
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該

事
項

事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
五
条
の
十
八

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
四
十
五
条
の
十
八

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
に
規
定
す
る
内

す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
法
第
九
十
六
条
の

会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
法
第
九
十
六
条
の

九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
催

九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
催

告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

社
（
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
及
び
組
織
変
更
株
式

社
（
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
及
び
組
織
変
更
株
式

移
転
を
伴
う
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

移
転
を
伴
う
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
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同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第

同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
又
は
法
第
六
十
四

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
又
は
法
第
六
十
四

条
第
二
項
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

条
第
二
項
第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

四
百
四
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を

四
百
四
十
条
第
三
項
又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を

執
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
又
は
法
第

執
っ
て
い
る
場
合

会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
又
は
法
第

六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お

又
は
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
株
式
会
社
又
は
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第

い
て
、
当
該
株
式
会
社
又
は
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第

一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て

有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

い
る
と
き

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
規
則

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
規
則
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第
六
編
第
二
章
の
規
定
（
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社

第
六
編
第
二
章
の
規
定
（
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社

が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号

が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号

（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定
取
引
勘

（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定
取
引
勘

定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
）
又
は
別
紙
様
式
第
三

定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
）
又
は
別
紙
様
式
第
三

号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定
取
引

号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
、
特
定
取
引

勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照

勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照

表
の
要
旨
の
内
容

表
の
要
旨
の
内
容

（
共
同
し
て
組
織
変
更
株
式
移
転
を
す
る
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
共
同
し
て
組
織
変
更
株
式
移
転
を
す
る
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
四
十
五
条
の
十
九

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

第
四
十
五
条
の
十
九

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
八
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
新
設
分
割
又
は
株
式
移
転
に
関
す
る
書
面
等

す
る
会
社
法
第
八
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
新
設
分
割
又
は
株
式
移
転
に
関

の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

株
式
移
転
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

株
式
移
転
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

二

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
六
条
（

イ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
五
条

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
、
第
八
百
八
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

の
二
（
新
設
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係

号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
新
株
予
約
権
買
取
請

る
手
続
の
経
過

求
）
及
び
第
八
百
十
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
債
権

ロ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
六
条

者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
、
第
八
百
八
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
新
株
予
約
権

買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
十
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。

）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過
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三

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
手

三

組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
手

続
の
経
過

続
の
経
過

四

株
式
移
転
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
移
転
設
立
完
全
親
会
社
に
移
転
し
た
法

四

株
式
移
転
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
移
転
設
立
完
全
親
会
社
に
移
転
し
た
法

第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
同
号
の
株
式

第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
同
号
の
株
式

会
社
が
種
類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と

会
社
が
種
類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と

の
数
）

の
数
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
株
式
移
転
に
関
す
る
重
要
な
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
株
式
移
転
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
相
互
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
相
互
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
六
条

相
互
会
社
は
、
法
第
九
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

第
四
十
六
条

相
互
会
社
は
、
法
第
九
十
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

組
織
変
更
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

二

組
織
変
更
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
定
款

三

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
定
款

四

社
員
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録

四

社
員
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録

五

貸
借
対
照
表

五

貸
借
対
照
表

六

組
織
変
更
に
要
す
る
費
用
を
記
載
し
た
書
面

六

組
織
変
更
に
要
す
る
費
用
を
記
載
し
た
書
面

七

法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

七

法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者

八

法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
、
弁
済
し
、

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
、
弁
済
し
、

相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に

相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に

弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信

弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
託
会
社
等
に
相
当
の
財
産
を
信
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託
し
た
こ
と
又
は
当
該
組
織
変
更
を
し
て
も
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債

託
し
た
こ
と
又
は
当
該
組
織
変
更
を
し
て
も
当
該
保
険
契
約
者
そ
の
他
の
債

権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九

法
第
八
十
八
条
第
六
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保

九

法
第
八
十
八
条
第
六
項
の
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
が
同
項
の
保

険
契
約
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は

険
契
約
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は

そ
の
者
の
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
金
額
が
同
項
の
金
額
の
総
額
の
五
分
の

そ
の
者
の
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
金
額
が
同
項
の
金
額
の
総
額
の
五
分
の

一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

一
を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

十

組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ

社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及

っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と

び
執
行
役
）
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
並
び

を
証
す
る
書
面
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
履
歴
書

に
こ
れ
ら
の
者
の
履
歴
書

十
一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
組
織

十
一

組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
組
織

変
更
後
株
式
会
社
の
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を

変
更
後
株
式
会
社
の
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
者
が
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
及
び
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
も
の
の
履
歴
書

証
す
る
書
面
及
び
当
該
会
計
参
与
と
な
る
べ
き
も
の
の
履
歴
書

十
二

法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
に
際
し
て
株
式
を
発
行
す
る

十
二

法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
に
際
し
て
株
式
を
発
行
す
る

こ
と
と
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

こ
と
と
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

株
式
の
引
受
け
の
申
込
み
を
証
す
る
書
面

イ

株
式
の
引
受
け
の
申
込
み
を
証
す
る
書
面

ロ

金
銭
を
出
資
の
目
的
と
す
る
と
き
は
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定

ロ

金
銭
を
出
資
の
目
的
と
す
る
と
き
は
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

に
よ
る
払
込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ハ

金
銭
以
外
の
財
産
を
出
資
の
目
的
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

ハ

金
銭
以
外
の
財
産
を
出
資
の
目
的
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

 

検
査
役
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
検
査
役
の
調
査
報
告
を
記
載
し
た

 

検
査
役
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
検
査
役
の
調
査
報
告
を
記
載
し
た

書
面
及
び
そ
の
附
属
書
類

書
面
及
び
そ
の
附
属
書
類

 

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

 
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

項
第
三
号(

金
銭
以
外
の
財
産
の
出
資)

に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
有
価
証

項
第
三
号(

金
銭
以
外
の
財
産
の
出
資)

に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
有
価
証
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券
の
市
場
価
格
を
証
す
る
書
面

券
の
市
場
価
格
を
証
す
る
書
面

 

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

 

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
証
明
を
記
載
し
た

項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
証
明
を
記
載
し
た

書
面
及
び
そ
の
附
属
書
類

書
面
及
び
そ
の
附
属
書
類

 
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

 

法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
七
条
第
九

項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
金
銭
債
権
に
つ
い
て
記
載
さ

項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
金
銭
債
権
に
つ
い
て
記
載
さ

れ
た
会
計
帳
簿

れ
た
会
計
帳
簿

ニ

検
査
役
の
報
告
に
関
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
謄
本

ニ

検
査
役
の
報
告
に
関
す
る
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
謄
本

十
三

そ
の
他
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め

十
三

そ
の
他
法
第
九
十
六
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
四
十
六
条
の
三

法
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
二
条

第
四
十
六
条
の
三

法
第
九
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。

。

一

法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

一

法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

二

組
織
変
更
株
式
交
換
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二

組
織
変
更
株
式
交
換
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

組
織
変
更
株
式
交
換
が
効
力
を
生
じ
た
日

イ

組
織
変
更
株
式
交
換
が
効
力
を
生
じ
た
日

ロ

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

ロ

組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
お
け
る
法
第
九
十
六
条
の
五
第
三

 

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買

十
六
条
の
二
（
吸
収
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る

取
請
求
）
及
び
第
七
百
九
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く

請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

。
）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 

法
第
九
十
六
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
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十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
九
十
九
条
（
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に

よ
る
手
続
の
経
過

ハ

組
織
変
更
株
式
交
換
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
移
転

ハ

組
織
変
更
株
式
交
換
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
交
換
完
全
親
会
社
に
移
転

し
た
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
種

し
た
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
組
織
変
更
後
株
式
会
社
が
種

類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数
）

類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数
）

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
株
式
交
換
に
関

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
株
式
交
換
に
関
す

す
る
重
要
な
事
項

る
重
要
な
事
項

三

組
織
変
更
株
式
移
転
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

三

組
織
変
更
株
式
移
転
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

組
織
変
更
株
式
移
転
が
効
力
を
生
じ
た
日

イ

組
織
変
更
株
式
移
転
が
効
力
を
生
じ
た
日

ロ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九
号
の
株
式
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ

ロ

法
第
九
十
六
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
六
条

る
手
続
の
経
過

（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
、
第
八
百
八
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び

 

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
五

第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
新
株
予
約
権

条
の
二
（
新
設
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
請
求

買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
十
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。

に
係
る
手
続
の
経
過

）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
九
十
六
条
の
九
第
一
項
第
九

 

法
第
九
十
六
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
六

号
の
株
式
会
社
に
お
け
る
手
続
の
経
過

条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
、
第
八
百
八
条
（
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
（
新
株

予
約
権
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
十
条
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

を
除
く
。
）
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ハ

他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に

ハ

他
の
組
織
変
更
を
す
る
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
手
続
の
経
過

よ
る
手
続
の
経
過

ニ

組
織
変
更
株
式
移
転
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
移
転
設
立
完
全
親
会
社
に

ニ

組
織
変
更
株
式
移
転
に
よ
り
組
織
変
更
株
式
移
転
設
立
完
全
親
会
社
に
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移
転
し
た
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
組
織
変
更
後
株
式
会
社

移
転
し
た
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
株
式
の
数
（
組
織
変
更
後
株
式
会
社

が
種
類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の

が
種
類
株
式
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の

数
）

数
）

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
株
式
移
転
に
関
す

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
株
式
移
転
に
関
す

る
重
要
な
事
項

る
重
要
な
事
項

四

効
力
発
生
日

四

効
力
発
生
日

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
に
関
す
る
重
要
な
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
組
織
変
更
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
険
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

保
険
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

経
営
の
組
織

イ

経
営
の
組
織

ロ

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す

ロ

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

）

）

 

各
株
主
の
持
株
数

 

各
株
主
の
持
株
数

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ハ

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
基
金
拠
出
額
の
多
い
順
に
五
以
上
の
基
金
拠

ハ

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
基
金
拠
出
額
の
多
い
順
に
五
以
上
の
基
金
拠

出
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

出
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
基
金
拠
出
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

 
氏
名
（
基
金
拠
出
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
名
称
）

の
名
称
）
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各
基
金
拠
出
者
の
基
金
拠
出
額

 

各
基
金
拠
出
者
の
基
金
拠
出
額

 

基
金
の
総
額
に
占
め
る
各
基
金
拠
出
額
の
割
合

 

基
金
の
総
額
に
占
め
る
各
基
金
拠
出
額
の
割
合

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名

及
び
役
職
名

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

二

保
険
会
社
の
主
要
な
業
務
の
内
容
（
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
お

二

保
険
会
社
の
主
要
な
業
務
の
内
容
（
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
保
険
金
信
託
業
務
の
内
容
を
含
む
。
）

い
て
は
、
当
該
保
険
金
信
託
業
務
の
内
容
を
含
む
。
）

三

保
険
会
社
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

保
険
会
社
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
概
況

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
概
況

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

 

経
常
収
益

 

経
常
収
益

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
当
期
純
剰

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
当
期
純
剰

余
又
は
当
期
純
損
失
）

余
又
は
当
期
純
損
失
）

 

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、

 

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、

基
金
（
法
第
五
十
六
条
の
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）
の
総
額
）

基
金
（
法
第
五
十
六
条
の
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）
の
総
額
）

 

純
資
産
額
（
株
式
会
社
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
に
限
る
。
）

 

純
資
産
額
（
株
式
会
社
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
に
限
る
。
）

 

総
資
産
額
及
び
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
と
し
て
経
理
さ
れ
た
資
産

 

総
資
産
額
及
び
特
別
勘
定
又
は
積
立
勘
定
と
し
て
経
理
さ
れ
た
資
産

額

額

 

責
任
準
備
金
残
高

 
責
任
準
備
金
残
高
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貸
付
金
残
高

 

貸
付
金
残
高

 

有
価
証
券
残
高

 

有
価
証
券
残
高

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十

条
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か

条
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か

の
基
準
（
保
険
会
社
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た

の
基
準
（
保
険
会
社
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
計
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
計
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第

八
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第

八
十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第

一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ 

に
規

一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ 

に
規

定
す
る
比
率
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三
十
条

定
す
る
比
率
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三
十
条

各
号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第
二

各
号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

 

配
当
性
向
（
株
式
会
社
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
に
限
る
。
）

 

配
当
性
向
（
株
式
会
社
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
に
限
る
。
）

 

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

 

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

額
に
占
め
る
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
及
び

額
に
占
め
る
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
及
び

同
項
第
二
号
の
社
員
配
当
平
衡
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
の
合
計
額
の

同
項
第
二
号
の
社
員
配
当
平
衡
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
の
合
計
額
の

割
合

割
合

 

従
業
員
数

 

従
業
員
数

 

保
有
契
約
高
（
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
正
味
収
入
保
険
料
の

 

保
有
契
約
高
（
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
正
味
収
入
保
険
料
の

額
）

額
）

 

信
託
報
酬

 

信
託
報
酬

 

信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

 

信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
財
産
額

 
信
託
財
産
額
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ハ

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と
し
て
別

ハ

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と
し
て
別

表
に
掲
げ
る
事
項

表
に
掲
げ
る
事
項

ニ

責
任
準
備
金
の
残
高
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
事
項

ニ

責
任
準
備
金
の
残
高
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
事
項

ホ

損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
次
に
掲

ホ

損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
次
に
掲

げ
る
事
項

げ
る
事
項

 

当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
積
み
立
て
た
支
払
備
金
か
ら
前
事

 

当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
積
み
立
て
た
支
払
備
金
か
ら
前
事

業
年
度
以
前
に
発
生
し
た
保
険
事
故
に
係
る
当
該
事
業
年
度
に
計
上
し

業
年
度
以
前
に
発
生
し
た
保
険
事
故
に
係
る
当
該
事
業
年
度
に
計
上
し

た
支
払
保
険
金
及
び
当
該
事
業
年
度
に
積
み
立
て
た
支
払
備
金
の
合
計

た
支
払
保
険
金
及
び
当
該
事
業
年
度
に
積
み
立
て
た
支
払
備
金
の
合
計

額
を
差
し
引
い
た
金
額
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
五
条
（
責
任
保

額
を
差
し
引
い
た
金
額
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
五
条
（
責
任
保

険
又
は
責
任
共
済
の
契
約
の
締
結
強
制
）
の
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
又
は
責
任
共
済
の
契
約
の
締
結
強
制
）
の
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
の
契
約
及
び
地
震
保
険
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に

険
の
契
約
及
び
地
震
保
険
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に

規
定
す
る
地
震
保
険
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

規
定
す
る
地
震
保
険
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 

保
険
事
故
発
生
年
度
別
又
は
保
険
引
受
年
度
別
の
保
険
事
故
に
係
る

 

保
険
事
故
発
生
年
度
別
又
は
保
険
引
受
年
度
別
の
保
険
事
故
に
係
る

直
近
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
支
払
備
金
及
び
累
計
支

直
近
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
支
払
備
金
及
び
累
計
支

払
保
険
金
の
合
計
額
（
平
均
支
払
期
間
が
長
い
保
険
契
約
の
種
類
に
限

払
保
険
金
の
合
計
額
（
平
均
支
払
期
間
が
長
い
保
険
契
約
の
種
類
に
限

る
。
）

る
。
）

四

保
険
会
社
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

四

保
険
会
社
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

リ
ス
ク
管
理
の
体
制

イ

リ
ス
ク
管
理
の
体
制

ロ

法
令
遵
守
の
体
制

ロ

法
令
遵
守
の
体
制

ハ

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
（
第
三
分
野
保
険
に
係
る
も

ハ

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
（
第
三
分
野
保
険
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
合
理
性
及
び
妥
当
性

の
に
限
る
。
）
の
合
理
性
及
び
妥
当
性

ニ

生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

ニ

生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
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指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
百
五
条
の
二
第
一
項
第

 

指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
百
五
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
ニ
に

一
号
に
規
定
す
る
指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
ニ
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

当
該
生
命
保
険
会
社
が
同
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

当
該
生
命
保
険
会
社
が
同
号
に

定
め
る
生
命
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置

定
め
る
生
命
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置

を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
生
命
保
険

を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
生
命
保
険

業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

 

指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該
生

 

指
定
生
命
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該
生

命
保
険
会
社
の
法
第
百
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
生
命
保
険

命
保
険
会
社
の
法
第
百
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
生
命
保
険

業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

ホ

損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

ホ

損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

 

指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
第

 

指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
ホ
に

一
号
に
規
定
す
る
指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
ホ
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

当
該
損
害
保
険
会
社
が
同
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

当
該
損
害
保
険
会
社
が
同
号
に

定
め
る
損
害
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置

定
め
る
損
害
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置

を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
損
害
保
険

を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
損
害
保
険

業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

 

指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該
損

 

指
定
損
害
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該
損

害
保
険
会
社
の
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
損
害
保
険

害
保
険
会
社
の
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
損
害
保
険

業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う

掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う

場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）
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イ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
連
結

イ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
連
結

財
務
諸
表
を
作
成
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

財
務
諸
表
を
作
成
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面

書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面

及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）

及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

 

破
綻
た
ん
先
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継

 

破
綻
た
ん
先
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継

続
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
元
本
又
は
利
息
の
取
立
て
又

続
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
元
本
又
は
利
息
の
取
立
て
又

は
弁
済
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た

は
弁
済
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た

貸
付
金
（
貸
倒
償
却
を
行
っ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計

貸
付
金
（
貸
倒
償
却
を
行
っ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計

上
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

上
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

政
令
第
九
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
（
貸

政
令
第
九
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
（
貸

倒
引
当
金
勘
定
へ
の
繰
入
限
度
額
）
に
掲
げ
る
事
由
又
は
同
項
第
四
号

倒
引
当
金
勘
定
へ
の
繰
入
限
度
額
）
に
掲
げ
る
事
由
又
は
同
項
第
四
号

に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該

に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該

当
す
る
貸
付
金

当
す
る
貸
付
金

 

延
滞
債
権
（
未
収
利
息
不
計
上
貸
付
金
で
あ
っ
て
、 

に
掲
げ
る
も

 

延
滞
債
権
（
未
収
利
息
不
計
上
貸
付
金
で
あ
っ
て
、 

に
掲
げ
る
も

の
及
び
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
利

の
及
び
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
利

息
の
支
払
を
猶
予
し
た
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

息
の
支
払
を
猶
予
し
た
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

該
当
す
る
貸
付
金

該
当
す
る
貸
付
金

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の

翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 

及
び 

に
掲
げ
る
も

翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 

及
び 

に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

貸
付
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と

 
貸
付
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶

を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
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予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸

予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸

付
金
（ 

、 

及
び 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

付
金
（ 

、 

及
び 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

ハ

元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ

ハ

元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ

れ
た
信
託
を
含
む
。
）
に
係
る
貸
出
金
の
う
ち
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債
権

れ
た
信
託
を
含
む
。
）
に
係
る
貸
出
金
の
う
ち
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債
権

、
三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の

、
三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の

額
並
び
に
そ
の
合
計
額

額
並
び
に
そ
の
合
計
額

ニ

債
権
（
そ
の
価
額
が
別
紙
様
式
第
七
号
又
は
別
紙
様
式
第
十
二
号
中
の

ニ

債
権
（
そ
の
価
額
が
別
紙
様
式
第
七
号
又
は
別
紙
様
式
第
十
二
号
中
の

貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該
社
債
を
有
す
る
金
融
機
関
が
そ
の
元
本
の
償

貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該
社
債
を
有
す
る
金
融
機
関
が
そ
の
元
本
の
償

還
及
び
利
息
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
で

還
及
び
利
息
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
（
定
義

あ
っ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
貸
付
金
、

）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
貸
付
金
、

そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘

そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘

定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
貸
借
対
照
表
に
注
記
さ
れ
る
有
価
証
券
の

定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
貸
借
対
照
表
に
注
記
さ
れ
る
有
価
証
券
の

貸
付
け
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
等

貸
付
け
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
等

を
基
礎
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
各

を
基
礎
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
各

々
に
関
し
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
金
額

々
に
関
し
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
金
額

 

破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更

 

破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更

生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破

生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破

綻
た
ん
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る

綻
た
ん
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る

債
権
を
い
う
。
）

債
権
を
い
う
。
）

 

危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
た
ん
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い

 
危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
た
ん
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い

が
、
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元

が
、
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元
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本
の
回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
を
い

本
の
回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
を
い

う
。
）

う
。
）

 

要
管
理
債
権
（
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払

 

要
管
理
債
権
（
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払

が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 

が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 

及
び 
に
掲
げ
る
債
権
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
条

及
び 

に
掲
げ
る
債
権
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
条

件
緩
和
貸
付
金
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的

件
緩
和
貸
付
金
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債

と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債

権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
付
（ 

権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
付
（ 

及
び 

に
掲
げ
る
債
権
並
び
に
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
を
除
く
。
）

及
び 

に
掲
げ
る
債
権
並
び
に
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
を
除
く
。
）

を
い
う
。
）

を
い
う
。
）

 

正
常
債
権
（
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
特
に
問
題
が
な

 

正
常
債
権
（
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
特
に
問
題
が
な

い
も
の
と
し
て
、 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の
に
区
分

い
も
の
と
し
て
、 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の
に
区
分

さ
れ
る
債
権
を
い
う
。
）

さ
れ
る
債
権
を
い
う
。
）

ホ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
三

ホ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
三

十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限
り
、
当
該
各
号
に
掲

十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限
り
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
額
に
係
る
細
目
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二

げ
る
額
に
係
る
細
目
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
並
び
に
第
八
十
七
条
第
二

号
の
二
に
規
定
す
る
額
の
算
出
方
法
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
係
数

号
の
二
に
規
定
す
る
額
の
算
出
方
法
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
係
数

を
含
む
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
保
険
金
等
の
支
払

を
含
む
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
保
険
金
等
の
支
払

能
力
の
充
実
の
状
況
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三

能
力
の
充
実
の
状
況
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三

十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第

十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

ヘ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

ヘ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

価
損
益

価
損
益
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有
価
証
券

 

有
価
証
券

 

金
銭
の
信
託

 

金
銭
の
信
託

 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当

 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

 
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

 

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引

取
引

 

先
物
外
国
為
替
取
引

 

先
物
外
国
為
替
取
引

 

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（ 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

 

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（ 

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

）

 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
第
四
号

 

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
第
四
号

イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
項
第
三
号
イ

イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
項
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証
券
等
及
び
同
法
第
二
条
第
一

に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証
券
等
及
び
同
法
第
二
条
第
一

項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す

項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す

る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

貸
倒
引
当
金
の
期
末
残
高
及
び
期
中
の
増
減
額

ト

貸
倒
引
当
金
の
期
末
残
高
及
び
期
中
の
増
減
額

チ

貸
付
金
償
却
の
額

チ

貸
付
金
償
却
の
額

リ

法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
書
類
に

リ

法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
書
類
に

つ
い
て
会
社
法
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
法
）
に
よ
る
会
計
監
査
人
の

つ
い
て
会
社
法
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
法
）
に
よ
る
会
計
監
査
人
の

監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ヌ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
相
互
会

ヌ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
相
互
会

社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
及
び
基
金

社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
及
び
基
金

等
変
動
計
算
書
）
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規

等
変
動
計
算
書
）
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
て
い
る
場

定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
て
い
る
場
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合
に
は
そ
の
旨

合
に
は
そ
の
旨

六

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
保
険
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業

六

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
保
険
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業

活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又

活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又

は
状
況
そ
の
他
当
該
保
険
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以

は
状
況
そ
の
他
当
該
保
険
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。

）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に

）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に

つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は

つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は

改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

２

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
保
険
会

２

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
保
険
会

社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
、
支
店
又
は
従
た
る
事

社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
、
支
店
又
は
従
た
る
事

務
所
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と
す
る
。

務
所
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
保
険
計
理
人
意
見
書
）

（
保
険
計
理
人
意
見
書
）

第
八
十
二
条

保
険
計
理
人
は
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
、
次
に
掲

第
八
十
二
条

保
険
計
理
人
は
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
険
会
社
の
商
号
又
は
名
称
及
び
保
険
計
理
人
の
氏
名

一

保
険
会
社
の
商
号
又
は
名
称
及
び
保
険
計
理
人
の
氏
名

二

提
出
年
月
日

二

提
出
年
月
日

三

前
条
に
定
め
る
保
険
契
約
に
係
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
事
項

三

前
条
に
定
め
る
保
険
契
約
に
係
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
に
関
す
る
事
項

四

契
約
者
配
当
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項

四

契
約
者
配
当
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項

五

第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項

五

第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項

第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
事
項

第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
事
項

六

第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
に
関
す
る
事
項

六

第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
に
関
す
る
事
項

七

前
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
保
険
計
理
人
の
意
見

七

前
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
保
険
計
理
人
の
意
見
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２

保
険
計
理
人
は
、
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
取
締

２

保
険
計
理
人
は
、
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
取
締

役
会
に
提
出
す
る
と
き
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
写
し
を

役
会
に
提
出
す
る
と
き
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
写
し
を

金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認

金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認

の
方
法
そ
の
他
確
認
の
基
礎
と
し
た
事
項
を
記
載
し
た
附
属
報
告
書
を
添
付
し

の
方
法
そ
の
他
確
認
の
基
礎
と
し
た
事
項
を
記
載
し
た
附
属
報
告
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
計
理
人
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
役
（
監
査
等
委
員

３

保
険
計
理
人
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
役
（
委
員
会
設
置

会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
の
指
定
し
た
監
査
等
委
員
、
指
名
委

会
社
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
会
の
指
定
し
た
監
査
委
員
）
又
は
会
計
監
査
人

員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
の
指
定
し
た
監
査
委
員
）
又
は
会

に
対
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を
通
知
す
る

計
監
査
人
に
対
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を

こ
と
が
で
き
る
。

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

保
険
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を

一

保
険
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を

発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

保
険
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

二

保
険
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
を
代
表
す

又
は
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事

る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
保

す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
保
険
会
社
の
常
務

険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役

社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執

員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ

行
役
又
は
監
査
委
員
（
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
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う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
二

役
員
等
の
選
任
又
は
退
任
（
以
下
「
選
退
任
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ

二
の
二

役
員
等
の
選
任
又
は
退
任
（
以
下
「
選
退
任
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ

た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又

た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又

は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
四

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

二
の
四

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
の
五

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

二
の
五

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
六

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

二
の
六

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
（
法
第
五
十
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
（
法
第
五
十
三
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合

を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と

を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と

す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が

す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
の
七

特
定
取
引
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

二
の
七

特
定
取
引
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

二
の
八

特
定
取
引
勘
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
の
八

特
定
取
引
勘
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

三

削
除

三

削
除
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四

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く

四

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く

は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

会
社
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ

会
社
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く

と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く

。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

四
の
二

法
第
百
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第

四
の
二

法
第
百
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
七
号
の
二
、
第
九
十
四
条

一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
七
号
の
二
、
第
九
十
四
条

及
び
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外

及
び
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外

国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

四
の
三

そ
の
子
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

四
の
三

そ
の
子
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

五

保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

五

保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

六

そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
の
所
在
地
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変

六

そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
の
所
在
地
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変

更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た

更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
で
な
く
な

場
合
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
で
な
く
な

っ
た
こ
と
又
は
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
に
該
当
し
な
い
子
会
社
と
な
っ
た

っ
た
こ
と
又
は
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
に
該
当
し
な
い
子
会
社
と
な
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除

こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

七

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

七

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の

る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の

会
社
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基

会
社
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基

準
議
決
権
数
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

準
議
決
権
数
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

七
の
二

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
の
議
決
権

七
の
二

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
の
議
決
権
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を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合

と
な
っ
た
場
合

七
の
三

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

七
の
三

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議

決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

七
の
四

第
四
十
八
条
の
四
各
号
又
は
第
五
十
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

七
の
四

第
四
十
八
条
の
四
各
号
又
は
第
五
十
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
七
号
の
六
に

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
七
号
の
六
に

お
い
て
特
殊
関
係
者
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

お
い
て
特
殊
関
係
者
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

七
の
五

そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

七
の
五

そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

七
の
六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

七
の
六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会

え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会

社
を
除
く
。
）
又
は
保
険
会
社
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更

社
を
除
く
。
）
又
は
保
険
会
社
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

八

外
国
に
お
い
て
支
店
若
し
く
は
従
た
る
事
務
所
又
は
駐
在
員
事
務
所
を
廃

八

外
国
に
お
い
て
支
店
若
し
く
は
従
た
る
事
務
所
又
は
駐
在
員
事
務
所
を
廃

止
し
た
場
合

止
し
た
場
合

九

第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
危
険
準
備
金
に
つ
い
て
同
条
第
七
項
に
規

九

第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
危
険
準
備
金
に
つ
い
て
同
条
第
七
項
に
規

定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
積
立
て

定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
積
立
て

を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う
と
す
る
場
合

を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う
と
す
る
場
合

十

損
害
保
険
会
社
が
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
責
任
準
備
金
の
額
の

十

損
害
保
険
会
社
が
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
責
任
準
備
金
の
額
の

計
算
を
す
る
に
際
し
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
し

計
算
を
す
る
に
際
し
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合

十
の
二

第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
危
険
準
備
金
に
つ
い
て
同
条
第
六

十
の
二

第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
危
険
準
備
金
に
つ
い
て
同
条
第
六

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い

項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
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積
立
て
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う
と
す
る
場
合

積
立
て
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う
と
す
る
場
合

十
一

第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
再
保
険
の
契

十
一

第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
再
保
険
の
契

約
を
締
結
し
よ
う
と
し
、
又
は
当
該
契
約
を
契
約
期
間
の
終
了
前
に
解
約
し

約
を
締
結
し
よ
う
と
し
、
又
は
当
該
契
約
を
契
約
期
間
の
終
了
前
に
解
約
し

よ
う
と
す
る
場
合

よ
う
と
す
る
場
合

十
二

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容

十
二

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容

を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
の
保

を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
の
保

険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

金
銭
の
消
費
貸
借
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
六
十
六

金
銭
の
消
費
貸
借
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
六
十
六

条
及
び
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す

条
及
び
第
百
九
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を

る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を

有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
の
保
険
金
等
の
支
払

有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
の
保
険
金
等
の
支
払

能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
社
債
に
該
当
す

能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
社
債
に
該
当
す

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
九
十
二
条
に
お

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
九
十
二
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
三

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る

十
三

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含

む
。
）

む
。
）

十
三
の
二

第
八
十
七
条
第
二
号
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第

十
三
の
二

第
八
十
七
条
第
二
号
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
号
若
し
く
は
第

五
号
に
掲
げ
る
額
を
算
出
す
る
た
め
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
算
出
方
法
を

五
号
に
掲
げ
る
額
を
算
出
す
る
た
め
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
算
出
方
法
を

用
い
よ
う
と
す
る
場
合

用
い
よ
う
と
す
る
場
合

十
三
の
三

前
号
に
規
定
す
る
算
出
方
法
の
使
用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出

十
三
の
三

前
号
に
規
定
す
る
算
出
方
法
の
使
用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出

方
法
に
重
大
な
変
更
を
加
え
た
場
合

方
法
に
重
大
な
変
更
を
加
え
た
場
合
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十
四

特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
お
い
て
、
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う

十
四

特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
お
い
て
、
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う

と
す
る
取
引
の
種
類
そ
の
他
第
三
項
各
号
に
定
め
る
書
類
に
係
る
事
項
を
変

と
す
る
取
引
の
種
類
そ
の
他
第
三
項
各
号
に
定
め
る
書
類
に
係
る
事
項
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）

更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
五

保
険
会
社
が
法
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

十
五

保
険
会
社
が
法
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

し
た
書
類
に
つ
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

し
た
書
類
に
つ
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

十
六

会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
株
式
の
取
得
に
関
す
る
事
項
の
決
定

十
六

会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
株
式
の
取
得
に
関
す
る
事
項
の
決
定

）
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

）
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
自

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
自

己
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

己
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
七

保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
に
お
い
て
不
祥
事
件
（

十
七

保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
に
お
い
て
不
祥
事
件
（

業
務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も

業
務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

十
八

第
二
百
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項

十
八

第
二
百
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

２

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び

２

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び

第
七
号
の
六
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
号
の
六
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

保
険
会
社
は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

３

保
険
会
社
は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

た
書
類
（
第
一
項
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

た
書
類
（
第
一
項
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
及
び
当
該
取
引
を
行

一

特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
及
び
当
該
取
引
を
行

う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

う
部
署
の
名
称
を
記
載
し
た
書
類

二

時
価
等
の
算
定
（
特
定
取
引
に
係
る
利
益
若
し
く
は
損
失
又
は
当
該
取
引

二

時
価
等
の
算
定
（
特
定
取
引
に
係
る
利
益
若
し
く
は
損
失
又
は
当
該
取
引
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の
対
象
と
な
る
財
産
の
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
部
署
の

の
対
象
と
な
る
財
産
の
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
部
署
の

名
称
を
記
載
し
た
書
類

名
称
を
記
載
し
た
書
類

三

特
定
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
と
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
の

三

特
定
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
と
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
の

区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
前
に
行
っ
た
取
引

区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
前
に
行
っ
た
取
引

及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針
を
含

及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の
方
針
を
含

む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

四

内
部
取
引
（
一
の
保
険
会
社
に
お
い
て
、
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘

四

内
部
取
引
（
一
の
保
険
会
社
に
お
い
て
、
特
定
取
引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘

定
と
の
間
で
行
う
第
五
十
三
条
の
六
の
二
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま

定
と
の
間
で
行
う
第
五
十
三
条
の
六
の
二
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
取
引
と

で
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
取
引
と

し
て
同
項
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）

し
て
同
項
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）

を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
内
部
取
引
を
解
約
す
る
場
合
を
含
む
。
）

を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
内
部
取
引
を
解
約
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

五

勘
定
間
振
替
（
第
五
十
三
条
の
六
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同

五

勘
定
間
振
替
（
第
五
十
三
条
の
六
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
取
引
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
取
扱

条
第
四
項
に
規
定
す
る
取
引
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
取
扱

い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

４

第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
の
二
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
計
算
書
類

４

第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
の
二
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
計
算
書
類

の
作
成
後
、
速
や
か
に
、
当
該
計
算
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
作
成
後
、
速
や
か
に
、
当
該
計
算
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社

５

第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社

若
し
く
は
業
務
の
委
託
先
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
若
し
く
は
業
務
の
委
託

若
し
く
は
業
務
の
委
託
先
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
若
し
く
は
業
務
の
委
託

先
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ

先
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ

る
者
を
除
く
。
）
、
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
生
命
保
険
募
集
人
若

る
者
を
除
く
。
）
、
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
生
命
保
険
募
集
人
若

し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号

し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。
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一

保
険
会
社
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の
他

一

保
険
会
社
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の
他

の
犯
罪
行
為

の
犯
罪
行
為

二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
違
反
す
る
行
為

二
十
九
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
違
反
す
る
行
為

三

法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用

三

法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
第

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
三
百
七
条
第
一
項
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
三
百
七
条
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
行
為

三
号
に
該
当
す
る
行
為

四

現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
一
件
当
た
り
百

四

現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
一
件
当
た
り
百

万
円
以
上
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を

万
円
以
上
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を

含
む
。
）

含
む
。
）

五

海
外
で
発
生
し
た
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
、

五

海
外
で
発
生
し
た
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
、

発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た
も
の

発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た
も
の

六

そ
の
他
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行
為

六

そ
の
他
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行
為

又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず
る

又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず
る

も
の

も
の

６

第
一
項
第
十
七
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
保
険

６

第
一
項
第
十
七
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
保
険

会
社
が
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
が
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
互
会
社
を
設
立
す
る
と
き
の
株
式
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
契
約

（
相
互
会
社
を
設
立
す
る
と
き
の
株
式
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
契
約

）

）

第
九
十
九
条
の
三
の
三

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
九
十
九
条
の
三
の
三

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

一

新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設

る
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

合
併
設
立
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
新
設
合

新
設
合
併
に
際
し
て
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項

併
に
際
し
て
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号

第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
（
第

に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
（
第
百
一
条

百
一
条
の
二
の
二
十
三
、
第
百
一
条
の
二
の
二
十
四
、
第
百
三
条
第
一
号
ホ

の
二
の
二
十
三
、
第
百
一
条
の
二
の
二
十
四
、
第
百
三
条
第
一
号
ホ
及
び
第

及
び
第
百
三
条
の
二
第
一
号
ホ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
に

百
三
条
の
二
第
一
号
ホ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
に
対
し
て

対
し
て
そ
の
株
式
に
代
わ
る
金
銭
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
又

そ
の
株
式
に
代
わ
る
金
銭
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
又
は
そ
の

は
そ
の
算
定
方
法

算
定
方
法

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
株
主
（
新
設

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
株
主
（
新
設

合
併
消
滅
株
式
会
社
を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
号
の
金
銭
の
割
当
て
に
関
す

合
併
消
滅
株
式
会
社
を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
号
の
金
銭
の
割
当
て
に
関
す

る
事
項

る
事
項

三

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て

三

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
全
部
又
は
一
部
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て

い
る
と
き
は
、
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
が
新
設
合
併
に
際
し
て
当
該
新
株

い
る
と
き
は
、
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
が
新
設
合
併
に
際
し
て
当
該
新
株

予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
し
て
交
付
す
る
当
該
新
株
予
約
権
に
代
わ
る

予
約
権
の
新
株
予
約
権
者
に
対
し
て
交
付
す
る
当
該
新
株
予
約
権
に
代
わ
る

金
銭
の
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

金
銭
の
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

四

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権

四

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権

の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
同
号
の
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
同
号
の
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

（
社
員
の
寄
与
分
の
計
算
）

（
社
員
の
寄
与
分
の
計
算
）

第
百
条

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

第
百
条

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

す
る
法
第
九
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
は
、
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
条
第
一
号
に
規
定

算
し
た
金
額
は
、
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
条
第
一
号
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

す
る
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
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は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百
六
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
社
員

併
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
社
員
が
当
該

が
当
該
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
と
締
結
し
て

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
と
締
結
し
て
い
る
保

い
る
保
険
契
約
ご
と
の
寄
与
分
の
合
計
額
と
す
る
。

険
契
約
ご
と
の
寄
与
分
の
合
計
額
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
ご
と
の
寄
与
分
は
、
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百

２

前
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
ご
と
の
寄
与
分
は
、
消
滅
相
互
会
社
（
法
第
百

六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節

六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
消
滅
相
互
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
定
し
た
保
険
契
約
の
区
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
定
し
た
保
険
契
約
の
区
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

「
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
区
分
に
属
す
る
保
険
契
約
ご
と
に
そ
の
責
任
準
備

額
を
控
除
し
た
額
を
、
当
該
区
分
に
属
す
る
保
険
契
約
ご
と
に
そ
の
責
任
準
備

金
、
保
険
金
、
保
険
料
そ
の
他
の
基
準
と
な
る
金
額
に
応
じ
て
計
算
し
た
金
額

金
、
保
険
金
、
保
険
料
そ
の
他
の
基
準
と
な
る
金
額
に
応
じ
て
計
算
し
た
金
額

と
す
る
。

と
す
る
。

一

社
員
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
社
員
の
支
払
っ
た
保
険
料
及
び
当
該

一

社
員
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
社
員
の
支
払
っ
た
保
険
料
及
び
当
該

保
険
料
と
し
て
収
受
し
た
金
銭
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益

保
険
料
と
し
て
収
受
し
た
金
銭
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益

の
合
計
額
か
ら
、
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
支
払
、
事
業
費
の

の
合
計
額
か
ら
、
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
支
払
、
事
業
費
の

支
出
そ
の
他
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
額
を
控
除
し
た
額

支
出
そ
の
他
の
支
出
に
充
て
ら
れ
た
額
を
控
除
し
た
額

二

社
員
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
る
た

二

社
員
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
る
た

め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の
額

め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の
額

（
株
式
の
発
行
等
に
よ
り
一
に
満
た
な
い
端
数
を
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
市

（
株
式
の
発
行
等
に
よ
り
一
に
満
た
な
い
端
数
を
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
市

場
価
格
）

場
価
格
）

第
百
条
の
二

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て

第
百
条
の
二

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二

百
三
十
四
条
第
二
項
（
一
に
満
た
な
い
端
数
の
処
理
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

百
三
十
四
条
第
二
項
（
一
に
満
た
な
い
端
数
の
処
理
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
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で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
も
っ
て
法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
六
項
に

定
め
る
額
を
も
っ
て
法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
の
価
格
と
す
る
方
法
と
す
る
。

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
の
価
格
と
す
る
方
法
と
す
る
。

一

当
該
株
式
を
市
場
に
お
い
て
行
う
取
引
に
よ
っ
て
売
却
す
る
場
合

当
該

一

当
該
株
式
を
市
場
に
お
い
て
行
う
取
引
に
よ
っ
て
売
却
す
る
場
合

当
該

取
引
に
よ
っ
て
売
却
す
る
価
格

取
引
に
よ
っ
て
売
却
す
る
価
格

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
高

い
額

い
額

イ

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

イ

法
第
百
六
十
四
条
第
三
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条

す
る
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
百
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
売
却
日

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
売
却
日

」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
株
式
を
取
引
す
る
市
場
に
お
け
る
最
終
の

」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
株
式
を
取
引
す
る
市
場
に
お
け
る
最
終
の

価
格
（
当
該
売
却
日
に
売
買
取
引
が
な
い
場
合
又
は
当
該
売
却
日
が
当
該

価
格
（
当
該
売
却
日
に
売
買
取
引
が
な
い
場
合
又
は
当
該
売
却
日
が
当
該

市
場
の
休
業
日
に
当
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
後
最
初
に
な
さ
れ
た

市
場
の
休
業
日
に
当
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
後
最
初
に
な
さ
れ
た

売
買
取
引
の
成
立
価
格
）

売
買
取
引
の
成
立
価
格
）

ロ

売
却
日
に
お
い
て
当
該
株
式
が
公
開
買
付
け
等
の
対
象
で
あ
る
と
き
は

ロ

売
却
日
に
お
い
て
当
該
株
式
が
公
開
買
付
け
等
の
対
象
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
売
却
日
に
お
け
る
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
契
約
に
お
け
る
当

、
当
該
売
却
日
に
お
け
る
当
該
公
開
買
付
け
等
に
係
る
契
約
に
お
け
る
当

該
株
式
の
価
格

該
株
式
の
価
格

（
合
併
剰
余
金
額
の
計
算
等
）

（
合
併
剰
余
金
額
の
計
算
等
）

第
百
一
条

法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
七
項
に
お
い
て
準

第
百
一
条

法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

用
す
る
法
第
九
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
金
額
は
、
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お
け
る
純
資
産
額
と
し
て

り
計
算
し
た
金
額
は
、
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お
け
る
純
資
産
額
と
し
て
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計
算
し
た
金
額
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
占
め

計
算
し
た
金
額
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
占
め

る
割
合
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
金
額
と
す
る
。

る
割
合
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
金
額
と
す
る
。

一

第
百
条
第
一
項
に
よ
り
社
員
の
寄
与
分
の
合
計
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用

一

第
百
条
第
一
項
に
よ
り
社
員
の
寄
与
分
の
合
計
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用

い
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
た
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お

い
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
た
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お

け
る
総
資
産
の
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

け
る
総
資
産
の
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

イ

第
百
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

イ

第
百
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

ロ

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
第
百
条
第
二
項
第
二

ロ

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
第
百
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用
い
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り

号
に
掲
げ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用
い
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り

評
価
し
た
保
険
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の

評
価
し
た
保
険
契
約
上
の
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の

額

額

ハ

第
百
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用
い
る
方
法

ハ

第
百
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
用
い
る
方
法

と
同
様
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
た
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お
け
る
債

と
同
様
の
方
法
に
よ
り
評
価
し
た
消
滅
相
互
会
社
の
合
併
時
に
お
け
る
債

務
を
履
行
す
る
た
め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の
額
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も

務
を
履
行
す
る
た
め
に
確
保
す
べ
き
資
産
の
額
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
員
の
寄
与
分
の
合

二

前
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
員
の
寄
与
分
の
合

計
額
を
控
除
し
た
額

計
額
を
控
除
し
た
額

２

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

２

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
（
第
百
一
条
の
二
の
二
十
二

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
（
第
百
一
条
の
二
の
二
十
二

、
第
百
一
条
の
二
の
二
十
四
、
第
百
三
条
第
一
号
ホ
及
び
第
百
三
条
の
二
第
一

、
第
百
一
条
の
二
の
二
十
四
、
第
百
三
条
第
一
号
ホ
及
び
第
百
三
条
の
二
第
一

号
ホ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
（
法
第

号
ホ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
（
法
第

百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
を
い
う
。

百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
を
い
う
。

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
貸
借

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
貸
借

対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
計
上
し
た
金
額
が
減
少
す
る
場
合
に

対
照
表
の
純
資
産
の
部
又
は
負
債
の
部
に
計
上
し
た
金
額
が
減
少
す
る
場
合
に
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は
、
当
該
減
少
額
に
つ
き
合
併
剰
余
金
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
当
該
減
少
額
に
つ
き
合
併
剰
余
金
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

剰
余
金
、
資
本
準
備
金
又
は
利
益
準
備
金
に
よ
る
欠
損
の
て
ん
補

一

剰
余
金
、
資
本
準
備
金
又
は
利
益
準
備
金
に
よ
る
欠
損
の
て
ん
補

二

資
本
金
の
額
の
減
少

二

資
本
金
の
額
の
減
少

三

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
る
第
六

三

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
る
第
六

十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
保
険
料
積
立
金

十
九
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
保
険
料
積
立
金

の
追
加
積
立
て

の
追
加
積
立
て

四

法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
の
取
崩
し

四

法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
の
取
崩
し

五

第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
危
険

五

第
六
十
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
危
険

準
備
金
の
取
崩
し

準
備
金
の
取
崩
し

（
消
滅
株
式
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
消
滅
株
式
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
二

法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
一
条
の
二
の
二

法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
消
滅
株
式
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
消
滅
株
式
会

社
（
消
滅
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

社
（
消
滅
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

、
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四

）
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四

十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁
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ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
第

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

三

消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し

る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

て
い
る
と
き

そ
の
旨

四

消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

四

消
滅
株
式
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
の

法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ

規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

場
合

そ
の
旨

五

消
滅
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

消
滅
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

六

消
滅
株
式
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

六

消
滅
株
式
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
消
滅
株
式
会
社
の
公
告
事
項
）

（
消
滅
株
式
会
社
の
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
三

法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
一
条
の
二
の
三

法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

吸
収
合
併
存
続
会
社
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定

一

吸
収
合
併
存
続
会
社
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

新
設
合
併
設
立
会
社
の
基
金
の
総
額
又
は
資
本
金
の
額

新
設
合
併
設
立
会
社
の
基
金
の
総
額
又
は
資
本
金
の
額

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
事
項

る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と

き

消
滅
株
式
会
社
（
消
滅
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
で
あ

き

消
滅
株
式
会
社
（
消
滅
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む
。
）
の
株

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む
。
）
の
株

主
及
び
新
株
予
約
権
者
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る

主
及
び
新
株
予
約
権
者
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る

金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

ロ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項

ロ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
を
含
む

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
主
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭

の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

 

全
部
又
は
一
部
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権
者
に
対

 

全
部
又
は
一
部
の
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権
者
に
対

す
る
新
株
予
約
権
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

す
る
新
株
予
約
権
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

 

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当

 

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当

て
に
関
す
る
事
項

て
に
関
す
る
事
項

 

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り

 

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り

生
ず
る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る

生
ず
る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る

株
式
の
売
却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す

株
式
の
売
却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す

る
事
項

る
事
項
 
 

の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け

 
 

の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け
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に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三

消
滅
株
式
会
社
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

三

消
滅
株
式
会
社
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

四

公
告
対
象
会
社
（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会

四

公
告
対
象
会
社
（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
又
は
新
設
合
併
消
滅
相
互
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項

と
し
て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け

と
し
て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け

る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま

る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま

で
に
定
め
る
も
の

で
に
定
め
る
も
の

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を

し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
頁

れ
て
い
る
頁

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

項
第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五

十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十

十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十

四
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

四
条
第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四

条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提

に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

ニ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

ニ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨
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ホ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ホ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
八

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六

第
百
一
条
の
二
の
八

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六

十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第

十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第

百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規

百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併
存

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併
存

続
株
式
会
社
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法

続
株
式
会
社
が
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法

第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の

第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

イ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ロ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
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法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る

株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第

株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第

二
十
四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書

年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

四

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

四

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
定
め
る
貸
借

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
公
告
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
九

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六

第
百
一
条
の
二
の
九

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六

十
五
条
の
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

十
五
条
の
七
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
資
本
金
の
額

一

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
資
本
金
の
額

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に

関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

三

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず

三

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず

る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売

る
一
株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売

却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

四

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
保
険
契
約
者
の
吸
収
合
併
後
に
お
け
る
権
利

四

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
保
険
契
約
者
の
吸
収
合
併
後
に
お
け
る
権
利

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項
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五

第
三
号
の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け

五

第
三
号
の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買
受
け

に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

六

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
法
第
百

六

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
法
第
百

六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規

六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
も
の

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併

消
滅
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

消
滅
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
頁

れ
て
い
る
頁

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
第
十
七
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

項
第
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社

が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る

ハ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る

相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法

相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法

第
二
十
四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報

事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

ニ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の

ニ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の

旨

旨
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ホ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ホ

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
が
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
）

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
一

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
百
一
条
の
二
の
十
一

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に

イ

法
第
百
六
十
五
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

よ
る
手
続
の
経
過

過
ロ

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
に
お
け
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て

イ

法
第
百
六
十
五
条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
、
法
第
百
六

過

十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い

ロ

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
四

て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
、

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用

法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
七
の
規

す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百

定
並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九

九
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の

十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条

の
七
の
規
定
並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
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法
第
七
百
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社

か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会

五

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会

社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）

（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）

六

法
第
百
六
十
九
条
の
五
第
一
項
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

六

法
第
百
六
十
九
条
の
五
第
一
項
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
二

法
第
百
六
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
一
条
の
二
の
十
二

法
第
百
六
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

法
第
百
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

新
設
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

新
設
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及
び
新

二

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及
び
新

株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

三

法
第
百
六
十
五
条
の
三
の
二
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

四

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会

三

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取

る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
反
対
株
主
の
株
式

請
求
）
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

買
取
請
求
）
の
規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二

す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
で
（
新
株
予
約
権
買

項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で

取
請
求
）
、
法
第
百
六
十
五
条
の
七
並
び
に
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定

（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
の
規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
七
の
規
定
及
び



- -144

に
よ
る
手
続
の
経
過

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

五

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
会
社
か
ら

四

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
会
社
か
ら

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

六

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

五

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
消
滅
相
互
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）

（
消
滅
相
互
会
社
の
事
前
開
示
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
三

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
百
一
条
の
二
の
十
三

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
消
滅
相
互
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ
る
場

令
で
定
め
る
事
項
は
、
消
滅
相
互
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ
る
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
め
が
な
い
こ
と
）

る
定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
め
が
な
い
こ
と
）

の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
条
第
二

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
条
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
四
条
第

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
四
条
第

一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
し
て
交
付
す
る
株
式
等
（
法
第
百

二

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
し
て
交
付
す
る
株
式
等
（
法
第
百

六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
を
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一

六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
等
を
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一

部
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
株
式
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
吸
収
合
併
存

部
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
株
式
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
吸
収
合
併
存

続
株
式
会
社
の
定
款
の
定
め

続
株
式
会
社
の
定
款
の
定
め
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三

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次

三

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次

に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
）
の
内
容

表
）
の
内
容

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重

大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
各
事
務
所
に
備
え
置
い

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
各
事
務
所
に
備
え
置
い

た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
」
と
い
う

た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
」
と
い
う

。
）
後
吸
収
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年

。
）
後
吸
収
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年

度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年

度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年

度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

四

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が
法
第
百
八
十

四

吸
収
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が
法
第
百
八
十

条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目

条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目

録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

五

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

五

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
事
項

る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

吸
収
合
併
存
続
相
互

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

吸
収
合
併
存
続
相
互

会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

 
最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借

に
あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
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対
照
表
）
の
内
容

対
照
表
）
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分

、
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分

、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を

、
重
大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を

与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
吸
収
合
併
契
約
備
置
開

与
え
る
事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
吸
収
合
併
契
約
備
置
開

始
日
後
吸
収
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業

始
日
後
吸
収
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業

年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事

年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事

業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

吸
収
合
併
存
続
株
式

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

吸
収
合
併
存
続
株
式

会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借

に
あ
っ
て
は
、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借

対
照
表
）
の
内
容

対
照
表
）
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
成
立
の
日
。 

に
お
い
て
同
じ
。
）
後

、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
成
立
の
日
。 

に
お
い
て
同
じ
。
）
後

の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

の
日
を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当

は
、
最
も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

該
臨
時
計
算
書
類
等
の
内
容

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の

 

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の

負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
吸
収
合
併

じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
吸
収
合
併

の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ

の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後

と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
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に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

六

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社

六

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社

又
は
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
債
務
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
一
項

又
は
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
の
債
務
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契

の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契

約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
（
保
険
契
約
者
そ
の
他
保

約
者
そ
の
他
の
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
（
保
険
契
約
者
そ
の
他
保

険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利
（
保
険
金
請
求
権
等
を
除
く

険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利
（
保
険
金
請
求
権
等
を
除
く

。
）
に
係
る
債
務
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事

。
）
に
係
る
債
務
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事

項

項

七

吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ

七

吸
収
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ

た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

２

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

２

法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
消
滅
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

、
消
滅
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

る
定
め
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

イ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
一
条
第

イ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
一
条
第

一
項
第
六
号
又
は
第
百
六
十
三
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲

六
号
又
は
第
百
六
十
三
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

項
に
つ
い
て
の
定
め

ロ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
五
条
第

ロ

新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
五
条
第

一
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

一
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め

二

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
含
み
、
清

二

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
他
の
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
含
み
、
清

算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

算
相
互
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
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あ
っ
て
は
、
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

あ
っ
て
は
、
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
）
の
内
容

表
）
の
内
容

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重

新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重

大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

大
な
債
務
の
負
担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項

事
象
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
（
法
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
各
事
務
所
に
備
え
置
い

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
各
事
務
所
に
備
え
置
い

た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
」
と
い
う

た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
」
と
い
う

。
）
後
新
設
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年

。
）
後
新
設
合
併
の
効
力
が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年

度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年

度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年

度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事
象
の
内
容
に
限
る
。
）

三

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
清
算
株
式
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次

三

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
清
算
株
式
会
社
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
次

に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
等
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

あ
っ
て
は
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
）
の
内
容

表
）
の
内
容

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ロ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
成
立
の
日
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
の
日

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
成
立
の
日
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
の
日

を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最

を
臨
時
決
算
日
（
二
以
上
の
臨
時
決
算
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最

も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
臨
時
計

も
遅
い
も
の
）
と
す
る
臨
時
計
算
書
類
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
臨
時
計

算
書
類
等
の
内
容

算
書
類
等
の
内
容

ハ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負

ハ

最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
重
要
な
財
産
の
処
分
、
重
大
な
債
務
の
負

担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た

担
そ
の
他
の
会
社
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
が
生
じ
た
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と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
新
設
合
併
の
効
力

と
き
は
、
そ
の
内
容
（
新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
新
設
合
併
の
効
力

が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る

が
生
ず
る
日
ま
で
の
間
に
新
た
な
最
終
事
業
年
度
が
存
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
た
な
最
終
事
業
年
度
の
末
日
後
に
生
じ
た
事

象
の
内
容
に
限
る
。
）

象
の
内
容
に
限
る
。
）

四

当
該
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
及
び
他
の

四

当
該
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
（
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
及
び
他
の

新
設
合
併
消
滅
会
社
（
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が

新
設
合
併
消
滅
会
社
（
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
に
限
る
。
）
が

会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用

会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表

五

新
設
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
新
設
合
併
設
立
会
社
の
債

五

新
設
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
新
設
合
併
設
立
会
社
の
債

務
（
保
険
契
約
者
そ
の
他
保
険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利

務
（
保
険
契
約
者
そ
の
他
保
険
契
約
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
当
該
権
利

（
保
険
金
請
求
権
等
を
除
く
。
）
に
係
る
債
務
又
は
他
の
新
設
合
併
消
滅
会

（
保
険
金
請
求
権
等
を
除
く
。
）
に
係
る
債
務
又
は
他
の
新
設
合
併
消
滅
会

社
か
ら
承
継
す
る
債
務
を
除
く
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

社
か
ら
承
継
す
る
債
務
を
除
く
。
）
の
履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

六

新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ

六

新
設
合
併
契
約
備
置
開
始
日
後
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ

た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
事
項

（
消
滅
相
互
会
社
の
公
告
事
項
）

（
消
滅
相
互
会
社
の
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

第
百
一
条
の
二
の
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
の
基
金
の
総
額
又
は
資
本

一

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
の
基
金
の
総
額
又
は
資
本

金
の
額

金
の
額

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
事
項

る
事
項

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と

イ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
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き

消
滅
相
互
会
社
（
消
滅
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ

き

消
滅
相
互
会
社
（
消
滅
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
含
む
。
以
下
こ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
他
の
新
設
合
併
消
滅
相
互
会
社
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
社
員
又
は
新
設
合
併
消
滅
株
式

の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
社
員
又
は
新
設
合
併
消
滅
株
式

会
社
の
株
主
及
び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事

会
社
の
株
主
及
び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事

項

項

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と

ロ

吸
収
合
併
存
続
会
社
又
は
新
設
合
併
設
立
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と

き

次
に
掲
げ
る
事
項

き

次
に
掲
げ
る
事
項

 

消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す

 

消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す

る
事
項

る
事
項

 

消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず
る
一

 

消
滅
相
互
会
社
の
社
員
に
対
す
る
株
式
の
割
当
て
に
よ
り
生
ず
る
一

株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売

株
に
満
た
な
い
端
数
に
係
る
部
分
に
つ
き
新
た
に
発
行
す
る
株
式
の
売

却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

却
の
方
法
そ
の
他
売
却
に
関
し
第
九
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
事
項

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
株
主
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
株
主
に
対
す
る
株
式
又
は
金
銭
の
割
当

て
に
関
す
る
事
項

て
に
関
す
る
事
項

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
新
株
予
約
権

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
新
株
予
約
権

又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

又
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

三

消
滅
相
互
会
社
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

三

消
滅
相
互
会
社
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

四

第
二
号
ロ 

の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買

四

第
二
号
ロ 

の
株
式
を
買
い
受
け
る
と
き
は
、
買
受
け
の
方
法
そ
の
他
買

受
け
に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

受
け
に
関
し
第
九
十
九
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項

五

公
告
対
象
会
社
（
消
滅
相
互
会
社
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
及
び
吸
収

五

公
告
対
象
会
社
（
消
滅
相
互
会
社
、
新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
及
び
吸
収

合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に

合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に

関
す
る
事
項
と
し
て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

関
す
る
事
項
と
し
て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
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該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の

該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第

一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
頁

れ
て
い
る
頁

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
第
十
七
号
イ
又
は
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（

項
第
十
八
号
イ
又
は
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（

株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五

十
四
条
の
七
第
三
項
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措

十
四
条
の
七
第
三
項
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措

置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
又
は
会
社
法

置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
又
は
会
社
法

第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
又
は
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
又
は
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を

度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

ニ

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

ニ

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外

る
法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
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）
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の

用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ホ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

ホ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

ヘ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

ヘ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

そ
の
旨

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の 

又
は 

に
掲
げ

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の 

又
は 

に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該 

又
は 

に
定
め
る
事
項

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該 

又
は 

に
定
め
る
事
項

 

公
告
対
象
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

 

公
告
対
象
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

 

公
告
対
象
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

 

公
告
対
象
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二

別
紙
様
式
第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
公
告
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
七

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

第
百
一
条
の
二
の
十
七

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

六
十
五
条
の
十
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
基
金
の
総
額

一

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
基
金
の
総
額

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
事
項

る
事
項
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イ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

吸
収
合
併
消
滅
相
互

イ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

吸
収
合
併
消
滅
相
互

会
社
の
社
員
に
対
す
る
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

会
社
の
社
員
に
対
す
る
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

ロ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

吸
収
合
併
消
滅
株
式

ロ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

吸
収
合
併
消
滅
株
式

会
社
の
株
主
及
び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
事
項

会
社
の
株
主
及
び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
事
項

三

吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
保
険
契
約
者
の
吸
収
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関

三

吸
収
合
併
消
滅
会
社
の
保
険
契
約
者
の
吸
収
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関

す
る
事
項

す
る
事
項

四

公
告
対
象
会
社
（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
を

四

公
告
対
象
会
社
（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
及
び
吸
収
合
併
消
滅
会
社
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
と
し

て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十

て
、
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第

会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第

一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

 

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

と
き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
頁

れ
て
い
る
頁

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

 

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
第
十
七
号
イ
又
は
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（

項
第
十
八
号
イ
又
は
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（

株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
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十
四
条
の
七
第
三
項
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措

十
四
条
の
七
第
三
項
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措

置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
又
は
会
社
法

置
を
執
っ
て
い
る
場
合

法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
十
六
号
又
は
会
社
法

第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

ハ

公
告
対
象
会
社
が
法
第
五
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
又
は
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

に
お
い
て
、
当
該
相
互
会
社
又
は
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

四
条
第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を

度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

ニ

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

ニ

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外

る
法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適

）
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の

用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

で
あ
る
場
合

そ
の
旨

ホ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

ホ

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

ヘ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

ヘ

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
又
は
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

そ
の
旨

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の 
又
は 

に
掲
げ

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の 

又
は 

に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該 

又
は 

に
定
め
る
事
項

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該 

又
は 

に
定
め
る
事
項

 

公
告
対
象
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

 

公
告
対
象
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三

別
紙
様
式
第
三
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
三
号
の

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

 

公
告
対
象
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

 
公
告
対
象
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
と
き

最
終
事
業
年
度
に
係
る

別
紙
様
式
第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二

別
紙
様
式
第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
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号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の

号
の
三
、
特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

二
）
に
定
め
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
十
九

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
一
条
の
二
の
十
九

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
吸
収
合
併
消
滅
会
社
に

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
吸
収
合
併
消
滅
会
社
に

お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
手
続
の
経
過

お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
手
続
の
経
過

イ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
手
続
の

イ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

次
に
定
め
る
手
続
の

経
過

経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及

 

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及

び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

 

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

過

用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
反
対
株

主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規

定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
の
規
定
及
び
法
第
百

六
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
新
設
）

る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
反
対
株
主
の

株
式
買
取
請
求
）
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
十
項
ま
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で
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
並
び
に
法
第
百
六
十
五
条
の
七
の
規
定

に
よ
る
手
続
の
経
過

ロ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
手
続
の

ロ

吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
五
条
の

経
過

十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 
法
第
百
六
十
五
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の

経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
に
お
け
る
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て

イ

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十

準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

六
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

ロ

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
十

七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
会
社
か
ら

四

吸
収
合
併
に
よ
り
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
が
吸
収
合
併
消
滅
会
社
か
ら

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

五

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

定
に
よ
り
吸
収
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
（
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
を
除
く
。
）

六

法
第
百
六
十
九
条
の
五
第
一
項
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

六

法
第
百
六
十
九
条
の
五
第
一
項
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
二
十

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

第
百
一
条
の
二
の
二
十

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

る
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
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は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

新
設
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

新
設
合
併
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
新
設
合
併
消
滅
会
社
に

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
新
設
合
併
消
滅
会
社
に

お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
手
続
の
経
過

お
け
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
手
続
の
経
過

イ

株
式
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
手

イ

株
式
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
で
あ
る
場
合

次
に
定
め
る
手

続
の
経
過

続
の
経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及

 

法
第
百
六
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
及

び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

び
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
通
知
又
は
公
告
の
手
続
の
経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
三
の
二
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
六
の
二
の
規

 

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
反
対
株

主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規

定
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
の
規
定
、
法
第
百
六

十
五
条
の
七
の
規
定
及
び
法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手

続
の
経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
新
設
）

る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
反
対
株
主
の

株
式
買
取
請
求
）
、
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
八
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
十
項
ま

で
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
、
法
第
百
六
十
五
条
の
七
並
び
に
第
百

六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ロ

相
互
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
手

ロ

相
互
会
社
と
相
互
会
社
と
の
新
設
合
併
で
あ
る
場
合

法
第
百
六
十
五

続
の
経
過

条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過
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法
第
百
六
十
五
条
の
十
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の

経
過

 

法
第
百
六
十
五
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
会
社
か
ら

三

新
設
合
併
に
よ
り
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
が
新
設
合
併
消
滅
会
社
か
ら

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

四

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

四

法
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
十
五
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

定
に
よ
り
新
設
合
併
消
滅
会
社
が
備
え
置
い
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
二
の
二
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定

第
百
一
条
の
二
の
二
十
四

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
に
お
け
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

社
（
吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
又
は
新
設
合
併

社
（
吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
、
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
又
は
新
設
合
併

消
滅
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四

消
滅
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
会
社
法
第
四

百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

百
四
十
条
第
一
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
（
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
会
社
法
第
四
百
四
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁
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ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し

る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

て
い
る
と
き

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
の

法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ

規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

六

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

六

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
又
は
計
算
規
則

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
又
は
計
算
規
則

第
六
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

第
六
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容
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（
会
社
法
合
併
会
社
の
公
告
事
項
）

（
会
社
法
合
併
会
社
の
公
告
事
項
）

第
百
一
条
の
三

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
一
条
の
三

法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等

一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等

の
資
本
金
の
額

の
資
本
金
の
額

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
事
項

る
事
項

イ

株
式
会
社
と
株
式
会
社
と
が
合
併
す
る
場
合

合
併
後
消
滅
す
る
株
式

イ

株
式
会
社
と
株
式
会
社
と
が
合
併
す
る
場
合

合
併
後
消
滅
す
る
株
式

会
社
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
（
会
社
法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
（
株
式

会
社
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
（
会
社
法
第
百
五
十
一
条
（
株
式
の
質
入

の
質
入
れ
の
効
果
）
に
規
定
す
る
金
銭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

れ
の
効
果
）
に
規
定
す
る
金
銭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
条

百
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
当
て
又
は
新
株
予
約
権
者
に
対
す

の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
当
て
又
は
新
株
予
約
権
者
に
対
す
る
新
株

る
新
株
予
約
権
若
し
く
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

予
約
権
若
し
く
は
金
銭
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

ロ

株
式
会
社
と
持
分
会
社
と
が
合
併
す
る
場
合

合
併
後
消
滅
す
る
株
式

ロ

株
式
会
社
と
持
分
会
社
と
が
合
併
す
る
場
合

合
併
後
消
滅
す
る
株
式

会
社
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
て
若
し
く
は
新
株
予
約
権
者
に
対

会
社
の
株
主
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
て
若
し
く
は
新
株
予
約
権
者
に
対

す
る
新
株
予
約
権
若
し
く
は
金
銭
の
割
当
て
又
は
合
併
後
消
滅
す
る
持
分

す
る
新
株
予
約
権
若
し
く
は
金
銭
の
割
当
て
又
は
合
併
後
消
滅
す
る
持
分

会
社
の
社
員
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

会
社
の
社
員
に
対
す
る
金
銭
等
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項

三

合
併
後
消
滅
す
る
会
社
法
合
併
会
社
（
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
一

三

合
併
後
消
滅
す
る
会
社
法
合
併
会
社
（
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
会
社
法
合
併
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。

項
に
規
定
す
る
会
社
法
合
併
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

）
の
保
険
契
約
者
の
合
併
後
に
お
け
る
権
利
に
関
す
る
事
項

（
合
併
後
の
公
告
事
項
）

（
合
併
後
の
公
告
事
項
）

第
百
三
条

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
百
三
条

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま

一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項

で
に
掲
げ
る
事
項

イ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

イ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
一
第

等
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
一
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ロ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
二
第

等
が
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
二
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ハ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
九
第

等
が
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
九
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ニ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
二
十
第

等
が
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
二
十
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
に
掲
げ
る
事
項

ホ

会
社
法
合
併
会
社
を
全
部
又
は
一
部
の
当
事
者
と
す
る
合
併
で
あ
る
場

ホ

会
社
法
合
併
会
社
を
全
部
又
は
一
部
の
当
事
者
と
す
る
合
併
で
あ
る
場

合

次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

合

次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

 

吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権

買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
及
び
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
及
び
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反

対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過
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新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対

株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求

株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求

）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

二

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会

二

吸
収
合
併
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会

社
等
の
成
立
の
日

社
等
の
成
立
の
日

三

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等

三

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等

の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等
の

（
合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社
等
の

事
後
開
示
事
項
）

事
後
開
示
事
項
）

第
百
三
条
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
百
三
条
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま

一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項

で
に
掲
げ
る
事
項

イ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

イ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
一
第

等
が
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
一
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ロ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
二
第

等
が
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
二
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ハ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ハ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
九
第

等
が
吸
収
合
併
存
続
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
十
九
第
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二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

ニ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

ニ

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
保
険
会
社

等
が
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
二
十
第

等
が
新
設
合
併
設
立
相
互
会
社
で
あ
る
場
合

第
百
一
条
の
二
の
二
十
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項

二
号
に
掲
げ
る
事
項

ホ

会
社
法
合
併
会
社
を
全
部
又
は
一
部
の
当
事
者
と
す
る
合
併
で
あ
る
場

ホ

会
社
法
合
併
会
社
を
全
部
又
は
一
部
の
当
事
者
と
す
る
合
併
で
あ
る
場

合

次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

合

次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

 

吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

吸
収
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権

反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権

買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
及
び
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
及
び
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反

対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

 

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
（
保
険
会
社
等
に
限
る
。
）
に
お
け
る
法

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対

第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
の
規
定
並
び
に
会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対

株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求

株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求

）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

二

前
号
ホ
の
合
併
に
よ
り
合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り

二

前
号
ホ
の
合
併
に
よ
り
合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り

設
立
す
る
保
険
会
社
等
に
お
け
る
会
社
法
第
八
百
一
条
第
三
項
第
一
号
（
吸

設
立
す
る
保
険
会
社
等
に
お
け
る
会
社
法
第
八
百
一
条
第
三
項
第
一
号
（
吸

収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
又
は
第
八
百
十
五
条

収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
又
は
第
八
百
十
五
条

第
三
項
第
一
号
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧

第
三
項
第
一
号
（
新
設
合
併
契
約
等
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧

等
）
に
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項

等
）
に
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
事
項
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（
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
公
告
事
項
）

第
百
五
条
の
二
の
四

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
百
五
条
の
二
の
四

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
公
告
対
象
会

社
（
分
割
当
事
会
社
（
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
当

社
（
分
割
当
事
会
社
（
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
分
割
当

事
会
社
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条

事
会
社
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条

第
二
項
第
三
号
、
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
八
百
十
条

第
二
項
第
三
号
、
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
八
百
十
条

第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
の
株
式
会
社
（
吸
収
分
割
株
式
会
社
、

第
二
項
第
三
号
（
債
権
者
の
異
議
）
の
株
式
会
社
（
吸
収
分
割
株
式
会
社
、

吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
又
は
新
設
分
割
株
式
会
社
に
限
る
。
）
を
い
う
。

吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
又
は
新
設
分
割
株
式
会
社
に
限
る
。
）
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
法
第
十

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
（
法
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は

三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
に
よ
り
公
告

会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
二
項
（
計
算
書
類
の
公
告
）
の
規
定
に
よ
り
公
告

を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

イ

官
報
で
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
官
報
の
日
付
及
び
当
該
公
告

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
頁

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

ロ

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
で
公
告
を
し
て
い
る
と

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

き
は
、
当
該
日
刊
新
聞
紙
の
名
称
、
日
付
及
び
当
該
公
告
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
頁

い
る
頁

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
（
株
式
会
社
の
設
立
の
登
記
）
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
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四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ
て
い
る
場
合

同
法
第
九
百

十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

三

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条

第
一
項
（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し

る
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
と
き

そ
の
旨

て
い
る
と
き

そ
の
旨

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

四

公
告
対
象
会
社
が
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
第
二
十
八
条
（
計
算
書
類
の
公
告
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
の

法
律
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ

規
定
に
よ
り
会
社
法
第
四
百
四
十
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

五

公
告
対
象
会
社
に
つ
き
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

六

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

六

公
告
対
象
会
社
が
清
算
株
式
会
社
で
あ
る
場
合

そ
の
旨

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

最
終
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

第
二
号
（
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
三
、
特
定

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
又
は
計
算
規
則

取
引
勘
定
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
又
は
計
算
規
則

第
六
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

第
六
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
貸
借
対
照
表
の
要
旨
の
内
容

（
吸
収
分
割
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
吸
収
分
割
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
五
条
の
五

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

第
百
五
条
の
五

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
吸
収
分
割
又
は
株
式
交

適
用
す
る
会
社
法
第
七
百
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
吸
収
分
割
又
は
株
式
交

換
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

換
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。
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一

吸
収
分
割
株
式
会
社
が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
の
場
合

次
に
掲
げ
る

一

吸
収
分
割
株
式
会
社
が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
の
場
合

次
に
掲
げ
る

事
項

事
項

イ

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

イ

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

ロ

吸
収
分
割
株
式
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

ロ

吸
収
分
割
株
式
会
社
に
お
け
る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（
反
対
株
主

 
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
（
吸
収
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請

の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）

求
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

の
規
定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第

 

会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

七
百
八
十
七
条
（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条

の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経

過

ハ

吸
収
分
割
承
継
会
社
（
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定

ハ

吸
収
分
割
承
継
会
社
（
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

す
る
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

お
け
る
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規

 

会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
の
二
（
吸
収
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請

定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項

求
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

又
は
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
（
債
権
者
の
異
議
）
（
同
法
第
八
百
二
条

 

会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経

並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項

過

又
は
会
社
法
第
七
百
九
十
九
条
（
債
権
者
の
異
議
）
（
同
法
第
八
百
二

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続

の
経
過

ニ

吸
収
分
割
に
よ
り
吸
収
分
割
承
継
会
社
が
吸
収
分
割
株
式
会
社
か
ら
承

ニ

吸
収
分
割
に
よ
り
吸
収
分
割
承
継
会
社
が
吸
収
分
割
株
式
会
社
か
ら
承

継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

ホ

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
（
吸
収
分
割
の
登
記
）
の
変
更
の
登
記
を
し

ホ

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
（
吸
収
分
割
の
登
記
）
の
変
更
の
登
記
を
し
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た
日

た
日

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な

事
項

事
項

二

吸
収
分
割
株
式
会
社
が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
以
外
の
株
式
会
社
の
場

二

吸
収
分
割
株
式
会
社
が
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
以
外
の
株
式
会
社
の
場

合

次
に
掲
げ
る
事
項

合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

イ

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

ロ

吸
収
分
割
株
式
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

ロ

吸
収
分
割
株
式
会
社
に
お
け
る
会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
、
第
七
百
八

 

会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の

十
七
条
及
び
第
七
百
八
十
九
条
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続

経
過

の
経
過

 

会
社
法
第
七
百
八
十
五
条
、
第
七
百
八
十
七
条
及
び
第
七
百
八
十
九

条
（
債
権
者
の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ハ

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
お
け
る
次
に

ハ

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
お
け
る
会
社

掲
げ
る
手
続
の
経
過

法
第
七
百
九
十
七
条
の
規
定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら

 

会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
の
二
（
吸
収
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請

第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

求
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

 

会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定

並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項

の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ニ

吸
収
分
割
に
よ
り
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
吸
収
分
割
承
継
会

ニ

吸
収
分
割
に
よ
り
保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
吸
収
分
割
承
継
会

社
が
吸
収
分
割
株
式
会
社
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事

社
が
吸
収
分
割
株
式
会
社
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事

項

項

ホ

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

ホ

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
の
変
更
の
登
記
を
し
た
日

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な
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事
項

事
項

（
吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
五
条
の
五
の
二

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

第
百
五
条
の
五
の
二

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
八
百
一
条
第
二
項
（
吸
収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等

え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
八
百
一
条
第
二
項
（
吸
収
合
併
等
に
関
す
る
書
面
等

の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

一

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

吸
収
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

吸
収
分
割
合
同
会
社
（
会
社
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
（
持
分
会
社
の

二

吸
収
分
割
合
同
会
社
（
会
社
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
（
持
分
会
社
の

手
続
）
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
合
同
会
社
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

手
続
）
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
合
同
会
社
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
八
十
九
条
（
債
権
者

。
）
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
百
八
十
九
条
（
債
権
者

の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
に
お
け
る
会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株

イ

会
社
法
第
七
百
九
十
六
条
の
二
（
吸
収
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請
求

主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら

）
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ロ

会
社
法
第
七
百
九
十
七
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
の
規
定
並

び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規

定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

吸
収
分
割
に
よ
り
吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
が
吸
収
分
割
合
同
会
社
か
ら

四

吸
収
分
割
に
よ
り
吸
収
分
割
承
継
株
式
会
社
が
吸
収
分
割
合
同
会
社
か
ら

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項

五

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
（
吸
収
分
割
の
登
記
）
の
変
更
の
登
記
を
し
た

五

会
社
法
第
九
百
二
十
三
条
（
吸
収
分
割
の
登
記
）
の
変
更
の
登
記
を
し
た

日

日

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
吸
収
分
割
に
関
す
る
重
要
な
事
項
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（
新
設
分
割
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

（
新
設
分
割
株
式
会
社
の
事
後
開
示
事
項
）

第
百
五
条
の
五
の
三

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

第
百
五
条
の
五
の
三

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
新
設
分
割
又
は
株
式

え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
八
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
新
設
分
割
又
は
株
式

移
転
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

移
転
に
関
す
る
書
面
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

新
設
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

一

新
設
分
割
が
効
力
を
生
じ
た
日

二

会
社
法
第
八
百
五
条
の
二
（
新
設
合
併
等
を
や
め
る
こ
と
の
請
求
）
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

三

会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条

二

会
社
法
第
八
百
六
条
（
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
）
及
び
第
八
百
八
条

（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
の
規
定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項

（
新
株
予
約
権
買
取
請
求
）
の
規
定
並
び
に
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項

か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定
又
は
会
社
法
第
八
百
十
条
（
債
権
者

か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
又
は
会
社
法
第
八
百
十
条
（
債
権
者
の
異
議

の
異
議
）
（
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
（
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
（
持
分
会
社
の
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す

。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

新
設
分
割
に
よ
り
新
設
分
割
設
立
会
社
（
会
社
法
第
七
百
六
十
三
条
第
一

三

新
設
分
割
に
よ
り
新
設
分
割
設
立
会
社
（
会
社
法
第
七
百
六
十
三
条
（
株

項
（
株
式
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
計
画
）
に
規
定
す
る
新
設
分
割
設
立

式
会
社
を
設
立
す
る
新
設
分
割
計
画
）
に
規
定
す
る
新
設
分
割
設
立
会
社
を

会
社
を
い
う
。
）
が
新
設
分
割
会
社
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関

い
う
。
）
が
新
設
分
割
会
社
か
ら
承
継
し
た
重
要
な
権
利
義
務
に
関
す
る
事

す
る
事
項

項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
分
割
に
関
す
る
重
要
な
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
分
割
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
清
算
相
互
会
社
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

（
清
算
相
互
会
社
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

第
百
十
条
の
二

法
第
百
八
十
条
の
八
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
百
十
条
の
二

法
第
百
八
十
条
の
八
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。
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一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

三

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制

た
め
の
体
制

四

監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合

四

監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合

に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
体
制

に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
使
用
人
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

五

前
号
の
使
用
人
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

六

監
査
役
の
第
四
号
の
使
用
人
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る

（
新
設
）

事
項

七

清
算
人
及
び
使
用
人
が
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監

六

清
算
人
及
び
使
用
人
が
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監

査
役
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

査
役
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

八

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

（
新
設
）

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

九

監
査
役
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続

（
新
設
）

そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係

る
方
針
に
関
す
る
事
項

十

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
体
制
の
ほ
か
、
監
査
役
の
監
査
が
実
効

七

そ
の
他
監
査
役
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

体
制

２

清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定

２

清
算
人
が
二
人
以
上
あ
る
清
算
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定

す
る
体
制
に
は
、
業
務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

す
る
体
制
に
は
、
業
務
の
決
定
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
清
算
人
会
設
置
相
互
会
社
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）

（
清
算
人
会
設
置
相
互
会
社
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
）



- -171

第
百
十
条
の
四

法
第
百
八
十
条
の
十
四
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
百
十
条
の
四

法
第
百
八
十
条
の
十
四
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
体
制
と
す
る
。

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

一

清
算
人
の
職
務
の
執
行
に
係
る
情
報
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

二

損
失
の
危
険
の
管
理
に
関
す
る
規
程
そ
の
他
の
体
制

三

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

三

使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
及
び
定
款
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制

た
め
の
体
制

四

監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合

四

監
査
役
が
そ
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
使
用
人
を
置
く
こ
と
を
求
め
た
場
合

に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
体
制

に
お
け
る
当
該
使
用
人
に
関
す
る
体
制

五

前
号
の
使
用
人
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

五

前
号
の
使
用
人
の
清
算
人
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

六

監
査
役
の
第
四
号
の
使
用
人
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す
る

（
新
設
）

事
項

七

清
算
人
及
び
使
用
人
が
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監

六

清
算
人
及
び
使
用
人
が
監
査
役
に
報
告
を
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監

査
役
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

査
役
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制

八

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

（
新
設
）

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

九

監
査
役
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続

（
新
設
）

そ
の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
に
処
理
に
係

る
方
針
に
関
す
る
事
項

十

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
体
制
の
ほ
か
、
監
査
役
の
監
査
が
実
効

七

そ
の
他
監
査
役
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

体
制

（
総
資
産
額
）

（
総
資
産
額
）

第
百
十
四
条
の
二

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法

第
百
十
四
条
の
二

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
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第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
（
事
業
の
譲
渡
の
制
限
等
）

第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
事
業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
第
百
八
十
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る

準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
の
規

会
社
法
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
の
規
定
に
よ

定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
を
総
資
産
額
と

り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
を
総
資
産
額
と
す
る

す
る
方
法
と
す
る
。

方
法
と
す
る
。

（
債
権
者
集
会
の
招
集
の
決
定
事
項
）

（
債
権
者
集
会
の
招
集
の
決
定
事
項
）

第
百
十
四
条
の
三

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法

第
百
十
四
条
の
三

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法

第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定
）
に
規
定

第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定
）
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

次
条
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
同
条

一

次
条
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
同
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

二

書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
債
権
者
集
会
（
法
第
百
八
十
四
条

二

書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
債
権
者
集
会
（
法
第
百
八
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
編
第
九
章
第
二
節
第
八
款
（
債
権
者
集
会

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
二
編
第
九
章
第
二
節
第
八
款
（
債
権
者
集
会

）
の
規
定
の
適
用
の
あ
る
債
権
者
の
集
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

）
の
規
定
の
適
用
の
あ
る
債
権
者
の
集
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用

同
じ
。
）
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
九
条
第
一
項
（
債
権
者
集
会
の
招
集
の
通
知
）
の

す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
九
条
第
一
項
（
債
権
者
集
会
の
招
集
の
通
知
）
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限

規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
の
時
に
限

る
。
）

る
。
）

三

一
の
協
定
債
権
者
（
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五

三

一
の
協
定
債
権
者
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準

百
十
七
条
第
一
項
（
相
殺
の
禁
止
）
に
規
定
す
る
協
定
債
権
者
を
い
う
。
以

用
す
る
会
社
法
第
五
百
五
十
六
条
第
一
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）

下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
法
第
百
八
十
四
条
に

（
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
五
十
六
条
第
一
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
五
百
五
十
六
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の
行
使
）
（
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
八

条
第
一
項
又
は
第
五
百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
五

行
使
）
）
の
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、

百
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
五
百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る

当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る

議
決
権
の
行
使
）
）
の
規
定
に
よ
り
重
複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に

と
き
に
お
け
る
当
該
協
定
債
権
者
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事

お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も

項
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
協
定
債
権
者
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に

関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

四

第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取

四

第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取

扱
い
の
内
容

扱
い
の
内
容

五

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項

五

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
債
権
者
集
会
の
日
時
以

イ

電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
債
権
者
集
会
の
日
時
以

前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五

前
の
時
で
あ
っ
て
、
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五

百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経

百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経

過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）

過
し
た
日
以
後
の
時
に
限
る
。
）

ロ

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
九
条
第
二

ロ

法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
四
十
九
条
第
二

項
の
承
諾
を
し
た
協
定
債
権
者
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
当
該
協
定
債
権
者

項
の
承
諾
を
し
た
協
定
債
権
者
（
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

に
対
し
て
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
五
十
条

会
社
法
第
五
百
十
七
条
第
一
項
（
相
殺
の
禁
止
）
に
規
定
す
る
協
定
債
権

第
一
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
等
）
の

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
請
求
が
あ
っ
た
時
に
当

規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
（
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

該
協
定
債
権
者
に
対
し
て
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

会
社
法
第
五
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
書
面
を
い
う
。

第
五
百
五
十
条
第
一
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面

第
百
十
四
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
（
当
該
交
付
に
代
え
て
行

の
交
付
等
）
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
（
法
第
百
八
十
四
条
に
お

う
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
五

い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
五
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
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十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
す

書
面
を
い
う
。
第
百
十
四
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
（
当
該
交

る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

付
に
代
え
て
行
う
法
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
五
百
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を

含
む
。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
外
国
保
険
会
社
等
の
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
に
関
す
る
事
項
）

（
外
国
保
険
会
社
等
の
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
に
関
す
る
事
項
）

第
百
七
十
五
条
の
二

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま

第
百
七
十
五
条
の
二

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま

で
及
び
第
百
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

で
及
び
第
百
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

上
許
さ
れ
な
い
も
の
を
除
き
、
法
第
二
百
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

上
許
さ
れ
な
い
も
の
を
除
き
、
法
第
二
百
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号
（
業
務
の
執
行
）
、
第

て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号
（
業
務
の
執
行
）
、
第

四
百
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等
）
、
第
四
百
九
十
二
条

四
百
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等
）
、
第
四
百
九
十
二
条

第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
事

第
三
号
イ
（
事
業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
、
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（

業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
、
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の

債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定
）
、
第
五
百
五
十
条
第
一
項
、
第
五
百
五
十
一

招
集
等
の
決
定
）
、
第
五
百
五
十
条
第
一
項
、
第
五
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面
の
交

第
二
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
等
）
、
第
五

付
等
）
、
第
五
百
五
十
六
条
第
二
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
五

百
五
十
六
条
第
二
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
五
百
五
十
七
条
第

百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
並
び
に
第
五
百

一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
並
び
に
第
五
百
六
十
一
条
（
議

六
十
一
条
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い

事
録
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
外
国
相
互
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
に
関
す
る
事
項
）

（
外
国
相
互
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
に
関
す
る
事
項
）

第
百
七
十
六
条
の
二

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま

第
百
七
十
六
条
の
二

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま

で
及
び
第
百
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

で
及
び
第
百
十
四
条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
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上
許
さ
れ
な
い
も
の
を
除
き
、
法
第
二
百
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

上
許
さ
れ
な
い
も
の
を
除
き
、
法
第
二
百
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
会
社
法
第
八
百
二
十
二
条
第
三
項
（
日
本
に
あ
る
外
国
会
社
の
財
産
に
つ

す
る
会
社
法
第
八
百
二
十
二
条
第
三
項
（
日
本
に
あ
る
外
国
会
社
の
財
産
に
つ

い
て
の
清
算
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号

い
て
の
清
算
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号

（
業
務
の
執
行
）
、
第
四
百
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等

（
業
務
の
執
行
）
、
第
四
百
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等

）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六

）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産
目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
（
事
業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
、
第
五
百
四
十

条
第
一
項
第
二
号
（
事
業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
、
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第

八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定
）
、
第
五
百
五
十
条
第

四
号
（
債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定
）
、
第
五
百
五
十
条
第
一
項
、
第
五
百

一
項
、
第
五
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び

五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書

議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
等
）
、
第
五
百
五
十
六
条
第
二
項
（
書
面
に
よ
る
議

面
の
交
付
等
）
、
第
五
百
五
十
六
条
第
二
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）

決
権
の
行
使
）
、
第
五
百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の

、
第
五
百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
並
び
に

行
使
）
並
び
に
第
五
百
六
十
一
条
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定

第
五
百
六
十
一
条
（
議
事
録
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項

め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
法
人
等
の
清
算
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
特
定
法
人
等
の
清
算
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
九
十
四
条

第
百
七
十
四
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定

第
百
九
十
四
条

第
百
七
十
四
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
利
害
関
係
人
が
清
算
人
の
選
任
又
は
解
任
を
請
求
す
る
場
合
に
つ
い
て

に
よ
り
利
害
関
係
人
が
清
算
人
の
選
任
又
は
解
任
を
請
求
す
る
場
合
に
つ
い
て

、
第
百
七
十
五
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

、
第
百
七
十
五
条
の
規
定
は
法
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
五
百
条
第

法
第
百
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
第
五
百
条
第

二
項
（
債
務
の
弁
済
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
、
第
百

二
項
（
債
務
の
弁
済
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
、
第
百

七
十
七
条
の
規
定
は
清
算
に
係
る
免
許
特
定
法
人
及
び
引
受
社
員
の
清
算
人
に

七
十
七
条
の
規
定
は
清
算
に
係
る
免
許
特
定
法
人
及
び
引
受
社
員
の
清
算
人
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

２

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま
で
及
び
第
百
十
四

２

第
百
十
条
の
二
、
第
百
十
条
の
四
か
ら
第
百
十
条
の
七
ま
で
及
び
第
百
十
四

条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
上
許
さ
れ
な
い
も

条
の
二
か
ら
第
百
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
上
許
さ
れ
な
い
も



- -176

の
を
除
き
、
法
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

の
を
除
き
、
法
第
二
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会

社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号
（
業
務
の
執
行
）
、
第
四
百
八
十
九
条

社
法
第
四
百
八
十
二
条
第
三
項
第
四
号
（
業
務
の
執
行
）
、
第
四
百
八
十
九
条

第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等
）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産

第
六
項
第
六
号
（
清
算
人
会
の
権
限
等
）
、
第
四
百
九
十
二
条
第
一
項
（
財
産

目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
（
事

目
録
等
の
作
成
等
）
、
第
五
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
（
事
業
の
譲
渡
の
制

業
の
譲
渡
の
制
限
等
）
、
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の

限
等
）
、
第
五
百
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号
（
債
権
者
集
会
の
招
集
等
の
決
定

招
集
等
の
決
定
）
、
第
五
百
五
十
条
第
一
項
、
第
五
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び

）
、
第
五
百
五
十
条
第
一
項
、
第
五
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
債
権

第
二
項
（
債
権
者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
等
）
、
第
五

者
集
会
参
考
書
類
及
び
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
等
）
、
第
五
百
五
十
六
条
第

百
五
十
六
条
第
二
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
五
百
五
十
七
条
第

二
項
（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
、
第
五
百
五
十
七
条
第
一
項
（
電
磁
的

一
項
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
並
び
に
第
五
百
六
十
一
条
（
議

方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
）
並
び
に
第
五
百
六
十
一
条
（
議
事
録
）
の
規
定

事
録
）
の
規
定
に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
り
内
閣
府
令
で
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
総
代
理
店
の
届
出
事
項
等
）

（
総
代
理
店
の
届
出
事
項
等
）

第
百
九
十
五
条

法
第
二
百
三
十
九
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
百
九
十
五
条

法
第
二
百
三
十
九
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

総
代
理
店
に
な
ろ
う
と
す
る
旨

一

総
代
理
店
に
な
ろ
う
と
す
る
旨

二

商
号

二

商
号

三

資
本
金
の
額

三

資
本
金
の
額

四

取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）

四

取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履

の
履
歴
書

歴
書

五

会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

五

会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

六

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限

六

監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限

定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
株
式
会
社
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
株
式
会
社
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

監
査
役
の
履
歴
書

監
査
役
の
履
歴
書
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七

本
店
及
び
支
店
の
所
在
地

七

本
店
及
び
支
店
の
所
在
地

八

業
務
の
内
容

八

業
務
の
内
容

九

引
受
社
員
の
日
本
に
所
在
す
る
財
産
の
管
理
の
方
法

九

引
受
社
員
の
日
本
に
所
在
す
る
財
産
の
管
理
の
方
法

（
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ

（
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ

う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等
）

う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等
）

第
二
百
九
条

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為

第
二
百
九
条

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為

に
よ
り
一
の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る

に
よ
り
一
の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る

者
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

者
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ

二

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ

る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該

る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該

書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

イ

定
款

イ

定
款

ロ

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴

執
行
役
）
の
履
歴
書

書
ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ホ

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権

ホ

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権

を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該
者
が

を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該
者
が
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法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

の
数
を
記
載
し
た
書
類

の
数
を
記
載
し
た
書
類

ヘ

当
該
認
可
に
係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取

ヘ

当
該
認
可
に
係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取

引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含

引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含

む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主

む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主

総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
に
お
い

総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
に
お
い

て
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

て
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

ト

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

ト

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

チ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

チ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

リ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（

リ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面
及

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書
面
及

び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
当
該
法
人
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財

び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
当
該
法
人
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財

産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ヌ

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

ヌ

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

ル

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取

ル

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取

得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

書
類

書
類

ヲ

そ
の
子
会
社
等
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

ヲ

そ
の
子
会
社
等
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
認
可
後
五
営
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議

三

当
該
認
可
後
五
営
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議

決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト

決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト
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プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
（
当
該
議
決
権
の
保
有
を
直
接
又
は
間
接
の
原
因
と

プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
（
当
該
議
決
権
の
保
有
を
直
接
又
は
間
接
の
原
因
と

す
る
収
入
又
は
支
出
の
増
加
及
び
減
少
の
そ
れ
ぞ
れ
を
当
該
議
決
権
の
取
得

す
る
収
入
又
は
支
出
の
増
加
及
び
減
少
の
そ
れ
ぞ
れ
を
当
該
議
決
権
の
取
得

資
金
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
期
間
の
金
利
を
用
い
て
現
在
価
値
と
し

資
金
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
期
間
の
金
利
を
用
い
て
現
在
価
値
と
し

て
割
り
引
い
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

て
割
り
引
い
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
記
載
し
た
書
類

）
を
記
載
し
た
書
類

四

前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
ネ
ッ

四

前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
ネ
ッ

ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
の
計
算
の
前
提
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
事
項

ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
の
計
算
の
前
提
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
事
項

の
過
去
の
一
定
期
間
の
変
化
そ
の
他
の
合
理
的
な
範
囲
で
の
変
化
が
あ
っ
た

の
過
去
の
一
定
期
間
の
変
化
そ
の
他
の
合
理
的
な
範
囲
で
の
変
化
が
あ
っ
た

も
の
と
し
て
、
当
該
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
と
は
異
な
る
値
を
別
途

も
の
と
し
て
、
当
該
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
と
は
異
な
る
値
を
別
途

計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
記
載
し
た

計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
を
記
載
し
た

書
類

書
類

五

当
該
認
可
後
に
当
該
保
険
会
社
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事

五

当
該
認
可
後
に
当
該
保
険
会
社
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事

、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当

、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当

該
関
係
が
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
運
営
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

該
関
係
が
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
運
営
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

六

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
一
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

六

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
一
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一

の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ

の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認

う
と
す
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
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長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所
若
し
く

一

当
該
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所
若
し
く

は
居
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
又
は
職
業
を
記
載
し
た
書
類

は
居
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
又
は
職
業
を
記
載
し
た
書
類

二

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取
得

二

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取
得

又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
の
数
の

三

当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
の
数
の

議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及

議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及

び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

四

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

四

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一

３

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一

の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
そ
の

の
保
険
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
そ
の

他
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け

他
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
項
に

二

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
設

お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
設

立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
類
の

立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
類
の

一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

イ

定
款

イ

定
款

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴

執
行
役
）
の
履
歴
書
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書
ハ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ハ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権

ニ

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権

を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業

を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業

（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た

（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有

す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

ホ

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ

ホ

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転(

法
第

れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転(

法
第

九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式
移
転
を
含
む
。
以
下

九
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式
移
転
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
じ
。
）
、
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ

、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面)

と
を
証
す
る
書
面)

ヘ

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

ヘ

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

ト

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ト

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

チ

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

チ

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

と
が
で
き
る
書
類

リ

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

リ

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

ヌ

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取

ヌ

そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
認
可
後
に
取

得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

書
類

書
類

ル

そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業

ル

そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
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三

当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議

三

当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す
る
当
該
保
険
会
社
の
議

決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト

決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト

プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
を
記
載
し
た
書
類

プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
を
記
載
し
た
書
類

四

前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果

四

前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果

を
記
載
し
た
書
類

を
記
載
し
た
書
類

五

当
該
設
立
後
に
当
該
保
険
会
社
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事

五

当
該
設
立
後
に
当
該
保
険
会
社
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
人
事

、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針

、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針

六

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
一
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

六

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
一
第
一
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

４

金
融
庁
長
官
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
二
百
七

４

金
融
庁
長
官
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
二
百
七

十
一
条
の
十
一
各
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

十
一
条
の
十
一
各
号
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
者
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
法
人

一

当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
者
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
法
人

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
保
険
会
社
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
保
険
会
社
の

議
決
権
を
取
得
又
は
保
有
す
る
目
的
が
保
険
会
社
の
業
務
の
公
共
性
を
損
な

議
決
権
を
取
得
又
は
保
有
す
る
目
的
が
保
険
会
社
の
業
務
の
公
共
性
を
損
な

わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
者
等
の
財
産
及
び
収
支

わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
者
等
の
財
産
及
び
収
支

の
状
況
、
当
該
保
有
に
基
づ
き
当
該
申
請
者
等
が
当
該
保
険
会
社
と
有
す
る

の
状
況
、
当
該
保
有
に
基
づ
き
当
該
申
請
者
等
が
当
該
保
険
会
社
と
有
す
る

関
係
そ
の
他
の
当
該
保
有
に
係
る
事
由
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健

関
係
そ
の
他
の
当
該
保
有
に
係
る
事
由
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健

全
か
つ
適
切
な
運
営
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
極
め
て
少
な
い
と
認
め
ら
れ

全
か
つ
適
切
な
運
営
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
極
め
て
少
な
い
と
認
め
ら
れ

る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請
者
等

二

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請
者
等

が
当
該
保
険
会
社
の
的
確
か
つ
公
正
な
経
営
管
理
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
こ
と

が
当
該
保
険
会
社
の
的
確
か
つ
公
正
な
経
営
管
理
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
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。

。

５

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

５

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

一

担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二

代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

二

代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議

三

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議

決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の

割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の

意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
転
換
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議

四

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
転
換
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議

決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決

決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決

権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

五

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を

五

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

割
合
の
増
加

割
合
の
増
加

六

当
該
保
険
会
社
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一

六

当
該
保
険
会
社
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一

単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め

単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め

る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

七

当
該
保
険
会
社
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株

七

当
該
保
険
会
社
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株

主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

６

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
七
条
の
五
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

６

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
七
条
の
五
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申

（
保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申

請
等
）

請
等
）

第
二
百
十
条
の
三

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又

第
二
百
十
条
の
三

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又

は
行
為
に
よ
り
保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社

は
行
為
に
よ
り
保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
会
社

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

二

当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

イ

定
款

ロ

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴

執
行
役
）
の
履
歴
書

書
ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ホ

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ホ

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ヘ

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

ヘ

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

数
を
記
載
し
た
書
面

数
を
記
載
し
た
書
面

ト

当
該
認
可
に
係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

ト

当
該
認
可
に
係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ

取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
、
取
締
役
会
の
議
事

る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
、
取
締
役
会
の
議
事

録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

チ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

チ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
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リ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

リ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ヌ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

ヌ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

ル

当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の

ル

当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

ヲ

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

ヲ

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

三

当
該
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し

イ

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し

た
書
類

た
書
類

ロ

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

ロ

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

ハ

前
号
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

前
号
リ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
書
類

四

当
該
認
可
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
収
支

四

当
該
認
可
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
収
支

及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七
十

及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七
十

一
条
の
二
十
八
の
二
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会

一
条
の
二
十
八
の
二
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会

社
に
お
け
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う

社
に
お
け
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う

か
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
次
項
第
四
号
及
び

か
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
次
項
第
四
号
及
び

第
三
項
第
二
号
、
第
二
百
十
条
の
八
第
二
項
第
二
号
ロ
、
第
二
百
十
条
の
十

第
三
項
第
二
号
、
第
二
百
十
条
の
八
第
二
項
第
二
号
ロ
、
第
二
百
十
条
の
十

の
二
第
一
項
第
三
号
ロ 

、
第
二
百
十
条
の
十
一
の
三
第
二
項
、
第
二
百
十

の
二
第
一
項
第
三
号
ロ 

、
第
二
百
十
条
の
十
一
の
三
第
二
項
、
第
二
百
十

条
の
十
二
第
一
項
第
十
号
、
第
二
百
十
条
の
十
二
の
三
第
一
項
第
九
号
並
び

条
の
十
二
第
一
項
第
十
号
、
第
二
百
十
条
の
十
二
の
三
第
一
項
第
九
号
並
び

に
第
二
百
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記

に
第
二
百
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
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載
し
た
書
類

載
し
た
書
類

五

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

五

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り

保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項

保
険
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
書
類
を
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
立

二

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
立

会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

イ

定
款

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ロ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴

執
行
役
）
の
履
歴
書

書
ハ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ハ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ニ

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ホ

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

ホ

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

数
を
記
載
し
た
書
面

数
を
記
載
し
た
書
面

ヘ

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ

ヘ

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、
合
併

れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、
合
併

又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る

又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

）

）
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ト

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

ト

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

チ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

チ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

リ

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

リ

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

と
が
で
き
る
書
類

ヌ

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下

ヌ

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載

し
た
書
類

し
た
書
類

ル

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

ル

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

三

当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し

イ

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し

た
書
類

た
書
類

ロ

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

ロ

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

ハ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ハ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ニ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

ニ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
収
支

四

当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
収
支

及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載

及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
類

し
た
書
類

五

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

五

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
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３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
二
百

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
二
百

七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会

一

当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会

社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
子
会
社

社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
子
会
社

の
収
支
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
い
て
良
好
に
推
移
す

の
収
支
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
い
て
良
好
に
推
移
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

申
請
者
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

二

申
請
者
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

を
示
す
比
率
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
い
て
適
正
な
水

を
示
す
比
率
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
い
て
適
正
な
水

準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は

三

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
役
員
又
は

従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、

従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、

申
請
者
等
が
、
そ
の
子
会
社
で
あ
り
、
又
は
そ
の
子
会
社
と
な
る
保
険
会
社

申
請
者
等
が
、
そ
の
子
会
社
で
あ
り
、
又
は
そ
の
子
会
社
と
な
る
保
険
会
社

の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分
な

の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分
な

社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

４

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

一

担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二

代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

二

代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
業
務
と
し
て
株
式
を
取

三

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
業
務
と
し
て
株
式
を
取

得
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
業
務
の
実
施

得
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
業
務
の
実
施

四

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議

四

当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
係
る
議

決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
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割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の

割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の

意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
転
換
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議

五

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
転
換
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議

決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決

決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加
（
当
該
保
険
会
社
の
議
決

権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を

六

当
該
保
険
会
社
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償
割
当
て
を

行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の

割
合
の
増
加

割
合
の
増
加

七

当
該
保
険
会
社
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一

七

当
該
保
険
会
社
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権
利
の
内
容
又
は
一

単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め

単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め

る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

八

当
該
保
険
会
社
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株

八

当
該
保
険
会
社
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株

主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

５

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
七
条
の
五
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

５

前
項
の
規
定
は
、
令
第
三
十
七
条
の
五
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
百
十
条
の
八

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
二
百
十
条
の
八

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一

商
号
又
は
名
称

一

商
号
又
は
名
称

二

資
本
金
の
額

二

資
本
金
の
額

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
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指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

行
役
）
の
氏
名

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

五

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

五

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

六

業
務
の
内
容

六

業
務
の
内
容

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

二

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最

イ

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ

当
該
承
認
後
に
お
け
る
当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
（
子
会

ロ

当
該
承
認
後
に
お
け
る
当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
（
子
会

社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実

社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実

の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ハ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

ハ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
場

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
面

書
面

 

株
式
交
換
契
約
（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
含
む
。
）
の
内
容
を

 

株
式
交
換
契
約
（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
含
む
。
）
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

記
載
し
た
書
面

 

株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
類

 
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
類
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三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

四

そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

等
）

等
）

第
二
百
十
条
の
十
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内

第
二
百
十
条
の
十
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

保
険
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

保
険
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

経
営
の
組
織
（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の

イ

経
営
の
組
織
（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の

二
十
五
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与

二
十
五
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与

え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

ロ

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ロ

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ハ

持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

ハ

持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

）

）

 

各
株
主
の
持
株
数

 

各
株
主
の
持
株
数

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名
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及
び
役
職
名

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

二

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容
及
び
組
織

イ

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容
及
び
組
織

の
構
成

の
構
成

ロ

保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

ロ

保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

名
称

 

名
称

 

主
た
る
営
業
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

 

主
た
る
営
業
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

 

資
本
金
又
は
出
資
金
の
額

 

資
本
金
又
は
出
資
金
の
額

 

事
業
の
内
容

 

事
業
の
内
容

 

設
立
年
月
日

 

設
立
年
月
日

 

保
険
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総

 

保
険
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総

出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

 

保
険
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
当

 

保
険
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
当

該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占

該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占

め
る
割
合

め
る
割
合

三

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

三

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
も
の

て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

直
近
の
営
業
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

イ

直
近
の
営
業
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

ロ

直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

 

経
常
収
益

 
経
常
収
益
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経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

 

包
括
利
益

 

包
括
利
益

 
純
資
産
額

 

純
資
産
額

 
総
資
産
額

 

総
資
産
額

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率

四

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け

四

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け

る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計

イ

連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書

算
書

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

 

破
綻
先
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

破
綻
先
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

貸
付
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

貸
付
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

ハ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十

ハ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十

八
の
二

各
号
に
掲
げ
る
額
に
係
る
細
目
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
含

八
の
二

各
号
に
掲
げ
る
額
に
係
る
細
目
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
含

む
。
）
及
び
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
る
保
険
会
社
の
保
険
金
等

む
。
）
及
び
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
る
保
険
会
社
の
保
険
金
等

の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
含
む

の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
含
む

。
）

。
）

ニ

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業

ニ

保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業

を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に

を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に

属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産
の
額

属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産
の
額
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（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し

た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く

た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く

。
）

。
）

ホ

保
険
持
株
会
社
が
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株

ホ

保
険
持
株
会
社
が
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二

（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
）
の
規
定
に
基
づ
き
公

の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
証
明
を
受
け
て
い
る
場

認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
証
明
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

合
に
は
そ
の
旨

五

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
保
険
持
株
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て

五

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
保
険
持
株
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て

事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事

事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事

象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
保
険
持
株
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す

象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
保
険
持
株
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す

事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る

事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析

及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め

及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め

の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
外
国
所

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
外
国
所

在
保
険
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

在
保
険
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株

（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
に
所
在
す
る

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
に
所
在
す
る

営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆

営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
書
類
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

３

前
項
に
規
定
す
る
書
類
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
書
類
に
加
え
、
当
該
外
国
所
在
保
険

は
、
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
書
類
に
加
え
、
当
該
外
国
所
在
保
険

持
株
会
社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ

持
株
会
社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
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い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社

い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社

の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦

の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

４

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

所
は
、
当
該
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務

所
は
、
当
該
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務

所
（
本
店
、
支
店
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と

所
（
本
店
、
支
店
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と

す
る
。

す
る
。

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
百
十
条
の
十
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
一

第
二
百
十
条
の
十
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が

三

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が

、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
の
株
主
又
は
社
員
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
金

、
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
の
株
主
又
は
社
員
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
金

銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
）
の
額
を
定
め
た
と
き
は
、
最
終
の

銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
）
の
額
を
定
め
た
と
き
は
、
最
終
の

貸
借
対
照
表

貸
借
対
照
表

四

合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四

合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

五

合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
類

五

合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
類

六

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最

六

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ

れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と

れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
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が
で
き
る
書
面

が
で
き
る
書
面

七

会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
（
債
権
者
の
異
議
）
若
し
く
は
第
七
百

七

会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
（
債
権
者
の
異
議
）
若
し
く
は
第
七
百

九
十
九
条
第
二
項
（
債
権
者
の
異
議
）
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
（
債
権
者

九
十
九
条
第
二
項
（
債
権
者
の
異
議
）
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項
（
債
権
者

の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項

の
異
議
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項

若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は

り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は

電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告

電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告

）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権

）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権

者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債

者
に
対
し
弁
済
し
、
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
債

権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た

権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た

こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

を
証
す
る
書
面

八

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を
す
る
会
社
が
株
券
発
行

八

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を
す
る
会
社
が
株
券
発
行

会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
（
株
券
の
提
出

会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
（
株
券
の
提
出

に
関
す
る
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は

に
関
す
る
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は

当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

当
該
株
式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
の
二

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き

八
の
二

合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発
行
し
て
い
る
と
き

は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
（
新
株
予
約
権
証
券
の
提
出
に
関
す

は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
（
新
株
予
約
権
証
券
の
提
出
に
関
す

る
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に

る
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
項
に

規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

九

独
占
禁
止
法
第
十
五
条
第
二
項
（
合
併
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

九

独
占
禁
止
法
第
十
五
条
第
二
項
（
合
併
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

十

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査

十

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
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等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ

会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
並
び
に
事
務

っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
並
び
に
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る
保
険
持
株
会
社
及

し
た
書
類
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の

び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示

収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を

す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

記
載
し
た
書
類

十
一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

十
一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

に
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

に
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

十
二

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
二

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
三

合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
保
険
持
株
会
社
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
保

十
三

合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
保
険
持
株
会
社
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
保

険
持
株
会
社
で
な
い
当
事
者
の
従
前
の
定
款
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
、

険
持
株
会
社
で
な
い
当
事
者
の
従
前
の
定
款
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、

損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

十
四

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る

十
四

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る

体
制
を
記
載
し
た
書
類

体
制
を
記
載
し
た
書
類

十
五

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

十
五

保
険
会
社
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

十
六

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
当
該
合
併
に
よ
り
法
第
二
百
七
十

十
六

合
併
後
存
続
す
る
保
険
持
株
会
社
が
当
該
合
併
に
よ
り
法
第
二
百
七
十

一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で

一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
二
百
十

き
な
い
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
二
百
十

条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
条
第
二
項
第

条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
条
第
二
項
第

三
号
に
掲
げ
る
書
類

三
号
に
掲
げ
る
書
類

十
七

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

十
七

そ
の
他
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な

第
二
百
七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
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る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

第
二
百
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に

２

第
二
百
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
に

係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七

係
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七

十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
百
十
条
の
十
四

法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

第
二
百
十
条
の
十
四

法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

一

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二

氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居
所
、
主
た
る
営
業
所
若

二

氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居
所
、
主
た
る
営
業
所
若

し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

定
款
（
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

一

定
款
（
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

定
め
）
を
変
更
し
た
場
合

定
め
）
を
変
更
し
た
場
合

二

新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

三

保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す

三

保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す

る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
持
株

る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
保
険
持
株
会
社

会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又

の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
保

は
監
査
等
委
員
（
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）

険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す

次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は

る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
保
険
持
株
会
社
の
常

役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
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役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

三
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

三
の
三

外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若

三
の
三

外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若

し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株

し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
外
国
所
在
保
険
持
株

会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類

会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類

す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
外
国
所
在
保
険
持

す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
外
国
所
在
保
険
持

株
会
社
の
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外
国
所

株
会
社
の
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外
国
所

在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
四

外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
外

三
の
四

外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
外

国
所
在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
外
国
所
在
保
険
持
株

国
所
在
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
外
国
所
在
保
険
持
株

会
社
の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
の

会
社
の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
外
国
所
在
保
険
持
株
会
社
の

役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
五

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

三
の
五

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
六

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

三
の
六

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
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情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
七

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

三
の
七

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
八

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

三
の
八

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選

さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選

任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を

任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

四

事
務
所
の
設
置
、
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

四

事
務
所
の
設
置
、
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

五

保
険
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若

五

保
険
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若

し
く
は
持
分
の
取
得
又
は
第
二
百
十
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に

し
く
は
持
分
の
取
得
又
は
第
二
百
十
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に

よ
り
他
の
会
社
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
他
の
会
社
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

六

そ
の
子
会
社
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若

六

そ
の
子
会
社
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若

し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全

し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全

部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二

部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二

項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
）

項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
）

七

保
険
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
（
計
算
書
類
等
の
作

七

保
険
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
（
計
算
書
類
等
の
作

成
及
び
保
存
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書

成
及
び
保
存
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書

を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
た
場
合

を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
た
場
合

八

保
険
持
株
会
社
が
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

八

保
険
持
株
会
社
が
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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作
成
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会

作
成
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会

社
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

社
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

九

第
二
百
十
条
の
十
一
の
四
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
算
出
す
る

九

第
二
百
十
条
の
十
一
の
四
第
一
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
算
出
す
る

た
め
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
算
出
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

た
め
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
算
出
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

十

前
号
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
の
定
め
る
算
出
方
法
の
使

十

前
号
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
の
定
め
る
算
出
方
法
の
使

用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出
方
法
に
重
大
な
変
更
を
加
え
た
場
合

用
を
中
断
し
、
又
は
当
該
算
出
方
法
に
重
大
な
変
更
を
加
え
た
場
合

３

保
険
持
株
会
社
（
保
険
持
株
会
社
で
あ
っ
た
会
社
を
含
む
。
）
は
、
法
第
二

３

保
険
持
株
会
社
（
保
険
持
株
会
社
で
あ
っ
た
会
社
を
含
む
。
）
は
、
法
第
二

百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

百
七
十
一
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
前
項

、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
前
項

第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

属
明
細
書
又
は
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
書

属
明
細
書
又
は
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
書

類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
十
一
条
の
三

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
二
百
十
一
条
の
三

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

一

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

二

事
業
計
画
書

二

事
業
計
画
書

三

直
近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

三

直
近
の
日
計
表
そ
の
他
の
最
近
に
お
け
る
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

こ
と
が
で
き
る
書
類

四

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

四

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
第
五
号
に
お

行
役
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
保
険
計
理
人
の
履
歴
書

い
て
同
じ
。
）
並
び
に
保
険
計
理
人
の
履
歴
書
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四
の
二

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

四
の
二

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

五

取
締
役
及
び
監
査
役
（
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
を

五

取
締
役
及
び
監
査
役
（
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一

項
第
十
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

項
第
十
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

六

保
険
計
理
人
が
第
二
百
十
一
条
の
四
十
九
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

六

保
険
計
理
人
が
第
二
百
十
一
条
の
四
十
九
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
す
る
書
面

こ
と
を
証
す
る
書
面

七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た

七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た

保
険
料
及
び
責
任
準
備
金
の
算
出
方
法
が
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
か
つ

保
険
料
及
び
責
任
準
備
金
の
算
出
方
法
が
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
か
つ

妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
保
険
計
理
人
の
意
見
書
（
第
二
百
十

妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
保
険
計
理
人
の
意
見
書
（
第
二
百
十

一
条
の
五
十
四
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

一
条
の
五
十
四
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

八

そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
株
主

八

そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
株
主

の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書

の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書

面
（
相
互
会
社
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
名
簿
）

面
（
相
互
会
社
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
の
名
簿
）

九

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員

九

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員

の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

九
の
二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に

九
の
二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

イ

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十

イ

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十

三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決

三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
四

機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
四

号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十

号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十

三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施

三
の
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
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基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契

基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契

約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又

約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又

は
名
称

は
名
称

ロ

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

法
第

ロ

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

法
第

二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業

二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業

務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十

純
資
産
額
及
び
そ
の
算
出
根
拠
を
記
載
し
た
書
面

十

純
資
産
額
及
び
そ
の
算
出
根
拠
を
記
載
し
た
書
面

十
一

登
録
申
請
者
が
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
六
第
三
項
に
規

十
一

登
録
申
請
者
が
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
六
第
三
項
に
規

定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
百
十
一
条
の
八
、
第
二
百

定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
百
十
一
条
の
八
、
第
二
百

十
一
条
の
三
十
五
、
第
二
百
十
一
条
の
六
十
及
び
第
二
百
十
一
条
の
六
十
七

十
一
条
の
三
十
五
、
第
二
百
十
一
条
の
六
十
及
び
第
二
百
十
一
条
の
六
十
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記

イ

当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記

載
し
た
書
類

載
し
た
書
類

ロ

当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

ロ

当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書

行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書

類

類

ハ

当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ハ

当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ニ

当
該
子
会
社
等
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等

ニ

当
該
子
会
社
等
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等

変
動
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

変
動
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

十
二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２

前
項
第
二
号
の
事
業
計
画
書
に
は
保
険
募
集
の
計
画
及
び
収
支
の
見
込
み
並

２

前
項
第
二
号
の
事
業
計
画
書
に
は
保
険
募
集
の
計
画
及
び
収
支
の
見
込
み
並

び
に
そ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
に
そ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
取
締
役
等
の
兼
職
の
承
認
の
申
請
等
）

（
取
締
役
等
の
兼
職
の
承
認
の
申
請
等
）

第
二
百
十
一
条
の
二
十
三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（

第
二
百
十
一
条
の
二
十
三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法

は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

第
二
百
七
十
二
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
当
該
少
額
短
期
保

は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者

険
業
者
を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

履
歴
書

二

履
歴
書

三

少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を

三

少
額
短
期
保
険
業
者
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を

記
載
し
た
書
面

記
載
し
た
書
面

四

少
額
短
期
保
険
業
者
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載

四

少
額
短
期
保
険
業
者
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載

し
た
書
面

し
た
書
面

五

当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、
最
終
の
貸

五

当
該
他
の
会
社
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
、
最
終
の
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
相

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
相

互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
面
及

互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
面
及

び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

２

金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
取
締
役
が
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
取
締
役
が
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る

こ
と
に
対
し
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を

こ
と
に
対
し
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
百
十
一
条
の
三
十
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一

少
額
短
期
保
険
業
者
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

少
額
短
期
保
険
業
者
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

経
営
の
組
織

イ

経
営
の
組
織

ロ

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す

ロ

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

）

）

 

各
株
主
の
持
株
数

 

各
株
主
の
持
株
数

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ハ

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
基
金
拠
出
額
の
多
い
順
に
五
以
上
の
基
金
拠

ハ

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
基
金
拠
出
額
の
多
い
順
に
五
以
上
の
基
金
拠

出
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

出
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
基
金
拠
出
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

 

氏
名
（
基
金
拠
出
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
名
称
）

の
名
称
）

 

各
基
金
拠
出
者
の
基
金
拠
出
額

 

各
基
金
拠
出
者
の
基
金
拠
出
額

 

基
金
の
総
額
に
占
め
る
各
基
金
拠
出
額
の
割
合

 

基
金
の
総
額
に
占
め
る
各
基
金
拠
出
額
の
割
合

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名

及
び
役
職
名

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
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二

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
な
業
務
の
内
容

二

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
な
業
務
の
内
容

三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
概
況

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
概
況

ロ

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と

ロ

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と

し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

 

経
常
収
益

 

経
常
収
益

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
期
純

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
期
純

剰
余
又
は
当
期
純
損
失
）

剰
余
又
は
当
期
純
損
失
）

 

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、

 

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、

基
金
（
法
第
五
十
六
条
の
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）
の
総
額
）

基
金
（
法
第
五
十
六
条
の
基
金
償
却
積
立
金
を
含
む
。
）
の
総
額
）

 

純
資
産
額
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
純
資
産
額

 

純
資
産
額
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
純
資
産
額

を
い
う
。
）

を
い
う
。
）

 

総
資
産
額

 

総
資
産
額

 

責
任
準
備
金
残
高

 

責
任
準
備
金
残
高

 

有
価
証
券
残
高

 

有
価
証
券
残
高

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七

十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
保
険
金
等
の

十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
保
険
金
等
の

支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
少
額
短

支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
少
額
短

期
保
険
業
者
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に

期
保
険
業
者
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）

限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）

 

配
当
性
向
（
株
式
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
に
限
る
。
）

 
配
当
性
向
（
株
式
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
に
限
る
。
）

 

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

 
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
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額
に
占
め
る
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
及
び

額
に
占
め
る
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
及
び

同
項
第
二
号
の
社
員
配
当
平
衡
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
の
合
計
額
の

同
項
第
二
号
の
社
員
配
当
平
衡
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
の
合
計
額
の

割
合

割
合

 
従
業
員
数

 

従
業
員
数

 
正
味
収
入
保
険
料
の
額

 

正
味
収
入
保
険
料
の
額

ハ

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と
し
て
別

ハ

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と
し
て
別

表
に
掲
げ
る
事
項

表
に
掲
げ
る
事
項

ニ

責
任
準
備
金
の
残
高
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
事
項

ニ

責
任
準
備
金
の
残
高
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
事
項

四

少
額
短
期
保
険
業
者
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

四

少
額
短
期
保
険
業
者
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

リ
ス
ク
管
理
の
体
制

イ

リ
ス
ク
管
理
の
体
制

ロ

法
令
遵
守
の
体
制

ロ

法
令
遵
守
の
体
制

ハ

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

ハ

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

 

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合

当
該

 

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合

当
該

少
額
短
期
保
険
業
者
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
一

少
額
短
期
保
険
業
者
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
一

号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結

号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
係
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結

す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定

す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定

少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

 

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
 

指
定
少
額
短
期
保
険
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当

該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第

該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第

二
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛

二
号
に
定
め
る
少
額
短
期
保
険
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛

争
解
決
措
置
の
内
容

争
解
決
措
置
の
内
容

五

少
額
短
期
保
険
業
者
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関

五

少
額
短
期
保
険
業
者
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
連
結

イ

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
連
結

財
務
諸
表
を
作
成
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

財
務
諸
表
を
作
成
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書

書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書

面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）

面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）

ロ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十

ロ

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十

八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
に
係
る
細
目
と

八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
に
係
る
細
目
と

し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
含
む
。
）

し
て
別
表
に
掲
げ
る
額
を
含
む
。
）

ハ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

ハ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

価
損
益

価
損
益

 

有
価
証
券

 

有
価
証
券

 

金
銭
の
信
託

 

金
銭
の
信
託

ニ

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
一

ニ

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
書
類
に
つ
い
て
会
社
法
（
相
互

項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
書
類
に
つ
い
て
会
社
法
（
相
互

会
社
に
あ
っ
て
は
、
法
）
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場

会
社
に
あ
っ
て
は
、
法
）
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場

合
に
は
そ
の
旨

合
に
は
そ
の
旨

ホ

少
額
短
期
保
険
業
者
が
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等

ホ

少
額
短
期
保
険
業
者
が
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等

変
動
計
算
書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失

変
動
計
算
書
（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失

処
理
計
算
書
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第

処
理
計
算
書
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第

百
九
十
三
条
の
二
（
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
証
明
）
の

百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査

規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を
受
け
て
い
る

証
明
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

場
合
に
は
そ
の
旨

六

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
将
来
に
わ
た

六

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
将
来
に
わ
た

っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う

っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う



- -209

な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
経
営
に
重
要
な
影
響

な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
経
営
に
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が

を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が

存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い

存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い

て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善

て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善

す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
一
項
に

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業
所
又
は

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業
所
又
は

事
務
所
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び
支
店
又
は
従
た
る
事
務
所
を
除
く
。

事
務
所
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び
支
店
又
は
従
た
る
事
務
所
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
二
百
十
一
条
の
五
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規

第
二
百
十
一
条
の
五
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権

一

少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
が
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権

付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

少
額
短
期
保
険
業
者
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務

二

少
額
短
期
保
険
業
者
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務

に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
少
額

少
額
短
期
保
険
業
者
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に

短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は

従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事

監
査
委
員
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）

す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
少
額
短

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ

期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監

う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

査
委
員
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。

る
場
合
を
除
く
。
）

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
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と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

二
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

二
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
四

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

二
の
四

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三

少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

三

少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

四

そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
の
所
在
地
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変

四

そ
の
子
会
社
が
名
称
、
本
店
の
所
在
地
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変

更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た

更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会

場
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会

社
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

社
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

第
二
百
十
一
条
の
三
十
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
次

五

第
二
百
十
一
条
の
三
十
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
次

号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る

号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合

こ
と
と
な
っ
た
場
合

六

そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

六

そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

七

少
額
短
期
保
険
業
者
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更
す
る
こ

七

少
額
短
期
保
険
業
者
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
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と
と
な
っ
た
場
合

と
と
な
っ
た
場
合

八

第
二
百
十
一
条
の
四
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
異
常
危
険
準
備
金

八

第
二
百
十
一
条
の
四
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
異
常
危
険
準
備
金

に
つ
い
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す

に
つ
い
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
に
関
す

る
基
準
に
よ
ら
な
い
積
立
て
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う

る
基
準
に
よ
ら
な
い
積
立
て
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
取
崩
し
を
行
お
う

と
す
る
場
合

と
す
る
場
合

九

少
額
短
期
保
険
業
者
が
第
二
百
十
一
条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

九

少
額
短
期
保
険
業
者
が
第
二
百
十
一
条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

責
任
準
備
金
の
額
の
計
算
を
す
る
に
際
し
金
融
庁
長
官
等
に
届
け
出
な
け
れ

責
任
準
備
金
の
額
の
計
算
を
す
る
に
際
し
金
融
庁
長
官
等
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合

ば
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合

十

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を

十

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を

有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
で
あ
っ
て
、
少
額
短
期
保
険
業

有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
で
あ
っ
て
、
少
額
短
期
保
険
業

者
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

者
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
金
銭
の
消
費
貸
借
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

定
め
る
金
銭
の
消
費
貸
借
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利

。
）
に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利

金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ

金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ

て
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の

て
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
に
資
す
る
も
の

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
社
債
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
社
債
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
一

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る

十
一

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含

（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含

む
。
）

む
。
）

十
二

少
額
短
期
保
険
業
者
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す

十
二

少
額
短
期
保
険
業
者
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
に
つ

る
法
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
に
つ
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い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

十
三

会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
株
式
の
取
得
に
関
す
る
事
項
の
決
定

十
三

会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
株
式
の
取
得
に
関
す
る
事
項
の
決
定

）
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

）
（
同
法
第
百
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
自

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
自

己
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

己
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
四

少
額
短
期
保
険
業
者
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
四
項
に

十
四

少
額
短
期
保
険
業
者
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
四
項
に

お
い
て
「
少
額
短
期
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業

お
い
て
「
少
額
短
期
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業

務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
委
託
す
る
業
務
に

務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
委
託
す
る
業
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

十
五

第
二
百
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項

十
五

第
二
百
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

２

少
額
短
期
保
険
業
者
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に

２

少
額
短
期
保
険
業
者
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ

る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
計
算
書
類
の
作
成
後
、
速
や

３

第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
計
算
書
類
の
作
成
後
、
速
や

か
に
、
当
該
計
算
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

か
に
、
当
該
計
算
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
等
、

４

第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
等
、

少
額
短
期
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
少
額
短
期
保
険
募
集
人
で

少
額
短
期
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
少
額
短
期
保
険
募
集
人
で

あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
等
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業

あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
等
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業

務
の
委
託
先
を
除
く
。
）
の
少
額
短
期
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し

務
の
委
託
先
を
除
く
。
）
の
少
額
短
期
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し

く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い

く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い

う
。

う
。
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一

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背

一

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背

任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
に
違
反

二

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
に
違
反

す
る
行
為

す
る
行
為

三

法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用

三

法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
第

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
若
し
く
は
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
三
百
七
条
第
一
項
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
三
百
七
条
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
行
為

三
号
に
該
当
す
る
行
為

四

現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
一
件
当
た
り
百

四

現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
一
件
当
た
り
百

万
円
以
上
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を

万
円
以
上
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を

含
む
。
）

含
む
。
）

五

そ
の
他
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を

五

そ
の
他
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を

来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為

来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為

に
準
ず
る
も
の

に
準
ず
る
も
の

５

第
一
項
第
十
四
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
少
額

５

第
一
項
第
十
四
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
は
、
不
祥
事
件
の
発
生
を
少
額

短
期
保
険
業
者
が
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

短
期
保
険
業
者
が
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
議
決
権
の
保
有
者
に
係
る

（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
議
決
権
の
保
有
者
に
係
る

承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
二
百
十
一
条
の
七
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
申
請
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
二
に
よ
り

る
承
認
申
請
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
二
に
よ
り

当
該
承
認
申
請
書
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
承
認
申
請
書
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
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め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規

一

議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
議
決
権
保
有
割
合
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

定
す
る
議
決
権
保
有
割
合
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

二

取
得
資
金
に
関
す
る
事
項

二

取
得
資
金
に
関
す
る
事
項

三

保
有
の
目
的
に
関
す
る
事
項

三

保
有
の
目
的
に
関
す
る
事
項

３

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

３

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

面
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）

面
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

よ
り
一
の
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の

よ
り
一
の
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の

保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表

者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
場
合

。
）
で
あ
る
場
合

イ

理
由
書

イ

理
由
書

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
法
人
が
外
国
の
法
人
で

あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、

あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、

当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

 

定
款

 

定
款

 

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

 

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

 
 

役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の

び
執
行
役
）
の
履
歴
書

履
歴
書

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
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そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決

 

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決

権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該

権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該

者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事

者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す

務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

当
該
承
認
に
係
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲

 

当
該
承
認
に
係
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

機
関
を
含
む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に

機
関
を
含
む
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
ら
に
準

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
（
こ
れ
ら
に
準

ず
る
機
関
に
お
い
て
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含

ず
る
機
関
に
お
い
て
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含

む
。
）

む
。
）

 

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

 

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

 

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

 

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書

（
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
処
分
又
は
損
失
処
理
に
関
す
る
書

面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
当
該
法
人
の
最
近
に
お
け
る
業

面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
当
該
法
人
の
最
近
に
お
け
る
業

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

 

当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し

 

当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し

た
書
面

た
書
面

 

そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該

 

そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該

承
認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の

承
認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

そ
の
子
会
社
等
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

 
そ
の
子
会
社
等
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
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条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ

当
該
承
認
後
に
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予

ハ

当
該
承
認
後
に
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予

定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に

定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に

係
る
方
針
（
当
該
関
係
が
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
の
運
営
に
影

係
る
方
針
（
当
該
関
係
が
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
の
運
営
に
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業

者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。

者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

よ
り
一
の
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の

よ
り
一
の
少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の

保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

イ

前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
面

イ

前
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
面

ロ

当
該
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業
を
記
載
し
た
書
面

ロ

当
該
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業
を
記
載
し
た
書
面

ハ

当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
財
産
の
状
況
（
当
該
者
が
事
業
を
行
う
者
で

ハ

当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
財
産
の
状
況
（
当
該
者
が
事
業
を
行
う
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
収
支
の
状
況
を
含
む
。
）
を
知
る
こ
と
が
で
き

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
収
支
の
状
況
を
含
む
。
）
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
書
面

る
書
面

ニ

そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
承

ニ

そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該
承

認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決

認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決

権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ホ

当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
の
数

ホ

当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
の
数

の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位

の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位

置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者

三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
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で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ

理
由
書

イ

理
由
書

ロ

当
該
承
認
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
ロ
に
お

ロ

当
該
承
認
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
ロ
に
お

い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
設

い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
設

立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
面

立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
書
面

の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
面
に
相
当
す
る
書
面
）

 

定
款

 

定
款

 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締

 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の

び
執
行
役
）
の
履
歴
書

履
歴
書

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

 
 

 

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決

 

そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決

権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び

権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び

職
業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

職
業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

 

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
書
面
）

す
る
書
面
）

 

主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

 
主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

 
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面



- -218

 

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る

 

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

こ
と
が
で
き
る
書
面

 

当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し

 

当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記
載
し

た
書
面

た
書
面

 
そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該

 

そ
の
保
有
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
議
決
権
の
数
及
び
当
該

承
認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の

承
認
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び

 

そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ

当
該
設
立
後
に
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予

ハ

当
該
設
立
後
に
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
と
の
間
に
有
す
る
こ
と
を
予

定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に

定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け
る
関
係
及
び
当
該
関
係
に

係
る
方
針

係
る
方
針

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
承
認
申
請
書
の
提
出
等
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
二
百
十
一
条
の
七
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
申
請
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
三
に
よ
り

る
承
認
申
請
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
三
に
よ
り

当
該
申
請
書
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
申
請
書
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）

類
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
限
る
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に

よ
り
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場

よ
り
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る
場

合

合
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イ

理
由
書

イ

理
由
書

ロ

当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ロ

当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

 

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

 

会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

 
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締

 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の

び
執
行
役
）
の
履
歴
書

履
歴
書

 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

 

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

 

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

 

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

 

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

の
数
を
記
載
し
た
書
面

の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

当
該
承
認
に
係
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
各
号
に
掲

 

当
該
承
認
に
係
る
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も

げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
、
取
締
役

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
、
取
締
役

会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

 

最
終
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け

 

最
終
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
除
く
。
）

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
除
く
。
）

 

当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ

 

当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

 

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従

 
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従

業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
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ハ

当
該
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

当
該
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

 

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

 

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類

し
た
書
類

 
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を

 

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を

含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

 

ロ 
及
び 

に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

 

ロ 

及
び 

に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書

計
算
書

二

少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る

二

少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る

場
合

場
合

イ

理
由
書

イ

理
由
書

ロ

当
該
承
認
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設

ロ

当
該
承
認
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設

立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締

 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の

び
執
行
役
）
の
履
歴
書

履
歴
書

 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書

 

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

 

会
計
監
査
人
の
履
歴
書

 

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

 

主
要
な
株
主
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

の
数
を
記
載
し
た
書
面

の
数
を
記
載
し
た
書
面

 

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

 

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証



- -221

す
る
書
面
）

す
る
書
面
）

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

 

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

 
資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る

 

資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

こ
と
が
で
き
る
書
類

 

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以

 

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た

書
類

書
類

 

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従

 

少
額
短
期
保
険
業
者
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従

業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ハ

当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ハ

当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

 

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

 

商
号
又
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類

し
た
書
類

 

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を

 

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を

含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

 

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

 

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関

の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

 

ロ 

に
掲
げ
る
書
類

 

ロ 

に
掲
げ
る
書
類

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
百
十
一
条
の
七
十
九

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る

第
二
百
十
一
条
の
七
十
九

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
に
関
す
る
次
に

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
に
関
す
る
次
に
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掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

商
号
又
は
名
称

一

商
号
又
は
名
称

二

資
本
金
の
額

二

資
本
金
の
額

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、

三

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

行
役
）
の
氏
名

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名

四

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名

五

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

五

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

六

業
務
の
内
容

六

業
務
の
内
容

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

一

理
由
書

二

当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

二

当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

書
類

書
類

イ

当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記

イ

当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記

載
し
た
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

載
し
た
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算

書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

ロ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
子
会
社
と
な
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
子
会
社
と
な
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
面

書
面
 

株
式
交
換
契
約
（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
含
む
。
）
の
内
容
を

 
株
式
交
換
契
約
（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
含
む
。
）
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

記
載
し
た
書
面
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株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
類

 

株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
九
第
四
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

類
の
縦
覧
）

類
の
縦
覧
）

第
二
百
十
一
条
の
八
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内

第
二
百
十
一
条
の
八
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

経
営
の
組
織
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七

イ

経
営
の
組
織
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
二
百
七

十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十

十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十

五
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え
な

五
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え
な

い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

ロ

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ロ

資
本
金
の
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ハ

持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

ハ

持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

 

氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称

）

）
 

各
株
主
の
持
株
数

 

各
株
主
の
持
株
数

 

発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

 
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持
株
数
の
割
合

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ニ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
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、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名

執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名

及
び
役
職
名

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ホ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ

会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

二

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲

二

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

げ
る
事
項

イ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容

イ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内
容

及
び
組
織
の
構
成

及
び
組
織
の
構
成

ロ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

ロ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

名
称

 

名
称

 

主
た
る
営
業
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

 

主
た
る
営
業
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

 

資
本
金
又
は
出
資
金
の
額

 

資
本
金
又
は
出
資
金
の
額

 

事
業
の
内
容

 

事
業
の
内
容

 

設
立
年
月
日

 

設
立
年
月
日

 

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株

 

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株

主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

 

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保

 

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が
保

有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議

有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議

決
権
に
占
め
る
割
合

決
権
に
占
め
る
割
合

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

イ

直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標

ロ

直
近
の
三
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
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と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

 

経
常
収
益

 

経
常
収
益

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

 
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

 

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失

 
包
括
利
益

 

包
括
利
益

 

純
資
産
額

 

純
資
産
額

 

総
資
産
額

 

総
資
産
額

四

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年

四

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年

度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計

イ

連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書

算
書

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

 

破
綻
先
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

破
綻
先
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

貸
付
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

 

貸
付
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金

ハ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の

ハ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
等
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
含
む
。
）

ニ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種

ニ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種

類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当

類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当

該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び

該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び

資
産
の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し

資
産
の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し



- -226

て
算
出
し
た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場

て
算
出
し
た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場

合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

ホ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及

ホ

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
連
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
及

び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十

び
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十

三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
証
明
を
受
け

三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
証
明
を
受
け

て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

五

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
将
来
に

五

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
将
来
に

わ
た
っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る

わ
た
っ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る

よ
う
な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
経
営
に
重

よ
う
な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
経
営
に
重

要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い

要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い

う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象

う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象

等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、

等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、

又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
は
、
当

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
は
、
当

該
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事

該
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
当
該

項
を
記
載
し
た
書
類
（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
当
該

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の

営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
次
項

営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

３

前
項
に
規
定
す
る
書
類
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

３

前
項
に
規
定
す
る
書
類
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
書
類
に
加
え
、
当
該
外
国

は
、
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
は
、
当
該
書
類
に
加
え
、
当
該
外
国

所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及

所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
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び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
外
国

び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
外
国

所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業

所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業

所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
又
は
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
一

４

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
七
十
一

条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
当
該
少
額
短

条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
当
該
少
額
短

期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務

期
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務

所
（
本
店
、
支
店
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と

所
（
本
店
、
支
店
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
を
除
く
。
）
と

す
る
。

す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
百
十
一
条
の
八
十
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規

第
二
百
十
一
条
の
八
十
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

一

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二

氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居
所
、
主
た
る
営
業
所
若

二

氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居
所
、
主
た
る
営
業
所
若

し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

定
款
（
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
こ
れ

一

定
款
（
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
定
款
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
定
め
）
を
変
更
し
た
場
合

に
準
ず
る
定
め
）
を
変
更
し
た
場
合

二

新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険
持
株
会

三

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険
持
株
会

社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に

社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て

あ
っ
て
は
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
少
額
短
期
保
険

は
、
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
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持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
少
額
短
期
保
険

、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る

持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置

取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い

会
社
に
あ
っ
て
は
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、

う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場

代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務

合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役

員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

三
の
二

役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

三
の
三

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
若
し
く
は

三
の
三

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
若
し
く
は

執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
又
は
当
該
外
国
所
在
少
額

執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
又
は
当
該
外
国
所
在
少
額

短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く

短
期
保
険
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く

は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
外

は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
外

国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う

国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う

と
す
る
場
合
又
は
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し

と
す
る
場
合
又
は
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
四

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た

三
の
四

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
っ
た

場
合
（
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、

場
合
（
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又

外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又

は
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

は
外
国
所
在
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が



- -229

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
五

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

三
の
五

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
六

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

三
の
六

会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
計
参
与
の
選
退
任
の
前
に

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
七

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

三
の
七

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
八

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

三
の
八

会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
っ
た
場
合
（
会
社
法
第
三
百
三
十
八
条

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

第
二
項
（
会
計
監
査
人
の
任
期
）
の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選

さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監
査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選

任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を

任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

四

事
務
所
の
設
置
、
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

四

事
務
所
の
設
置
、
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

五

第
二
百
十
一
条
の
八
十
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
（
法
第
二

五

第
二
百
十
一
条
の
八
十
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
（
法
第
二

百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と

百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

六

そ
の
子
会
社
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若

六

そ
の
子
会
社
が
商
号
若
し
く
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若

し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全

し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全

部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二

部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
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項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
）

項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
）

七

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
（
計
算
書

七

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
（
計
算
書

類
等
の
作
成
及
び
保
存
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

類
等
の
作
成
及
び
保
存
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
そ
の
附

属
明
細
書
を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
た
場
合

属
明
細
書
を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
た
場
合

八

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定

八

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
が
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
作
成
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会

に
よ
り
作
成
し
た
書
類
に
つ
い
て
、
当
該
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
の
子
会

社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

社
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
に
お
い
て
縦
覧
を
開
始
し
た
場
合

３

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
で
あ
っ
た
会
社
を
含

３

少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
（
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
で
あ
っ
た
会
社
を
含

む
。
）
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

む
。
）
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記

載
し
た
書
類
（
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
事

載
し
た
書
類
（
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
事

業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
又
は
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

業
報
告
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
又
は
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
号
に
規
定
す
る
書
類
）
を
添
付
し
て
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

同
号
に
規
定
す
る
書
類
）
を
添
付
し
て
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
二
百
四
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
等
は
、
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ

第
二
百
四
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
等
は
、
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
若
し
く
は
指
定
又
は
登
録

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
若
し
く
は
指
定
又
は
登
録

に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
務
所
に
到
達

に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
務
所
に
到
達

し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を

し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
業
の
免
許

百
二
十
日

一

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
業
の
免
許

百
二
十
日

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
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あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
兼
職
の
認
可

三
十
日

は
、
執
行
役
）
の
兼
職
の
認
可

三
十
日

三

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
本
金
の
額
の
減
少
の
認
可

三

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
本
金
の
額
の
減
少
の
認
可

六
十
日

六
十
日

四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
社
員
配
当
準
備
金
等
の
積
立

四

法
第
五
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
社
員
配
当
準
備
金
等
の
積
立

の
例
外
に
係
る
定
款
の
定
め
の
認
可

三
十
日

の
例
外
に
係
る
定
款
の
定
め
の
認
可

三
十
日

四
の
二

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項

四
の
二

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
十
八
条
の
五
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
運
用
額
の
制
限
の
承
認

三
十
日

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
運
用
額
の
制
限
の
承
認

三
十
日

五

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
代
行
の

五

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
代
行
の

認
可

六
十
日

認
可

六
十
日

六

法
第
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
三
条
第

六

法
第
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
三
条
第

二
項
各
号
（
金
融
機
関
の
有
価
証
券
関
連
業
の
禁
止
等
）
に
定
め
る
行
為
を

二
項
各
号
に
定
め
る
行
為
を
行
う
業
務
の
認
可

六
十
日

行
う
業
務
の
認
可

六
十
日

七

法
第
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務

七

法
第
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務

の
認
可

六
十
日

の
認
可

六
十
日

八

法
第
百
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等

八

法
第
百
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等

の
承
認

三
十
日

の
承
認

三
十
日

八
の
二

法
第
百
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
会
社
の
子
会
社
と
な
っ
た

八
の
二

法
第
百
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
会
社
の
子
会
社
と
な
っ
た

子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
承
認

三
十
日

の
承
認

三
十
日

九

法
第
百
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
認
可

九
十
日

九

法
第
百
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
認
可

九
十
日

九
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
保
険
会
社
又
は
そ
の

九
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
保
険
会
社
又
は
そ
の

子
会
社
に
よ
る
議
決
権
の
取
得
等
の
制
限
の
承
認

三
十
日

子
会
社
に
よ
る
議
決
権
の
取
得
等
の
制
限
の
承
認

三
十
日

十

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
上
場
株
式
の
評
価
益
計
上
の
認
可

十

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
上
場
株
式
の
評
価
益
計
上
の
認
可
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三
十
日

三
十
日

十
一

法
第
百
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

十
一

法
第
百
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
価
格
変
動
準
備
金
の
不
積
立
て
等
の
認
可

三
十
日

る
価
格
変
動
準
備
金
の
不
積
立
て
等
の
認
可

三
十
日

十
二

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事

十
二

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事

項
の
変
更
の
認
可

九
十
日

項
の
変
更
の
認
可

九
十
日

十
三

法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
認
可

六
十
日

十
三

法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
認
可

六
十
日

十
四

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
業
の
免
許

百
二
十
日

十
四

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
業
の
免
許

百
二
十
日

十
五

法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
許
可

十
五

法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
契
約
の
申
込
み
の
許
可

六
十
日

六
十
日

十
六

法
第
百
九
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
殊
関
係
者
と
の
間
の
取

十
六

法
第
百
九
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
殊
関
係
者
と
の
間
の
取

引
等
の
承
認

三
十
日

引
等
の
承
認

三
十
日

十
七

法
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
方
法
書
等
に
定
め

十
七

法
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
方
法
書
等
に
定
め

た
事
項
の
変
更
の
認
可

九
十
日

た
事
項
の
変
更
の
認
可

九
十
日

十
七
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
主
要
株
主

十
七
の
二

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
主
要
株
主

の
認
可

三
十
日

の
認
可

三
十
日

十
七
の
三

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定

十
七
の
三

法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定

主
要
株
主
に
係
る
猶
予
期
限
の
延
期
の
認
可

三
十
日

主
要
株
主
に
係
る
猶
予
期
限
の
延
期
の
認
可

三
十
日

十
七
の
四

法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険
業
の

十
七
の
四

法
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険
業
の

登
録

六
十
日

登
録

六
十
日

十
七
の
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険

十
七
の
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険

業
者
責
任
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
る
供
託
金
の
一
部
供
託
未
実
施
の
承
認

業
者
責
任
保
険
契
約
の
締
結
に
よ
る
供
託
金
の
一
部
供
託
未
実
施
の
承
認

二
十
日

二
十
日

十
七
の
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の

十
七
の
六

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
の
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取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
兼
職
の
承

取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
兼
職
の
承
認

三

認

三
十
日

十
日

十
七
の
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保

十
七
の
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期
保

険
業
に
関
連
す
る
業
務
実
施
の
承
認

三
十
日

険
業
に
関
連
す
る
業
務
実
施
の
承
認

三
十
日

十
七
の
八

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

十
七
の
八

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
法
第
百
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引

す
る
法
第
百
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引

等
の
承
認

三
十
日

等
の
承
認

三
十
日

十
七
の
九

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
承

十
七
の
九

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
承

認

六
十
日

認

六
十
日

十
七
の
十

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条

十
七
の
十

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条

第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
価
格
変
動
準
備
金

第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
価
格
変
動
準
備
金

の
不
積
立
て
等
の
認
可

三
十
日

の
不
積
立
て
等
の
認
可

三
十
日

十
七
の
十
一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短

十
七
の
十
一

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
短

期
保
険
主
要
株
主
の
承
認

三
十
日

期
保
険
主
要
株
主
の
承
認

三
十
日

十
七
の
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

十
七
の
十
二

法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
特
定
少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
に
係
る
猶
予
期
限
の
延
期
の
承
認

三
十

る
特
定
少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
に
係
る
猶
予
期
限
の
延
期
の
承
認

三
十

日

日

十
七
の
十
三

令
第
三
十
八
条
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
の
全
部
又

十
七
の
十
三

令
第
三
十
八
条
の
五
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
の
全
部
又

は
一
部
に
代
わ
る
契
約
の
解
除
又
は
契
約
内
容
の
変
更
の
承
認

二
十
日

は
一
部
に
代
わ
る
契
約
の
解
除
又
は
契
約
内
容
の
変
更
の
承
認

二
十
日

十
七
の
十
四

令
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期

十
七
の
十
四

令
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
少
額
短
期

保
険
業
者
責
任
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
の
承
認

二
十
日

保
険
業
者
責
任
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
の
承
認

二
十
日

十
七
の
十
五

法
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
募
集
の
再
委

十
七
の
十
五

法
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
募
集
の
再
委

託
に
係
る
認
可

六
十
日

託
に
係
る
認
可

六
十
日
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十
八

法
第
二
百
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
の
登
録

三
十
日

十
八

法
第
二
百
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
の
登
録

三
十
日

十
九

法
第
二
百
九
十
一
条
第
十
項(

第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

の
規
定

十
九

法
第
二
百
九
十
一
条
第
十
項(

第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

の
規
定

に
よ
る
供
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
取
戻
し
の
承
認

二
十
日

に
よ
る
供
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
取
戻
し
の
承
認

二
十
日

二
十

法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責
任
保

二
十

法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責
任
保

険
契
約
の
締
結
に
よ
る
保
証
金
の
一
部
供
託
未
実
施
の
承
認

二
十
日

険
契
約
の
締
結
に
よ
る
保
証
金
の
一
部
供
託
未
実
施
の
承
認

二
十
日

二
十
一

令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
の
全
部
又
は
一
部
に

二
十
一

令
第
四
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
の
全
部
又
は
一
部
に

代
わ
る
契
約
の
解
除
又
は
契
約
内
容
の
変
更
の
承
認

二
十
日

代
わ
る
契
約
の
解
除
又
は
契
約
内
容
の
変
更
の
承
認

二
十
日

二
十
二

令
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責

二
十
二

令
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
険
仲
立
人
賠
償
責

任
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
の
承
認

二
十
日

任
保
険
契
約
の
解
除
又
は
変
更
の
承
認

二
十
日

二
十
三

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
金
に
代
わ
る

二
十
三

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
金
に
代
わ
る

社
債
そ
の
他
の
債
券
の
承
認

二
十
日

社
債
そ
の
他
の
債
券
の
承
認

二
十
日

二
十
四

法
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
等
業
務
を
行

二
十
四

法
第
三
百
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
等
業
務
を
行

う
者
の
指
定

六
十
日

う
者
の
指
定

六
十
日

二
十
五

法
第
三
百
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
変
更
の
認

二
十
五

法
第
三
百
八
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
変
更
の
認

可

三
十
日

可

三
十
日

二
十
六

法
第
三
百
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
等
業
務

二
十
六

法
第
三
百
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
等
業
務

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
認
可

三
十
日

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
認
可

三
十
日

２

前
項
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期

間

間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資

料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間
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○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 2 

改正後 現行 

別紙様式第１号の２（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

保険株式会社              
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
     (3)  取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を

含む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が
あったときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
(6)   会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容とな

っているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容と
なっているときは、当該事項についての意見 

 
 
                     
 

別紙様式第１号の２（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

保険株式会社              
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2） （略） 
(3)   取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったと
きは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
        (6)  会社法施行規則第 118 条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、

当該事項についての意見 
 

 
 

 
 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 2 

改正後 現行 

別紙様式第１号の２（第 27 条の３及び第 28条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

保険相互会社              
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
        (3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含

む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

別紙様式第１号の２（第 27 条の３及び第 28条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

保険相互会社              
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
(3)  取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。の
職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき
は、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の３ 

改正後 現行 

別紙様式第１号の３（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                            保険株式会社 監査役会  
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      
監査役      氏  名     印 

                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 

         (3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

     (4)・(5) （略） 
(6) 会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容とな
っているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容と
なっているときは、当該事項についての意見 

 
 
 
 

別紙様式第１号の３（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                            保険株式会社 監査役会  
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      
監査役      氏  名     印 

                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
       次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 
(3)  取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった
ときは、その事実 

(4)・(5) （略） 
(6)  会社法施行規則第118条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、
該事項についての意見 

 
 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の３ 

改正後 現行 

別紙様式第１号の３（第 27 条の４及び第 28条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                            保険相互会社 監査役会  
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      
監査役      氏  名     印 

                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 

    (3)  取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

別紙様式第１号の３（第 27 条の４及び第 28条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                            保険相互会社 監査役会  
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      
監査役      氏  名     印 

                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 
(3)  取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった
ときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 3 の２ 

改正後 現行 

別紙様式第１号の３の２(第 17 条の７関係)               (日本工業規格Ａ４) 
 
 

監 査 等 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                      保険株式会社 監査等委員会   
監査等委員  氏  名     印 

        （自  署）      
 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会
社計算規則第 130 条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

(3) 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
(4) 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
２ 事業報告等の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該会社の状況を正しく示しているか
どうかについての意見 

(3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった
ときは、その事実 

(4) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
(5) 会社法施行規則第 118 条第２号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある
場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 

(6) 会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容となって
いるとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となってい
るときは、当該事項についての意見 

 
 

（新設） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 3 の２ 

改正後 現行 

別紙様式第１号の３の２(第 27 条の４の２及び第 28条の２の２関係)    (日本工業規格Ａ４) 
 
 

監 査 等 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                      保険相互会社 監査等委員会  
監査等委員  氏  名     印 

        （自  署）      
 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（保
険業法施行規則第 27条の６第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領しない
旨） 

(3) 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
(4) 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
２ 事業報告等の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該会社の状況を正しく示している
かどうかについての意見 

(3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった
ときは、その事実 

(4) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
(5) 保険業法第 53 条の 30 第１項第１号ロ及びホに規定する体制の整備についての決議の内容
（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと
認めるときは、その旨及びその理由。 

 
 

（新設） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の４ 

改正後 現行 

別紙様式第１号の４（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                       保険株式会社 監査委員会 
監査委員  氏  名     印 

        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査

委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1)～(5) （略） 
(6)  会社法施行規則第 118条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容となっ
ているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容とな
っているときは、当該事項についての意見 

 
 
                     
 

別紙様式第１号の４（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

保険株式会社 監査委員会 
監査委員  氏  名     印 

        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
       次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査

委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1)～(5） （略） 
(6)  会社法施行規則第 118 条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、
当該事項についての意見 

 
 

 
 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 6 

改正後 現行 

別紙様式第１号の６（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

   少額短期保険株式会社          
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
         (3)  取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含

む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

 (4)・(5) （略） 
(6)  会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容とな
っているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容と
なっているときは、当該事項についての意見 

 

別紙様式第１号の６（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

   少額短期保険株式会社          
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
       次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
(3)   取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったと
きは、その事実 

     (4)・(5) （略） 
(6)   会社法施行規則第118条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、
当該事項についての意見 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 6 

改正後 現行 

別紙様式第１号の６（第 27 条の３及び第 28条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

   少額短期保険相互会社          
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
         (3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含

む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

別紙様式第１号の６（第 27 条の３及び第 28条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 役 監 査 報 告 書 
年  月  日 

   少額短期保険相互会社          
監査役（常勤）  氏  名     印 
        （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。 

(1)・(2) （略） 
         (3) 取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）

の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった
ときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 7 

改正後 現行 

別紙様式第１号の７（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 

 監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                    少額短期保険株式会社 監査役会      
監査役（常勤）  氏  名     印 

       監査役      氏  名     印 
                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 
(3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

(4)・(5) （略） 
(6) 会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容とな
っているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容と
なっているときは、当該事項についての意見 

 
 

 

別紙様式第 1号の７（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 

 監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                    少額短期保険株式会社 監査役会      
監査役（常勤）  氏  名     印 

       監査役      氏  名     印 
                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 
(3) 取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったと
きは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
(6) 会社法施行規則第 118 条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、
当該事項についての意見 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 7 

改正後 現行 

別紙様式第１号の７（第 27 条の４及び第 28条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                    少額短期保険相互会社 監査役会      
監査役（常勤）  氏  名     印 

        監査役      氏  名     印 
                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 

        (3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ったときは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

別紙様式第１号の７（第 27 条の４及び第 28条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
  

監 査 役 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                    少額短期保険相互会社 監査役会      
監査役（常勤）  氏  名     印 

        監査役      氏  名     印 
                    （自  署）      

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当

該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の
監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 
(1)・(2) （略） 
(3) 取締役（当該事業年度中に委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったと
きは、その事実 

    (4)・(5) （略） 
 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 7 の２ 

改正後 現行 

別紙様式第 1号の７の２(第 17 条の７関係)               (日本工業規格Ａ４) 
 
 

監 査 等 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                      少額短期保険株式会社 監査等委員会  
監査等委員  氏  名     印 

        （自  署）      
 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（会
社計算規則第 130 条第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨） 

(3) 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
(4) 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
２ 事業報告の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示してい
るかどうかについての意見 

(3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含
む。）の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があっ
たときは、その事実 

(4) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
(5) 会社法施行規則第 118 条第２号に掲げる事項（監査の範囲に属さないものを除く。）がある
場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 

(6) 会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容となって 
いるとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となってい
るときは、当該事項についての意見 

 

（新設） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 7 の２ 

改正後 現行 

別紙様式第 1号の７の２(第 27 条の４の２及び第 28条の２の２関係)    (日本工業規格Ａ４) 
 
 

監 査 等 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                      少額短期保険相互会社 監査等委員会  
監査等委員  氏  名     印 

        （自  署）      
 

（記載上の注意） 
１ 計算関係書類の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由（保
険業法施行規則第 27 条の６第３項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領しない
旨） 

(3) 重要な後発事象（会計監査報告の内容となっているものを除く。） 
(4) 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
２ 事業報告の監査 

次に掲げる事項を記載すること。監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査
等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1) 監査等委員会の監査の方法及びその内容 
(2) 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該相互会社の状況を正しく示してい
るかどうかについての意見 

(3) 取締役（当該事業年度中に指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。）
の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき
は、その事実 

(4) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 
(5) 保険業法第 53 条の 30 第１項第１号ロ及びホに規定する体制の整備についての決議の内容
（監査の範囲に属さないものを除く。）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと
認めるときは、その旨及びその理由。 

 
 

（新設） 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 1 号の 8 

改正後 現行 

別紙様式第１号の８（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                     少額短期保険株式会社 監査委員会 
監査委員  氏  名       印 

                          （自  署） 

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査

委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1)～(5) （略） 
(6) 会社法施行規則第 118 条第３号若しくは第５号に規定する事項が事業報告の内容とな
っているとき又は同令第 128 条第３項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容と
なっているときは、当該事項についての意見 

 
                     
 

別紙様式第１号の８（第 17 条の７関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

監 査 委 員 会 監 査 報 告 書 
年  月  日 

                                      少額短期保険株式会社 監査委員会 
監査委員  氏  名       印 

                          （自  署） 

（記載上の注意） 
１ （略） 

   ２ 事業報告等の監査 
     次に掲げる事項を記載すること。監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査

委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 
(1)～(5） （略） 
(6) 会社法施行規則第 118 条第３号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、
当該事項についての意見 

 
 

 
 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 4 号 

改正後 現行 

別紙様式第４号（第 15 条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

株 主 総 会 参 考 書 類 

 １ 議案 

(1) 会社の提案に係るもの 

(2) 株主の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項

を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 

３ 議案につき会社法第384条又は第389条第３項の規定により株主総会に報告すべき

調査の結果があるときは、その結果の概要 
４ その他株主の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

   （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ

る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 
   ①・② （略） 
   ③ 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、会社法第 342 条の２第４項の規定

による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要 
   ④ 候補者と当該株式会社との間で会社法第 427条第１項の契約を締結しているとき又は当該

契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 
⑤ 当該株式会社が公開会社（会社法第２条第５号に規定する公開会社をいう。以下同じ。）
であるときは、次に掲げる事項 
イ （略） 
ロ  候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則
第 121 条第８号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることと
なるときは、その事実 

    ハ・ニ （略） 
⑥ 当該株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等（会社法第２条第３号の２に
規定する子会社等又は保険業法第 33条の２第１項に規定する実質子会社をいう。以下同
じ。）であるときは、次に掲げる事項 

 イ 候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨 
ロ 候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。以
下⑥において同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務
執行者をいう。以下同じ。）であるときは、当該他の者における地位及び担当 
ハ 候補者が過去５年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知って
いるときは、当該他の者における地位及び担当 

別紙様式第４号（第 15 条の２関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

株 主 総 会 参 考 書 類 

 １ 議案 

(1) 会社の提案に係るもの 

(2) 株主の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項

を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 

３ 議案につき会社法第384条又は第389条第３項の規定により株主総会に報告すべき

調査の結果があるときは、その結果の概要 
４ その他株主の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

   （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項を記載すること。  
 
   ①・② （略） 
   （新設） 
    

（新設） 
 
③ 当該株式会社が公開会社（会社法第２条第５号に規定する公開会社をいう。以下同じ。）
であるときは、次に掲げる事項 
イ （略） 
ロ  候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則
第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることと
なるときは、その事実 

    ハ・ニ （略） 
④ 当該株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社（会社法第２条第３号に規定
する子会社又は保険業法第 33 条の２第１項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。）で
あるときは、次に掲げる事項 
 （新設） 
イ 候補者が現に当該他の会社（当該他の会社の子会社（当該株式会社を除く。）を含む。
以下④において同じ。）の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業
務執行者をいう。以下同じ。）であるときは、当該他の会社における地位及び担当 
ロ 候補者が過去５年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っ
ているときは、当該他の会社における地位及び担当 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 4 号 

改正後 現行 

⑦ 候補者が社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号に規定する社外取締役
候補者をいう。以下同じ。）であるときは、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場
合にあっては、ハからトまでに掲げる事項を除く。） 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することがで
きるものと当該株式会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを
除く。ⅲ及びⅴ(ｂ)において同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ⅱ及びⅴ(ａ)において同じ。）
であり、又は過去５年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。 
ⅲ 当該株式会社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第 19 号に規定する特
定関係事業者をいう。以下同じ。）の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間
に当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若し
くは役員であったことがあること。 
ⅳ （略） 
ⅴ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要で
ないものを除く。）。 
(ａ) 当該株式会社の親会社等 
(ｂ) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員 

（削る） 
ⅵ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅵ、(1)の３⑨ヘⅵ
及び(3)⑨ヘⅵにおいて「合併等」という。）により他の株式会社又は相互会社がその
事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、
当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株
式会社又は相互会社の業務執行者であったこと。 

     ト （略） 
     （削る） 
      

チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(1)の２ 社外取締役を置いていない場合等の特則 
 ① １(1)に掲げる事項を記載する場合において、株式会社が社外取締役を置いていない特定
監査役会設置会社（当該株主総会の終結の時に社外取締役を置いていないこととなる見込み
であるものを含む。）であって、かつ、取締役に就任したとすれば社外取締役となる見込み
である者を候補者とする取締役の選任に関する議案を当該株主総会に提出しないときは、株
主総会参考書類には、社外取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならない。 

  ② ①に規定する「特定監査役会設置会社」とは、監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、
大会社であるものに限る。）であって金融商品取引法第 24 条第１項の規定によりその発行

⑤ 候補者が社外取締役候補者（会社法施行規則第２条第３項第７号に規定する社外取締役
候補者をいう。以下同じ。）であるときは、当該候補者についての次に掲げる事項（株式会
社が公開会社でない場合にあっては、ハからトまでに掲げる事項を除く。） 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社
を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補
者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会
社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨 
（新設） 
 

（新設） 
 
ⅰ 当該株式会社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第 18 号に規定する特
定関係事業者をいう。以下同じ。）の業務執行者であること。 
 
 
ⅱ （略） 
ⅲ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以
内の親族その他これに準ずるものであること（重要でないものを除く。）。 
（新設） 
（新設） 
ⅳ 過去５年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅴ及び１(3)⑧ヘⅴ
において「合併等」という。）により他の株式会社又は相互会社がその事業に関して
有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の
直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社又は相
互会社の業務執行者であったこと。 

    ト （略） 
チ 当該候補者と当該株式会社との間で会社法第 427 条第１項の契約を締結しているとき
又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要 

リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

  （新設） 
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する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものをいう。 
  ③ ①の理由は、当該株式会社のその時点における事情に応じて記載しなければならない。こ

の場合において、社外監査役が２人以上あることのみをもって当該理由とすることはできな
い。 

(1)の３ 監査等委員である取締役の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
④ 議案が会社法第 344 条の２第２項の規定による請求により提出されたものであるときは、
その旨 
⑤ 会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、そ
の意見の内容の概要 
⑥ 候補者と当該株式会社との間で会社法第 427条第１項の契約を締結しているとき又は当該
契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 
⑦ 当該株式会社が公開会社であるときは、次に掲げる事項 
イ 候補者の有する当該株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及
び種類ごとの数） 

ロ 候補者が当該株式会社の監査等委員である取締役に就任した場合において重要な兼職
に該当する事実があることとなるときは、その事実 
ハ 候補者が現に当該株式会社の監査等委員である取締役であるときは、当該株式会社にお
ける地位及び担当 

⑧ 当該株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、次に掲げる事項 
イ 候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨 
ロ 候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。以
下⑧において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当 
ハ 候補者が過去５年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知って
いるときは、当該他の者における地位及び担当 

⑨ 候補者が社外取締役候補者であるときは、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場
合にあっては、ハからトまでに掲げる事項を除く。） 
イ 当該候補者が社外取締役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外取締役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役（社外役員に限る。以下⑨において同じ。）
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において
法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないもの
を除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が
行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要 

ニ 当該候補者が過去５年間に他の株式会社又は相互会社の取締役、執行役又は監査役に
就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社又は相互会社において法令
又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式
会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株

 
 
 
 
（新設） 
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式会社又は相互会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の
予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の
概要を含む。） 

ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に
遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを
除く。ⅲ及びⅴ(ｂ)において同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ⅱ及びⅴ(ａ)において同じ。）
であり、又は過去５年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。 
ⅲ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に
当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若しく
は役員であったことがあること。 
ⅳ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これ
らの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を
除く。）を受ける予定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅴ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要で
ないものを除く。）。 
(ａ) 当該株式会社の親会社等 
(ｂ) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員 
ⅵ 過去２年間に合併等により他の株式会社又は相互会社がその事業に関して有する権
利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当
該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社又は相互会社の
業務執行者であったこと。 

     ト 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるとき
は、これらの役員に就任してからの年数 
チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(2) 会計参与の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 

   ①～③ （略） 
④ 候補者と当該株式会社との間で会社法第427条第１項の契約を締結しているとき又は当該
契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 

 ⑤ （略） 
(3) 監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
①～⑤ （略） 
⑥ 候補者と当該株式会社との間で会社法第427条第１項の契約を締結しているとき又は当該
契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 会計参与の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
  ①～③ （略） 
   （新設） 
 

④ （略） 
(3) 監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
  ①～⑤ （略） 
  （新設） 
 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第 4 号 

改正後 現行 

  ⑦ （略） 
    ⑧ 株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、次に掲げる事項 
      イ 候補者が現に当該他の者（自然人であるものに限る。）であるときは、その旨 

ロ 候補者が現に当該他の者（当該他の者の子会社等（当該株式会社を除く。）を含む。
以下⑧において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当 

ハ 候補者が過去５年間に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知って
いるときは、当該他の者における地位及び担当 

    ⑨ 候補者が社外監査役候補者（会社法施行規則第２条第３項第８号に規定する社外監査役
候補者をいう。以下同じ。）であるときは、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない
場合にあっては、ハからトまでに掲げる事項を除く。） 
イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の株式会社又は相互会社の取締役、執行役又は監査役に
就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社又は相互会社において法令
又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株
式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の
株式会社又は相互会社における社外取締役（社外役員に限る。ホにおいて同じ。）又は
監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当
該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 

ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その
旨 
ⅰ 過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるもの
を除く。ⅲ及びⅴ(ｂ)において同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該株式会社の親会社等（自然人であるものに限る。ⅱ及びⅴ(ａ)において同じ。）
であり、又は過去５年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。 
ⅲ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間
に当該株式会社の特定関係事業者（当該株式会社の子会社を除く。）の業務執行者若
しくは役員であったことがあること。 
ⅳ （略） 
ⅴ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要
でないものを除く。）。 
 (ａ) 当該株式会社の親会社等 
 (ｂ) 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員 
（削る） 
 
ⅵ 過去２年間に合併等により他の株式会社又は相互会社がその事業に関して有する
権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前
に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社又は相互
会社の業務執行者であったこと。 

     ト （略） 
     （削る） 

  ⑥ （略） 
⑦ 株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、次に掲げる事項 

    （新設） 
イ 候補者が現に当該他の会社（当該他の会社の子会社（当該株式会社を除く。）を含む。
以下⑦において同じ。）の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当 
ロ 候補者が過去５年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っ
ているときは、当該他の会社における地位及び担当                 

⑧ 候補者が社外監査役候補者（会社法施行規則第２条第３項第８号に規定する社外監査役候
補者をいう。以下同じ。）であるときは、次に掲げる事項（株式会社が公開会社でない場合
にあっては、ハからトまでに掲げる事項を除く。） 

    イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の株式会社又は相互会社の取締役、執行役又は監査役に
就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社又は相互会社において法令
又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株
式会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の
株式会社又は相互会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生
の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行
為の概要を含む。） 

ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その
旨 
（新設） 
 
（新設） 
 

 i  当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。 
 
 
ⅱ  （略） 
ⅲ  当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以
内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

 （新設） 
（新設） 

ⅳ 過去５年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあるこ
と。 

ⅴ 過去２年間に合併等により他の株式会社又は相互会社の事業に関して有する権利
義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該
株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社又は相互会社の業務執行者で
あったこと。 

     ト （略） 
     チ 当該候補者と当該株式会社との間で会社法第 427 条第１項の契約を締結しているとき
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チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があると
きは、その意見の内容 

(4) 会計監査人の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

   ①・② （略） 
③ 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が当該候補者を会計監査人の候補者
とした理由 
④ （略） 
⑤ 候補者と当該株式会社との間で会社法第427条第１項の契約を締結しているとき又は当該
契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 
⑥・⑦ （略） 
⑧ 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が次のイ又はロに掲げる場合の区分
に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益（これらの者から
受ける会計監査人（会社法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。）としての
報酬等及び公認会計士法第２条第１項に規定する業務の対価を除く。）を受ける予定がある
とき又は過去２年間に受けていたときは、その内容 
   
 
 
 
イ 当該株式会社に親会社等がある場合 当該株式会社、当該親会社等又は当該親会社等の
子会社等（当該株式会社を除く。）若しくは関連会社（当該親会社等が会社でない場合に
おけるその関連会社に相当するものを含む。） 
ロ  当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社又は当該株式会社の子会社若しく
は関連会社 

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 

次に掲げる事項（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員で
ある取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 
①・② （略） 
③ 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、会社法第 342 条の２第４項の規定
による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要 

(1)の２ 監査等委員である取締役の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 監査等委員である取締役の氏名 
② 解任の理由 
③ 会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、そ
の意見の内容の概要 

(2)・(3) （略）  

又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要 
     リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があると

きは、その意見の内容 
(4) 会計監査人の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

   ①・② （略） 
 ③ 議案が会社法第344条第２項第１号又は２号の規定による請求によって提出されたもので
あるときは、その旨。 
 
④ （略） 
（新設） 
 
⑤・⑥ （略） 
⑦ 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社、その親会社（会社
法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）又は当該親会社（当該株式会社に親
会社がない場合にあっては、当該株式会社）の子会社（当該株式会社を除く。）若しくは関
連会社（会社計算規則第２条第３項第 18号に規定する関連会社をいう。以下同じ。）（当
該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。）から
多額の金銭その他の財産上の利益（これらの者から受ける会計監査人（会社法以外の法令の
規定によるこれに相当するものを含む。）としての報酬等及び公認会計士法第２条第１項に
規定する業務の対価を除く。）を受ける予定があるとき又は過去２年間に受けていたときは、
その内容 
（新設） 
 
 
（新設） 
 

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
 
 ①・② （略） 
 （新設） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
(2)・(3) （略）  
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(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 

    ①（略） 
② 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が議案の内容を決定した理由 
（削る） 
 
③ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

    次に掲げる事項（株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ
る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。当該株式会社が公開会社であり、かつ、取締
役の一部が社外取締役（監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下(1)において同
じ。）であるときは、①から③までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締
役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 
①～④ （略） 
⑤ 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、会社法第 361 条第６項の規定によ
る監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑥ （略） 

(1)の２ 監査等委員である取締役の報酬等に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 
① 会社法第 361 条第１項各号に掲げる事項の算定の基準 
② 議案が既に定められている会社法第361条第１項各号に掲げる事項を変更するものである
ときは、変更の理由 

 ③ 議案が２以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監
査等委員である取締役の員数 

 ④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴 
 ⑤ 会社法第 361 条第５項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意
見の内容の概要 

 ⑥ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金
の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準
の内容（各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場
合を除く。） 

(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が会社法第 425 条第４項（同法第 426 条第８項及び第 427
条第５項において準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出するとき
は、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る会社法
施行規則第114条各号に規定する額及び当該役員等に与える同令第115条各号に掲げる財産上
の利益の内容を記載すること。 
①・② （略） 

(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 

    ①（略） 
② 解任又は不再任の理由 
 
③ 議案が会社法第344条第２項第２号又は第３号の規定による請求によって提出されたもの
であるときは、その旨 
④ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

    次に掲げる事項を記載すること。当該株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が
社外取締役（社外役員に限る。以下(1)において同じ。）であるときは、①から③までに掲げ
る事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければ
ならない。 

 
 ①～④ （略） 
 （新設） 
 
 ⑤ （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が会社法第 425 条第４項（会社法第 426 条第６項及び第
427 条第５項において準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出する
ときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る会
社法施行規則第114条各号に規定する額及び当該役員等に与える同規則第115条各号に掲げる
財産上の利益の内容を記載すること。 
①・② （略） 
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③ 会社法第 427条第１項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規
定する非業務執行取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 

４ （略） 
４の２ 全部取得条項付種類株式の取得 
  次に掲げる事項を記載すること。 
 (1) 当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由 
 (2) 会社法第 171 条第１項各号に掲げる事項の内容 
(3) 会社法第 298 条第１項の決定をした日における会社法施行規則第 33条の２第１項各号（第
４号を除く。）に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 

４の３ 株式の併合 
  次に掲げる事項を記載すること。 
 (1) 当該株式の併合を行う理由 
 (2) 会社法第 180 条第２項各号に掲げる事項の内容 
 (3) 会社法第298条第１項の決定をした日における会社法施行規則第33条の９第１号及び第２

号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
 (1)～(3) （略） 
 (4) 新設合併契約の承認に関する議案 
    次に掲げる事項を記載すること。 

①～③ （略） 
④ 新設合併設立株式会社（会社法第 753 条第１項第２号又は保険業法第 165 条第１項第２
号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下同じ。）又は新設合併設立相互会社（保険
業法第 161 条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下同じ。）の取締役となる
者（新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併
設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。）についての１(1)に規定する事
項 

⑤ 新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社
の監査等委員である取締役となる者についての１(1)の３に規定する事項 

⑥～⑧ （略） 
(5) （略） 
(6) 株式移転計画の承認に関する議案 

    次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 株式移転設立完全親会社（会社法第 773 条第１項第５号に規定する株式移転設立完全親
会社又は保険業法第 96条の８第１項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。
以下同じ。）の取締役となる者（株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である
場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除
く。）についての１(1)に規定する事項 

⑤ 株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全
親会社の監査等委員である取締役となる者についての１(1)の３に規定する事項 

⑥～⑧ （略） 

③ 会社法第 427 条第１項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に
規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合 

４ （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
 (1)～(3) （略） 
 (4) 新設合併契約の承認に関する議案 
    次に掲げる事項を記載すること。 

①～③ （略） 
④ 新設合併設立株式会社（会社法第 753 条第１項第２号又は保険業法第 165 条第１項第２
号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下同じ。）又は新設合併設立相互会社（保険
業法第 161 条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下同じ。）の取締役となる
者についての１(1)に規定する事項 

   
  
（新設） 

 
⑤～⑦ 

(5) （略） 
(6) 株式移転計画の承認に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 株式移転設立完全親会社（会社法第 773 条第１項第５号に規定する株式移転完全親会社
又は保険業法第 96 条の８第１項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。以下
同じ。）の取締役となる者についての１(1)に規定する事項 

 
 
 （新設） 
 
⑤～⑦ （略） 
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(7) （略） 
６ （略） 
７ 株主提案の場合における記載事項 
(1) 議案が株主の提出に係るものである場合には、会社法施行規則第 93条第１項各号（同項第 
３号から第５号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でな
い程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合（株式会社がその全部を
記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事
項の概要）に掲げる事項を記載する。 

(2)・(3) （略） 
 

(7) （略） 
６ （略） 
７ 株主提案の場合における記載事項 
(1) 議案が株主の提出に係るものである場合には、会社法施行規則第 93条第１項各号（同項第
３号又は第４号に掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程
度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合（株式会社がその全部を記
載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事
項の概要）に掲げる事項を記載する。 

(2)・(3) （略） 
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別紙様式第５号（第 20 条の 20 関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

社 員 総 会 参 考 書 類 
 １ 議案 
(1) 会社の提案に係るもの 
(2) 社員の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、社員総会において一定の事
項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 

３ 議案につき保険業法第 53 条の 20 において準用する会社法第 384 条の規定により
社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 

４ その他社員の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

    （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ

る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 
   ①・② （略） 
   ③ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 11 において準

用する会社法第 342 条の２第４項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見
の内容の概要 

   ④ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑤ 候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則第
121 条第８号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることとなる
ときは、その事実 
⑥～⑦ （略） 
⑧ 候補者が社外取締役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することがで
きるものと当該相互会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社（保険業法第 33条の２第１項に規定する実
質子会社をいう。以下同じ。）の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。
ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社及び関連会社（保険業法

別紙様式第５号（第 20 条の 20 関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

社 員 総 会 参 考 書 類 
 １ 議案 
(1) 会社の提案に係るもの 
(2) 社員の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、社員総会において一定の事
項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 
３ 議案につき保険業法第 53 条の 20において準用する会社法第 384 条の規定により
社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 

４ その他社員の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

   （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項を記載すること。  
 
   ①・② （略） 
   （新設） 
    

（新設） 
 
 
 
③ 候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則第
121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることとなる
ときは、その事実 
④～⑤ （略） 
⑥ 候補者が社外取締役候補者であるときは、当該候補者についての次に掲げる事項 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社
を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補
者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会
社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
（新設） 
 
 
ⅰ 当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社（保険業法第 33 条の２
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施行規則第 24条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。以下同じ。）並びに当
該相互会社の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）をいう。以下同じ。）
の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者
（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがある
こと。 

ⅲ （略） 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

（削る） 
ⅴ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅴ、(1)の２⑨ヘⅴ
及び(3)⑨ヘⅴにおいて「合併等」という。）により他の相互会社又は株式会社がその
事業に関して有する権利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、
当該合併等の直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相
互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 

     ト （略） 
     （削る） 
      
 

チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(1)の２ 監査等委員である取締役の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
④ 議案が保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 344条の２第２項の規定による請
求により提出されたものであるときは、その旨 
⑤ 保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委
員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑥ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑦ 候補者が当該相互会社の監査等委員である取締役に就任した場合において重要な兼職に
該当する事実があることとなるときは、その事実 
⑧ 候補者が現に当該相互会社の監査等委員である取締役であるときは、当該相互会社におけ
る地位及び担当 
⑨ 候補者が社外取締役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外取締役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外取締役候補者とした理由 
ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役（社外役員に限る。以下⑨において同じ。）

第１項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。）及び関連会社（保険業法施行規則第
24 条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。以下同じ。）並びに当該相互会社
の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）をいう。以下同じ。）の業務執行
者であること。 
 
ⅱ （略） 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずるものであること（重要でないものを除く。）。 
iv 過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅴ及び１(3)⑧ヘⅴ
において「合併等」という。）により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して
有する権利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の
直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株
式会社の業務執行者であったこと。 

    ト （略） 
    チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36において準用する会社法第

427 条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、
その契約の内容の概要 

    リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

 （新設） 
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である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において
法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないもの
を除く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が
行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要 

ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に
就任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令
又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該相互
会社が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相
互会社又は株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の
予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の
概要を含む。） 

ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に
遂行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるも
のを除く。ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に
当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若
しくは役員であったことがあること。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これ
らの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を
除く。）を受ける予定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権
利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当
該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の
業務執行者であったこと。 

ト 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるとき
は、これらの役員に就任してからの年数 

チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(2) 会計参与の選任に関する議案 
     次に掲げる事項を記載すること。 

   ①～③ （略） 
   ④ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53 条の 36において準用する会社法第 427 条

第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の
内容の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 会計参与の選任に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

   （新設） 
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 ⑤ （略） 
(3) 監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
①～⑤ （略） 
⑥ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 427 条
第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の
内容の概要 

⑦・⑧ （略） 
⑨ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就
任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は
定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社
が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社
又は株式会社における社外取締役（社外役員に限る。ホにおいて同じ。）又は監査役であ
ったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生
後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるも
のを除く。ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に
当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若
しくは役員であったことがあること。 

ⅲ （略） 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

（削る） 
 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権
利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当
該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の
業務執行者であったこと。 

    ト （略） 
    （削る） 

 
 
チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(4) 会計監査人の選任に関する議案 

 ④ （略） 
(3) 監査役の選任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
①～⑤ （略） 

   （新設） 
 
 
⑥・⑦ （略） 
⑧ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就
任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は
定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社
が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社
又は株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のた
めに当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含
む。） 

ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
（新設） 
 
i  当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者であること。 
 
 
ⅱ  （略） 
ⅲ  当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以
内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあるこ
と。 

ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社の事業に関して有する権利義
務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相
互会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であ
ったこと。 

    ト （略） 
    チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 11において準用する会社法第

427 条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、そ
の契約の内容の概要 

リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(4) 会計監査人の選任に関する議案 
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  次に掲げる事項を記載すること。 
   ①・② （略） 
 ③ 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が当該候補者を会計監査人の候補者
とした理由 
④ （略） 
⑤ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第53条の 36において準用する会社法第427条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑥～⑧ （略） 

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 
  次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ
る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 

 ①・② （略） 
 ③ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 11 において準
用する会社法第 342 条の２第４項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見
の内容の概要 

(1)の２ 監査等委員である取締役の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 監査等委員である取締役の氏名 
② 解任の理由 
③ 保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委
員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

(2)・(3) （略）  
(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

      次に掲げる事項を記載すること。 
① （略） 
② 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が議案の内容を決定した理由 
（削る） 
 
③ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

    次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ
る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。取締役の一部が社外取締役（監査等委員であ
るものを除き、社外役員に限る。以下(1)において同じ。）であるときは、①から③までに掲
げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなけれ
ばならない。 

  次に掲げる事項を記載すること。 
   ①・② （略） 
 ③ 議案が保険業法第53条の 11において準用する会社法第 344条第２項第１号又は２号の規
定による請求によって提出されたものであるときは、その旨。 
 
④ （略） 
（新設） 
 
 
⑤～⑦ （略） 

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 
 
 ①・② （略） 
（新設） 
 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
(2)・(3) （略）  
(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

    次に掲げる事項を記載すること。 
    ① （略） 

② 解任又は不再任の理由 
 
③ 議案が保険業法第53条の 11において準用する会社法第344条第２項第２号又は第３号の
規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

     次に掲げる事項を記載すること。取締役の一部が社外取締役（社外役員に限る。以下(1)に
おいて同じ。）であるときは、①から③までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、
社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 
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 ①～④ （略） 
⑤ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 15 において準
用する会社法第 361 条第６項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内
容の概要 

 ⑥ （略） 
(1)の２ 監査等委員である取締役の報酬等に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
 ① 保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第１項各号に掲げる事項の算定の
基準 

 ② 議案が既に定められている保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第１項
各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 

 ③ 議案が２以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監
査等委員である取締役の員数 

 ④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴 
 ⑤ 保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第５項の規定による監査等委員で
ある取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

 ⑥ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金
の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準
の内容（各社員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場
合を除く。） 

(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 425 条
第４項（保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 426 条第８項及び第 427 条第５項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、責任を
免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える第 23 条の 20各号に掲げる財産上の利益
の内容を記載すること。 
①・② （略） 
③ 保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第１項の契約によって同項に規定
する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行取締役等が損害を賠償する責任
を負わないとされた場合 

４ （略） 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
(1) （略） 
(2) 新設合併契約の承認に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

  ④ 新設合併設立相互会社（保険業法第161条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。 
以下同じ。）又は新設合併設立株式会社（保険業法第 165 条第１項第２号に規定する新設合
併設立株式会社をいう。以下同じ。）の取締役となる者（新設合併設立相互会社が監査等委

 ①～④ （略） 
 （新設） 

 
 

 ⑤ （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 425 条
第４項、会社法第 426 条第６項及び第 427 条第５項に規定する承認の決議に関する議案を提出
するときは、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える第 23条の 20各号に
掲げる財産上の利益の内容を記載すること。 
 

①・② （略） 
③ 保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第１項の契約によって同項に規定
する限度を超える部分について同項に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わ
ないとされた場合 

４ （略） 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
(1) （略） 
(2) 新設合併契約の承認に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

  ④ 新設合併設立相互会社（保険業法第161条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。 
以下同じ。）又は新設合併設立株式会社（保険業法第 165 条第１項第２号に規定する新設合 
併設立株式会社をいう。以下同じ。）の取締役となる者についての１(1)に規定する事項 
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員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立相互会社の監査等委員である取締役
となる者を除く。）についての１(1)に規定する事項 

⑤ 新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社
の監査等委員である取締役となる者についての１(1)の２に規定する事項 

  ⑥～⑧ （略） 
(3) （略） 
６ （略） 
７ 社員提案の場合における記載事項 
(1) 議案が社員の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又④に掲げる事項が社員
総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものを
もって構成されている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものとして定め
た分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 議案が次のイからホまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員が保険
業法第 39条第３項の規定による請求に際して当該イからホまでに定める事項（当該事項が明
らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知したときは、そ
の内容 
 イ 取締役（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取
締役を除く。） １(1)に規定する事項 

 ロ 監査等委員である取締役 １(1)の２に規定する事項 
 ハ～ホ （略） 

(2)・(3) （略） 
８ 上記において、次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、当該(1)から(4)までに定めるとこ
ろによる。 
(1) 社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同
じ。）のうち、次のいずれにも該当するものをいう。 

   ① （略） 
② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
 イ 当該会社役員が保険業法第 53条の２第５項、第 53 条の 16において準用する会社法第
373 条第１項第２号又は保険業法第 53 条の 24第３項の社外取締役であること。 

 
ロ 当該会社役員が保険業法第 53条の５第３項の社外監査役であること。 
 
ハ （略） 

(2) 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みである
こと。 
（削る） 
 
（削る） 

 
 
（新設） 
 

  ⑤～⑦ （略） 
(3) （略） 
６ （略） 
７ 社員提案の場合における記載事項 
(1) 議案が社員の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又④に掲げる事項が社員
総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものを
もって構成されている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものとして定め
た分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員が保険
業法第 39条第３項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項（当該事項が
明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知したときは、
その内容 

 イ 取締役 １(1)に規定する事項 
 
（新設） 
ロ～ニ （略） 

(2)・(3) （略） 
８ 上記において、次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、当該(1)から(4)までに定めるとこ
ろによる。 
(1) 社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同
じ。）のうち、次のいずれにも該当するものをいう。 

   ① （略） 
② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
 イ 当該会社役員が保険業法第 53条の 16において準用する会社法第 373 条第１項第２号、
保険業法第 53条の 24 第３項又は同法第 53条の 36において準用する会社法第 425 条第 

  １項第１号ハ若しくは第 427 条第１項の社外取締役であること。 
ロ 当該会社役員が保険業法第 53条の５第３項又は同法第 53条の 36において準用する会
社法第 427 条第１項の社外監査役であること。 
ハ （略） 

(2) 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役
又は支配人その他の使用人となったことがないこと。 
② 当該候補者が現に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又
は支配人その他の使用人でないこと。 
③ 当該候補者を就任後当該相互会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこ
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（削る） 
（削る） 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の２第５項、第 53条の 16において準用する会社法第 373
条第１項第２号又は保険業法第53条の24第３項の社外取締役であるものとする予定があ
ること。 
ロ （略） 

(3) 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が当該相互会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みである
こと。 
 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の５第３項の社外監査役であるものとする予定があるこ
と。 
ロ （略） 

(4) （略） 
９ （略） 

 

と。 
④ 当該候補者を就任後当該相互会社の執行役として選任する予定がないこと。 
⑤ 当該候補者を就任後当該相互会社の使用人とする予定がないこと。  
⑥ 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の 16において準用する会社法第 373 条第１項第２号、保
険業法第 53条の 24第３項又は同法第53条の 36において準用する会社法第 425条第１項
第１号ハ若しくは第 427 条第１項の社外取締役であるものとする予定があること。 
ロ （略） 

(3) 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与（会計参与が法
人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役又は支配人その他の使用人とな
ったことがないこと。 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の５第３項又は同法第 53条の 36 において準用する会社
法第 427 条第１項の社外監査役であるものとする予定があること。 
ロ （略） 

(4) （略） 
９ （略） 
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別紙様式第５号の３（第 22 条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

総 代 会 参 考 書 類 

 １ 議案 

(1) 会社の提案に係るもの 

(2) 社員又は総代の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、総代会において一定の事項を

説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 

３ 議案につき保険業法第53条の20において準用する会社法第384条の規定により総

代会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 
４ その他総代の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

  （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ

る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 
   ①・② （略） 
   ③ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 11 において準

用する会社法第 342 条の２第４項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見
の内容の概要 

   ④ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑤ 候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則第
121 条第８号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることとなる
ときは、その事実 
⑥・⑦ （略） 
⑧ 候補者が社外取締役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することがで
きるものと当該相互会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社（保険業法第 33条の２第１項に規定する実
質子会社をいう。以下同じ。）の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。
ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 

別紙様式第５号の３（第 22 条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

総 代 会 参 考 書 類 

 １ 議案 

(1) 会社の提案に係るもの 

(2) 社員又は総代の提案に係るもの 

 ２ 提案の理由（議案が取締役の提出に係るものに限り、総代会において一定の事項を

説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。） 

３ 議案につき保険業法第53条の20において準用する会社法第384条の規定により総

代会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要 
４ その他総代の議決権の行使について参考となると認める事項 
 

  （記載上の注意） 
 １ 役員の選任に関する議案 
  (1) 取締役の選任に関する議案 
    次に掲げる事項を記載すること。  
 
   ①・② （略） 
   （新設） 
    

（新設） 
 
 
 
③ 候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合において重要な兼職（会社法施行規則第
121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。）に該当する事実があることとなる
ときは、その事実 
④・⑤ （略） 
⑥ 候補者が社外取締役候補者であるときは、当該候補者についての次に掲げる事項 
イ～ニ （略） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社（外国会社
を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補
者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該相互会
社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
（新設） 
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ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社及び関連会社（保険業法
施行規則第 24条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。以下同じ。）並びに当
該相互会社の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）をいう。以下同じ。）
の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者
（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若しくは役員であったことがある
こと。 
ⅲ （略） 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

（削る） 
 
ⅴ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅴ、(1)の２⑨ヘⅴ
及び(3)⑨ヘⅴにおいて「合併等」という。）により他の相互会社又は株式会社がその
事業に関して有する権利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、
当該合併等の直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相
互会社又は株式会社の業務執行者であったこと。 

     ト （略） 
     （削る） 
      
 

チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(1)の２ 監査等委員である取締役の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 候補者の氏名、生年月日及び略歴 
② 相互会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 
③ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 
④ 議案が保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 344条の２第２項の規定による請
求により提出されたものであるときは、その旨 
⑤ 保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委
員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 
⑥ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑦ 候補者が当該相互会社の監査等委員である取締役に就任した場合において重要な兼職に
該当する事実があることとなるときは、その事実 
⑧ 候補者が現に当該相互会社の監査等委員である取締役であるときは、当該相互会社におけ
る地位及び担当 
⑨ 候補者が社外取締役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ 当該候補者が社外取締役候補者である旨 
ロ 当該候補者を社外取締役候補者とした理由 

ⅰ 当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社（保険業法第 33 条の２
第１項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。）及び関連会社（保険業法施行規則第
24 条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。以下同じ。）並びに当該相互会社
の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）をいう。以下同じ。）の業務執行
者であること。 
 
ⅱ （略） 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以
内の親族その他これに準ずるものであること（重要でないものを除く。）。 

ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあるこ
と。 

ⅴ 過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け（以下ⅴ及び１(3)⑧ヘⅴ
において「合併等」という。）により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して
有する権利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の
直前に当該相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株
式会社の業務執行者であったこと。 

     ト （略） 
     チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第53条の 36において準用する会社法第

427 条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、
その契約の内容の概要 

     リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があると
きは、その意見の内容 

  （新設） 
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ハ 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役（社外役員に限る。以下⑨において同じ。）
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該相互会社において法
令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実（重要でないものを除
く。）があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った
行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就
任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は
定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社が
知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社又
は株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のため
に当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。） 
ホ 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役（社外役員に限る。）となること以外の
方法で会社（外国会社を含む。）の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関
与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂
行することができるものと当該相互会社が判断した理由 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるも
のを除く。ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に
当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若
しくは役員であったことがあること。 
ⅲ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（これ
らの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を
除く。）を受ける予定があり、又は過去２年間に受けていたこと。 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権利
義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相
互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執
行者であったこと。 

ト 当該候補者が現に当該相互会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるとき
は、これらの役員に就任してからの年数 
チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(2) 会計参与の選任に関する議案 
     次に掲げる事項を記載すること。 

   ①～③ （略） 
   ④ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53 条の 36において準用する会社法第 427 条

第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の
内容の概要 

 ⑤ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 会計参与の選任に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

   （新設） 
 
 

 ④ 当該候補者が過去２年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に
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係る事項のうち、当該相互会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判
断した事項 

(3) 監査役の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
①～⑤ （略） 
⑥ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第53条の36において準用する会社法第427条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内
容の概要 

⑦・⑧ （略） 
⑨ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就
任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は
定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社
が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社
又は株式会社における社外取締役（社外役員に限る。ホにおいて同じ。）又は監査役であ
ったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生
後の対応として行った行為の概要を含む。） 

ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
ⅰ 過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行者又は役員（業務執行者であるも
のを除く。ⅱ及びⅳにおいて同じ。）であったことがあること。 
ⅱ 当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去５年間に
当該相互会社の特定関係事業者（当該相互会社の実質子会社を除く。）の業務執行者若
しくは役員であったことがあること。 
ⅲ （略） 
ⅳ 当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

（削る） 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社がその事業に関して有する権
利義務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該
相互会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務
執行者であったこと。 

    ト （略） 
    （削る） 

 
 
チ 上記イからトまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(4) 会計監査人の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 

係る事項のうち、当該相互会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判
断した事項 

(3) 監査役の選任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 

①～⑤ （略） 
 （新設）  
 
 
⑥・⑦ （略） 
⑧ 候補者が社外監査役候補者であるときは、次に掲げる事項 
イ～ハ （略） 
ニ 当該候補者が過去５年間に他の相互会社又は株式会社の取締役、執行役又は監査役に就
任していた場合において、その在任中に当該他の相互会社又は株式会社において法令又は
定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該相互会社
が知っているときは、その事実（重要でないものを除き、当該候補者が当該他の相互会社
又は株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のた
めに当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含
む。） 

ホ （略） 
へ 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該相互会社が知っているときは、その旨 
（新設） 
 

i  当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者であること。 
 
 
ⅱ  （略） 
ⅲ  当該相互会社又は当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以 
内の親族その他これに準ずる者であること（重要でないものを除く。）。 

ⅳ 過去５年間に当該相互会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。 
ⅴ 過去２年間に合併等により他の相互会社又は株式会社の事業に関して有する権利義
務を当該相互会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該相互
会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の相互会社又は株式会社の業務執行者であった
こと。 

    ト （略） 
     チ 当該候補者と当該相互会社との間で保険業法第 53 条の 11において準用する会社法第

427 条第１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、そ
の契約の内容の概要 

リ 上記イからチまでに掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるとき
は、その意見の内容 

(4) 会計監査人の選任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 
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   ①・② （略） 
 ③ 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が当該候補者を会計監査人の候補者
とした理由 
④ （略） 
⑤ 候補者と当該相互会社との間で保険業法第53条の 36において準用する会社法第427条第
１項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容
の概要 
⑥～⑧  

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 
  次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ
る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。 

 ①・② （略） 
 ③ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 11 において準
用する会社法第 342 条の２第４項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見
の内容の概要 

(1)の２ 監査等委員である取締役の解任に関する議案 
次に掲げる事項を記載すること。 
① 監査等委員である取締役の氏名 
② 解任の理由 
③ 保険業法第 53条の 11において準用する会社法第 342 条の２第１項の規定による監査等委
員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

(2)・(3) （略）  
(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

次に掲げる事項を記載すること。 
① （略） 
② 監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等
委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）が議案の内容を決定した理由 
（削る） 
 
③ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

    次に掲げる事項（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員であ
る取締役に係る事項を除く。）を記載すること。取締役の一部が社外取締役（監査等委員であ
るものを除き、社外役員に限る。以下(1)において同じ。）であるときは、①から③までに掲
げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなけれ
ばならない。 

 ①～④ （略） 
⑤ 相互会社が監査等委員会設置会社である場合において、保険業法第 53 条の 15 において準

   ①・② （略） 
 ③ 議案が保険業法第53条の 11において準用する会社法第 344条第２項第１号又は２号の規
定による請求によって提出されたものであるときは、その旨。 
 
④ （略） 
（新設） 
 
 
⑤～⑦  

２ 役員の解任等に関する議案 
(1) 取締役の解任に関する議案 
  次に掲げる事項を記載すること。 
 
 ①・② （略） 
（新設） 
 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
(2)・(3) （略）  
(4) 会計監査人の解任又は不再任に関する議案 

    次に掲げる事項を記載すること。 
    ① （略） 

② 解任又は不再任の理由 
 
③ 議案が保険業法第53条の 11において準用する会社法第344条第２項第２号又は第３号の
規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨 
④ （略） 

３ 役員の報酬等に関する議案 
(1) 取締役の報酬等に関する議案 

     次に掲げる事項を記載すること。取締役の一部が社外取締役（社外役員に限る。以下(1)に
おいて同じ。）であるときは、①から③までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、
社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。 

 
 
 ①～④ （略） 
 （新設） 
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用する会社法第 361 条第６項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内
容の概要 

 ⑥ （略） 
(1)の２ 監査等委員である取締役の報酬等に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
 ① 保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第１項各号に掲げる事項の算定の
基準 

 ② 議案が既に定められている保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第１項
各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由 

 ③ 議案が２以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監
査等委員である取締役の員数 

 ④ 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴 
 ⑤ 保険業法第53条の 15において準用する会社法第 361条第５項の規定による監査等委員で
ある取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要 

 ⑥ 議案が退職慰労金に関するものである場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金
の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、当該一定の基準
の内容（各総代が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場
合を除く。） 

(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 425 条
第４項（保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 426 条第８項及び第 427 条第５項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、責任を
免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える第 23 条の 20各号に掲げる財産上の利益
の内容を記載すること。 
①・② （略） 
③ 保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第１項の契約によって同項に規定
する限度を超える部分について同項に規定する非業務執行取締役等が損害を賠償する責任
を負わないとされた場合 

４ （略） 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
(1) (略) 
(2) 新設合併契約の承認に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

  ④ 新設合併設立相互会社（保険業法第161条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。 
以下同じ。）又は新設合併設立株式会社（保険業法第 165 条第１項第２号に規定する新設合
併設立株式会社をいう。以下同じ。）の取締役となる者（新設合併設立相互会社が監査等委
員会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立相互会社の監査等委員である取締役
となる者を除く。）についての１(1)に規定する事項 

⑤ 新設合併設立相互会社が監査等委員会設置会社であるときは、当該新設合併設立相互会社

 
 

 ⑤ (略) 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)・(3) （略） 
(4) 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等 

次に掲げる場合において、取締役が保険業法第 53条の 36 において準用する会社法第 425 条
第４項、会社法第 426 条第６項及び第 427 条第５項に規定する承認の決議に関する議案を提出
するときは、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等に与える第 23条の 20各号に
掲げる財産上の利益の内容を記載すること。 
 

①・② （略） 
③ 保険業法第 53条の 36において準用する会社法第 427 条第１項の契約によって同項に規定
する限度を超える部分について同項に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わ
ないとされた場合 

４ （略） 
５ 合併契約等の承認に関する議案 
(1) (略) 
(2) 新設合併契約の承認に関する議案 
   次に掲げる事項を記載すること。 
①～③ （略） 

  ④ 新設合併設立相互会社（保険業法第161条第２号に規定する新設合併設立相互会社をいう。 
以下同じ。）又は新設合併設立株式会社（保険業法第 165 条第１項第２号に規定する新設合 
併設立株式会社をいう。以下同じ。）の取締役となる者についての１(1)に規定する事項 
 
 
（新設） 
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の監査等委員である取締役となる者についての１(1)の２に規定する事項 
  ⑥～⑧ （略） 
(3) （略） 
６ （略） 
７ 社員又は総代提案の場合における記載事項 
(1) 議案が社員又は総代の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又④に掲げる事
項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他
のものをもって構成されている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものと
して定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 議案が次のイからホまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員又は総
代が保険業法第 46 条第３項の規定による請求に際して当該イからホまでに定める事項（当該
事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知したと
きは、その内容 
 イ 取締役（相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取
締役を除く。） １(1)に規定する事項 

 ロ 監査等委員である取締役 １(1)の２に規定する事項 
 ハ～ホ （略） 

(2)・(3) （略） 
８ 上記において、次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、当該(1)から(4)までに定めるとこ
ろによる。 
(1) 社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同
じ。）のうち、次のいずれにも該当するものをいう。 

   ① （略） 
② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
 イ 当該会社役員が保険業法第 53条の２第５項、第 53 条の 16において準用する会社法第
373 条第１項第２号又は保険業法第 53 条の 24第３項の社外取締役であること。 

 
ロ 当該会社役員が保険業法第 53条の５第３項の社外監査役であること。 
 
ハ （略） 

(2) 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が当該相互会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みである
こと。 
（削る） 
 
（削る） 
 
（削る） 
（削る） 
② 次のいずれかの要件に該当すること。 

 
  ⑤～⑦ （略） 
(3) （略） 
６ （略） 
７ 社員又は総代提案の場合における記載事項 
(1) 議案が社員又は総代の提出に係るものである場合には、次に掲げる事項（③又④に掲げる事
項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他
のものをもって構成されている場合（相互会社がその全部を記載することが適切であるものと
して定めた分量を超える場合を含む。）にあっては、当該事項の概要）を記載すること。 
①～③ （略） 
④ 議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、社員又は総
代が保険業法第 46 条第３項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項（当
該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。）を相互会社に対して通知した
ときは、その内容 

 イ 取締役 １(1)に規定する事項 
 
（新設） 
ロ～ニ （略） 

(2)・(3) （略） 
８ 上記において、次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、当該(1)から(4)までに定めるとこ
ろによる。 
(1) 社外役員 会社役員（当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。以下同
じ。）のうち、次のいずれにも該当するものをいう。 

   ① （略） 
② 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。 
 イ 当該会社役員が保険業法第 53条の 16において準用する会社法第 373 条第１項第２号、
保険業法第 53条の 24 第３項又は同法第 53条の 36において準用する会社法第 425 条第 

  １項第１号ハ若しくは第 427 条第１項の社外取締役であること。 
ロ 当該会社役員が保険業法第 53条の５第３項又は同法第 53条の 36において準用する会
社法第 427 条第１項の社外監査役であること。 
ハ （略） 

(2) 社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役
又は支配人その他の使用人となったことがないこと。 
② 当該候補者が現に当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役若しくは執行役又
は支配人その他の使用人でないこと。 
③ 当該候補者を就任後当該相互会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこ
と。 
④ 当該候補者を就任後当該相互会社の執行役として選任する予定がないこと。 
⑤ 当該候補者を就任後当該相互会社の使用人とする予定がないこと。  
⑥ 次のいずれかの要件に該当すること。 
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イ 当該候補者を保険業法第 53 条の２第５項、第 53条の 16において準用する会社法第 373
条第１項第２号又は保険業法第53条の24第３項の社外取締役であるものとする予定があ
ること。 
ロ （略） 

(3) 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が当該相互会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みである
こと。 
 

   ② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の５第３項の社外監査役であるものとする予定があるこ
と。 
ロ （略） 

(4) （略） 
９ （略） 

イ 当該候補者を保険業法第 53 条の 16において準用する会社法第 373 条第１項第２号、保
険業法第 53条の 24第３項又は同法第53条の 36において準用する会社法第 425条第１項
第１号ハ若しくは第 427 条第１項の社外取締役であるものとする予定があること。 
ロ （略） 

(3) 社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。 
① 当該候補者が過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与（会計参与が法
人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役又は支配人その他の使用人とな
ったことがないこと。 

   ② 次のいずれかの要件に該当すること。 
イ 当該候補者を保険業法第 53 条の５第３項又は同法第 53条の 36 において準用する会社
法第 427 条第１項の社外監査役であるものとする予定があること。 
ロ （略） 

(4) （略） 
９ （略） 
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別紙様式第６号（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 
  
  

   年度中（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第７ （略）  
  （記載上の注意） 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ２～４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号又は保険業法施行規則（以下「規則」と

いう。）第 25条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式
第１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の
推移」、「３ 支店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべて
を企業集団（当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載すること
で、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６・７ （略） 
第１ 

   年度中（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間事業報告書 
   １～５ （略） 
   ６ 会社役員の状況 
     （略） 
    （記載上の注意） 

１ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること
（２、７及び８を除く。）。 

     ２ 辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会（相互会社にあっては、
社員総会又は総代会）の決議によって解任されたものを除く。）があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること（当中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内容
としたものを除く。）。 

別紙様式第６号（第 59 条関係） （日本工業規格Ａ４） 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第７ （略）  
  （記載上の注意） 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２～４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号又は保険業法施行規則（以下「規則」と

いう。）第 25条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式
第１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の
推移」、「３ 支店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべて
を企業集団（当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。）の状況について記載すること
で、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６・７ （略） 
  第１ 

   年度中（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間事業報告書 
   １～５ （略） 
   ６ 会社役員の状況 
     （略） 
    （記載上の注意） 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること（２

及び７を除く。） 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員（株主総会又は種類株主総会（相互会社にあっては、

社員総会又は総代会）の決議によって解任されたものを除く。）があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること（当中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内容
としたものを除く。）。 
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① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項（同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）（相互会社にあっては、法第 53 条の 11において
準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項（法第 53 条
の 11 において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を含
む。））の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項（同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。）（相互会社にあっては、法第 53条の 11において準用する会社法
第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項（法第 53 条の 11 において準用する会社法第
345 条第４項において読み替えて準用する場合を含む。））の理由があるときはその理
由 

     ３ 社外役員（株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。）については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書
すること。 
４・５ （略） 

     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員
が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 保険会社が当該中間会計期間の末日において監査等委員会設置会社である場合 

常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 保険会社が当該中間会計期間の末日において指名委員会等設置会社である場合 

常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 
     ８ （略） 
   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
     (1) 当中間会計期間の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役（監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。）及び執行
役 

  

社外取締役（監査等委
員であるものを除
く。） 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   （記載上の注意）  

① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項（同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。）（相

互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項（法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。））の意見があるときは、その意見の内容 

       
③ 会社法第 345 条第２項（同条第４号において読み替えて準用する場合を含む。）（相
互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項（法第
53条の 11において準用する会社法第 345条第４項において読み替えて準用する場合
を含む。））の理由があるときはその理由 
 

３ 社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下同
じ。）については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること 
 
 
４・５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

     
  （新設） 

      
 
 
 
７ (略) 

   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
     (1) 当中間会計期間の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役（社
外役員を除く。） 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   （記載上の注意）  
    （略） 
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    （略） 
     (2) （略） 
   ９ （略） 
第２        年度中（ 年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （生命保険会社)   
（略）                              

    （損害保険会社） 
 （略） 

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(15) （略） 

(16) 法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若しくは第 165
条第７項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額  

 
（以下略） 

 
(2) （略） 

   ９ （略） 
第２        年度中（ 年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （生命保険会社)   
（略）                              

    （損害保険会社） 
 （略） 

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(15) （略） 

(16) 法第91条の規定による組織変更剰余金額又は法第164条第４項若しくは法第165
条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
（以下略） 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号の２ 

 
改正後 現行 

別紙様式第６号の２(第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
  
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第７ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ２～４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の推
移」、「３ 支店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを
企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、
当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状況の
推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６・７ （略） 
第１ 

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間事業報告書 
１～５ （略） 

   ６ 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び８を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内容

別紙様式第６号の２(第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第７ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２～４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 事業の経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の推
移」、「３ 支店等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを
企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、
当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状況の
推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６・７ （略） 
  第１ 

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間事業報告書 
   １～５ （略） 
   ６ 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内容



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号の２ 

 
改正後 現行 

としたものを除く。)。 
      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53 条の 11において
準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(法第 53条の
11 において準用する会社法第 345条第４項において読み替えて準用する場合を含
む。))の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53条の 11において準用する会社法
第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(法第 53条の 11 において準用する会社法第
345 条第４項において読み替えて準用する場合を含む。))の理由があるときはその理
由 

３ 社外役員（株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。）については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書
すること。 

     ４～５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 保険会社が当該中間会計期間の末日において監査等委員会設置会社である場合 

常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 保険会社が当該中間会計期間の末日において指名委員会等設置会社である場合 

常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 
     ８ （略） 
   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
    (1) 当中間会計期間の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

としたものを除く。)。 
      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の意見があるときは、その意見の内容 

       
③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相
互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の理由があるときはその理由。 

 
３ 社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下同
じ。）については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

 
 
４～５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

     
  （新設） 

      
 
 
 
７ （略） 

   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
    (1) 当中間会計期間の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    （略） 
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会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    （略） 
    (2) （略） 
   ９ （略） 
第２        年度中（ 年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （生命保険会社)   
（略）                              

    （損害保険会社） 
 （略） 

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(15) （略） 

(16) 法第 91 条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し
くは第 165 条第７項において準用する法第 91 条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

 
 
 

(2) （略） 
   ９ （略） 
第２        年度中（ 年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （生命保険会社)   
（略）                              

    （損害保険会社） 
 （略） 

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(15) （略） 

(16) 法第 91 条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し
くは法第 165 条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第６号の３ 

 
改正後 現行 

別紙様式第６号の３(第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
  
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ２～４ （略） 
第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
(1)～(11) （略） 
(12) 法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若しくは第 165

条第７項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 
 

(以下略) 
 

別紙様式第６号の３(第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２～４ （略） 
第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
(1)～(11) （略） 
(12) 法第91条の規定による組織変更剰余金額又は法第164条第４項若しくは法第165

条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額   
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 7 号 

改正後 現行 

別紙様式第７号(第 17条の５、第 25条の２及び第 59条関係)      (日本工業規格Ａ４) 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    (1)・(2) （略） 
    (3) 責任限定契約 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼職その他の状況 
    (2) （略） 
    （削る）  
    (3)・(4) （略） 
   ４～８ （略） 
   ９ 特定完全子会社に関する事項 
   10 親会社等との間の取引に関する事項 
   11・12 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼職の状況 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
  (3) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ２ （略） 
   ３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第２項第２号に規定する完全子会社等をいう。 

別紙様式第７号(第 17条の５、第 25条の２及び第 59条関係)      (日本工業規格Ａ４) 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    (1)・(2) （略） 
    （新設） 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼任その他の状況 
    (2) （略） 
    (3) 責任限定契約 
    (4)・(5) （略） 
   ４～８ （略） 
   （新設） 
   （新設） 
   ９・10 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼務の状況 
  （新設） 
  (2) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２ （略） 
   ３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    （新設） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 7 号 
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    ⑥ 親会社等 会社法第２条第１項第４号の２に規定する親会社等をいう。 
   ４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのす
べてを企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載するこ
とで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６ （略） 
 第１ 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び９を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53 条の 11において
準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(法第 53条の
11 において準用する会社法第 345条第４項において読み替えて準用する場合を含
む。))の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53条の 11において準用する会社法
第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(法第 53条の 11 において準用する会社法第
345 条第４項において読み替えて準用する場合を含む。))の理由があるときはその理
由 

     ３ 社外役員(株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書
すること。 

     ４・５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

    （新設） 
   ４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのす
べてを企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載するこ
とで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６ （略） 
 第１ 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の意見があるときは、その意見の内容 

       
③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相
互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の理由があるときはその理由 

 
３ 社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下同
じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。    

 
 
４・５ （略） 
６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
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が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 保険会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤

の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 保険会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤

の監査委員の選定の有無及びその理由 
８ 事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法
第 24 条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置
くことが相当でない理由を欄外に記載すること。 

     なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事
情に応じて記載又は記録することとし、社外監査役が二人以上あることのみをもって当
該理由とすることはできない。 

     ９ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の

取締役。）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となっ
た人数を記載すること。ただし、会社法施行規則第 121 条第４号ロ又はハ(相互会社に
ついて準用する。)により、適宜設欄のうえ記載することもできる。また、同条第５号(相
互会社について準用する。)に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、指名委員会等設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、当該事業年
度の末日において指名委員会等設置会社でない会社については、記載を省略することが
できる。 

   (3) 責任限定契約 
氏      名 責任限定契約の内容の概要 

  
   (記載上の注意) 
    会社役員(取締役又は監査役に限る。)と保険会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第

１項(相互会社にあっては、法第 53条の 36 において準用する会社法第 427 条第１項)の契約を
いう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社
役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その
内容を含む。)を記載すること。 

当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 
 

 （新設） 
      

 
 
 

（新設） 
      
 
 
 
 
 

７ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 会社役員ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただ

し、会社法施行規則第 121 条３号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもでき
る。また、同条第４号に規定する報酬等についても記載すること。 

 
 
     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、委員会設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、当該事業年
度の末日において委員会設置会社でない会社については、記載を省略することができ
る。 

   （新設） 
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  ３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((3)及び

(4)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する
業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第 121 条第８号に規定す
る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、保険会社と当該他の法人等との
関係を記載すること。 

 ２ （略） 
３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であるこ
とを保険会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 
  
 
 
 
 
 
① 保険会社の親会社等(自然人であるものに限る。) 

 ② 保険会社又は保険会社の特定関係事業者(株式会社にあっては、会社法施行規則第
２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、相互会社にあっては、当該相互
会社の実質子会社(法第33条の２第１項に規定する実質子会社をいう。)及び関連会社
(規則第24条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。)並びに当該相互会社の主
要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)をいう。)の業務執行者又は役員(業務
執行者であるものを除く。) 

(2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 
      ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 
      ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
      ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   （削る） 
    
 

 
 

３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((4)及び

(5)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社 
法第 598 条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが
重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。)
に該当する場合は、保険会社と当該他の法人等との関係を記載すること。 
２ （略） 
３ 社外役員が保険会社又は保険会社の特定関係事業者(株式会社にあっては会社法施行
規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、相互会社にあっては当該相
互会社の実質子会社(法第33条の２第１項に規定する実質子会社をいう。)及び関連会社
(規則第２４条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。)並びに当該相互会社の主
要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)をいう。)の業務執行取締役、執行役、
業務を執行する社員若しくは会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類
する者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを保険
会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 
（新設） 
（新設） 
 
 
 
 

 
   (2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあっては、以下に定めるもの

を含む。 
      ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 
      （新設） 
      ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    社外役員と保険会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第１項(相互会社にあっては、法
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(3) 社外役員に対する報酬等 

     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条第５号ロ又はハ(相互会社について準用する。)により、適宜設欄
のうえ記載することもできる。また、同条第６号(相互会社について準用する。)に規定
する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険会社の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の区分

に応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等を受
けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であった期間に受けたもの
に限る。)。 

      ① 保険会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等（当該
保険会社を除く。） 

      ② 保険会社に親会社等がない場合 保険会社の子会社又は子法人等 
   (4) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    （略） 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 

第 53 条の 36において準用する会社法第 427 条第１項)の契約をいう。以下同じ。)を締結して
いるときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわ
れないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を記載するこ
と。 
(4) 社外役員に対する報酬等 

     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条６号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。ま
た、同条第７号に規定する報酬等についても記載すること。 

 
     ３・４ （略） 
     ５ 「保険会社の親会社等からの報酬等」については、保険会社の親会社又は当該親会社

(当該保険会社に親会社がない場合にあっては、当該保険会社)の子法人等から当該事業
年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載するこ
と(社外役員であった期間に受けたものに限る。)。 

      （新設） 
 
      （新設） 

(5) （略） 
  ４ （略）  
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    （略） 
 
 
 
 
 
 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 
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   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 
      ① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会

社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が会社法第
399 条第１項(相互会社にあっては、法第 53 条の 23 において準用する会社法第 399 条
第１項)の同意をした理由 

②～④ （略） 
４・５ （略） 

   (2)・(3) （略） 
７ （略） 

  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要及び

当該体制の運用状況の概要を記載すること。 
    １ 会社法第 362 条第４項第６号(相互会社にあっては、法第 53 条の 14 第４項第６号)に規

定する体制 
    ２ 会社法第 399 条の 13第１項第１号ロ及びハ(相互会社にあっては、法第 53条の 23の３

第１項第１号ロ及びハ)に規定する体制 
    ３ （略） 
  ９ 特定完全子会社に関する事項 

(記載上の注意) 
   株式会社である保険会社にあっては、保険会社(当該事業年度の末日において、その完全親
会社等(会社法第 847 条の３第２項に規定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に
特定完全子会社(当該事業年度の末日において、当該保険会社及びその完全子会社等(同法第
847 条の３第３項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下９において同
じ。)における当該保険会社のある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該
保険会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の５分の１(同法
第 847 条の３第４項の規定により５分の１を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その
割合)を超える場合における当該ある完全子会社等をいう。)がある場合には、会社法施行規則
第 118 条第４号の規定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 
   (記載上の注意) 
    株式会社である保険会社にあっては、保険会社とその親会社等との間の取引(当該保険会社

と第三者との間の取引で当該保険会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)
であって、当該保険会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第 112 条第１
項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号まで及び第
８号に掲げる事項を省略するものを除く。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第５号
の規定に従い記載すること。 

  11・12 （略） 
第２ 

   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 
     （新設） 

 
 
 
①～③ （略）  

    ４・５ （略） 
   (2)・(3) （略） 
  ７ （略） 
  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要を記載す

ること。 
    １ 会社法第 362 条第４項第６号(相互会社にあっては、法第 53条の 14 第４項第６号)に規

定する体制 
    （新設） 
 
    ２ （略） 
  （新設） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
   
 
 
 
 
 
 

９・10 （略） 
第２ 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 7 号 
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年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(6) （略） 
   (7)事業費の明細 
    (生命保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
    (損害保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １～４ （略） 
     ５ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。    
   (8)・(9) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
    (記載上の注意) 
     株式会社である保険会社にあっては、保険会社とその親会社等との間の取引(当該保険会

社と第三者との間の取引で当該保険会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含
む。)であって、当該保険会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第 112
条第１項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号ま
で及び第８号に掲げる事項を省略するものに限る。)がある場合には、会社法施行規則第 128
条第３項の規定に従い記載すること。 

   (3) （略）  
第３ （略） 
第４        年度（ 年  月  日現在）貸借対照表 
      （生命保険会社)   

（略）                              
    （損害保険会社） 

 （略） 
     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
       (1)～(19) （略） 

(20) 法第 91条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(6) （略） 
   (7)事業費の明細 
    (生命保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。 
    (損害保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １～４ （略） 
     ５ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。    
   (8)・(9) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
   （新設） 
    
 
 
 
 
 
 

(2) （略） 
第３ （略） 
第４        年度（ 年  月  日現在）貸借対照表 
      （生命保険会社)   

（略）                              
    （損害保険会社） 

 （略） 
     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(19) （略） 

(20) 法第 91条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 7 号 
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くは第 165 条第７項において準用する法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 

(以下略) 

くは法第 165 条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

改正後 現行 

別紙様式第７号の２(第 17条の５、第 25条の２及び第 59 条関係) (日本工業規格Ａ４) 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    (1)～(2) （略） 
    (3) 責任限定契約 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼職その他の状況 
    (2) （略） 
    (削る)  
    (3)・(4) （略） 
   ４～８ （略） 
   ９ 特定完全子会社に関する事項 
   10 親会社等との間の取引に関する事項 
   11・12 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼職の状況 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
  (3) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ２ （略） 
   ３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第２項第２号に規定する完全子会社等をいう。 

別紙様式第７号の２(第 17条の５、第 25条の２及び第 59 条関係) (日本工業規格Ａ４) 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    (1)・(2) （略） 
    （新設） 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼任その他の状況 
    (2) （略） 
    (3) 責任限定契約 
    (4)・(5) （略） 
   ４～８ （略） 
   （新設） 
   （新設） 
   ９・10 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼務の状況 
  （新設） 
  (2) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２ （略） 
   ３ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    （新設） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

改正後 現行 

    ⑥ 親会社等 会社法第２条第１項第４号の２に規定する親会社等をいう。 
   ４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのす
べてを企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載するこ
とで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６ （略） 
 第１ 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び９を除く。)。 
２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、
社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53 条の 11において
準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(法第 53条の
11 において準用する会社法第 345条第４項において読み替えて準用する場合を含
む。))の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。)(相互会社にあっては、法第 53条の 11において準用する会社法
第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(法第 53条の 11 において準用する会社法第
345 条第４項において読み替えて準用する場合を含む。))の理由があるときはその理
由 

     ３ 社外役員(株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書
すること。 

     ４・５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

    （新設） 
   ４ （略） 
   ５ 保険会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号又は保険業法施行規則(以下「規則」とい

う。)第 25 条の３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第
１中に定める記載事項のうち「１ 保険会社の現況に関する事項」については、これらのす
べてを企業集団(当該保険会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載するこ
とで、当該保険会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状
況の推移」については、当該保険会社に関する事項をも記載すること。 

   ６ （略） 
 第１ 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 

１ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２
及び７を除く。)。 
２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、
社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の意見があるときは、その意見の内容 

       
③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相
互会社にあっては、法第 53 条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項(法第 53
条の 11において準用する会社法第 345 条第４項において読み替えて準用する場合を
含む。))の理由があるときはその理由 

 
３ 社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員をいう。以下同
じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 
 
 
４・５ （略）     
６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 
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が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 保険会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤

の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 保険会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤

の監査委員の選定の有無及びその理由 
８ 事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法
第 24 条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置
くことが相当でない理由を欄外に記載すること。 

     なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事
情に応じて記載又は記録することとし、社外監査役が二人以上あることのみをもって当
該理由とすることはできない。 

     ９ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の

取締役。）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となっ
た人数を記載すること。ただし、会社法施行規則第 121 条第４号ロ又はハ(相互会社に
ついて準用する。)により、適宜設欄のうえ記載することもできる。また、同条第５号(相
互会社について準用する。)に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、指名委員会等設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、当該事業年
度の末日において指名委員会等設置会社でない会社については、記載を省略することが
できる。 

  (3) 責任限定契約 
氏      名 責任限定契約の内容の概要 

  
   (記載上の注意) 
    会社役員(取締役又は監査役に限る。)と保険会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第

１項(相互会社にあっては、法第 53条の 36 において準用する会社法第 427 条第１項)の契約を
いう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社
役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その
内容を含む。)を記載すること。 

当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 
     

  （新設） 
      

 
 
 
（新設） 

      
 
 
 
 
 

７ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 会社役員ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただ

し、会社法施行規則第 121 条３号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもでき
る。また、同条第４号に規定する報酬等についても記載すること。 

 
 
     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、委員会設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の概要を記載すること。ただし、当該事業年
度の末日において委員会設置会社でない会社については、記載を省略することができ
る。 

   （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 
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  ３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((3)及び

(4)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する
業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第 121 条第８号に規定す
る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、保険会社と当該他の法人等との
関係を記載すること。 
２ （略） 
３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であ
ることを保険会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載
すること。 

 
 
 

 
 

① 保険会社の親会社等(自然人であるものに限る。) 
 ② 保険会社又は保険会社の特定関係事業者(株式会社にあっては、会社法施行規則第
２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、相互会社にあっては、当該相互
会社の実質子会社(法第33条の２第１項に規定する実質子会社をいう。)及び関連会社
(規則第24条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。)並びに当該相互会社の主
要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)をいう。)の業務執行者又は役員(業務
執行者であるものを除く。) 

(2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 
      ① （略） 
      ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
      ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (削る) 
 
 
 
 

  ３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((4)及び

(5)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社 
法第 598 条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが
重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。)
に該当する場合は、保険会社と当該他の法人等との関係を記載すること。 

 ２ （略） 
３ 社外役員が保険会社又は保険会社の特定関係事業者(株式会社にあっては会社法施行
規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、相互会社にあっては当該相
互会社の実質子会社(法第33条の２第１項に規定する実質子会社をいう。)及び関連会社
(規則第24条の３第６項第２号に規定する関連会社をいう。)並びに当該相互会社の主要
な取引先である者(法人以外の団体を含む。)をいう。)の業務執行取締役、執行役、業
務を執行する社員若しくは会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類す
る者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを保険会
社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 
（新設） 
（新設）  

 
 
 
 
 

(2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあっては、以下に定めるもの

を含む。 
      ① （略） 
      （新設） 
      ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    社外役員と保険会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第１項(相互会社にあっては、法



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 

改正後 現行 

 
 
 
 
   (3) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条第５号ロ又はハ(相互会社について準用する。)により、適宜設欄
のうえ記載することもできる。また、同条第６号(相互会社について準用する。)に規定
する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険会社の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の区分

に応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等を受
けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であった期間に受けたもの
に限る。)。 

      ① 保険会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等（当該
保険会社を除く。） 

      ② 保険会社に親会社等がない場合 保険会社の子会社又は子法人等 
   (4) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    （略） 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 

第 53 条の 36において準用する会社法第 427 条第１項)の契約をいう。以下同じ。)を締結して
いるときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわ
れないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を記載するこ
と。 

   (4) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条６号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。ま
た、同条第７号に規定する報酬等についても記載すること。 

 
     ３・４ （略） 
     ５ 「保険会社の親会社等からの報酬等」については、保険会社の親会社又は当該親会社

(当該保険会社に親会社がない場合にあっては、当該保険会社)の子法人等から当該事業
年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載するこ
と(社外役員であった期間に受けたものに限る。)。 

      （新設） 
 
      （新設） 

(5) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険会社の役員が有している当該保険会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    （略） 
 
 
 
 
 
 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の２ 
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   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 
      ① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会

社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が会社法第
399 条第１項(相互会社にあっては、法第 53 条の 23 において準用する会社法第 399 条
第１項)の同意をした理由 

②～④ （略） 
４・５ （略） 

   (2)・(3) （略） 
７ （略） 

  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要及び

当該体制の運用状況の概要を記載すること。 
    １ （略） 
    ２ 会社法第 399 条の 13第１項第１号ロ及びハ(相互会社にあっては、法第 53条の 23の３

第１項第１号ロ及びハ)に規定する体制 
    ３ （略） 
  ９ 特定完全子会社に関する事項 

(記載上の注意) 
   株式会社である保険会社にあっては、保険会社(当該事業年度の末日において、その完全親
会社等(会社法第 847 条の３第２項に規定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に
特定完全子会社(当該事業年度の末日において、当該保険会社及びその完全子会社等(同法第
847 条の３第３項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下９において同
じ。)における当該保険会社のある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該
保険会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の５分の１(同法
第 847 条の３第４項の規定により５分の 1を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その
割合)を超える場合における当該ある完全子会社等をいう。)がある場合には、会社法施行規則
第 118 条第４号の規定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 
   (記載上の注意) 
    株式会社である保険会社にあっては、保険会社とその親会社等との間の取引(当該保険会社

と第三者との間の取引で当該保険会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)
であって、当該保険会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第 112 条第１
項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号まで及び第
８号に掲げる事項を省略するものを除く。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第５号
の規定に従い記載すること。 

  11・12 （略） 
第２ 

   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 
     （新設） 

 
 
 
①～③ （略） 

    ４・５ （略） 
   (2)・(3) （略） 
  ７ （略） 
  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要を記載す

ること。 
    １ （略） 
    （新設） 
 
    ２ （略） 
  （新設） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
   
 
 
 
 
 
 

９・10 （略）    
第２ 
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年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(7) （略） 
   (8)事業費の明細 
    (生命保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
    (損害保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １～４ （略） 
     ５ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。    
   (9)～(10) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
    (記載上の注意) 
     株式会社である保険会社にあっては、保険会社とその親会社等との間の取引(当該保険会

社と第三者との間の取引で当該保険会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含
む。)であって、当該保険会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第 112
条第１項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号ま
で及び第８号に掲げる事項を省略するものに限る。)がある場合には、会社法施行規則第 128
条第３項の規定に従い記載すること。 

   (3) （略） 
第３ （略） 
第４        年度（ 年  月  日現在）貸借対照表 
      （生命保険会社)   

（略）                              
    （損害保険会社） 

 （略） 
     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(19) （略） 

(20) 法第 91条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(7) （略） 
   (8)事業費の明細 
    (生命保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 

２ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ
うに記載すること。 

    (損害保険会社) 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １～４ （略） 
     ５ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。 
   (9)～(10) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
   （新設） 
    
 
 
 
 
 
 

(2) （略） 
第３ （略） 
第４        年度（ 年  月  日現在）貸借対照表 
      （生命保険会社)   

（略）                              
    （損害保険会社） 

 （略） 
     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(19) （略） 

(20) 法第 91条の規定による規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若し
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くは第 165 条第７項において準用する法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 

(以下略) 

くは法第 165 条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第７号の３ 

改正後 現行 

別紙様式第７号の３(第 25条の３及び第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 連結業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

  第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
１ （略） 
２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連
が明らかになるように記載すること。 

      (1)～(14) （略） 
(15) 法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若しくは第 165  

条第７項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 
 

 
    

(以下略) 

別紙様式第７号の３(第 25条の３及び第 59条関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 連結業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

  第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
      (1)～(14) （略） 

(15) 法第91条の規定による組織変更剰余金額又は法第164条第４項若しくは法第165 
条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 
 

 
    

(以下略) 
    

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 14 号 

改正後 現行 

別紙様式第 14 号(第 210 条の 10 関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 
２～４ （略） 

第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(11) （略） 

(12) 法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若しくは第 165
条第７項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

  
(以下略) 

別紙様式第 14 号(第 210 条の 10 関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２～４ （略）  
第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(11) （略） 

(12) 法第91条の規定による組織変更剰余金額又は法第164条第４項若しくは法第165
条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号 

改正後 現行 

別紙様式第 15 号(第 210 条の 10 関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 
２・３ （略） 

第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（ 年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(14) （略） 

(15) 法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は法第 164 条第４項若しくは第 165
条第７項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
   

(以下略) 

別紙様式第 15 号(第 210 条の 10 関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第３ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２・３ （略） 
第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（ 年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(14) （略） 

(15) 法第91条の規定による組織変更剰余金額又は法第164条第４項若しくは法第165
条第６項において準用する法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の２ 

改正後 現行 

別紙様式第 15 号の２(第 210 条の 11関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 
２ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①～④ （略） 
    ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第２項第２号に規定する完全子会社等をいう。 
    ⑥ 親会社等 会社法第２条第１項第４号の２に規定する親会社等をいう。 

３ （略） 
４ 保険持株会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号に規定する連結計算書類を作成して
いる会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「１ 保険持株会社の現況に
関する事項」については、これらのすべてを企業集団(当該保険持株会社及び子会社等をい
う。以下同じ。)の状況について記載することで、当該保険持株会社に関する記載を省略で
きるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状況の推移」については、当該保険持株会社
に関する事項をも記載すること。 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び９を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任さ

れたものを除く。)があるときは、「その他」に次に掲げる事項を記載すること(当該事
業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容 
      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準

用する場合を含む。)の理由があるときはその理由 
     ３～５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 保険持株会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 

別紙様式第 15 号の２(第 210 条の 11関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 
２ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

    ①～④ （略） 
    (新設) 
    (新設) 

３ （略） 
４ 保険持株会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号に規定する連結計算書類を作成して
いる会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「１ 保険持株会社の現況に
関する事項」については、これらのすべてを企業集団(当該保険持株会社及び子会社等をい
う。以下同じ。)の状況について記載することで、当該保険持株会社に関する記載を省略で
きるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状況の推移」については、当該保険持株会社
に関する事項をも記載すること。 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任さ

れたものを除く。)があるときは、「その他」に次に掲げる事項を記載すること(当該事
業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)の意

見があるときは、その意見の内容 
      ③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)の理

由があるときはその理由 
３～５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

      
(新設) 

      



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の２ 

改正後 現行 

常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 保険持株会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 

常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 
８ 事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法
第 24 条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置
くことが相当でない理由を欄外に記載すること。 

     なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事
情に応じて記載又は記録することとし、社外監査役が二人以上あることのみをもって当
該理由とすることはできない。 

     ９ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 

２ 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の
取締役。）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となっ
た人数を記載すること。ただし、会社法施行規則第 121 条第４号ロ又はハにより、適宜
設欄のうえ記載することもできる。また、同条第５号に規定する報酬等についても記載
すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、指名委員会等設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、当該
事業年度の末日において指名委員会等設置会社でない会社については、記載を省略する
ことができる。 

(3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    会社役員(取締役又は監査役に限る。)と保険持株会社との間で責任限定契約(会社法第 427

条第１項の契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約
によって当該会社役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場
合にあっては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((3)及び

(4)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況  

 
 
 
(新設) 

      
 
 
 
 
 

７ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 

２ 会社役員ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただ
し、会社法施行規則第 121 条３号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもでき
る。また、同条第４号に規定する報酬等についても記載すること。 
 
 

     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、委員会設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、当該
事業年度の末日において委員会設置会社でない会社については、記載を省略することが
できる。 

   (新設) 
   
 
 
 
 
 
 
３ 社外役員に関する事項  

  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること。((4)及び

(5)を除く。) 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の２ 

改正後 現行 

（略） 
(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する
業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第 121 条第８号に規定す
る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、保険持株会社と当該他の法人等
との関係を記載すること。 
２ （略） 
３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であるこ
とを保険持株会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載する
こと。 
① 保険持株会社の親会社等(自然人であるものに限る。) 

 ② 保険持株会社又は保険持株会社の特定関係事業者(会社法施行規則第２条第３項第
19号に規定する特定関係事業者をいう。)の業務執行者又は役員(業務執行者であるも
のを除く。) 

   (2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 
      ① （略） 
      ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
      ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (削る) 
    
 
 
 
 
 
 

(3) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条第５号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。
また、同条第６号に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険持株会社の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の

区分に応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等

（略） 
(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社 
法第 598 条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが
重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。)
に該当する場合は、保険持株会社と当該他の法人等との関係を記載すること。 

 ２ （略） 
３ 社外役員が保険持株会社又は保険持株会社の特定関係事業者(株式会社にあっては会
社法施行規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいう。)の業務執行取締
役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法第598条第１項の職務を行うべき者そ
の他これに類する者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であ
ることを保険持株会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載
すること。 

   
(2) 社外役員の主な活動状況 

     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあっては、以下に定めるもの

を含む。 
      ① （略） 
      (新設) 
      ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    社外役員と保険持株会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第１項の契約をいう。以下

同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含
む。)を記載すること。 

   (4) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条６号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。ま
た、同条第７号に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険持株会社の親会社等からの報酬等」については、保険持株会社の親会社又は当

該親会社(当該保険持株会社に親会社がない場合にあっては、当該保険持株会社)の子法



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の２ 

改正後 現行 

を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であった期間に受けた
ものに限る。)。 

      ① 保険持株会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等
（当該保険持株会社を除く。） 

      ② 保険持株会社に親会社等がない場合 保険持株会社の子会社又は子法人等 
   (4) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険持株会社の役員が有している当該保険持株会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    （略） 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 
   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 

① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会
社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が会社法第
399 条第１項の同意をした理由 

②～④ （略） 
    ４・５ （略） 
   (2)・(3) （略） 
  ７ （略） 
  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要及び

当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

人等から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の
総額を記載すること(社外役員であった期間に受けたものに限る。)。 

      （新設） 
 
      （新設） 

(5) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において保険持株会社の役員が有している当該保険持株会社の新株予約

権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    （略） 
 
 
 
 
 
 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 
   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 
     (新設) 

 
 
①～③ （略） 

    ４・５ （略） 
   (2)・(3) （略） 
  ７ （略） 
  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の概要を記載す

ること。 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の２ 

改正後 現行 

    １ 会社法第 348 条第３項第４号及び第 362 条第４項第６号に規定する体制 
   ２ 会社法第 399 条の 13 第１項第１号ロ及びハに規定する体制 

    ３ （略） 
  ９ 特定完全子会社に関する事項 

(記載上の注意) 
   保険持株会社(当該事業年度の末日において、その完全親会社等(会社法第 847 条の３第２項
に規定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に特定完全子会社(当該事業年度の末
日において、当該保険持株会社及びその完全子会社等(同法第 847 条の３第３項の規定により
当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下９において同じ。)における当該保険持株会
社のある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該保険持株会社の当該事業年
度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の５分の１(同法第 847 条の３第４項の
規定により５分の１を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合に
おける当該ある完全子会社等をいう。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第４号の規
定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 
   (記載上の注意) 
    保険持株会社とその親会社等との間の取引(当該保険持株会社と第三者との間の取引で当該

保険持株会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該保険持株
会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第112条第１項に規定する注記を
要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号まで及び第８号に掲げる事項を
省略するものを除く。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第５号の規定に従い記載す
ること。 

  11・12 （略） 
 

 

    １ 会社法 348 条第３項第４号及び同法第 362 条第４項第６号に規定する体制 
    (新設) 
    ２ （略） 

(新設) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(新設) 
   
 
 
 
 
 

 
９・10 （略） 

 
 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 15 号の 3 

改正後 現行 

別紙様式第 15 号の３(第 210 条の 11関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)・(2) （略） 
   (3) 一般管理費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
   (4) （略） 
  ２ 事業報告に関する事項 
   (1) 会社役員の兼職の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 

２ 取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行す
る社員又は会社法第 598 条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねる
ことが重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第８号に規定する重要な兼職をいう。以下
同じ。)に該当する者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。また、
法第８条第１項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨を「そ
の他」に記載すること。 

３・４ （略） 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
    (記載上の注意) 
     保険持株会社とその親会社等(会社法第２条第１項第４の２号に規定する親会社等をい

う。以下同じ)との間の取引(当該保険持株会社と第三者との間の取引で当該保険持株会社と
その親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該保険持株会社の当該事
業年度に係る個別注記表において会社計算規則第112条第１項に規定する注記を要するもの
(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号まで及び第８号に掲げる事項を省略する
ものに限る。)がある場合には、会社法施行規則第 128 条第３項の規定に従い記載すること。 

   (3) （略） 
 

 
 

別紙様式第 15 号の３(第 210 条の 11関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)・(2) （略） 
   (3) 一般管理費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。 
   (4) （略） 
  ２ 事業報告に関する事項 
   (1) 会社役員の兼職の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行す

る社員又は会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねるこ
とが重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同
じ。)に該当する者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。また、法
第８条第１項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている場合には、その旨を「その
他」に記載すること。 

     ３・４ （略） 
   (新設) 
    
 
 
 
 
 
 

(2) （略） 
 

 
  

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号(第 211 条の２関係) (日本工業規格Ａ４) 
                             (第１面) 

 年  月  日 
 金融庁長官(財務(支)局長)殿 
                    申請者(郵便番号    ) 
                    本店又は主たる事務所の所在地 
                    電話番号(   )  － 
                    商号又は名称 

代表者の氏名  氏  名     印  
登録申請書 

 保険業法第 272 条の２第１項の規定により登録を申請します。 
 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

(第２面) 

※ 登録番号 財務(支)局長 第    号(  年  月  日) 
(ふりがな) 

１.商号又は名称 
 

２.資本金の額又は基 
 金の総額 

千円 年  月  日現在

３.取締役、会計参与 
及び監査役(監査等委
員会設置会社にあっ
ては、取締役及び会計
参与。指名委員会等設
置会社にあっては、取
締役、執行役及び会計
参与)の指名 

別添１のとおり 

４.少額短期保険業以
外の業務を行うとき
は、その業務の内容、

別添２のとおり 

５.本店その他の事務
所の所在地 

別添３のとおり 

  
 

(以下略) 
 
 
 

別紙様式第 16 号(第 211 条の２関係) (日本工業規格Ａ４) 
                             (第１面) 

 年  月  日 
 金融庁長官(財務(支)局長)殿 
                    申請者(郵便番号    ) 
                    本店又は主たる事務所の所在地 
                    電話番号(   )  － 
                    商号又は名称 

代表者の氏名  氏  名     印  
登録申請書 

 保険業法第 272 条の２第１項の規定により登録を申請します。 
 この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

(第２面) 

※ 登録番号 財務(支)局長 第    号(  年  月  日) 
(ふりがな) 

１.商号又は名称 
 

２.資本金の額又は基 
 金の総額 

千円 年  月  日現在

３.取締役、会計参与 
及び監査役(委員会設
置会社にあっては、取
締役、執行役及び会計
参与)の指名 

別添１のとおり 

４.少額短期保険業以
外の業務を行うとき
は、その業務の内容、 

別添２のとおり 

５.本店その他の事務
所の所在地 

別添３のとおり 

  
 

(以下略) 
 
 
 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 17 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 17(第 17 条の５、第 25 条の２及び第 211 条の 36第１項関係) 
 (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
   第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    (1) 会社役員の状況 
    (2) 責任限定契約 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼職その他の状況 
    (2) （略） 
    (削る) 
    (3) （略） 
   ４～８ （略） 
   ９ 特定完全子会社に関する事項 
   10 親会社等との間の取引に関する事項 
   11・12 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼職の状況 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
  (3) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ （略） 
２ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

３ （略） 

別紙様式第 16 号の 17(第 17 条の５、第 25 条の２及び第 211 条の 36第１項関係) 
 (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
   第１ 事業報告書 
   １ （略） 
   ２ 会社役員に関する事項 
    （新設） 
    （新設） 
   ３ 社外役員に関する事項 
    (1) 社外役員の兼任その他の状況 
    (2) （略） 
    (3) 責任限定契約 
    (4) （略） 
   ４～８ （略） 
   （新設） 
   （新設） 
   ９・10 （略） 
第２ 附属明細書 
 １ （略） 
 ２ 事業報告書に関する事項 
  (1) 会社役員の兼務の状況 
   （新設） 
  (2) （略） 
第３～第13 （略） 

  (記載上の注意) 
１ （略） 
２ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

３ （略） 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 17 

改正後 現行 

   ４ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第２項第２号に規定する完全子会社等をいう。 
    ⑥ 親会社等 会社法第２条第１項第４号の２に規定する親会社等をいう。 
   ５ （略）     
   ６ 少額短期保険業者が会社法施行規則第２条第２項第 67号又は保険業法施行規則第 25条の

３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第１中に定める記
載事項のうち「１ 少額短期保険業者の現況に関する事項」については、これらのすべてを
企業集団(当該少額短期保険業者及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載する
ことで、当該少額短期保険業者に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及
び損益の状況の推移」についは、当該少額短期保険業者に関する事項をも記載すること。 

   ７ （略） 
 第１ 事業報告書 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   (1) 会社役員の状況                         (年度末現在) 

氏      名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 
 
 

   

    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び９を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)(相互会社にあっては、保険業法第 53 条の 11 に
おいて準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345条第１項及び第
４項)の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。)(相互会社にあっては、保険業法第 53 条の 11において準用する
会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項及び第４項)の理由があるときはその
理由 

３ 社外役員(株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書

   ４ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    （新設） 
    （新設） 
   ５ （略）     
   ６ 少額短期保険業者が会社法施行規則第２条第２項第55号又は保険業法施行規則第 25条の

３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第１中に定める記
載事項のうち「１ 少額短期保険業者の現況に関する事項」については、これらのすべてを
企業集団(当該少額短期保険業者及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載する
ことで、当該少額短期保険業者に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及
び損益の状況の推移」については、当該少額短期保険業者に関する事項をも記載すること。 

   ７ （略） 
 第１ 事業報告書 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 

  １ （略） 
  ２ 会社役員に関する事項 
   （新設）                               (年度末現在) 

氏      名 地位及び担当 重要な兼職 そ  の  他 
 
 

   

    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」
に次に掲げる事項を記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容と
したものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、保険業法第 53条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項及
び第４項)の意見があるときは、その意見の内容 

 
      ③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、保険業法第 53条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項及
び第４項)の理由があるときはその理由 

 
３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 
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すること。 
４・５ （略） 

     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員
が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 少額短期保険業者が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場

合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 少額短期保険業者が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場

合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 
８ 事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法
第 24 条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置
くことが相当でない理由を欄外に記載すること。 

     なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事
情に応じて記載又は記録することとし、社外監査役が二人以上あることのみをもって当
該理由とすることはできない。 

     ９ （略） 
   (2) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

    (記載上の注意) 
     会社役員(取締役又は監査役に限る。)と少額短期保険業者との間で責任限定契約(会社法

第 427 条第１項(相互会社にあっては、法第 53条の 36 において準用する会社法第 427 条第
１項)の契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約
によって当該会社役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている
場合にあっては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ３ 社外役員に関する事項  
  （略） 

(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号(相互会社
について準用する。)に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼
職(同令第 121 条第８号(相互会社について準用する。)に規定する重要な兼職をいう。
以下同じ。)に該当する場合には、当該株式会社と当該他の法人等との関係を記載する
こと。 

 ２ （略） 
３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であ
ることを少額短期保険業者が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
を記載すること。 

 
４・５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

      
（新設） 

      
 
 
 
（新設） 

      
 
 
 
 
 

７ （略） 
   （新設） 
   
 
 
 
 
 
 
 
３ 社外役員に関する事項  

  （略）  
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社 
法第 598 条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが
重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。)
に該当する場合には、当該株式会社と当該他の法人等との関係を記載すること。 

 
 ２ （略） 
３ 社外役員が少額短期保険業者又は少額短期保険業者の特定関係事業者(株式会社
にあっては会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、
相互会社にあっては当該相互会社の実質子会社(保険業法第33条の２第１項に規定
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 ① 少額短期保険業者の親会社等(自然人であるものに限る。) 
 ② 少額短期保険業者又は少額短期保険業者の特定関係事業者(株式会社にあって
は、会社法施行規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいい、相互
会社にあっては、当該相互会社の実質子会社(法第33条の２第１項に規定する実
質子会社をいう。)及び関連会社(規則第24条の３第６項第２号に規定する関連会
社をいう。)並びに当該相互会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含
む。)をいう。)の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。) 

   (2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 
      ① （略） 
      ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
      ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (削る) 

 
 

 
 
 
 
 
 
(3) （略） 

  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において少額短期保険業者の役員が有している当該少額短期保険業者の

新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

する実質子会社をいう。)及び関連会社(保険業法施行規則第24条の３第６項第２号
に規定する関連会社をいう。)並びに当該相互会社の主要な取引先である者(法人以
外の団体を含む。)をいう。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若し
くは会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを少額短期保険業者が
知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 
（新設） 
（新設） 
 
 
 
 
 

   (2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあっては、以下に定めるもの

を含む。 
      ① （略） 
      （新設） 
      ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    社外役員と少額短期保険業者との間で責任限定契約(会社法第427条第１項(相互会社にあっ

ては、法第 53 条の 36 において準用する会社法第 427 条第１項)の契約をいう。以下同じ。)
を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正
性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を
記載すること。 
(4) （略） 

  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において少額短期保険業者の役員が有している当該少額短期保険業者の

新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   
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社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    （略） 
   (2) （略） 
  ６ 会計監査人に関する事項 
   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 
   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 
      ① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会

社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が会社法第
399 条第１項(相互会社にあっては、保険業法第 53 条の 23 において準用する会社法第
399 条第１項)の同意をした理由 

②～④ （略） 
４・５ （略） 

   (2)・(3) （略） 
７ （略） 

  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概

要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 
    １ 会社法第 348 条第３項第４号及び同法第 362 条第４項第６号(相互会社にあっては、保

険業法第 53 条の 14第４項第６号)に規定する体制 
    ２ 会社法第 399 条の 13第１項第１号ロ及びハに規定する体制(相互会社にあっては、保険

業法第 53条の 23の３第１項第１号ロ及びハ) 
    ３ （略） 
  ９ 特定完全子会社に関する事項 

(記載上の注意) 
   株式会社である少額短期保険業者にあっては、少額短期保険業者(当該事業年度の末日にお
いて、その完全親会社等(会社法第 847 条の３第２項に規定する完全親会社等をいう。)がある
ものを除く。)に特定完全子会社(当該事業年度の末日において、当該少額短期保険業者及びそ
の完全子会社等(同法第 847 条の３第３項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを
含む。以下９において同じ。)における当該少額短期保険業者のある完全子会社等(株式会社に
限る。)の株式の帳簿価額が当該少額短期保険業者の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の
部に計上した額の合計額の５分の１(同法第 847 条の３第４項の規定により５分の１を下回る

   (記載上の注意)  
    （略） 
 
    
 
 
 
 
(2) （略） 
６ 会計監査人に関する事項 

   (1) 会計監査人の状況 
    （略） 
   (記載上の注意) 
    １・２ （略） 
    ３ 以下の事項を「その他」に記載すること。 
     （新設） 

 
 
 
①～③ （略） 

    ４・５ （略） 
   (2)・(3) （略） 
  ７ （略） 
  ８ 業務の適正を確保する体制 
   (記載上の注意) 
    以下の体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要を

記載すること。 
    １ 会社法 348 条第３項第４号及び同法第 362 条第４項第６号(相互会社にあっては、保険

業法第 53条の 14第４項第６号)に規定する体制 
    （新設） 
 
    ２ （略） 
  （新設） 
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割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該ある完全子会社等
をいう。)がある場合には、会社法施行規則第 118 条第４号の規定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 
   (記載上の注意) 
    株式会社である少額短期保険業者にあっては、少額短期保険業者とその親会社等との間の取

引(当該少額短期保険業者と第三者との間の取引で当該少額短期保険業者とその親会社等との
間の利益が相反するものを含む。)であって、当該少額短期保険業者の当該事業年度に係る個
別注記表において会社計算規則第 112 条第１項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の
規定により同項第４号から第６号まで及び第８号に掲げる事項を省略するものを除く。)があ
る場合には、会社法施行規則第 118 条第５号の規定に従い記載すること。 

  11・12 （略） 
第２ 附属明細書 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(4) （略） 
   (5) 事業費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
   (6)・(7) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
    (記載上の注意) 
     株式会社である少額短期保険業者にあっては、少額短期保険業者とその親会社等との間の

取引(当該少額短期保険業者と第三者との間の取引で当該少額短期保険業者とその親会社等
との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該少額短期保険業者の当該事業年度に
係る個別注記表において会社計算規則第 112 条第１項に規定する注記を要するもの(同項た
だし書の規定により同項第４号から第６号まで及び第８号に掲げる事項を省略するものに
限る。)がある場合には、会社法施行規則第 128 条第３項の規定に従い記載すること。 

   (3) （略） 
第３ （略） 
第４ 貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

      （少額短期保険株式会社)   
（略）                              

     （記載上の注意） 

 
 

（新設） 
   
 
 
 
 
 

 
９・10 （略）    

第２ 附属明細書 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)～(4) （略） 
   (5) 事業費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。 
   (6)・(7) （略） 
  ２ 事業報告書に関する事項 
   (1) （略） 
   （新設） 
    
 
 
 
 
 
 

(2) （略） 
第３ （略） 
第４ 貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

      （少額短期保険株式会社)   
（略）                              

     （記載上の注意） 
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     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連
が明らかになるように記載すること。 

        (1)～(15) （略） 
(16) 保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく

は第 165 条第７項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 
 

(以下略) 

     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連
が明らかになるように記載すること。 

        (1)～(15) （略） 
(16) 保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく

は同法第 165 条第６項において準用する同法第 91条の規定による合併剰余金額  
 
 

(以下略) 
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別紙様式第 16 号の 18(第 211 条の 36第２項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
   第１～第７ （略） 
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

３～５ （略）     
６ 少額短期保険業者が会社法施行規則第２条第２項第 67号又は保険業法施行規則第 25 条の
３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第１中に定める記
載事項のうち、「１ 事業経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の推移」、「３ 支店
等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを企業集団(当該
少額短期保険業者及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該
少額短期保険業者に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状
況の推移」については、当該少額短期保険業者に関する事項をも記載すること。 

   ７・８ （略） 
第１ 中間業務報告書 

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間事業報告書 
   １～５ （略） 
   ６ 会社役員の状況 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び８を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」

別紙様式第 16 号の 18(第 211 条の 36第２項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
   第１～第７ （略） 
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

３～５ （略）     
６ 少額短期保険業者が会社法施行規則第２条第２項第 55号又は保険業法施行規則第 25 条の
３に規定する連結計算書類を作成している会社である場合には、この様式第１中に定める記
載事項のうち、「１ 事業経過及び成果等」、「２ 財産及び損益の状況の推移」、「３ 支店
等及び代理店の状況」、「４ 使用人の状況」については、これらのすべてを企業集団(当該
少額短期保険業者及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該
少額短期保険業者に関する記載を省略できるものとする。ただし、「２ 財産及び損益の状
況の推移」については、当該少額短期保険業者に関する事項をも記載すること。 

   ７・８ （略）  
  第１ 中間業務報告書 

 年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間事業報告書 
   １～５ （略） 
   ６ 会社役員の状況 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会(相互会社にあっては、

社員総会又は総代会)の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、「その他」



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 18 

改正後 現行 

に次に掲げる事項を記載すること(当該中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内
容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)(相互会社にあっては、保険業法第 53 条の 11 に
おいて準用する会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345条第１項及び第
４項)の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準
用する場合を含む。)(相互会社にあっては、保険業法第 53 条の 11において準用する
会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項及び第４項)の理由があるときはその
理由 

３ 社外役員(株式会社にあっては、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外
役員をいい、相互会社にあっては別紙様式第５号記載上の注意８(1)に規定する社外役
員をいう。以下同じ。)については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書
すること。 

４・５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 少額短期保険業者が当該中間会計期間の末日において監査等委員会設置会社であ

る場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 少額短期保険業者が当該中間会計期間の末日において指名委員会等設置会社であ

る場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 
     ８ （略） 
   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 当中間会計期間の末日において少額短期保険業者の役員が有している当該少額短期保険

業者の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   

に次に掲げる事項を記載すること(当該中間会計期間前の事業年度に係る事業報告の内
容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相

互会社にあっては、保険業法第 53条の 11 において準用する会社法第 345 条第１項及
び第４項)の意見があるときは、その意見の内容 

      ③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)(相
互会社にあっては、保険業法第 53条の 11 において準用する会社法第 345 条第２項及
び第４項)の理由があるときはその理由。 

 
 
３ 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 
 
 
 
４・５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

      
（新設） 

      
 
 
 

７ （略） 
   ７ （略） 
   ８ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 当中間会計期間の末日において少額短期保険業者の役員が有している当該少額短期保険

業者の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    （略） 
    
 
 
 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 18 

改正後 現行 

   (記載上の注意)  
    （略） 
   (2) （略） 
   ９ （略） 
第２ 中間貸借対照表 
        年度中（  年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （少額短期保険株式会社)   
（略）                              

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(10) （略） 

(11) 保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく
は第 165 条第７項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

 
 

(2) （略） 
   ９ （略） 
第２ 中間貸借対照表 
        年度中（  年  月  日現在）中間貸借対照表 

      （少額短期保険株式会社)   
（略）                              

     （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(10) （略） 

(11) 保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく
は第 165 条第６項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1６号の 19 

 
改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 19(第 211 条の 36第４項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 

   ３～５ （略） 
第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(8) （略） 

(9) 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第164条第４項若しくは
第 165 条第７項において準用する同法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
(以下略) 

別紙様式第 16 号の 19(第 211 条の 36第４項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 
３～５ （略） 

第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(8) （略） 

(9) 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第164条第４項若しくは
同法第 165 条第６項において準用する同法第 91条の規定による合併剰余金額 

 
(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1６号の 20 

 
改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 20(第 211 条の 36第４項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 
３～５ （略） 

第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(11) （略） 
      (12) 保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく 

は第 165 条第７項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 

     
 

(以下略) 

別紙様式第 16 号の 20(第 211 条の 36第４項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 連結業務報告書 
                                   年  月  日 
金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの当社及び子会社等
の業務及び財産の状況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ （略） 
２ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 
３～５ （略） 

第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(11) （略） 
      (12) 保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく 

は同法第 165 条第６項において準用する同法第 91条の規定による合併剰余金額 
 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 24 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 24(第 211 条の 81第１項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて
記載すること。 
２～４ （略） 

  第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(10) （略） 

(11) 保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく
は第 165 条第７項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 

 
 

(以下略) 

別紙様式第 16 号の 24(第 211 条の 81第１項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度中（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 中間業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載す
ること。 

   ２～４ （略） 
  第１ （略） 
第２ 中間連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 中間連結貸借対照表 
        年度中（ 年  月  日現在）中間連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(10) （略） 

(11) 保険業法第 91 条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく
は第 165 条第６項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 

 
 

 (以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 25 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 25(第 211 条の 81第２項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１～第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 指名委員会等設置会社にあっては、提出者の欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改め
て記載すること。 

   ２・３ （略） 
  第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(13) （略） 
      (14) 保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく 

は第 165 条第７項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 
 

(以下略) 

別紙様式第 16 号の 25(第 211 条の 81第２項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 
  

   年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 業務報告書 
 年  月  日 

金融庁長官(財務(支)局長) 殿 
                            住 所 
                            会社名 
                            代表取締役   氏 名   印 
        年   月   日から     年   月   日までの業務及び財産の状
況を次のとおり報告します。 

目  次 
  第１・第２ （略）  
  (記載上の注意) 

１ 委員会設置会社にあっては、提出者の欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改めて記載
すること。 

   ２・３ （略） 
第１ （略） 
第２ 連結財務諸表 
 １ （略） 
 ２ 連結貸借対照表 
        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 
(1)・(2) （略） 

    （記載上の注意） 
     １ （略） 
     ２ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 
        (1)～(13) （略） 
      (14) 保険業法第 91条の規定による組織変更剰余金額又は同法第 164 条第４項若しく 

は第 165 条第６項において準用する同法第 91 条の規定による合併剰余金額 
 
 
 

(以下略) 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 26 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 26(第 211 条の 84第１項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

   年度（ 年  月  日から 年  月  日まで ） 事業報告書 
(記載上の注意) 

   １ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    ⑤ 完全子会社等 会社法第 847 条の３第２項第２号に規定する完全子会社等をいう。 
    ⑥ 親会社等 会社法第２条第１項第４号の２に規定する親会社等をいう。 

２ （略） 
 ３ 少額短期保険持株会社が会社法施行規則第２条第２項第 67 号に規定する連結計算書類を
作成している会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「１ 少額短期保険
持株会社の現況に関する事項」については、これらのすべてを企業集団(当該少額短期保険
持株会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該少額短期
保険持株会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状況の推
移」については、当該少額短期保険持株会社に関する事項をも記載すること。 

１ （略） 
  ２ 会社役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役)に関する事項  
   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(２、７及び９を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任さ

れたものを除く。)があるときは、「その他」に次に掲げる事項を記載すること(当該事
業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 342 条の２第１項若しくは第４項又は第 345 条第１項(同条第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容 
      ③ 会社法第 342 条の２第２項又は第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準

用する場合を含む。)の理由があるときはその理由 
     ３～５ （略） 
     ６ 監査役、監査等委員又は監査委員については、当該監査役、監査等委員又は監査委員

が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「そ
の他」に記載すること。 

   ７ 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 
    ① 少額短期保険持株会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社であ

る場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由 
    ② 少額短期保険持株会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社であ

る場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由 

別紙様式第 16 号の 26(第 211 条の 84第１項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

   年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 事業報告書 
(記載上の注意) 

   １ この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 
    ①～④ （略） 
    （新設） 
    （新設） 

２ （略） 
 ３ 少額短期保険持株会社が会社法施行規則第２条第２項第 55 号に規定する連結計算書類を
作成している会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「1 少額短期保険
持株会社の現況に関する事項」については、これらのすべてを企業集団(当該少額短期保険
持株会社及び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該少額短期
保険持株会社に関する記載を省略できるものとする。ただし、「(2)財産及び損益の状況の推
移」については、当該少額短期保険持株会社に関する事項をも記載すること。 

１ （略） 
２ 会社役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役)に関する事項  

   (1) 会社役員の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること(２

及び７を除く。)。 
     ２ 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任さ

れたものを除く。)があるときは、「その他」に次に掲げる事項を記載すること(当該事
業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)。 

      ① （略） 
      ② 会社法第 345 条第１項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)の意

見があるときは、その意見の内容 
      ③ 会社法第 345 条第２項(同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。)の理

由があるときはその理由 
３～５ （略） 

     ６ 監査役又は監査委員については、当該監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相
当程度の知見を有している者であるときは、その事実を「その他」に記載すること。 

      
（新設） 
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８ 事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法
第 24 条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、社外取締役を置
くことが相当でない理由を欄外に記載すること。  

     なお、社外取締役を置くことが相当でない理由については、当該事業年度における事
情に応じて記載又は記録することとし、社外監査役が二人以上あることのみをもって当
該理由とすることはできない。 

     ９ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 

（略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 

２ 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の
取締役。）、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となっ
た人数を記載すること。ただし、会社法施行規則第 121 条第４号ロ又はハにより、適宜
設欄のうえ記載することもできる。また、同条第５号に規定する報酬等についても記載
すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、指名委員会等設置会社にあっては、記載を要しない。 
６ （略） 
７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると
きは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、当該
事業年度の末日において、指名委員会等設置会社でない会社については、記載を要しな
い。 

(3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    会社役員(取締役又は監査役に限る。)と少額短期保険持株会社との間で責任限定契約(会社

法第 427 条第１項の契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当
該契約によって当該会社役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて
いる場合にあっては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ３ 社外役員に関する事項  
  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること((3)及び

(4)を除く。)。 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する

（新設） 
      
 
 
 
 
 

７ （略） 
   (2) 会社役員に対する報酬等 

（略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 会社役員ごとの報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただ

し、会社法施行規則第 121 条３号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもでき
る。また、同条第４号に規定する報酬等についても記載すること。 

 
 
     ３・４ （略） 
     ５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。

ただし、委員会設置会社にあっては、記載を要しない。 
     ６ （略） 
     ７ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めていると

きは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要を記載すること。ただし、当該
事業年度の末日において、委員会設置会社でない会社については、記載を要しない。 

    
（新設） 

   
 
 
 
 
 
 
３ 社外役員に関する事項  

  (記載上の注意) 
    直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること((4)及び

(5)を除く。)。 
(1) 社外役員の兼職その他の状況 
（略） 

(記載上の注意) 
 １ 社外役員が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社 
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業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第 121 条第８号に規定す
る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、少額短期保険持株会社と当該他
の法人等との関係を記載すること。 
２ （略） 
３ 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であ
ることを保険持株会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)を
記載すること。 

 
 
 
① 少額短期保険持株会社の親会社等(自然人であるものに限る。) 
 ② 少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の特定関係事業者(会社法施
行規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいう。)の業務執行者又
は役員(業務執行者であるものを除く。) 

   (2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含

む。 
      ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 
      ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
      ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (削る)  
    
 
 
 
 
 
 

(3) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条第５号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。
また、同条第６号に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険持株会社の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の

区分に応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等

法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用人であることが重
要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同じ。)
に該当する場合は、少額短期保険持株会社と当該他の法人等との関係を記載すること。 

 ２ （略） 
３ 社外役員が少額短期保険持株会社又は少額短期保険持株会社の特定関係事業者(会
社法施行規則第２条第３項第19号に規定する特定関係事業者をいう。)の業務執行
取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法第598条第１項の職務を行う
べき者その他これに類する者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに
準ずる者であることを少額短期保険持株会社が知っているときは、その事実(重要
でないものを除く。)を記載すること。 
（新設） 
（新設） 

 
 

(2) 社外役員の主な活動状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ 本表における取締役会は、以下に掲げる者である場合にあっては、以下に定めるもの

を含む。 
      ① 監査役設置会社の社外監査役 監査役会 
      （新設） 
      ② 委員会設置会社の監査委員 監査委員会 
     ２ （略） 
   (3) 責任限定契約 

氏      名 責任限定契約の内容の概要 
  

   (記載上の注意) 
    社外役員と少額短期保険持株会社との間で責任限定契約(会社法第 427 条第１項の契約をい

う。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容(当該契約によって当該社外役員の職
務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含
む。)の概要を記載すること。 

   (4) 社外役員に対する報酬等 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となった人数を記載すること。ただし、会

社法施行規則第 124 条６号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。ま
た、同条第７号に規定する報酬等についても記載すること。 

     ３・４ （略） 
     ５ 「保険持株会社の親会社等からの報酬等」については、少額短期保険持株会社の親会

社又は当該親会社(当該少額短期保険持株会社に親会社がない場合にあっては、当該少額
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を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であった期間に受けた
ものに限る。)。 

 
      ① 少額短期保険持株会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の

子会社等（当該少額短期保険持株会社を除く。） 
      ② 少額短期保険持株会社に親会社等がない場合 少額短期保険持株会社の子会社又

は子法人等 
   (4) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において少額短期保険持株会社の役員が有している当該少額短期保険持

株会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役(監査等委員で
あるもの及び社外役
員を除く。)及び執行
役 

  

社外取締役(監査等委
員であるものを除
く。) 

  

監査等委員である取
締役 

  

会計参与及び監査役   
   (記載上の注意)  
    １ 会社役員は、当該事業年度の末日において在任している者に限る。 
    ２ （略） 
   (2) （略） 
  ６ （略） 
 

 

短期保険持株会社)の子会社若しくは子法人等から当該事業年度において役員としての
報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であった期間に
受けたものに限る。)。 

      （新設） 
 
      （新設） 
 

(5) （略） 
  ４ （略） 
  ５ 新株予約権等に関する事項 
   (1) 事業年度の末日において少額短期保険持株会社の役員が有している当該少額短期保険持

株会社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の数 
取締役及び執行役(社
外役員を除く。) 

  

社外取締役   
会計参与及び監査役   

   (記載上の注意)  
    １ 会社役員は、当中間会計期間の末日において在任している者に限る。 
    ２ （略） 
 
 
 
 
 
 
   (2) （略） 
  ６ （略） 
 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 16 号の 27 

改正後 現行 

別紙様式第 16 号の 27(第 211 条の 84第 2項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)・(2) （略） 
   (3)一般管理費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっ

ては監査委員)が監査をするについて、参考となるように記載すること。 
   (4) （略） 
  ２ 事業報告に関する事項 
   (1) 会社役員の兼職の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行す

る社員又は会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねるこ
とが重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第８号に規定する重要な兼職をいう。以下同
じ。)に該当する者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。また、保
険業法第 272 条の 10 第１項の規定に基づき金融庁長官の承認を受けている場合には、
その旨を「その他」に記載すること。 

 ３・４ （略） 
  (2) 親会社等との間の取引に関する事項 
    (記載上の注意) 
     少額短期保険持株会社とその親会社等(会社法第２条第１項第４の２号に規定する親会社

等をいう。以下同じ)との間の取引(当該少額短期保険持株会社と第三者との間の取引で当該
少額短期保険持株会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であって、当
該少額短期保険持株会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第 112条第
１項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第４号から第６号まで及
び第８号に掲げる事項を省略するものに限る。)がある場合には、会社法施行規則第 128 条
第３項の規定に従い記載すること。 

   (3) （略） 
 

 
 

別紙様式第 16 号の 27(第 211 条の 84第 2項関係) (日本工業規格Ａ４) 
 

年度 （ 年  月  日から 年  月  日まで ） 附属明細書 

  １ 計算書類に関する事項 
   (1)・(2) （略） 
   (3)一般管理費の明細 
    （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員)が監査をするについて、参考となるよ

うに記載すること。 
   (4) （略） 
  ２ 事業報告に関する事項 
   (1) 会社役員の兼職の状況 
     （略） 
    (記載上の注意) 
     １ （略） 
     ２ 取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行す

る社員又は会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねるこ
とが重要な兼職(会社法施行規則第 121 条第７号に規定する重要な兼職をいう。以下同
じ。)に該当する者の兼職の状況(重要でないものを除く。)を記載すること。また、保
険業法第 272 条の 10 第１項の規定に基づき金融庁長官の承認を受けている場合には、
その旨を「その他」に記載すること。 

     ３・４ （略） 
   （新設） 
    
 
 
 
 
 
 
 

(2) （略） 
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